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第１章 総     則 
 

 

 

第１節 目     的 

 この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条、水防法（昭和２４年法律第１９３号）

第２５条及び江差町防災会議条例（昭和３８年江差町条例第６号）第２条第１号の規定に基づき、江差町防

災会議が作成する計画であり、江差町の地域に係る防災に関し、災害予防・災害応急対策及び災害復旧

などの災害対策を実施するに当たり、防災関係機関がその機能のすべてをあげて住民の生命・身体及び

財産を災害から保護するため次の事項を定め、江差町防災の万全を期することを目的とする。 

 

１．江差町の区域を管轄し、若しくは区域内に所在する指定地方行政機関・自衛隊・北海道・北海道警察・

指定公共機関・指定地方公共機関及び公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者等が処理すべき

防災上の事務または業務の大綱に関すること 

２．災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に必要な防災の組織に関すること 

３．気象・水象・地象などによる災害の未然防止と被害の軽減を図るため施設の整備及び改善など災害予

防に関すること 

４．災害が発生した場合の給水・防疫・食糧供給など災害応急対策に関すること 

５．地震・津波等大規模災害の発生又は発生する恐れのある場合の災害予防及び応急対策に関すること 

６．災害復旧に関すること  

７．防災訓練に関すること 

８．防災思想の普及に関すること 

 

 

 

第２節 計 画 の 構 成 

 本計画は、以下の１０章から構成される。 

  第１章  総  則 

  第２章  江差町の概況 

  第３章  防災組織 

  第４章  災害予防計画 

  第５章  災害応急対策計画 

  第６章  地震・津波災害対策計画 

  第７章  事故災害対策計画 

  第８章  災害復旧・被災者支援計画 

  第９章  防災訓練計画 

  第１０章  防災思想普及・啓発計画 
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第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 

本計画は、次の事項を基本として推進する。 

 

１．災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回

復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを

最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、

災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。 
 
２．自助（町民が自らの安全を自らで守ることをいう。）、互助（町民等が地域において互いに助け合う

ことをいう。）及び公助（町及び防災関係機関が実施する対策をいう。）のそれぞれが効果的に推進さ

れるよう、町民等並びに町及び防災関係機関の適切な役割分担による協働により着実に実施されなけ

ればならない。 
 
３．災害発生時は町民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、災害教訓の伝承

や防災教育の推進により、防災意識の向上を図らなければならない。 
 
４．地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、

防災に関する政策・方針決定過程等における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、男女平等

参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制の確立を図らなければならない。 

 

 

 

第４節 用     語 

 この計画において次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

  ○基 本 法 ： 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 

  ○救 助 法 ： 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号） 

 ○水 防 法 ： 水防法（昭和２４年法律第１９３号） 

  ○防 災 会 議 ： 江差町防災会議 

  ○本 部 （ 長 ） ： 江差町災害対策本部（長） 

  ○防 災 計 画 ： 江差町地域防災計画 

  ○防災関係機関 ： 江差町防災会議条例（昭和３８年条例第６号）第３条に定める委員の属する機関 

 

 

 

第 5 節 計画の修正要領 

 江差町防災会議は、基本法第４２条に定めるところにより計画に随時検討を加え、概ね次に掲げるよう

な事項について必要があると認めるときは、修正の基本方針を定めこれに修正するものとする。 

 １．社会・経済の発展に伴い計画が社会生活の実態と著しく遊離したとき。 

 ２．防災関係機関が行う防災上の施策によって、計画の変更（削除）を必要とするとき。 

 ３．新たな計画を必要とするとき。 

 ４．防災基本計画の修正が行われたとき。 

 ５．その他江差町防災会議会長が必要と認めたとき。 

 

 なお、計画の部分的な修正についても同様とする。 
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第６節 防災関係機関等の処理すべき事務及び業務の大綱 

 江差町防災会議の構成機関及び公共団体、その他防災上重要な施設の管理者の防災上処理すべき事務

又は業務の大綱は、次のとおりである。 

 

１．指定地方行政機関 
機   関   名 事  務  又  は  業  務 

函 館 地 方 気 象 台 １ 気象・地象・水象等の地球物理的諸現象の観測に関すること。 

２ 観測資料の分析並びに情報・予報（注意報を含む）・特別警報・警報、並

びに情報等の連絡及び発表に関すること。 

江 差 海 上 保 安 署 １ 予報（注意報を含む）及び特別警報・警報等の船舶への周知並びに災害

情報の収集を行うこと。 

２ 災害時において船舶の避難誘導及び救助並びに航路障害物の除去に関

すること。 

３ 災害時において、罹災者・救援物資・人員等の海上輸送を行うこと。 

４ 海上における人命の救助に関すること。 

５ 海上における船舶交通安全の確保に関すること。 

６ 海上における犯罪の予防及び治安の維持に関すること。 

函 館 開 発 建 設 部 

江 差 道 路 事 務 所 

江 差 港 湾 事 務 所 

１ 国道の維持補修、災害復旧及びその他の管理に関すること。 

２ 港湾施設の使用に関する連絡調整に関すること。 

３ 港湾施設の災害予防・災害応急復旧に関すること。 

檜 山 森 林 管 理 署 １ 所轄国有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化に関するこ

と。 

２ 所轄国有林の復旧治山対策及び予防治山対策に関すること。 

３ 林野火災の予防対策に関すること。 

４ 災害時における江差町からの要請があった場合の災害復旧用材の供給

に関すること。 

 

 

２．自 衛 隊  
機   関   名 事  務  又  は  業  務 

陸上自衛隊 

第２８普通科連隊 

１ 災害予防責任者の行う防災訓練に対し、必要に応じ部隊等の一部を協

力させること。 

２ 災害に関する情報の伝達・収集に関すること。 

３ 災害派遣要請権者の要請に基づき部隊等を派遣すること。 

 

 

３．北 海 道 
機   関   名 事  務  又  は  業  務 

檜山振興局（地域政策課） １ 檜山振興局地域災害対策連絡協議会における事務運営・企画に関する
こと。 

２ 防災に関する組織の整備を図り、防災資機材の備蓄、その他災害予防
措置に関すること。 

３ 災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。 
４ 町及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務または業務の実

施を助け、総合調整を図ること。 
５ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 
６ 災害救助法の実施指導に関すること。 

檜山農業改良普及センター １ 被災地の農作物及び家畜の技術指導に関すること。 
２ 被災地の病害虫の防疫指導、その他営農指導に関すること。 

檜 山 振 興 局 森 林 室 １ 林野火災の予消防対策と未然防止に関すること。 
２ 林野火災空中消火用資材及び散布用消火薬材の供給に関すること。 
３ 災害時における緊急対策及び復旧用材の供給に関すること。 
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檜山南部地区 

水産技術普及指導所 

１ 災害時における水産物及び水産施設の技術指導に関すること。 

２ 災害地の漁場における防疫指導その他営漁指導に関すること。 

檜山振興局保健環境部 

 

１ 医療班の編成調整指導に関すること。 

２ 応急対策に必要な人員及び器材の連絡調整に関すること。 

３ 医療防疫・薬剤の確保及び供給に関すること。 

４ 薬品の保有状況、応急措置連絡調整に関すること。 

５ 防疫活動の調査指導に関すること。 

６ 検疫調査及び健康診断に関すること。 

７ 避難所における衛生施設の管理指導に関すること。 

８ 災害時における医療救護活動に関すること。 

９ 感染症予防に係る薬剤の供給斡旋に関すること。 

10 災害時における塵芥収集、し尿の汲み取り、へい獣処理等の清掃業務

に対する町への指導助言を行うこと。 

北 海 道 立 江 差 病 院 １ 救護班又は医療班を編成し、町長の派遣要請に応じ被災者の医療及び

助産を行うこと。 

２ 町長から要請があった場合、可能な範囲において被災者の収容・治療及

び助産にあたること。 

檜 山 教 育 局 １ 災害時における被災児童及び生徒の救護及び応急教育の指導に関する

こと。 

２ 文教施設及び文化財の保全対策に関すること。 

函館建設管理部 

江差出張所 

１ 水防技術指導に関すること。 

２ 災害時の関係河川の水位・雨量の情報収集及び報告に関すること。 

３ 災害時の関係公共土木被害調査及び災害応急対策の実施に関するこ

と。 

４ 被災地の交通情報の収集及び交通路の確保に関すること。 

５ 所轄河川・道路・漁港・海岸及び急傾斜地の災害予防・災害応急対策・災

害復旧対策並びにその他の管理に関すること。 

 

 

４．北海道警察 
機   関   名 事  務  又  は  業  務 

江 差 警 察 署 

 

 

 

 

１ 災害時における住民の避難誘導及び被災者の救出・救護に関すること。

２ 災害の予報（注意報を含む）及び特別警報・警報、並びに情報等の伝達

及び災害情報の収集・報告に関すること。 

３ 被災地・避難場所・危険箇所の警戒に関すること。 

４ 交通規制及び交通秩序の確保に関すること。 

５ 犯罪の予防、その他被災地における社会秩序の維持に関すること。 

 

 

５．江差町及び消防機関 

機   関   名 事  務  又  は  業  務 

江 差 町 １ 江差町防災会議に関すること。 

２ 江差町災害対策本部の設置及び組織の運営に関すること。 

３ 住民の自主防災組織の育成に関すること。 

４ 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。 

５ 防災訓練及び防災上必要な教育の実施に関すること。 

６ 災害に関する情報の伝達・収集及び広報並びに被害状況の調査・報告に

関すること。 

７ 北海道その他の防災関係機関との連絡・調整・協力に関すること。 

８ 防災に関する施設・設備の整備に関すること。 

９ 防災に関する食糧・資材及び機器の備蓄並びに供給に関すること。 

１０ 災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。 

１１ 防活動及び水防活動等防災対策の実施に関すること。 
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１２ 避難の勧告又は指示に関すること。 

１３ 災者に対する救助及び救護並びに救援に関すること。 

１４ 災害時における保健衛生に関すること。 

１５ その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること。 

１６ 災害時の交通及び輸送の確保に関すること。 

１７ 被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報に関するこ

と。 

１８ 避難行動要支援者の擁護に関すること。 

１９ 災害ボランティアの受け入れに関すること。 

江 差 町 教 育 委 員 会 １ 児童及び生徒に対する防災に関する知識の普及及び啓発に関するこ

と。 

２ 災害時における被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること。 

３ 避難等に係わる町立学校施設の使用に関すること。 

４ 災害時における文教施設及び文化財の保全対策に関すること。 

檜山広域行政組合 

江 差 消 防 署 

江差町消防団 

 

 

１ 消防力等の整備に関すること。 

２ 防災のための調査に関すること。 

３ 防災教育訓練に関すること。 

４ 災害の予防・警戒及び防御に関すること。 

５ 災害時の避難・救助及び救急に関すること。 

６ その他、消防計画に定める災害対策に関すること。 

 

 

６．指定公共機関 
機   関   名 事  務  又  は  業  務 

東日本電信電話㈱ 

北海道事業部 

１ 気象官庁からの予報（注意報を含む）及び特別警報・警報、並びに情報

等を町に伝達すること。 

２ 非常及び緊急通話の取扱いを行うほか重要通信の確保を図るための必

要な処置を講ずること。 

日本郵便局㈱江差郵便局 

及びその他の町内郵便局 

１ 災害時の郵便輸送及び郵政業務運営の確保に関すること。 

２ 郵便貯金及び簡易保険業務の取り扱いについての非常措置に関するこ

と。 

３ 災害時における協定に基づき協力すること。 

北海道電力㈱江差営業所 １ 災害時における電力の円滑なる供給に必要な措置を講ずること。 

日本赤十字社江差町分区 １ 災害時における医療・助産・その他救助・救護に関すること。 

２ 防災ボランティア（民間団体及び個人）が行う救助活動の連絡調整に

関すること。 

 

 

７．指定地方公共機関 
機   関   名 事  務  又  は  業  務 

檜 山 医 師 会 １ 災害時における医療機関との連絡調整並びに応急医療及び助産その他

防疫対策の協力に関すること。 

北 海 道 薬 剤 師 会 １ 災害時における調剤・医薬品の供給を行うこと。 

北 海 道 獣 医 師 会 １ 災害時における飼養動物対応を行うこと。 

江 差 土 地 改 良 区 １ 所管の頭首工・水門・樋門・水路及び溜池の防災管理・災害復旧に関する

こと。 
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８．その他防災上重要な施設の管理者 
機   関   名 事  務  又  は  業  務 

日本水難救済会 

江差救難所 

１ 沿岸における海難救助活動の実施及び江差海上保安署又は町長の要請

による救護活動に関すること 
新函館農業協同組合江差支店 

ひやま漁業協同組合江差支店 

檜 山 南 部 森 林 組 合 

１ 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。 

２ 被災組合員に対する融資及びその斡旋に関すること。 

３ 被害状況の調査協力に関すること。 

４ 被災組合員に対する農業生産資材の確保並びに融資及び斡旋に関する

こと。 

５ 災害時における海上交通確保・協力に関すること。 

江 差 商 工 会 １ 災害時における物価の安定及び救助物資の確保・協力に関すること。 

２ 被災商工業者に対する融資及び斡旋に関すること。 

江 差 建 設 協 会 １ 災害時においての応急復旧工事・緊急資材輸送及び建設重機の確保等

災害活動の協力に関すること。 

社 会 福 祉 施 設 １ 災害時における収容者の保護に関すること。 

２ 避難用設備の整備及び避難訓練に関すること。 

江差町社会福祉協議会 １ 災害時において、障がい者・高齢世帯等の救護対策に関すること。 

２ 災害時におけるボランティア登録者の活動支援に関すること。 

３ 災害時における生活福祉資金の斡旋に関すること。 

一 般 病 院 ・ 診 療 所 １ 災害時において医療及び防疫対策についての協力に関すること。 

南檜山歯科医師懇親会 １ 災害時における歯科医療関係機関との連絡調整並びに応急歯科医療に

協力すること。 

２ 町長の要請に基づく救急歯科医療隊の編成を行うこと。 

日 本 赤 十 字 社 

江 差 町 奉 仕 団 

１ 災害時における住民の避難誘導、被災者の救護対策に協力すること。 

２ 被災者に対する炊きだし等に協力すること。 

江 差 町 町 内 会 連 合 会 １ 災害時における住民の避難誘導の協力に関すること。 

２ 災害時における災害情報等の連絡に関すること。 

３ 災害時における指定避難所の維持管理・運営の協力に関すること。 

青 年 ・ 女 性 団 体 １ 町長の要請に応じ、災害時において住民の避難誘導、被災者に対する

炊きだし等、被災者の救護対策への協力に関すること。 

江 差 旅 館 組 合 １ 災害時における住民の被災者の救護対策に協力すること。 

江差町危険物安全協会 １ 災害時における危険物の保安措置に関すること。 

檜山南部沿岸排出油等 

防除協議会 

１ 大量の油又は有害液体物質の排出事故が発生した場合の防除活動につ

いて、必要な事項の協議を行うとともに、総合調整を行う。 

運 送 事 業 者 １ 災害時における救援物資及び応急対策用物資の緊急輸送等について関

係機関の支援を行うこと。 

江差町防火管理者協会 １ 災害時における施設利用者等の避難誘導、被災者の救護対策の協力に

関すること。 

２ 災害時における危険物の保安に関する措置を行うこと。 
ハートランドフェリー㈱江差支店 

函館バス㈱江差営業所 

檜 山 ハ イ ヤ ー ㈲ 

１ 被災地の人員輸送の確保に関すること。 

２ 被災地の応援輸送対策に関すること。 
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第７節 町民及び事業所の基本的責務 

 「自らの身の安全は自らが守る」ことが防災の基本である。 

 町民及び事業所は、その自覚を持ち、平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には

自らの身の安全を守るよう行動することが重要である。 

 特に、いつでもどこでも起こりうる災害に対し、人的被害・経済被害を軽減する減災の取組を推進し、

安全・安心を確保するためには、行政による災害対策を強化し「公助」を充実させていくことはもとよ

り、町民一人ひとりや事業者等が自ら取り組む「自助」や、身近な地域コミュニティにおいて住民等が

力を合わせて助け合う「互助」が必要となることから、個人や家庭、民間の事業者や団体等、様々な主

体が連携して、災害に関する知識と各自の防災・減災対応に習熟し、その実践を促進する町民運動を展

開するものとする。 

 

１．町民の責務 

町民は、「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本に立ち、平常時から、防災に関する知

識の習得や食品・飲料水をはじめとする生活必需物資の備蓄など、自ら災害に対する備えを行うとと

もに、防災訓練など自発的な防災活動への参加や災害教訓の伝承に努めるものとする。 

また、災害時には、まず、自らの身の安全を守るよう行動した上で、近隣の負傷者や避難行動要支

援者への支援、避難所における自主的活動、町及び防災関係機関が実施する防災活動への協力など、

地域における被害の拡大防止や軽減への寄与に努めるものとする。 

（１）平常時の備え 

   ①避難の方法（避難路・避難場所等）及び家族との連絡方法の確認 

   ②３日分の食料及び飲料水・携帯トイレ・トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱・懐中

電灯・ラジオ・乾電池等）の準備  

   ③隣近所との相互協力関係のかん養 

   ④災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握 

   ⑤防災訓練・研修会等への積極的参加による防災知識・応急救護技術等の習得 

   ⑥要配慮者への配慮 

   ⑦自主防災組織の結成 

 （２）災害時の対策 

   ①地域における被災状況の把握 

   ②近隣の負傷者や避難行動要支援者に対する救助及び支援 

   ③初期消火活動等の応急対策 

   ④避難場所での自主的活動 

   ⑤町及び防災関係機関の活動への協力 

   ⑥自主防災組織の活動 

 （３）災害緊急事態の布告があった時の協力 

国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼすような異常で激甚な非常災害が発生し、基本法第

１０５条に基づく災害緊急事態の布告が発せられ、内閣総理大臣から社会的・経済的混乱を抑制す

るため、生活必需品等国民生活との関連性が高い物資や燃料等国民経済上重要な物資をみだりに

購入しないこと等の協力を求められた場合は、町民はこれに応ずるよう努めるものとする。 
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２．事業所の責務 

  従業員や施設利用者の安全確保、二次被害の防止、事業の継続、地域の貢献・地域との共生等、事

業所が災害時に果たす役割を十分に認識し、防災活動の推進に努めるものとする。 

また、災害応急対策や災害復旧に必要となる、食料・飲料水・生活必需品等の物資・資材又は役務の

供給・提供に関する者をはじめとする各事業者は、日常的に災害の発生に備える意識を高め、自ら防

災対策を実施するとともに、町・防災関係機関及び自主防災組織等が行う防災対策に協力に努めるも

のとする。 

 （１）平常時の備え 

   ①災害時行動マニュアルの作成 

   ②防災体制の整備 

③事業所の耐震化及び耐浪化の促進 

④予想被害からの復旧計画策定 

   ⑤防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施 

   ⑥燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

   ⑦取引先とのサプライチェーンの確保 

 （２）災害時の対策 

  ①事業所の被災状況の把握 

  ②従業員及び施設利用者への災害情報の提供 

  ③施設利用者の避難誘導 

   ④従業員及び施設利用者の救助 

   ⑤初期消化活動等の応急対策 

   ⑥事業の継続又は早期再開・復旧 

   ⑦ボランティア活動への支援等、地域への貢献 

 

３．町民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

（１） 町内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者（以下、「地区居住者等」と

いう。）は、当該地区における防災力の向上を図るため、協働により、防災訓練の実施、物資等の

備蓄、避難行動要支援者の避難支援体制の構築等の自発的な防災活動の推進に努めるものとする。 
（２） 町は、自主防災組織の育成、強化を図るとともに、住民一人一人が自ら行う防災活動の促進に

より、地域社会の防災体制の充実を図るものとする。 

 

４．町民運動の展開 

 災害に関する知識と各自の防災対策に習熟し、その実践を促進する町民運動が継続的に展開され

るよう、町をはじめ町民個人や家庭及び事業者や団体等は多様な主体の連携により、「防災の日」「防

災週間」「水防月間」「土砂災害防止月間」「山地災害防止キャンペーン」「津波防災の日」「防災と

ボランティアの日」「防災とボランティア週間」等のあらゆる機会を活用し、防災意識を高揚する

ための様々な取組みを行い、広く町民の参加を呼びかけるものとする。 
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第２章 江 差 町 の 概 況 

 

 

 

第１節 江差町の地勢と災害の概要 

 

１．地勢及び気候風土と災害 

（１）地  勢 

    江差町は函館市から約８０㎞、渡島半島の西海岸に面し、上ノ国町・厚沢部町・乙部町に隣接して

いる。 

    総面積は１０９．５７㎢、東西１０㎞、南北１７㎞、中央部は厚沢部川を境として厚沢部町が深くい

りくみ、南と北は二分した地形をなしている。南部は山岳が多く笹山及び元山が町境で分水嶺を

なし、山麓と丘陵をなして海岸線に迫っている。 

    鴎島は、天然の防波堤を形づくり、市街地はこの対岸に発達し、現在は背後の丘陵地帯を中心

に形勢されている。 

    河川は渡島半島の分水嶺から発した厚沢部川・田沢川及び椴川等が主な河川となっている。 

    厚沢部川流域は農耕地・放牧地であるが、南部はわずかに小河川の流域と海岸沿の段丘地が農

耕地として利用されているに過ぎず、その大部分は山林地帯となっている。 

（２）気  候 

    気候は、北上する対馬暖流の影響をうけ、比較的温暖で全道的にみても気温の高い地域である。 

    しかし、１１月から３月にかけては、季節風の影響をうけ北西の風が強く、全国的にみても強風

地帯といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

月 別 平 均 値 

江  差                                    

要 素 名 単位 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 全年 
統計
年数

平 均 気 温 ℃  -0.8  -0.5  2.5   7.5 11.8 16.1  20.1 22.6 19.1 13.4  7.2 1.7  10.1 30

最高 気 温の 平均 ℃  1.5 1.9   5.3  10.9 15.3 19.4 23.3 25.7  22.5 16.7 10.1  4.3  13.1 30

最低 気 温の 平均 ℃ -3.4 -3.2 -0.6   4.0  8.5 13.1 17.5  19.7  15.6  9.6  3.9 -1.0  7.0 30

相 対 湿 度 ％ 68 67 66 70 76 80 82 80 74 68 66 68 72 30

蒸 気 圧 ｈPａ  4.0  4.1   5.0   7.4  10.6 14.6  19.4  21.9 16.6 10.8  7.0 4.8  10.5 30

降 水 量 ㎜ 85.5 58.8 61.9 75.9 97.6 68.1 130.5 162.8 133.2 109.3 115.3 98.5 1197.3 30

日 照 時 間 h 32.4 59.0 126.4 171.8 175.6 169.2 141.5 167.0 162.8 142.6 66.7 35.3 1450.3 30

平 均 風 速 m/ｓ 7.1 6.5 5.7 4.2 3.2 2.4 2.5 2.5 3.2 4.5 6.4 7.1 4.69 30

最 多 風 向 16方位 WNW WNW WNW SW SW SW SW SW E NW WNW WNW WNW 21

百分率 ％      

降雪の深さの合計 cm  113  88   44   2   -   -   -   -   -   - 11 71 330 30

月 最 深 積 雪 cm   24   28  16 1   -   -   -   -   -   - 4 16 31 30

       

大気 現 象の 日数       

 不照 日 8.4 4.2 3.4 3.5 5.5 5.0 6.6 4.1 3.7 2.8 5.2 9.2 61.6 30

       

階 級 別 日 数       

  最低気温 ０℃未満 日 27.4 24.0 18.5 2.0 - - - - - - 4.0 19.6 95.5 30

  平均気温 ０℃未満 日 18.6 15.7 5.8 - - - - - - - 0.8 9.2 50.1 30

  最高気温 ０℃未満 日 9.7 8.1 1.3 - - - - - - - 0.2 3.8 23.1 30

  最低気温２５℃以上 日 - - - - - - - 0.1 - - - - 0.1 30

  平均気温２５℃以上 日 - - - - - - 0.7 4.3 0.4 - - - 5.3 30

  最高気温２５℃以上 日 - - - - 0.1 1.2 7.9 18.9 4.9 - - - 33.1 30

  最高気温３０℃以上 日 - - - - - - 0.5 1.5 0.1 - - - 0.1 30

  最高気温３5℃以上 日 - - - - - - - - - - - - - 30

       

   降水量 ０．０㎜以上 日 29.5 26.0 25.2 17.6 19.1 16.6 19.2 17.8 17.3 20.5 24.6 28.7 262.3 30

   降水量 ０．５㎜以上 日 22.5 18.5 14.9 10.7 11.4 9.4 11.4 10.3 11.6 13.8 18.3 22.2 175.0 30

   降水量 １．０㎜以上 日 18.9 14.3 11.4 9.0 9.6 7.9 9.5 9.0 10.2 11.9 15.5 18.5 145.7 30

   降水量１０．０㎜以上 日 1.8 0.9 1.7 2.6 3.0 2.5 4.1 4.6 4.0 3.6 3.8 2.6 35.2 30

   降水量３０．０㎜以上 日 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.3 1.2 1.7 1.3 0.7 0.3 0.1 6.9 30

   降水量５０．０㎜以上 日 - - - 0.2 0.2 - 0.5 0.7 0.4 0.1 0.1 - 2.1 30

   降水量７０．０㎜以上 日 - - - - 0.1 - 0.1 0.4 0.1 - 0.1 - 0.8 30

   降水量100.0㎜以上 日 - - - - - - - 0.2 - - - - 0.3 30

       

日最大風速１０m/s 以上 日 22.9 18.5 16.7 11.3 6.7 1.9 2.0 2.7 5.7 12.5 18.2 22.7 141.8 30

日最大風速１５m/s 以上 日 6.2 4.2 3.8 1.5 0.5 - 0.1 0.2 0.8 2.3 5.7 6.4 31./8 30

日最大風速２０m/s 以上 日 0.2 0.2 0.2 0.1 - - - - 0.2 0.1 0.3 0.3 1.6 30

日最大風速３０m/s 以上 日 - - - - - - - - - - - - - 30

       

日最深積雪  ０cm 以上 日 27.0 23.5 11.2 0.4 - - - - - - 2.4 16.7 81.2 30

日最深積雪  ５cm 以上 日 20.4 20.5 6.6 0.1 - - - - - - 0.7 10.2 58.9 30

日最深積雪 １０cm 以上 日 14.0 17.2 4.6 - - - - - - - 0.1 5.0 41.2 30

日最深積雪 ２０cm 以上 日 6.2 8.6 2.6 - - - - - - - - 1.4 18.9 30

日最深積雪 ５０cm 以上 日 0.5 1.1 0.2 - - - - - - - - - 1.8 30

日最深積雪１００cm 以上 日 - - - - - - - - - - - - - 30

       

季節現象       

    現象  初     日 終     日   

  
平均値
月日

統計
年数 

最早年月日 
統計
開始

平均値
月日

統計
年数

最早年月日 
統計 
開始   

    雪  11. 3 30 1997.10.12 1942 4.10 30 1987.4.26 1942   

    霜  11. 9 30 1964.10.11 1942 4.20 30 1956.5.25 1942   

    結氷  11.13 30 1955.10.24 1942 4. 9 30 2005.5.14 1942   

    長期積雪  12.25 30 1985.11.24 1962 3. 6 30 1984.4. 1 1962   

    冠雪(遊楽部岳)  10.20 30 1981. 9.29 1951       
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（３）災害の概要 

年度 災害の種別 
人 建物 耕地 土木関係 

その他 備考 
死者 傷者 

全壊 
(流出) 

半壊
(床上浸水)

田 
ha 

畑 
ha 

道路
ケ所

河川
ケ所

橋 
ケ所

林道
ケ所

S.３０ 大雨    ６ ３６ ２２ ４ １ ６ ２   

S.３４ 台風１４号  ２ １２ ３１５ １   

S.３６ 大雨・台風１４号    ７０ ４８ １２ ２１ １０ ４ １   

S.３７ 台風９・１０号    １０ ３５ ６ ３ ８ １ ７   

S.４０ 台風２３・２４号    ６４ １ ２ ５ １   

S.４２ 大雨  １ １ ２ ３４ ６ １５ １ 崖崩れ９  

S.４５ 融雪・台風９号    １２ １ ３０ ２０ ４   

S.４７ 融雪・台風２０号    ２９ ２９２ １５７ ５ １４ ２   

S.４８ 大雨    １４０ ３０   

S.５０ 大雨    ７ １０１ １ ２８ ２０ ４   

S.５２ 融雪    １０ ３   

S.５３ 大雨    ３   

S.５６ 大雨・台風２４号  ２  １８０   

S.５７ 大雨    ８ ２   

S.５８ 地震・津波    ５ ２６ 漁港１・漁船３ 日本海中部地震

S.５９ 地面現象    地滑り１  

S.６０ 大雨    １   

S.６２ 低気圧    １８ ４４０ １３９ 漁船４１  

H. ２ 台風１４・１９号    ２ ３ 崖崩れ５  

H. ４ 台風１９号    １ ２   

H. ５ 地震  ６  ２５ １１ ２０ ２３ ５ １
港湾・漁港 
公共施設等多数 

北海道南西沖

地震 

H. ７ 大雨  １ ３ ３５５ １２３ ４０ ９ ８ １ ２ 被害多数 
総雨 ２９６㎜ 
日雨 １７４㎜ 

H. ８ 大雨   １ ３３ ２ ３ 崖崩れ３  

H. ９ 大雨    ８ １３５ ４０ ７ ９  
総雨 ３０７㎜ 
日雨 １０５㎜ 

H.１０ 大雨   １ １ ５０ ２１ ３ １４ １ １  
総雨 １７０㎜ 
日雨 １７０㎜ 

H.１１ 台風１８号    ３
営農・公共施

設被害 

最大瞬間風速

３９m/s 

H.１２ 低気圧    １ ３  
総雨 ２１６㎜ 
日雨  ７４㎜ 

H.１５ 台風１０号    農業用施設被害 
総雨 １３５㎜ 
日雨 １０８㎜ 

H.１６ 台風１８号  １  ３１７ １５７ 営農・公共施設被害 
最大瞬間風速

４３m/s 

H.２０ 大雨    ０．８ ２２９ ２  
総雨 １８３㎜ 
日雨２９．５㎜

H.２１ 大雨    １１  
総雨 ９４㎜ 
日雨 ５７㎜ 

H.２２ 大雨    ３ ５７ １２ ９ 崖崩れ６ 
総雨２０４㎜ 
日雨１０９．５㎜

H.２４ 低気圧    農業用施設被害 
最大瞬間風速
３１．２m/s 

H.２５ 低気圧    防波堤被害 
最大瞬間風速
３１．４m/s 

H.２６ 大雨    １８ １ 地滑り２ 
総雨１０５．５㎜
日雨５５．５㎜

H.２６ 大雨    落石１ 
総雨１１６㎜ 
日雨７８．５㎜

H.２７．４ 低気圧    
農業用施設被害 

社会教育施設被害 

最大瞬間風速
２２．９m/s 

H.２７．１０ 低気圧  １   
最大瞬間風速
２８．４m/s 

H.２８．１ 地震    １ 水道管１ 
震度３ 
マグニチュートﾞ６．７

H.２８．２ 低気圧    
２

一部破損
農業用施設被害１２ 
道路標識１ 

最大瞬間風速
３２．１m/s 
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年度 災害の種別 
人 建物 耕地 土木関係 

その他 備考 
死者 傷者 

全壊 
(流出) 

半壊
(床上浸水)

田 
ha 

畑 
ha 

道路
ケ所

河川
ケ所

橋 
ケ所

林道
ケ所

H.２８．４ 低気圧    
１

一部破損
０．０２ 農業用施設被害１７ 

最大瞬間風速
３３．６m/s 

H.２８．８ 台風１０号    ６３ １６
社会教育施設被害 

停電１，４９０戸 

最大瞬間風速
２６．１m/s 
日雨５６．０㎜

H.２９．９ 台風１８号    １７
水産被害 

（サケ定置網への支障） 

最大瞬間風速
２８．４m/s 
日雨３３．５㎜
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第３章 防 災 組 織 
 

 災害の予防・応急及び復旧対策等の防災諸活動に即応する体制を確立し、災害対策の総合的運営を図

るため、本章においては防災に関する組織及びその運営、災害に関する情報及び特別警報・警報・注意報

並びに情報等の伝達等に関する事項を定め、災害対策の実施体制の確立を図るものとする。 

 

 

 

第１節 組 織 計 画 

１．江差町防災会議 

（１）構   成 

江差町防災会議は町長を会長とし、基本法第１６条第６項の規定に基づく江差町防災会議条例第

３条第５項の規定により、町長が任命した者を委員として組織し、その所掌事務は本町における防

災計画を作成し、その実施を推進するとともに、町の地域に災害が発生した場合において、災害

情報の収集、関係機関相互の連絡調整を行うものである。 

    組織の構成は別図１のとおりである。 

（２）運   営 

    江差町防災会議条例（昭和３８年江差町条例第６号）の定めるところによる。 

 

別図１【江差町防災会議組織図】 
   

江 差 海 上 保 安 署 長    
  

指定地方行政機関 函館開発建設部江差道路事務所長   
   

函館開発建設部江差港湾事務所長    
   
  

自 衛 隊 陸上自衛隊第２８普通科連隊長   
   
   

檜 山 振 興 局 長    
   

檜 山 教 育 局 長    
  

北 海 道 函館建設管理部江差出張所長   
   

檜 山 振 興 局 保 健 環 境 部 長    
   

北 海 道 立 江 差 病 院 長    

会  長 

（江差町長） 

  
 

北 海 道 警 察 江 差 警 察 署 長  
  

   
江 差 町 副 町 長   

江 差 町  
江 差 町 教 育 委 員 会 教 育 長    

   
   

檜 山 広 域 行 政 組 合 消 防 長   
消 防 機 関  

檜山広域行政組合江差消防署長    
   

檜山広域行政組合江差町消防団長    
   
   

北 海 道 電 力 ㈱ 江 差 営 業 所 長    
  

指定公共機関及び

指定地方公共機関

檜 山 医 師 会 長   
  

江 差 土 地 改 良 区 理 事 長   
   

日本郵便株式会社 江差郵便局長    
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２．災害対策本部の設置及び廃止 

（１）組   織 

    江差町の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、防災の推進を図るため必

要があると認めるときは、災害対策基本法第２３条の２の規定に基づき、災害対策本部（以下、「本

部」という。）を設置し、本部長に町長、副本部長に副町長及び教育長をあて、本部員に各対策

部長及び責任者をあて、災害情報を一元化に把握し共有することができる体制の整備を図り、災

害対策本部の機能の充実・強化に努めるとともに災害応急対策を実施する。 

    災害対策本部組織機構図は、次に示すとおりである。 

  

【災害対策本部組織機構図】   

 
 

班  名 係  名 
対 策 部 責 任 者 

本部長 
（町 長） 

 

副本部長 
（副町長） 
（教育長） 

本部事務局長 
（総務課長） 

総 務 課 長 
防 災 対 策 班 

防 災 生 活 係
総 務 係

議会事務局長 議 会 事 務 局

建設対策部長 
（建設水道課長）

建設水道課長 
建 設 班 

土 木 管 理 係
都 市 計 画 係

水 道 班 
上 水 道 係
下 水 道 係

住民対策部長 
（まちづくり推進課長）

まちづくり推進課長 まちづくり班 
まちづくり推進係
広 報 統 計 係

財 政 課 長 
財 政 班 

住 宅 管 財 係
財 政 係

出 納 室 長 出 納 係

税 務 課 長 税 務 班 
課 税 係
納 税 係

福祉対策部長 
（町民福祉課長）

町民福祉課長 

福 祉 健 康 班 

福祉子育て係
国 保 医 療 係
住民おもてなし係

健康推進課長 
健 康 推 進 係
介 護 保 険 係
地域包括支援係

ひ の き 荘 長 施 設 班 ひ の き 荘

経済対策部長 
（産業振興課長）

産業振興課長 産 業 班 

農 務 係
林 務 係
水 産 係
商 工 係
農 業 委 員 会

追分観光課長 観 光 班 
観 光 係
江 差 追 分 係

教育対策部長 
（学校教育課長）

学校教育課長 学 校 教 育 班 
総 務 係
学 校 教 育 係
給食センター

社会教育課長 社 会 教 育 班 
社 会 教 育 係
地 域 文 化 係
図 書 係

 

本   部   員   会   議 
本 部 長 副 本 部 長 各対策部長及び責任者 

 

本   部   連   絡   員 
各 責 任 者 
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（２）業 務 分 担 

    本部の業務分担は、次に示すとおりである。 

 

災 害 対 策 本 部 の 各 班 事 務 分 掌 

部 班 係 対  策  事  務 災害救助法に基づく救助事務

本
部
事
務
局 

防災対策班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災生活係 

総 務 係 

議会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）災害対策に関すること 

（２）災害対策本部の設置及び本部員会議

に関すること 

（３）本部内の連絡調整に関すること 

（４）防災会議その他関係機関団体の連絡

に関すること 

（５）災害情報の収集及び伝達・報告に関

すること 

（６）災害状況の収集・集計・報告に関する

こと 

（７）本部の庶務に関すること 

（８）災害通信の確保に関すること 

（９）罹災証明書の発行に関すること 

（１０）関係機関団体に対する協力及び応

援要請に関すること 

（１１）自衛隊の派遣要請に関すること 

（１２）職員の動員に関すること 

（１３）その他各班に属しない事項に関す

ること 

 

建
設
対
策
部 

建 設 班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木管理係 

都市計画係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）交通不能箇所の調査及び通行路線の

決定に関すること 

（２）道路・橋梁・河川その他土木関係の被

害調査及び応急対策・復旧に関するこ

と 

（３）災害時の河川の水位、雨量等の情報

収集に関すること 

（４）災害時における一般車両及び土木建

設用機械等の運行計画の作成及び実

施に関すること 

（５）災害時における障害物の除去に関す

ること 

（６）被災地の住宅対策に関すること 

（７）被害住宅復興資金に関すること 

（８）応急仮設住宅の設置及び修理に関す

ること 

（９）都市施設災害復旧工事の調査、設計、

施工監督及び検査に関すること 

（１０）都市施設の被害調査及び応急対策

に関すること 

○障害物の除去に関すること

○応急仮設住宅の設置、住宅

の応急修理に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 道 班 

 

 

 

 

 

 

 

上 水 道 係 

下 水 道 係 

 

 

 

 

 

 

（１）水道施設の災害対策及び被害調査に

関すること 

（２）下水道施設の災害対策及び被害調査

に関すること 

（３）飲料水及び消火用水の確保に関する

こと 

（４）水道施設の復旧に関すること 

（５）下水道施設の復旧に関すること 

○飲料水の供給に関すること
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部 班 係 対  策  事  務 災害救助法に基づく救助事務

住
民
対
策
部 

まちづくり班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり推進係 

広報統計係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）海上輸送及びヘリコプター輸送の要

請に関すること 

（２）ボランティアの受入計画に関するこ

と 

（３）災害視察及び見舞者の接見に関する

こと 

（４）報道機関との連絡に関すること 

（５）災害写真の収集に関すること 

（６）災害広報、避難場所の周知広報に関

すること 

（７）行方不明者の捜索に関すること 

（８）災害時における死体の処理及び埋葬

に関すること 

（９）緊急を要する他の班との協力に関す

ること 

（１０）その他特命事項に関すること 

○死体の処理及び埋葬に関す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財 政 班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅管財係 

財 政 係 

出 納 係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）連絡自動車等の確保と運行計画に関

すること 

（２）災害時の輸送車両の確保と運行計画

に関すること 

（３）庁舎の整備及び町有施設の災害対策

に関すること 

（４）公営住宅被害の調査に関すること 

（５）災害時における清掃に関すること 

（６）災害対策の予算及び決算に関するこ

と 

（７）災害対策の経理に関すること 

（８）物品・資材の調達に関すること 

○輸送に関すること 

○被災世帯の調査に関するこ

と（公営住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税 務 班 

 

 

 

 

課 税 係 

納 税 係 

 

 

 

（１）一般的被害（人的被害・住宅被害・非

住家被害）の調査に関すること（民間

住宅） 

（２）被災者名簿の作成に関すること 

（３）被災者の税の減免に関すること 

○被災世帯の調査に関するこ

と 

 

 

 

福
祉
対
策
部 

福祉健康班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉子育て係 

国保医療係 

住民おもてなし係 

健康推進係 

介護保険係 

地域包括支援係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）救援物資の調達に関すること 

（２）被災者に対する援護、相談に関する

こと 

（３）住民組織活動に関すること 

（４）避難所の設置及び被災者の収容に関

すること 

（５）被災者の収容施設への受入れに関す

ること 

（６）被災地域の老人世帯・身障世帯及び

母子世帯等の救護に関すること 

（７）避難行動要支援者に関すること 

（８）衣料・生活必需品等の確保と供給に

関すること 

（９）被災者に対する主要食糧の供給計画

及び炊き出しに関すること 

（１０）社会福祉施設の被害調査及び応急

対策・復旧に関すること 

（１１）義援金の受付、配分及び輸送に関

すること 

（１２）保育園児の保護に関すること 

○避難所の開設に関すること

○炊出しその他による食品の

給与に関すること 

○被服、寝具その他生活必需

品の給与又は貸与に関する

こと 

○医療、助産に関すること 
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部 班 係 対  策  事  務 災害救助法に基づく救助事務

福
祉
対
策
部 

福祉健康班 

 

 

 

 

 

 

 

福祉子育て係 

国保医療係 

住民おもてなし係 

健康推進係 

介護保険係 

地域包括支援係 

 

 

（１３）被災地の医薬品その他衛生材料の

供給及び確保に関すること 

（１４）災害時の医療、助産に関すること 

（１５）メンタルヘルスケアに関すること 

（１６）被災地の防疫等環境衛生保持に関

すること 

（１７）衛生施設の復旧対策に関すること 

（１８）被災地の健康管理に関すること 

 

施 設 班 

 

 

ひ の き 荘 

 

 

（１）老人ホームの災害対策に関すること

（２）老人ホーム施設の復旧対策に関する

こと 

 

産
業
対
策
部 

産 業 班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 務 係 

林 務 係 

水 産 係 

商 工 係 

農業委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）農林水産物の防災及び技術対策に関
すること 

（２）農林用資材の復旧に関すること 
（３）農家の罹災対策に関すること 
（４）農作物の病害虫防除に関すること 
（５）農産物及び農業施設の災害対策及び

被害調査に関すること 
（６）農林団体との連絡調整に関すること
（７）町有林の災害対策及び被害調査に関

すること 
（８）水産物及び水産施設の災害対策及び

被害調査に関すること 
（９）被害漁家の営漁指導に関すること 
（１０）漁業団体との連絡調整に関するこ

と 
（１１）海岸の防災に関すること 
（１２）海面の監視に関すること 
（１３）商工施設の被害調査に関すること 
（１４）災害時の労務供給計画及びその実

施に関すること 
（１５）生活物資の流通対策に関すること 
（１６）商工団体との連絡調整に関するこ

と 
（１７）災害に関連した失業者の対策に関

すること 
 

 

観 光 班 

 

 

 

 

観 光 係 

江差追分係 

 

 

 

（１）観光施設の災害対策及び被害調査に
関すること 

（２）追分関連施設等の被害調査及び応急
対策に関すること 

（３）民芸団体との連絡調整に関すること
（４）観光客等の調査把握・情報提供・保護

に関すること 

 

教
育
対
策
部 

学校教育班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 係 

学校教育係 

給食センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）教育施設の災害対策及び被害調査に
関すること 

（２）災害時における学用品の給与に関す
ること 

（３）児童生徒の保護計画実施に関するこ
と 

（４）各学校との連絡調整に関すること 
（５）災害活動に協力する団体との連絡調

整に関すること 
（６）給食施設の災害対策及び被害調査に

関すること 
（７）児童生徒の給食に関すること 

○学用品の給付に関する事 
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部 班 係 対  策  事  務 災害救助法に基づく救助事務

教

育

対

策

部 

社会教育班 社会教育係 

地域文化係 

図 書 係 

 

 

 

（１）社会教育施設等の災害対策及び被害

調査に関すること 

（２）文化財の保全に関すること 

（３）図書館の災害対策及び被害調査に関

すること 

（４）図書の保全に関すること 

 

 

 

（３）設   置 

基本法第２３条第１項の規定により、次の基準の一に該当する場合、町長は気象予報（注意報を

含む）、警報並びに情報等及び災害の状況を見極めたうえで、必要と認めたとき設置するものと

する。 

災 害 対 策 本 部 設 置 基 準 

風 水 害 

○大型台風の接近等で被害の発生が予想されるとき 

○住家の床上浸水や全半壊等の被害、人的被害が発生し、さらに被害の拡大が予

想されるとき 

○避難勧告、孤立集落の発生等により応急対策が必要なとき 

○交通機関の障害、生活基盤の被害が発生し、応急対策が必要なとき 

雪 害 
○孤立集落の発生等により、応急対策が必要なとき 

○ライフライン等の被害が発生し、対策が必要なとき 

大 

事

故

等 

海 上 災 害 

○大量の油等が流出し、漁業や環境に被害が発生したとき又は発生が予想される

とき 

○人命の救助救出及び被害者対策等を必要とするとき 

道 路 災 害 
○人命の救助救出及び被害者対策を必要とするとき 

○事故により生活物資輸送等に影響が生じ、対策が必要なとき 

危険物等災害 ○家屋・施設や人的被害が発生し、さらに被害の拡大が予想されるとき 

大 規 模 火 災 ○家屋・施設や人的被害が発生し、さらに被害の拡大が予想されるとき 

林 野 火 災 
○消火活動の難航が予想されるとき 

○家屋、施設や人的被害が発生し、さらに被害の拡大が予想されるとき 

※地震・津波災害の場合については、「第６章第３節 災害応急対策計画」のとおりとする。 

 

 

（４）廃   止 

    本部長は、災害の発生するおそれが解消したと認められるとき、又は災害発生後における応急

措置が完了したと認められるときは、本部を廃止する。 

（５）設置及び廃止の公表 

    本部を設置したときは、速やかに本部員、江差町防災会議構成機関、その他の防災関係機関及

び報道機関並びに住民に対し周知に努めるとともに、本部の表示を本部設置場所に掲示する。 

なお、廃止した場合の公表も設置の場合に準ずるものとする。 

（６）本部の名称 

本部の名称は冒頭に災害名を付し、「○○災害・江差町災害対策本部」とする。 
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（７）本部の設置場所 

    本部は江差町役場内におく。災害時の拠点となる庁舎等については、耐震対策等により安全性

を確保するよう努めるものとする。 

また、大規模な災害により庁舎が被災し、使用不能となった場合には、被災をまぬがれた町内

施設のうちから本部長が代替場所を指定する。なお、その際、速やかにその旨を関係機関に連絡

するものとする。 

（８）災害対策本部長の職務代理者の指定 

    本部長が不在あるいは事故あるときは、副本部長（副町長・教育長）がその職務を代理する。 

 

３．災害対策本部の活動体制 

  本部が設置されると同時に、各対策部及び班の活動体制が速やかに確立されるよう各対策部長は、

その所掌する業務内容についての活動要領を作成し、平常時から従事する職員に周知徹底を図るもの

とする。 

（１）本部員会議 

   本部員会議は、本部長・副本部長・各対策部長及び責任者で構成し、災害対策に必要な指示・総合

調整を行うため開催する。 

  ①協議事項 

    ア．気象情報または災害情報に関すること。 

    イ．配備体制に関すること。 

    ウ．各対策部の措置及び調整に関すること。 

    エ．災害応急対策及び予防対策に関すること。 

    オ．防災関係機関に対する応援要請及び自衛隊災害派遣要請に関すること。 

    カ．災害救助法の適用要請に関すること。 

    キ．その他災害対策の重要事項に関すること。 

  ②本部員会議の招集 

    ア．本部員会議は、本部長が招集する。 

  ③本部員会議の運営                                         

    ア．本部長は、本部員会議の議長となる。 

    イ．各対策部長及び責任者は、それぞれの所管事項について会議に必要な資料を提出しなけれ

ばならない。 

    ウ．各対策部長は、必要に応じ所属職員を伴って会議に出席することができる。 

    エ．各対策部において会議を招集する必要があると認めるときは、本部事務局長にその旨を申

し出なければならない。 

  ④決定事項の周知 

     本部員会議において決定した事項のうち、各対策部長は部員に周知する必要があると認めた

事項について、速やかに周知の手続きをとらなければならない。 

 （２）本部連絡員 

  ①本部事務局長が必要と認めたときは、本部連絡員を置く。 

  ②本部連絡員は、各対策班の責任者をもって充てる。                          

  ③本部連絡員は、各対策部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめて本部に報告

するとともに、本部からの連絡事項を各対策部に伝達するものとする。 
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４．災害対策本部の配備体制 

  予想される災害の規模又は災害が発生した場合の災害規模及び態様によって対策本部に配備体制

を整えるものとし、その配備基準は次のとおりとする。なお、本部が設置されていない場合にあって

も、災害の規模及び特性に応じて、臨機に非常配備の体制をとるものとする。 

 ①本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため、

非常配備の体制をとるものとする。ただし、本部が設置されない場合であっても非常配備に関する

基準により配備の体制をとることがあるものとする。 

 ②非常配備の種別・配備内容・配備時期等の基準は次のとおりとし、配備の決定は本部長が行う。 

 ③班長は、所掌事務に基づき班内の配備基準を定め、班員に徹底しておくものとする。 

    ※班別の災害規模別動員人数は「別表１」のとおり。 

 

【災害対策本部の配備に関する基準】 

配備
区分 

配備時期 配備内容 配備体制 

第
一
非
常
配
備

１．気象・地象及び水象に関する
警報又は情報等を受けたと
き。 

２．局地的・小規模な事故等で被
害が軽微なとき。 

３．その他本部長が必要と認め
たとき。 

情報収集・伝達・報告及び連絡調整活
動等が円滑に行える体制とし、災害の発
生が予想される地域の監視を行い、状況
により更に次の第二非常配備に移行し
得る体制を整えておくこととする。 
 

 

○本部事務局
○各対策部長
○各対策部の

責任者（課
長職） 

 
 

第
二
非
常
配
備 

１．特別警報（大雨・暴風・高潮・
波浪・暴風雪・大雪）が発表さ
れたとき。 

２．大型台風の接近等で被害の
発生が予想されるとき。 

３．局地的に災害の発生が予想
される場合又は災害が発生し
たとき。 

４．その他、本部長が当該配備
を必要と認めたとき。 

 災害の発生とともに関係各対策部の
部員が速やかに、災害応急活動が開始で
きる体制とする。 
 
 
 
 
 
 
 

○本部事務局
○各対策部長
○各対策部の

係長以上の
職員 

 
 
 
 
 

第
三
非
常
配
備

１．広域にわたり災害の発生が
予想される場合及び被害が甚
大であると予想されるとき、
または災害が発生したとき。

２．予想されない重大な災害が
発生したとき。 

 

 災害対策本部職員全員をもって迅速
にそれぞれの災害応急活動ができる体
制とし、応急措置を講じ災害の拡大を防
ぐとともに、被災者の救護を実施する。 
 
 
 

○各対策部の
全班員 

 
 
 
 
 

※災害の規模及び特性に応じて上記基準によりがたいと認められる場合においては、臨機応変の配

備体制を整えるものとする。 

    ※地震・津波災害の場合については、「第６章第３節 災害応急対策計画」のとおりとする。 

 

 ④動員の伝達系統及び伝達方法 

    平常執務時及び夜間・休日における伝達系統は別表２のとおりとする。なお、平常執務時にお

いては庁内放送及び電話で行い、夜間休日においては電話等により行うものとし、その細部にわ

たる方法、順序等は各対策部長があらかじめ定めておくところとする。 

 ⑤職員の非常登庁 

    災害時には、初動時の対応が最も重要であることから、勤務時間外・休日においても迅速に初

動体制がとれるよう連絡体制を整備する。 

    職員は、勤務時間外・休日等において登庁の指示を受けたとき、又は災害が発生し、あるいは

災害の発生のおそれがある情報を察知したときは、災害の情報により所属の長と連絡のうえ、又

は自らの判断により登庁するものとする。 
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    なお、本部が設置された場合は、電話・遠隔吹鳴システム・広報車・テレビ・ラジオ等により周知

させるものとし、職員がこの旨を知った場合は、直ちに登庁するものとする。 

 

 ⑥消防機関に対する伝達 

本部が設置された場合は、その配備体制についての消防機関への伝達は次により行う。 

【消防機関への伝達系統】 

本部長 
 

本部事務局長 
 檜山広域行政組合 

江差消防署長 

 
消防団長

   

 

 

 

別表１ 

配備の基準別各対策部の動員数   

配備

基準 
出動対策部 動  員  体  制 

（
準
備
体
制
） 

第
一
非
常
配
備 

本部事務局 本部事務局全員及び各対策部長全員 

建設対策部 建設班・水道班の責任者、及び建設班（土木管理係）の係長以上の職員 

住民対策部 まちづくり班・財政班・税務班の責任者 

福祉対策部 福祉班・健康班の責任者〔施設班はひのき荘に待機〕 

経済対策部 産業班・観光班の責任者 

教育対策部 学校教育班・社会教育班の責任者 

（
警
戒
体
制
） 

第
二
非
常
配
備 

本部事務局 本部事務局全員及び各対策部長全員 

建設対策部 建設班・水道班の全職員 

住民対策部 まちづくり班・財政班・税務班の係長以上の職員 

福祉対策部 福祉班・健康班の係長以上の職員〔施設班はひのき荘に待機〕 

経済対策部 産業班・観光班の係長以上の職員 

教育対策部 学校教育班・社会教育班の係長以上の職員 

（
非
常
体
制
） 

第
三
非
常
配
備 

全 対 策 部 対策本部全職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

別表２ 

動 員 の 伝 達 系 統 

 

◆平常勤務時の場合 

     

 

 

 

 

庁内放送・電話 

 

 

庁内放送・電話 

 

 

庁内放送・電話 

 

 

 

 

 

    ◆夜間・休日の場合 

 

 

電話 

電話                電話 

 

電話 

 

 

電話 

                       

 

電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長（町長） 

本部事務局 

各対策部長 

副本部長（副町長・教育長） 

各 責 任 者 

各 班 員 

本部長（町長） 

本部事務局長 

各対策部長 

各 責 任 者 

各 班 員 

副本部長（副町長・教育長） 警 備 員 
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５．非常配備体制の活動要領 

（１）本部の活動開始及び終了 

①活動の開始 

災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合、災害対策本部の設置基準により本部が設

置されたとき、本部はその一部又は全部が活動を開始する。 

  ②活動の終了 

本部長は、予想された災害の危険が解消したと認められるとき又は災害発生後における応急

措置がおおむね完了したと認められるとき、本部の活動を終了し、解散するものとする。 

（２）非常配備体制下の活動 

  ①第１非常配備体制下の活動 

第１非常配備体制下における活動の要点は、おおむね次のとおりとする。 

      ア．本部事務局長は、函館地方気象台その他関係機関と連絡をとり、気象情報等の収受・

伝達等を行う。 

      イ．本部事務局長は、雨量・水位等に関する情報を関係機関から収集する。 

      ウ．各責任者は、本部事務局からの情報又は連絡に即応し、情勢に対応する措置を検討す

るとともに、随時待機職員に必要な指示を行うものとする。 

      エ．第１非常配備につく職員の人数は、状況により各対策部長において増減するものとす

る。 

②第２非常配備体制下の活動 

第２非常配備体制下における活動の要点は、おおむね次のとおりとする。 

ア．本部長は、本部の機能を円滑にするため、必要に応じて本部員会議を開催する。 

      イ．各責任者は、情報の収集・伝達体制を強化する。 

      ウ．本部事務局長は、各対策部長及び防災会議構成機関と連絡を密にして客観情勢を判断

するとともに、その状況を本部長に報告するものとする。 

      エ．各責任者は、次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。 

        ａ．災害の状況を班員に徹底させ、所要の人員を非常業務につかせること。 

        ｂ．装備・物資・資機材・設備・機械・車両等を点検し、必要に応じてり災現地（被災予

想地）へ配置すること。 

        ｃ．関係班及び災害対策に関係のある外部機関との連絡を密にし、活動体制を整備す

ること。 

  ③第３非常配備体制下の活動 

     第３非常配備が指令された後は、各班は災害対策活動に全力を集中するとともに、その活動

状況を随時本部長に報告するものとする。 

 

６．住民組織等の活用 

  災害時における応急活動を迅速かつ的確に実施するための人員に不足を生じた場合、町長は、町内

会、婦人会等の住民組織に対し、主に次の事項について協力を要請する。 

 （１）災害情報の収集・伝達と町（本部）等への連絡に関すること。 

 （２）災害情報等の地域住民に対する広報に関すること。 

 （３）避難勧告・指示等の発令時に避難場所への誘導に関すること。 

 （４）避難所等の炊き出しに関すること。 

 （５）救援物資の支給、防疫及び清掃の奉仕に関すること。 

 （６）その他救助活動で町長が協力を求めた事項。 
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第２節 気象業務に関する計画 

 暴風・竜巻・暴風雪・大雨・大雪・洪水・高潮・波浪・土石流等による災害を未然に防止し、また、その被害

を軽減するために必要な気象、地象（地震及び火山現象を除く）及び水象（地震に密接に関連するもの

を除く）等の特別警報・警報・注意報並びに情報等の収集・伝達方法等に関する計画は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

１．気象業務組織 

 （１）予報区と担当官署（当町管轄担当） 

  ① 一般予報区 

   ア．一般予報区は、わが国全域を対象とする全国予報区（気象庁本庁担当）と、１１に分割した地

方予報区に分かれ、更に地方予報区を５６に分割した府県予報区から成っている。北海道全域（北

海道地方予報区）は札幌管区気象台が担当し、本町の区域担当官署は函館地方気象台であり、

渡島・檜山地方を担当している。 

   イ．予報区及び特別警報・警報・注意報に用いる細分区域名は次のとおりである。 

    ａ．一次細分区域（北海道は振興局単位） 

       府県予報区を気象特性、災害特性及び地理的特性により分割し、行政区画によって調整

した区域で、かつ、天気予報を定常的に細分して行う。 

    ｂ．二次細分区域 

       一次細分区域をさらに分割し市町村を原則とするが、行政区画によって調整した区域で、

特別警報・警報・注意報の課題にその区域名を付加するものをいう。 

ｃ．市町村等をまとめた地域 

二次細分区域ごとに発表する特別警報・警報・注意報の発表状況を地域的に概観するた

めに、災害特性や都道府県の防災関係機関等の管轄範囲などを考慮してまとめた区域。 

（注）特別警報・警報・注意報が発表された場合のテレビやラジオによる放送などでは、

重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、市町村等をまとめた地域の名称を

用いる場合がある。 

 

府県予報区担当官署

（担当区域） 

一次細分 

区域名 

二次細分 

区域名 
区   域 

函館地方気象台 

（渡島・檜山管内）

渡 島 総 合

振 興 局

渡島北部 長万部町、八雲町（旧熊石町を除く） 

渡島東部 函館市、北斗市、森町、七飯町、鹿部町 

渡島西部 松前町、知内町、木古内町、福島町 

檜山振興局

檜山北部 せたな町、八雲町（旧熊石町に限る）、今金町

檜山南部 江差町、乙部町、厚沢部町、上ノ国町 

檜山奥尻 奥尻町 
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②海上予報区 

海上予報区は、全般海上予報区（気象庁本庁担当）と１２の地方海上予報区に分かれており、

その内、札幌管区気象台と函館地方気象台が担当する区域は次のとおりである。 

ア．札幌管区気象台の担当区域 

茂津多岬の突端から２７０度に引いた線以北及び知床岬の突端から９０度に引いた線以

北並びに千島列島以北の海岸線から３００海里以内の海域で５つの海域に細分している。 

イ．函館地方気象台の担当区域 

尻屋崎から１１０度に引いた線以北及び青森県と秋田県の境界線から３１５度に引いた

線以北並びに茂津多岬の突端から２７０度に引いた線及び知床岬の突端から９０度に引い

た線以南並びに千島列島以南の海岸線から３００海里以内の海域で５つの海域に細分して

いる。 

海上予報区の細分区域 

担 当 気 象 官 署 地方海上予報海域名 細分海域 

札幌管区気象台 日本海北部及びオホーツク海南部 サハリン西方海上 

宗谷海峡 

北海道西方海上 

サハリン東方海上 

網走沖 

函館地方気象台 北海道南方及び東方海上 北海道東方海上 

釧路沖 

日高沖 

津軽海峡 

檜山津軽沖 
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 （２）予報区担当官署の業務内容 

気象官署は、前述のように特別警報・警報・注意報並びに情報等を発表する担当区域を異にして

おり、またその業務内容も官署によって異なっている。 

一般の特別警報・警報・注意報並びに情報等は府県予報区担当気象官署及び分担気象官署、地方

海上予報や警報は札幌管区気象台及び函館地方気象台が担当する。 

    気象官署別の特別警報・警報・注意報並びに情報等は、次のとおりである。 

担 当 官 署 予警報等の種類 回     数 

札幌管区 

（地方予報区担当官署） 

地方天気予報 

（地方天気分布予報） 

地方週間天気予報 

地方季節予報 

    １箇月予報 

    ３箇月予報 

    暖候期予報 

    寒候期予報 

地方気象情報 

毎日３回（０５、１１、１７時） 

 

毎日２回（１１、１７時） 

 

毎週１回（金） 

毎月１回 

毎年１回（３月） 

毎年１回（１０月） 

随 時 

稚内、旭川、札幌、網走 

釧路、室蘭、函館 

（府県予報区担当官署） 

府県天気予報 

地域時系列予報 

府県週間天気予報 

特別警報・警報・注意報 

府県気象情報 

毎日３回（０５、１１、１７時） 

毎日３回（０５、１１、１７時） 

毎日２回（１１、１７時） 

随 時 

随 時 

帯広 

（分担気象官署） 

特別警報・警報・注意報 

府県気象情報 

随 時 

随 時 

稚内、網走、釧路 

（府県予報区担当官署） 

海氷予報 

海氷情報 

毎日１回（海氷期） 

随 時 

札幌、函館 

（地方海上予報区担当官署） 

地方海上予報 

地方海上警報 

海氷情報 

毎日２回（０７、１９時） 

随 時 

随 時 

 

 

２．特別警報・警報・注意報の発表基準等 

気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに火災気象通報の発表、伝達等は、気象業務法（昭

和２７年法律第１６５号）、水防法（昭和２４年法律第１９３号）、及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）

の規定に基づき行うもので、特別警報・警報・注意報の種類、発表基準、発表方法等は次によるも

のとする。 

 （１）種類及び発表基準 

   ①特 別 警 報 

警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれが著

しく大きい場合、その旨を警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される。 

現象の種類 発    表    想    定 

大   雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数

十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合

暴   風 数十年に一度の強度の

台風や同程度の温帯低

気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高   潮 高潮になると予想される場合 

波   浪 高波になると予想される場合 

大   雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

暴 風 雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により、雪を伴う暴風が吹くと予

想される場合 
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②気象警報 

種     類 発表基準 

大 雨 警 報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表。大雨警報には括弧を付して、大雨警
報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災
害、浸水害）として、特に警戒すべき事項が明記される。

表面雨量指数基準   １３

土壌雨量指数基準  １１４  

大 雪 警 報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表 

１２時間降雪の深さ ４０㎝ 

暴 風 警 報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表 

平均風速    陸上２０m/s
海上２５m/s

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあ
ると予想されたときに発表。「暴風による重大な災害」
に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる重大
な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

平均風速    陸上２０m/s
海上２５m/s

雪による指定障害を伴う

    ※「表面雨量指数」とは、短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標 

 

③気象注意報 

種     類 発表基準 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表 

表面雨量指数基準     ８

土壌雨量指数基準   ９２

大雪注意報 
大雪による災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表 

１２時間降雪の深さ ２５㎝ 

強風注意報 
強風による災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表 

平均風速    陸上１３m/s
海上１８m/s 

風雪注意報 
雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予
想されたときに発表 

平均風速    陸上１３m/s
海上１８m/s

雪による指定障害を伴う

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想され
たときに発表 

視  程  陸上 ２００m
海上 ５００m

雷 注 意 報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表。また、発達した雷雲の下で発生することの
多い突風や｢ひょう｣による災害についての注意喚起が
付加されることもある。急な強い雨への注意についても
雷注意報で呼びかけられる。 

落雷等により被害が予想
される場合 

乾燥注意報 
空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表。具体的には、火災の危険が大きい気
象条件を予想した場合に発表される。 

最小湿度       ３５％
実効湿度          ６５％

なだれ注意報 

｢なだれ｣により災害が発生するおそれがあると予想さ
れたときに発表 

①２４時間降雪の深さ３０ 

㎝以上 
②積雪の深さ５０㎝以上で

日平均気温５℃以上 

着氷注意報 
著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表。具体的には、通信線や送電線、船体
などへの被害が起こるおそれのあるときに発表される。

〔船体着氷〕 
水温４℃以下、気温-５℃ 
以下で風速８m/s 以上 

着雪注意報 
著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表。具体的には、通信線や送電線、船体
などへの被害が起こるおそれのあるときに発表される。

気温０℃くらいで、強度並
以上の雪が数時間以上継
続 

融雪注意報 
融雪により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表。具体的には、浸水、土砂災害などの災害が
発生するおそれがあるときに発表される。 

６０㎜以上  
２４時間雨量と融雪量（相
当水量）の合計  

霜 注 意 報 
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被
害が起こるおそれがあるときに発表される。 

最低気温３℃以下 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表。具体的には、低温のために農作物などに著
しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結や破裂による
著しい被害の起こるおそれがあるときに発表される。 

平均気温が平年より５℃
以上低い日が２日以上継
続 
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（２）その他警報及び発表基準 

種        類 発表基準 

地面現象警報 

大雨や大雪等による山崩れ・地すべりなどによって、

重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う

予報。気象警報に含めて発表される。 

 

浸 水 警 報 
浸水によって、重大な災害が起こるおそれのある旨を

警告して行う予報。気象警報に含めて発表される。 

 

高 潮 警 報 

台風や低気圧等によって、海面の異常上昇により重大

な災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表。 

潮位（Ｔ.Ｐ上）江差港１．２m

※Ｔ.Ｐ＝東京湾平均海面 

波 浪 警 報 
高い波によって、重大な災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 
有義波高      ６m 

洪 水 警 報 

大雨・長雨・融雪などにより河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。対象となる重大な災害として、河川の増水や氾

濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられ

る。 

流域雨量指数基準 

厚沢部川流域 ４３．２

鯎 川 流 域  ６．３

田 沢 川 流 域  ７．４

泊 川 流 域  ６．６

豊部内川流域  ８．９

 

（３）その他注意報及び発表基準 

種        類 発表基準 

地面現象注意報 

大雨や大雪等による山崩れ・地すべりなどによって、

災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報。気

象注意報に含めて発表される。 

 

浸水注意報 
浸水によって、災害が起こるおそれのある旨を注意し

て行う予報。気象注意報に含めて発表される。 

 

高潮注意報 

台風や低気圧等によって、海面の異常上昇により災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。 

潮位（Ｔ.Ｐ上）江差港０．８m

※Ｔ.Ｐ＝東京湾平均海面 

波浪注意報 
高い波によって、災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。 
有義波高      ３m 

洪水注意報 

大雨・長雨・融雪などにより河川が増水し、災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。 

流域雨量指数基準 

厚沢部川流域 ３４．５

鯎 川 流 域  ５．０

田 沢 川 流 域  ５．９

泊 川 流 域  ５．２

豊部内川流域  ７．１

（注１）この基準の数値は、北海道における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査して決めた

ものであり、気象・要素によって災害発生を予想する際の目安である。 

（注２）有義波高とは、ある地点を連続して通過する波のうち、高い方から順に１/３の個数までの波に

ついて平均した波高 

（注３）大雨警報中に、重大な土砂災害の発生が予想される場合には「過去数年間で最も土砂災害の危

険性が高まっています。」といった説明を加えて、「重要変更」と明示した警報が発表される。 

 

 

３．特別警報・警報・注意報の伝達 

次に示す系統図に基づき、電話、遠隔吹鳴システム、広報車、口頭、その他最も有効な方法に

より迅速かつ的確に通報・伝達する。 

なお、特別警報・警報・注意報及び気象情報等伝達系統図は、次のとおりである。 
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【特別警報・警報・注意報及び気象情報等伝達系統図（地震対策計画を含む）】 

 

 

 

① 受領伝達責任者 

気象に関する「特別警報・警報・注意報並びに情報等」の受領及び周知の責任者（以下、「受

領責任者」という。）は、本部事務局長とする。なお、本部事務局長が不在の場合は、総務

課主幹・防災担当係長の順とする。なお、受領責任者は、通知を受理したとき必要に応じ関

係各課長及び関係機関に通知するとともに、防災上必要があると認めるときは、直ちに一般

住民に周知するものとする。 
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②特別警報・警報・注意報並びに情報等を受領した場合の措置 

ア．執務時間内の場合 

防災担当職員は、「特別警報・警報・注意報並びに情報等」を受けたとき、直ちに受領

責任者に報告してその指示を受け、必要に応じて関係各課及び関係機関に通知する。 

イ．執務時間外の場合 

執務時間外の「特別警報・警報・注意報並びに情報等」の取り扱いは、夜間及び休日（週

休日及び祝日）の場合は夜警員が受領し、直ちに受領責任者に連絡する。 

 

 

４．土砂災害警戒情報 

渡島総合振興局と函館地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報（土砂災害）発表中に、

大雨による土砂災害が発生する危険性が高まった時に、市町村長が防災活動・避難勧告等を発令

する際の判断や、住民の自主避難の判断の参考となるよう、市町村等ごとに発表する。 

【土砂災害伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．火災気象通報（函館地方気象台発表） 
  ①火災気象通報と基準 

函館地方気象台が発表する火災気象通報は、北海道を通じて、本町に通報される。町長は、

この通報を受けたとき、又は気象の状況から火災の予防上危険であると認めたときは、火災警

報を発令することができる。 

【火災気象通報基準】 

発  表  基  準 

 実効湿度６５％以下で最小湿度３５％以下の場合、又は平均風速で陸上１３m/s 以上が予想

される場合（平均風速は陸上を対象とした予想）。なお、平均風速が１３m/s 以上であって

も、降雨及び降雪の状況によっては火災気象通報を行わない場合がある。 

 

②林野火災気象通報 

林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として行い、伝達は第７章第５節「林野火災対策計

画」により実施する。 
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北海道総務部危機対策局危機対策課 
      
            

函館開発建設部 
            
 

渡島総合振興局・檜山振興局・関係市町
     

 
北海道警察函館方面本部

            
                 
            

警察関係機関 
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  ③火災気象通報の伝達系統図は次のとおりである。 

【火災気象通報伝達系統図】 

函館地方気象台
 

札幌管区気象台 北 海 道 檜 山 振 興 局
一

般

住

民 

 
                 
           

江 差 町 江 差 消 防 署
           
                 
                 
           北海道森林管理局

檜山森林管理署           

 

６．気象情報等 

  ①地方気象情報、府県気象情報 

気象情報とは、気象業務法第１１条及び気象官署予報業務規則第４７条に明記されているとお

り、観測成果や予報事項に関する情報を発表し、防災関係機関や住民が円滑な防災活動を実施

できるよう、公衆の利便を増進させることを目的とする情報。 

気象の予報等について、警報・注意報に先立って予告的に注意を喚起する場合や、警報・注意

報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を補完的に解説する場合等に発表する情報。 

  ②台風に関する気象情報 

北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と防災対

策の必要性を喚起することを目的として発表する情報。 

  ③記録的短時間大雨情報 

府県予報区内で、数年に一度程度しか発生しないような激しい短時間の大雨を観測（地上の

雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、

府県気象情報の一種として発表する情報。 

 

  
  ④竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻・ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける

情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高

まった時に発表する情報。情報の有効期間は発表から１時間である。 

 

７．海上警報の種類・発令基準及び伝達 

  ①種類及び発表基準 

船舶の運航に必要な海上の気象、波浪その他に関する警報で予想される風の強さによって、

次の５種類に分けて発表する。 

種別 
呼   称 

英 文 和 文 説   明 

一般警報 WARNING 

海上暴風警報 
気象庁風力階級表の風力階級７（２８～３３kt）

の場合 

海上農務警報 
濃霧について警告を必要とする場合（海上の

規定５００m 以下又は０．３海里以下） 

強風警報 
GALE 

WARNING 
海上強風警報 

気象庁風力階級表の風力階級８（３４～４０kt）

及び９（４１～４７kt）の場合 

暴風警報 
STORM 

WARNING 
海上暴風警報 

気象庁風力階級表の風力階級１０（４８～５５kt）

以上の場合（熱帯低気圧により風力階級１２

（６４kt～）の場合を除く） 

発表官署 対象区域 １時間雨量 

函館地方気象台 渡島・檜山地方 １００㎜ 
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台風警報 
TYPHOON 

WARNING 
海上台風警報 

熱帯低気圧により気象庁風力階級表の風力

階級１２（６４kt～）の場合 

警報なし 
NO 

WARNING 

海上警報なし 

海上警報解除 

警報をする現象が予想されない場合又は継

続中の警報を解除する場合 

（注） この表に掲げる以外の現象について警告を発する必要がある場合は、一般警報として現象

名の前に「海上」を附した警報を行うことがある。（例：海上着氷警報） 

 

②海上警報通報の伝達系統図は次のとおりである。 

【海上警報通報伝達系統図】 

 

札幌管区気象台

  
第一管区海上保安本部

   
船舶 

      

           

   
函館地方気象台 漁業無線海岸局 

  
漁船 

     

                          

 

８．水防活動用気象警報及び気象注意報の種類 

水防活動の利用に適合する特別警報・警報・注意報は、次の表の左欄に掲げる種類ごとに、同表

の右欄に掲げる特別警報・警報・注意報により代行する。 

    その種類は次のとおりであり、伝達は第４章第２節「水害予防計画」により実施する。 
 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 

水防活動用気象警報 
大雨警報 

大雨特別警報 

水防活動用高潮注意報 高潮注意報 

水防活動用高潮警報 
高潮警報 

高潮特別警報 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 

水防活動用洪水警報 洪水警報 

水防活動用津波注意報 津波注意報 

水防活動用津波警報 
津波警報 

津波特別警報 

水防活動用土砂災害警戒情報 土砂災害警戒情報 

 

９．異常現象を発見した者の措置等 

①通報義務（基本法第５４条第１項及び第２項） 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその状況を町長又は警察

官若しくは海上保安官に通報しなければならない。何人もこの通報が最も迅速に到着するよう

に協力しなければならない。 

  ②警察官の通報（基本法第５４条第３項） 

異常現象発見者から通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに町長に通報

しなければならない。 

  ③町長の通報（基本法第５４条第４項） 

異常現象に関する通報を受けた町長は、次の気象官署に通報しなければならない。 

あて先官署名 電話番号 地  域 

函館地方気象台 

函館市美原３-４-４ 

函館（０１３８）４６-２２１１ 

       ４６-２２１２ 

渡島総合振興局 

檜山振興局地域管内 
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第４章 災 害 予 防 計 画 

 

災害対策の目標は、災害の発生を未然に防止することであり、災害予防は、あらゆる防災の基礎をな

すものであることから、それぞれの組織を通じて相互に協力し、災害発生の未然防止のため必要とする

施策を誠実に実施し、災害発生原因の除去及び施設の改善に努めるとともに、科学的知見及び過去の災

害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図るものとする。 

なお、平時から、災害時の対応についてコミュニケーションをとり「顔の見える関係」を構築し、信

頼感を醸成するとともに、訓練・研修等を通じて構築した関係を持続的なものとするよう努める。 

また、町及び防災関係機関は、円滑な災害応急対策及び災害復旧に資するよう、物資供給等の事業者

と協定を締結しておくなど協力体制を構築するとともに、老朽化した社会資本について、その適切な維

持管理に努めるものとする。 

 

 

 

第１節 災害危険区域及び整備計画 

 災害が予想される重要警戒区域の実情を調査し、容易に応急対策が講ぜられるようにするとともに、

その地域に対する施設の整備計画を明らかにする。 

 

１．災害危険区域（平成２９年４月１日現在） 

   本町において発生が予想される災害の種類及び地域等は次のとおりである。 

   （１）水防区域（第１表） 

       降雨・融雪等で河川が増水し、河川の溢流・堤防の決壊等により災害が予想され、警戒を

必要とする区域 

   （２）高波・高潮・津波など予想区域（第２表） 

      海岸地域で、高波・高潮・津波等により災害が予想され、警戒を必要とする区域 

   （３）地すべり等危険区域（第３表） 

      降雨・地質等が原因で地すべり等により災害が予想され、警戒を必要とする区域 

   （４）急傾斜地崩壊危険区域（第４表） 

      降雨・地質等が原因でがけ崩れ等により災害が予想され、警戒を必要とする区域 

   （５）土石流危険渓流区域（第５表） 

      降雨・地質等が原因で土石流により災害が予想され、警戒を必要とする区域 

   （６）土砂災害警戒区域（第６表） 

       土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、警戒区域に

指定された区域 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１表 水 防 区 域 

 

図面

番号 

危 険 区 域 予想される被害 整 備 状 況 

地区名 水系名 河川名 
流心距離

(Km) 
危険区域
延長 (m) 

災害の要因
住家 

（戸） 
公共施設
（棟） 

道 路 その他 実施機関 概要 

１ 鰔川１ 厚沢部川 
２級河川 
鰔 川 

3.5～7.0 
左岸 3,000m  

右岸 3,000m
溢水 24  

道道 

乙部厚沢部線 

田畑 
16.0ha 

北海道 
建設部 

H9～ 
広域基幹改修中 

２ 鰔川２ 厚沢部川 
普通河川 
鰔 川 

7.0～9.5 
左岸 2,500m 

右岸 2,500m
溢水   

町道 

船越ダム通線

田畑 
22.0ha 

江差町 一部護岸整備済 

３ 上小黒部 小黒部川 
普通河川 
小黒部川 

河口から
0.7 

左岸 2,000m 

右岸 2,000m
溢水   

町道 

小黒部船越通線

田畑 
5.1ha 

江差町 一部護岸整備済 

４ 田沢１ 田沢川 
２級河川 
田沢川 

河口から 
0.6 

左岸 2,500m 

右岸 2,500m
溢水 30  

町道 

田沢１号線

田畑 
5.0ha 

北海道 
建設部 

改修済 

５ 田沢２ 田沢川 
普通河川 
田沢川 

合流点から
0.7 

左岸 2,000m 

右岸 2,000m
溢水 10  

町道 

真 狩 線

田 
2.5ha 

北海道 
建設部 

合流点一部改修済 
一部護岸整備済 

６ 泊 泊 川 
普通河川 
泊 川 

合流点から
0.2 

左岸 2,000m 

右岸 2,000m
溢水 15  

町道 

泊 団 地 線 

田畑 
14,0ha 

江差町 一部護岸整備済 

７ 豊 川 豊部内川 
普通河川 
豊部内川 

合流点から
3.9 

左岸 7,000m  

右岸 7,000m
溢水 15  

町道 

豊川笹山線

牧草地・畑
6.8ha 

江差町 一部護岸整備済 

８ 南 浜 五勝手川 
普通河川 
五勝手川 

合流点から
0,4 

左岸 2,500m  

右岸 2,500m
溢水 10  

町道 

柏町環状線

田畑 
2.1ha 

江差町 改修済 

９ 砂 川 古櫃川 
普通河川 
古櫃川 

合流点から
0.3 

左岸 2,000m  

右岸 2,000m
溢水   

町道砂川２号線

町道砂川３号線

田畑 
11.9ha 

江差町 一部護岸整備済 

１０ 椴 川 椴 川 
普通河川 
椴 川 

合流点から
0.5 

左岸 3,000m  

右岸 3,000m
溢水 5  

町道 

椴川２号線

田畑 
4.3ha 

江差町 一部護岸整備済 
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第２表 高波・高潮・津波等危険区域 

 

図面 

番号 

危険区域の現況 予想される被害 法令等における指定状況 整 備 状 況 

海岸名

 

 

 

海岸線危険

区域延長

 

（ｍ） 

指定済延長 

 

 

（ｍ） 

海岸保全施 

設のある区 

域延長  

（ｍ） 

災害の要因

 

 

 

住家

（戸）

公共施設

（棟）

道 路 

 

その他

 

指定機関 

 

法令名

 

指定年月日 

 

指定番号

 

危険区域との関連
実施機関 概 要 

全部 一部 

１ 五厘沢 1,250 1,250 30 高波 16 五厘沢集会所 町道五厘沢浜通線  北海道 海岸法 昭和３６年５月３０日 1228  ○ 北海道建設部  

２ 伏木戸 6,400 700 200 高波 35 伏木戸寿の家 町道伏木戸通線
 

北海道 海岸法 昭和３６年５月３０日 1228
 

○ 北海道建設部  

３ 田 沢 2,120 150  高波   国道２２７号線
 

北海道 海岸法 昭和３６年５月３０日 1228
 

○ 北海道建設部  

４ 泊 2,300 2,120 150 
高波 

津波 
30 泊生活館

国道２２７号線

町道泊港線
倉庫 ７ 北海道 海岸法 昭和３６年５月３０日 1228

 
○ 北海道建設部  

５ 江差港 3,990 1,756 2,850 
高波 

津波 
70 

江差港マリーナ

開陽丸他 3

国道２２７号線

国道２２８号線
倉庫１０ 北海道 海岸法 昭和３６年５月３０日 1228

 
○ 江差町  

６ 相 泊 950 860 175 
高波 

津波 
50  

国道２２８号線

町道泊５・６号線
倉庫 ４ 北海道 海岸法 昭和３６年５月３０日 1228  ○ 

北海道 

  建設部 

 水産林務部

 

７ 砂 川 540 540  
高波 

津波 
  国道２２８号線

 
北海道 海岸法 昭和３６年５月３０日 1228

 
○ 北海道建設部  

８ 椴 川 1,650 784  高波   国道２２８号線
 

北海道 海岸法 昭和３６年５月３０日 1228
 

○ 北海道建設部  
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第３表 地すべり等危険区域 

 

図面 

番号 

危険区域の現況 予想される被害 法令等における指定状況 整 備 状 況 

地区名

 

場 所 

 

箇所番号 

 

危険区域

面積(ha)
住家

（戸）

公共施設

（棟）

道 路 

 

その他

 

指定機関 

 

法令名

 

指定年月日 

 

指定番号

 

危険区域との関連
実施機関 概 要 

全部 一部 

地 001 中歌町 中 歌 2-5-128            
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第４表 急傾斜地崩壊危険区域 

 

図面 

番号 

危険区域の現況 予想される被害 法令等における指定状況 整 備 状 況 

基礎 

調査 地区名 

 

場 所 

 

箇所番号 

 

危険区域

面積(ha) 

住家

(戸)

公共施設 

(棟) 

道 路 

 

その他 

 

指定 

機関 

法令名

 

指定年月日 

 

指定

番号

危険区域との関連

実施機関 概 要 
全部 一部

急 001 砂  川 江差砂川１ Ⅰ-2-390-1428 1.69 9  町道陣屋椴川線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 4072   北海道

H10柏団地災害関連緊急治山事業  
H15 柏団地予防治山事業 
H22 復旧治山事業 

H18.3 

急 002 砂  川 江差砂川２ Ⅰ-2-391-1429 0.79 １  
町道陣屋椴川線 
町道柏町８号通り  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 4072   北海道 H20 小規模治山事業 H18.3 

急 003 南 浜 町 江差南浜１ Ⅰ-2-392-1430               

急 004 南 浜 町 江差南浜３ Ⅰ-2-393-1431 0.50 7 1（南が丘小学校）           H20.3 

急 005 南 浜 町 江差南浜５ Ⅰ-2-394-1432               

急 006 陣 屋 町 江差陣屋 Ⅰ-2-395-1433               

急 007 陣 屋 町 江差陣屋１ Ⅰ-2-396-1434               

急 008 陣 屋 町 江差陣屋２ Ⅰ-2-397-1435               

急 009 陣 屋 町 江差陣屋４ Ⅰ-2-398-1436               

急 010 海 岸 町 江差海岸 Ⅰ-2-399-1437               

急 011 萩 ノ 岱 江差萩ノ岱 Ⅰ-2-400-1438               

急 012 円  山 江差円山１ Ⅰ-2-401-1439               

急 013 円  山 江差円山２ Ⅰ-2-402-1440 1.08 17  
町道円山中央線 
町道円山団地３号通り  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 4072   江差町 H26～32 小規模治山事業 H16.12 

急 014 円  山 江差円山３ Ⅰ-2-403-1441 2.37 62  
町道円山団地３号通り
町道円山中央線 陣屋川 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 4072   北海道 急傾斜地崩壊対策事業 H19.3 

急 015 円  山 江差円山４ Ⅰ-2-404-1442 0.99 0  町道円山団地３号通り 陣屋川 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H21.3 

急 016 円  山 江差円山５ Ⅰ-2-405-1443 0.97 16   陣屋川 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H21.3 

急 017 円  山 江差円山８ Ⅰ-2-406-1444 1.75 50  町道円山団地３号線 陣屋川 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H20.3 

急 018 円  山 江差円山９ Ⅰ-2-407-1445 1.96 59  
町道円山団地４号通り
町道馬場山線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H21.3 

急 019 緑  丘 江差緑丘５ Ⅰ-2-408-1446 1.85 22    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H28.3 

急 020 緑  丘 江差緑丘７ Ⅰ-2-409-1447 0.36 0    
建設省 

農林水産省 
宅造法
森林法

昭和 48 年 6 月 12 日
平成 10 年 2 月 19 日

1331
282     H2８.3 

急 021 緑  丘 江差新地１ Ⅰ-2-410-1448 1.93 9  町道松の岱公園線  
建設省 

農林水産省 
宅造法
森林法

昭和 48 年 6 月 12 日
平成 10 年 2 月 19 日

1331
282     H2８.3 

急 022 新 地 町 江差新地２ Ⅰ-2-411-1449 0.62 11  町道松の岱公園線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 023 新 地 町 江差新地３ Ⅰ-2-412-1450 0.15 6    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H20.3 

急 024 新 地 町 江差新地５ Ⅰ-2-413-1451 0.34 4    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 025 本  町 江差本町１ Ⅰ-2-414-1452 0.20 0   正覚院 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 026 本  町 江差本町３ Ⅰ-2-415-1453 0.35 0   
浄土真宗本願寺派

本願寺江差別院 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 027 本  町 江差本町５ Ⅰ-2-416-1454 0.11 0   江差区検察庁 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 028 津 花 町 江差津花 Ⅰ-2-417-1455               

急 029 鴎  島 江差鴎島 Ⅰ-2-418-1456               

急 030 姥 神 町 江差姥神 Ⅰ-2-419-1457 3.74 39 1（対鴎館） 
町道馬坂線 
町道姥神中歌線 

姥神大神宮 
北海道文化財 横山家
医療法人佐々木病院

北海道 急傾斜地 昭和 45 年 3 月 31 日 711     H2８.3 

急 031 中 歌 町 江差中歌 Ⅰ-2-420-1458 1.50 18 1（江差町会所会館）

町道江差小学校線
町道馬坂線 
町道姥神中歌線 

 北海道 急傾斜地 昭和 47 年 1 月 31 日 284     H2８.3 
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図面 

番号 

危険区域の現況 予想される被害 法令等における指定状況 整 備 状 況 

基礎 

調査 地区名 

 

場 所 

 

箇所番号 

 

危険区域

面積(ha) 

住家

(戸)

公共施設 

(棟) 

道 路 

 

その他 

 

指定 

機関 

法令名

 

指定年月日 

 

指定

番号

危険区域との関連

実施機関 概 要 
全部 一部

急 032 中 歌 町 江差中歌２ Ⅰ-2-421-1459 4.72 58  
町道樋の沢線 
町道樋の沢２号通り  

建設省 
農林水産省 
建設省 
北海道 

急傾斜地
森林法
宅造法
地すべり法

昭和 59 年 3 月 19 日
平成 11 年 9 月 9 日
昭和 48 年 6 月 12 日
昭和 39 年 7 月 17 日

 448
1183
4072
1870

○ ○

北海道
北海道
北海道

S59 急傾斜地事業 
H7 樋の沢復旧治山事業 
H8 清野宅裏小規模治山事業 

H18.3 

急 033 中 歌 町 江差中歌１ Ⅰ-2-422-1460 1.64 29  町道樋の沢１号通り  

建設省 
農林水産省 
建設省 
北海道 

急傾斜地
森林法
宅造法
地すべり法

昭和 59 年 3 月 19 日
平成 11 年 9 月 9 日
昭和 48 年 6 月 12 日
昭和 39 年 7 月 17 日

 448
1183
4072
1870

○ ○   H19.3 

急 034 中 歌 町 江差中歌３ Ⅰ-2-423-1461 4.79 37  

町道樋の沢線 
町道樋の沢１号通り
町道樋の沢２号通り

中歌稲荷神社 

農林水産省 
建設省 
北海道 

森林法
宅造法
地すべり法

平成 4 年 12 月 8 日
昭和 48 年 6 月 12 日
昭和 39 年 7 月 17 日

1183
4072
1820

○ ○ 北海道 H7 治山事業 H16.12 

急 035 中 歌 町 江差中歌４ Ⅰ-2-424-1462 0.31 0   金剛寺 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 036 豊 川 町 江差豊川 Ⅰ-2-425-1463 2.23 33 1（消防団第２分団）
町道姥神中歌線
町道樋の沢３号通り線
町道豊川町通り線

真宗大谷派江差別院

建設省 
北海道 
北海道 

宅造法
急傾斜地
地すべり法

昭和 48 年 6 月 12 日
平成 8 年 3 月 12 日
昭和 39 年 7 月 17 日

1331
341
1820

    H2８.3 

急 037 豊 川 町 江差豊川３ Ⅰ-2-426-1464 0.20 7    
建設省 

農林水産省 
宅造法
森林法

昭和 48 年 6 月 12 日
平成 10 年 2 月 19 日

1331
1183     H2８.3 

急 038 桧  岱 江差桧岱１ Ⅰ-2-427-1465 0.91 12  町道豊川町８号通り 授産施設 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 4072 ○  江差町 H21 小規模治山事業 H18.3 

急 039 桧  岱 江差桧岱２ Ⅰ-2-428-1466 3.07 19  町道豊川町１号通り 北電江差電力所 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 4072  ○ 江差町 H7 小林宅裏小規模治山事業 H16.12 

急 040 桧  岱 江差桧岱３ Ⅰ-2-429-1467 6.55 5  町道豊川町通り線          H18.3 

急 041 東 山 江差東山１ Ⅰ-2-430-1468 0.82 0   豊部内川 
農林水産省 
建設省 

森林法
宅造法

大正 10 年１１月４日
昭和 48 年 6 月 12 日

 772
4072 ○ ○   H18.3 

急 042 東 山 江差東山２ Ⅰ-2-431-1469 0.84 0 1（養護老人ホームひのき荘）  豊部内川支流 

建設省 
農林水産省 
北海道 

宅造法
森林法
地すべり法

昭和 48 年 6 月 12 日
大正 10 年１１月４日
昭和 48 年 4 月 9 日

1331
772
776

    H2８.3 

急 043 東 山 江差東山３ Ⅰ-2-432-1470 0.26 0    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 044 東 山 江差東山４ Ⅰ-2-433-1471 0.28 0 1（養護老人ホームひのき荘）   建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 045 東 山 江差東山５ Ⅰ-2-434-1472 2.09 21 1（老人福祉センター）
町道新栄町稲荷通り
私道  

農林水産省 
建設省 

森林法
宅造法

大正 10 年１１月４日
昭和 48 年 6 月 12 日

 772
4072 ○ ○ 北海道 S47.54.58.63 治山事業 H18.3 

急 046 愛 宕 町 江差愛宕 Ⅰ-2-435-1473 7.34 70 1（老人福祉センター）

町道新栄町北線 
町道愛宕中央線 
国道 227 号 

 
北海道 

農林水産省 
急傾斜地法
森林法

昭和 50 年 12 月 15 日
昭和 62 年 8 月 15 日

3740
1152  ○ 北海道

S54～58.60～61.H7急傾斜事業 
S59～H20 治山事業 H19.3 

急 047 大 澗 町 江差大澗１ Ⅰ-2-436-1474 3.07 25  町道大澗南通り  
農林水産省 
建設省 

森林法
宅造法

昭和 56 年 6 月 15 日
昭和 48 年 6 月 12 日

 911
1331   北海道 S55.H7 治山事業 H20.3 

急 048 大 澗 町 江差大澗２ Ⅰ-2-437-1475 3.95 44  

町道大澗南通り 
町道大澗北通り 
町道愛宕泊通り 

 
農林水産省 
建設省 

森林法
宅造法

昭和 56 年 6 月 15 日
昭和 48 年 6 月 12 日

 911
1331   北海道

S53.54.H9～11.H14.15.17.18 
治山事業 H20.3 

急 049 大 澗 町 江差大澗３ Ⅰ-2-438-1476 2.30 14 １（大澗寿の家） 町道大澗北通り  
農林水産省 
建設省 

森林法
宅造法

昭和 56 年 6 月 15 日
昭和 48 年 6 月 12 日

 911
1331   北海道 S56.57.H7 治山事業 H20.3 

急 050 泊  町 江差泊１ Ⅰ-2-439-1477 3.39 23  国道 227 号 観音寺 農林水産省 森林法
昭和 58 年 8 月 18 日
昭和 63 年 10 月 20 日

1478
1695  ○ 北海道

S57.58.62.63.H7.10.11 
治山事業 H17.3 

急 051 泊  町 江差泊２ Ⅰ-2-440-1478            北海道 H22～24 小規模治山事業  

急 052 泊  町 江差泊３ Ⅰ-2-441-1479               

急 053 尾 山 町 江差尾山１ Ⅰ-2-442-1480 3.58 12  町道尾山田沢線 授産施設      ○ 北海道
S60～63 治山事業 
H25 小規模治山事業 H18.3 

急 054 尾 山 町 江差尾山２ Ⅰ-2-443-1481 0.66 5
１（ぬくもり保養センター）
１（日明保育園）         北海道 S61.63 治山事業 H20.3 

急 055 田 沢 町 江差田沢１ Ⅰ-2-444-1482               

急 056 田 沢 町 江差田沢３ Ⅰ-2-445-1483            北海道 H28・29 小規模治山事業  

急 057 田 沢 町 江差田沢４ Ⅰ-2-446-1484               

急 058 伏木戸町 江差伏木戸 Ⅰ-2-447-1485 2.63 18  国道 227 号  農林水産省 森林法 昭和 63 年 3 月 22 日  280  ○ 北海道 S59.60.H12 治山事業 H16.12 
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図面 

番号 

危険区域の現況 予想される被害 法令等における指定状況 整 備 状 況 

基礎 

調査 地区名 

 

場 所 

 

箇所番号 

 

危険区域

面積(ha) 

住家

(戸)

公共施設 

(棟) 

道 路 

 

その他 

 

指定 

機関 

法令名

 

指定年月日 

 

指定

番号

危険区域との関連

実施機関 概 要 
全部 一部

急 059 椴 川 町 江差椴川１ Ⅱ-2-270-1053               

急 060 椴 川 町 江差椴川２ Ⅱ-2-271-1054               

急 061 椴 川 町 江差椴川３ Ⅱ-2-272-1055               

急 062 砂  川 江差砂川３ Ⅱ-2-273-1056               

急 063 南 浜 町 江差南浜２ Ⅱ-2-274-1057               

急 064 南 浜 町 江差南浜４ Ⅱ-2-275-1058               

急 065 陣 屋 町 江差陣屋３ Ⅱ-2-276-1059               

急 066 茂 尻 町 江差茂尻 Ⅱ-2-277-1060               

急 067 円  山 江差円山６ Ⅱ-2-278-1061 0.39 0    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H21.3 

急 068 円  山 江差円山７ Ⅱ-2-279-1062 0.30 0    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H21.3 

急 069 緑  丘 江差緑丘２ Ⅱ-2-280-1063 0.25 3  町道馬場山線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 070 緑  丘 江差緑丘３ Ⅱ-2-281-1064 0.52 5  町道緑ケ丘通り線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 071 緑  丘 江差緑丘６ Ⅱ-2-282-1065 0.32 3 1（緑丘福祉の家） 町道馬場山線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 072 新 地 町 江差新地４ Ⅱ-2-283-1066 0.11 1    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 073 本  町 江差本町４ Ⅱ-2-284-1067 0.34 8  町道検察庁通り線
江差区検察庁 
真宗大谷派江差別院 建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 074 豊 川 町 江差豊川１ Ⅱ-2-285-1068 0.12 1  町道豊川町５号通り線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 075 豊 川 町 江差豊川２ Ⅱ-2-286-1069 0.09 0    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 076 桧  岱 江差桧岱４ Ⅱ-2-287-1070               

急 077 田 沢 町 江差田沢２ Ⅱ-2-288-1071               

急 078 鰔 川 町 江差鰔川１ Ⅱ-2-289-1072               

急 079 鰔 川 町 江差鰔川２ Ⅱ-2-290-1073               

急 080 鰔 川 町 江差鰔川３ Ⅱ-2-291-1074               

急 081 鰔 川 町 江差鰔川４ Ⅱ-2-292-1075               

急 082 鰔 川 町 江差鰔川５ Ⅱ-2-293-1076               

急 083 鰔 川 町 江差鰔川６ Ⅱ-2-294-1077               

急 084 五厘沢町 江差五厘沢２ Ⅱ-2-295-1078               

急 085 緑  丘 江差緑丘４ Ⅱ-2-393-2370 0.33 17    建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331   北海道 H20・22 小規模治山事業 H2８.3 

急 086 本  町 江差本町２ Ⅱ-2-394-2371 0.22 3  町道西別院通り線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 087 大 澗 町 江差大澗４ Ⅱ-2-395-2372               

急 088 椴 川 町 江差椴川４ Ⅲ-2-88-469               

急 089 緑  丘 江差緑丘１ Ⅲ-2-89-470 1.42 0  町道馬場山線  建設省 宅造法 昭和 48 年 6 月 12 日 1331     H2８.3 

急 090 五厘沢町 江差五厘沢１ Ⅲ-2-90-471               
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第５表 土石流危険渓流 

 

図面 

番号 

危険区域の現況 予想される被害 整 備 状 況 

基礎調査 

地域名 水系名 河川名 渓流名 
平成７年度
渓流番号

渓流概況 
砂防指定地指
定番号年月日

住家

(戸)
公共施設(棟) 道 路 その他 実施機関 概要 渓流長

（(km）
面 積
（ha）

土 001 鰔川町 厚沢部川 鰔川 須原の沢川 Ⅱ24-0630 0.14 2  1       

土 002 鰔川町 厚沢部川 鰔川 沢口１の沢川 Ⅱ24-0640 0.14 2  1  道々乙部厚沢部線     

土 003 鰔川町 厚沢部川 鰔川 奥田の沢川 Ⅱ24-0650 0.29 5  2  道々乙部厚沢部線     

土 004 鰔川町 厚沢部川 鰔川 沢口２の沢川 Ⅱ24-0660 0.09 1  1  道々乙部厚沢部線     

土 005 鰔川町 厚沢部川 鰔川 伊藤の沢川 Ⅰ24-0670 0.16 2  1 1（鰔川寿の家） 道々乙部厚沢部線    H20.3 

土 006 鰔川町 厚沢部川 鰔川 沢田１の沢川 Ⅱ24-0680 0.20 3  1  道々乙部厚沢部線     

土 007 鰔川町 厚沢部川 鰔川 沢田２の沢川 Ⅱ24-0690 0.10 1  1  道々乙部厚沢部線     

土 008 鰔川町 厚沢部川 鰔川 栗田の沢川 Ⅱ24-0700 0.30 5  1  町道船越ダム通り     

土 009 鰔川町 厚沢部川 鰔川 佐藤の沢川 Ⅱ24-0710 0.46 16  1  道々乙部厚沢部線  北海道
H7～9. H11～13 
小規模治山事業  

土 010 鰔川町 厚沢部川 厚沢部川 大野の沢川 Ⅱ24-0720 0.04 1  2  道々乙部厚沢部線     

土 011 朝日町 厚沢部川 厚沢部川 フジシマの沢川 Ⅱ24-0730 0.14 1  1  道々乙部厚沢部線     

土 012 朝日町 厚沢部川 厚沢部川 菅野の沢川 Ⅱ24-0740 0.13 2  2  道々乙部厚沢部線     

土 013 朝日町 厚沢部川 厚沢部川 朝日神社の沢川 Ⅰ24-0750 0.45 25  1  
道々乙部厚沢部線 
町道浜名線     

土 014 伏木戸町 津村の沢川 津村の沢川 津村の沢川 Ⅰ24-0900 0.10 3  10  
国道２２７号 
町道伏木戸通り     

土 015 伏木戸町 海岸沢 海岸沢 海岸沢 Ⅰ24-0910 0.22 5  8  
国道２２７号 
町道伏木戸通り     

土 016 田沢町 田沢川 田沢川 学校沢 Ⅰ24-0920 0.25 4  2 １（田沢憩いの家） 町道田沢野線     

土 017 泊 町 泊川 泊川 泊左沢川 Ⅰ24-0930 0.10 2  11  町道泊団地通り     

土 018 泊 町 港沢川 港沢川 港沢川 Ⅰ24-0940 0.28 5  4  国道２２７号     

土 019 大澗町 大澗１の沢川 大澗１の沢川 大澗１の沢川 Ⅰ24-0950 1.07 39  17 １（大澗寿の家） 
国道２２７号 
町道大澗北通り  北海道 S54 治山事業 H16.12 

土 020 大澗町 大澗川 大澗川 大澗川 Ⅰ24-0960 0.98 34  0  
国道２２７号 
町道大澗南通り     

土 021 大澗町 大澗川 大澗川 大澗川北の沢 Ⅰ24-0961 0.30 3  1  
国道２２７号 
町道大澗南通り     

土 022 東 山 豊部内川 豊部内川 新栄町右沢川 Ⅰ24-0970 0.14 2  5 １（老人福祉センター） 町道新栄町北線    H16.12 

土 023 東 山 豊部内川 豊部内川 新栄町沢川 Ⅰ24-0980 0.56 16  5 １（老人福祉センター） 町道新栄町北線  北海道 S47 治山事業 H16.12 

土 024 東 山 豊部内川 豊部内川 老人ホーム沢川 Ⅰ24-0990 0.14 3  0 １（養護老人ホームひのき荘） 町道新栄町稲荷通り    H28.3 

土 025 桧 岱 豊部内川 豊部内川 桧岱川 Ⅱ24-1000 1.85 59  2       

土 026 桧 岱 豊部内川 豊部内川 豊部内２号沢川 Ⅰ24-1010 0.18 2  6 １（旧江差南高等学校グラウンド） 町道豊川町裏通り線  北海道 H7 治山事業 H20.3 

土 027 
豊川町 
桧 岱 豊部内川 豊部内１号川 豊部内１号川 Ⅰ24-1020 0.82 64  7    北海道 H7～9 治山事業 H19.3 

土 028 中歌町 役場沢川 役場沢川 役場沢川 Ⅰ24-1040 0.16 5  32  
町道樋の沢線 
町道樋の沢１号通り  江差町 H11 治山事業 H19.3 

土 029 緑 丘 緑丘沢川 緑丘沢川 緑丘沢川 Ⅰ24-1050 0.29 5  0  町道松の岱公園線    H28.3 

土 030 緑 丘 茂尻川 茂尻川 茂尻川 Ⅰ24-1060 0.57 22  24  町道緑丘通り    H16.12 

土 031 円 山 陣屋左沢川 陣屋左沢川 陣屋左沢川 Ⅰ24-1070 0.26 4  56  町道円山団地３号通り    H21.3 

土 032 椴川町 椴川 椴川 金津の沢川 Ⅰ24-1080 0.38 9  8  

旧国道 
町道陣屋椴川線 
町道椴川２号通り 
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図面 

番号 

危険区域の現況 予想される被害 整 備 状 況 

基礎調査 

地域名 水系名 河川名 渓流名 
平成７年度
渓流番号

渓流概況 砂防指定地指
定番号年月日

住家

(戸)
公共施設(棟) 道 路 その他 実施機関 概要 渓流長

（(km）
面 積
（ha）

土 033 柳崎町 柳崎１の沢川 柳崎１の沢川 柳崎１の沢川 準 24-001 0.29 5         

土 034 田沢町 田沢２の沢川 田沢２の沢川 田沢２の沢川 準 24-002 0.20 5         

土 035 東 山 豊部内川 豊部内川 東山７の沢川 準 24-003 0.30 7         

土 036 桧 岱 豊部内川 豊部内川 檜岱９の沢川 準 24-004 0.63 11         

土 037 愛宕町 愛宕６の沢川 愛宕６の沢川 愛宕６の沢川 準 24-005 0.28 4         
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第６表 土砂災害警戒区域 

 

図面 

番号 

危 険 区 域 予想される被害 整 備 状 況 

現象名 所在地 区域の名称
面積 ha 

渓流長㎞ 
指定年月日 

警戒 

区域 

特別警戒 

区域 

住 家

（戸）

公共施設

（棟）
道 路 その他 実施機関 概  要 

１ 急傾斜地の崩壊 円 山 江差円山２ 1.08 平成２２年１１月１９日 ○ ○ 17  2  江差町 H26～32 小規模治山事業 

2 急傾斜地の崩壊 円 山 江差円山３ 2.37 平成１９年 ６月 ５日 ○ ○ 62 1 2  北海道 急傾斜地崩壊対策事業 

3 急傾斜地の崩壊 円 山 江差円山４ 0.99 平成２２年１１月１９日 ○ ○   1    

4 急傾斜地の崩壊 円 山 江差円山５ 0.97 平成２２年１１月１９日 ○ ○ 16      

5 急傾斜地の崩壊 円 山 江差円山８ 1.75 平成２２年１１月１９日 ○ ○ 50  1    

6 急傾斜地の崩壊 新地町 江差新地３ 0.15 平成２３年 ３月２９日 ○ ○ 6  1    

7 急傾斜地の崩壊 桧 岱 江差桧岱２ 3.07 平成２４年１１月３０日 ○ ○ 19  1  江差町 H7 小林宅裏小規模治山事業 

8 急傾斜地の崩壊 大澗町 江差大澗１ 3.07 平成２８年 ３月２９日 ○ ○ 25  1  北海道 S55.H7 治山事業 

9 急傾斜地の崩壊 大澗町 江差大澗２ 3.95 平成２８年 ３月２９日 ○ ○ 44  3  北海道 
S53.54.H9～11.H14.15.17.18 
治山事業 

10 急傾斜地の崩壊 大澗町 江差大澗３ 2.30 平成２８年 ３月２９日 ○ ○ 14 1 1  北海道 S56.57.H7 治山事業 

11 急傾斜地の崩壊 田沢町 江差田沢１  平成２８年 ３月２９日 ○ ○       

12 急傾斜地の崩壊 田沢町 江差田沢３  平成２８年 ３月２９日 ○ ○     北海道 H28・29 小規模治山事業 

13 急傾斜地の崩壊 田沢町 江差田沢４  平成２８年 ３月２９日 ○ ○       

14 急傾斜地の崩壊 円 山 江差円山６ 0.39 平成２２年１１月１９日 ○ ○       

15 急傾斜地の崩壊 円 山 江差円山７ 0.30 平成２２年１１月１９日 ○ ○       

16 土 石 流 の 危 険 田沢町 学 校 沢 0.25 ㎞ 平成２８年 ３月２９日 ○  2 1 1    

17 土 石 流 の 危 険 大澗町 大澗１の沢川 1.07 ㎞ 平成２２年 ２月２３日 ○  17 1 2  北海道 S54 治山事業 

18 土 石 流 の 危 険 大澗町 大 澗 川 0.98 ㎞ 平成２８年 ３月２９日 ○    2    

19 土 石 流 の 危 険 大澗町 大澗川北の沢 0.30 ㎞ 平成２８年 ３月２９日 ○ ○ 1  2    

20 土 石 流 の 危 険 東 山 新栄町右沢川 0.14 ㎞ 平成２８年 ３月２９日 ○  5 1 1    

21 土 石 流 の 危 険 東 山 新栄町沢川 0.56 ㎞ 平成２８年 ３月２９日 ○  5 1 1  北海道 S47 治山事業 

22 土 石 流 の 危 険 中歌町 役 場 沢 川 0.16 ㎞ 平成２４年１１月３０日 ○  32  2  江差町 H11 治山事業 

23 土 石 流 の 危 険 緑 丘 茂 尻 川 0.57 ㎞ 平成２３年 ３月２９日 ○  24  1    

24 土 石 流 の 危 険 円 山 陣屋左沢川 0.26 ㎞ 平成２３年 ３月２９日 ○ ○ 56  1    

 

 

 

 

 

4
2
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第２節 水 害 予 防 計 画 

 本計画は、洪水・その他による水災時において、これを警戒・防御し、その被害を軽減するための水防

組織及び水防施設・雨量水位観測・通信連絡等の予防対策を次のとおり定めるものとする。 

 

１．水防の責務 

   水防法に定める水防に関係する機関及び一般住民等の水防上の責務は、次のとおりとする。 
 

（１）水防管理者の責務 

    町は、水防法第３条及び第４条の規定に基づき、水防管理団体として町の区域内における水防

を十分に果たすべき責任を有する。 
 

（２）北海道（檜山振興局・函館建設管理部） 

①北海道は、水防管理団体が行う水防が十分に効果を発揮するよう指導に努めるものとする。 

   ②「北海道水防計画」に定めるところにより、指定した河川（以下「水防警報指定河川」という。）

につき、北海道が洪水により相当な損害を生ずるおそれあると認めて発表した水防警報を受け

たときは直ちに本計画に定めるところにより、警報事項又はその受けた内容を関係水防管理者

その他水防に関係ある機関に通知するものとする。 
 

（３）北海道開発局函館開発建設部 

    北海道開発局函館開発建設部は、水防管理団体が行う水防が十分に効果を発揮するよう指導に

努めるものとし、気象の状況により洪水のおそれがあるときは、直ちに水防管理者等にその情報

を通知するものとする。 
 

（４）函館地方気象台 

    函館地方気象台長は、気象の状況により洪水又は高潮のおそれがあるときは、その状況を北海

道開発局函館開発建設部及び北海道（檜山振興局）に通知するとともに、必要に応じ報道機関の

協力を求めて、一般に周知させるものとする。 
 

 （５）居住者等の水防義務 

    水防管理者又は消防機関の長は、水防法第２４条の規定に基づき、水防のためやむを得ない必

要があるときは、町の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させるこ

とができる。 

 

 

２．水 防 組 織 

 （１）組   織 

    町における水防組織は、必要に応じて消防機関、農・漁業協同組合、土地改良区、町内会等の

応援を得て、水防活動を実施するものとする。 

 （２）消防機関の地域分担 

   消防機関の地域分担を次のとおりとする。 
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 【消防機関の地域分担】 

区  分 担当地区 

檜山広域行政組合江差消防署 江差町全域 

江 
差 
町 
消 
防 
団 

第１分団 本町・上野町・橋本町・新地町・円山・緑丘 

第２分団 新栄町・愛宕町・豊川町・中歌町・東山・檜岱 

第３分団 姥神町・津花町・茂尻町・鴎島・海岸町 

第４分団 陣屋町・南浜町・南が丘・柏町・萩ノ岱・砂川・椴川町 

第５分団 大澗町・泊町・尾山町・田沢町・伏木戸町 

第６分団 小黒部町・中網町・朝日町・鰔川町 

第７分団 水堀町・越前町・柳崎町・五厘沢町 

 

３．隣接市町村水防管理団体及び警察官等との協力応援 

 （１）隣接市町村水防管理団体との協力応援（水防法第２３条） 

    水防管理者は、水防のため緊急の必要があるときは、隣接の水防管理者及び消防機関の長に対

して応援を求めることができる。応援の円滑な実施をはかるため、あらかじめ隣接町の水防管理

者等と相互に協定をしておくものとする。 

 （２）警察官との協力応援 

    水防管理者又は消防機関の長が警察官へ協力応援を求めるときの法に規定されている事項は、

次のとおりである。 

     ○警戒区域の監視          法第２１条第２項 

     ○警察官の出動           法第２２条 

     ○警察通信施設の利用        法第２７条第２項 

     ○避難、立退きの場合における措置  法第２９条 

 （３）自衛隊の災害派遣要請 

    自衛隊の災害派遣要請は、「第５章第２18 節 自衛隊災害派遣要請及び派遣活動計画」に基づき、

知事（檜山振興局長）に対して派遣の要請を依頼するものとする。 

 

４．重要水防区域等 

   本町の区域内の河川等で水防上特に重要な区域は、本章第１節第１表のとおりである。 

 

５．水防施設等 

 （１）雨量観測所 

所 管 観測所名 水系名 河川名 位  置 通報先 

函館地方気象台 
江差特別地域 
気象観測所 

— — 江差町字姥神町  

 （２）水位観測所 

所 管 観測所名 河川名 位 置 

通報水位 
計 画 
高水位 

通報先 水 防 団
待機水位

は ん 濫 
注意水位 

函館建設管理部 
厚沢部川 
水 位 局 

厚沢部川
江差町字
小黒部町

４．５４ｍ ５．６６ｍ ７．８５ｍ 江差出張所

 （３）検 潮 所 

港 名 管理者 位 置 備 考 

江差港 開発局 江差町字中歌町 ＋２．２０５ｍ 

※備考欄は、東京湾平均海面（Ｔ・Ｐ）からの球分体の高さを表す。 
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 （４）排水ポンプ場 

名 称 設置数 能  力 

水堀排水機場 １基 １．０８㎥/秒×２台＝１１８．２㎥/分 

（５）水防倉庫 

    本町における水防資機材の保管は、「江差町防災備蓄センター」とする。 

 （６）水防用土砂採取場等 

    水防活動の実施のために必要な土砂採取場等は、江差建設協会との相互応援協定により協力を

求めるものとする。 

 

６．通 信 連 絡 

 （１）町の通信連絡 

町の通信連絡は、一般有線通信及び携帯電話によるほか、防災行政無線・遠隔吹鳴システム・

総合行政ネットワーク等の無線を用いて行うものとする。 

 （２）電気通信設備の優先利用等 

    水防管理者・消防機関の長、又はこれらの命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、

電気通信事業者の電気通信設備を優先的に利用し、又は次に掲げる専用通信施設を使用すること

ができるものとする。 

   ○北海道通信施設 

   ○北海道警察本部通信施設 

   ○北海道開発局通信施設 

   ○自衛隊通信施設 

 

７．気象警報等の通信連絡 

（１）水防警報指定河川 

指定河川 基準水位観測所 水防警報区 

水系 河川 名称 河川位置 所在地 左 岸 右 岸 

厚沢部川 

 

 

 

厚沢部川 

 

 

 

厚沢部川 

 

 

 

河口から

６．５㎞ 

 

 

江差町字小黒部町

２８１番地先河川敷 

 

 

自  厚沢部町字富里５２２番３

地先の町道君影橋下流端

 

至  海 

 （２）水防活動用予報及び警報等の伝達 

    水防管理者は、函館地方気象台、北海道開発局函館開発建設部、及び北海道渡島総合振興局函

館建設管理部から発表される水防活動用の各種予報及び警報についての取扱責任者を本部事務

局長とし、予報及び警報の処理にあたる。 

【水防活動用予報及び警報の種類】 

区  分 種  類 発表機関 摘  要 

気象予報（注意報を含
む）、警報、並びに情報
等 

大雨注意報・大雨警報
洪水注意報・洪水警報
高潮注意報・高潮警報

函館地方気象台 
一般向け注意報及び警

報の発表をもって代える 

洪水予報 注意報・警報・情報 
函館開発建設部 
函館地方気象台 
共     同 

 指定河川について、水位
又は流量を示して行う予
報 

水防警報 
待機・準備 
出動・指示 

解除 
函館建設管理部 

 水防管理団体に水防活
動を行う必要があること
を警告して発表 
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【水位情報の種類と内容】 

種 類 内     容 

はん濫危険水位 

（危険水位） 
洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫の恐れがある水位 

避難判断水位 

（特別警戒水位） 
避難勧告等の発令判断の目安、住民の避難判断の参考 

はん濫注意水位 

（警戒水位） 

避難準備・高齢者等避難開始の発令判断の目安、住民のはん濫に関する情報へ

の注意喚起、水防団の出動の目安 

水防団待機水位 

（指定水位） 
水防団が出動のために待機する水位 

 

【水防警報の種類・内容及び発表基準】 

種 類 内    容 発表基準 

待 機 

 不意の出水あるいは水位の再上昇等が予想され

る場合に状況に応じて直ちに水防機関が出動でき

るように待機する必要がある旨を警告するもの。 

 水防機関の出動期間が長引くような場合に出動

人員を減らしても差し支えないが、水防活動をやめ

ることはできない旨を警告するもの。 

 気象警報等及び河川状況により、

特に必要と認めたとき。 

準 備 

 水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水門

機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとと

もに、水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨

を警告するもの。 

 雨量・水位・流量その他の河川によ

り必要と認めたとき。 

出 動 

 水防機関が出動する必要がある旨を警告するも

の。 

 洪水予報により、または水位、流

量、その他の河川状況により、はん

濫注意水位（警戒水位）に達し、な

お上昇のおそれがあるとき。 

指 示 

 水位・滞水時間その他水防活動上必要な状況を明

示するとともに越水、漏水、法崩、亀裂、その他河

川状況により警戒を必要とする事項を指摘して警

告するもの。 

 洪水予報により、又は、既にはん

濫注意水位（警戒水位）を超え災害

のおそれがあるとき。 

解 除 

 水防活動の必要とする出水状況が解消した旨、及

び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を

解除する旨を通告するもの。 

 はん濫注意水位（警戒水位）以下

に下降したとき、または、はん濫注

意水位（警戒水位）以上であっても

水防作業を必要とする河川状況が解

消したと認めるとき。 

  

【厚沢部川水位情報】（厚沢部川水位局ＳＰ＝６４６６における水位） 

厚沢部川水位情報 水  位（ｍ） 

水防団待機水位（指定水位） ４．５４ｍ 

はん濫注意水位（警戒水位） ５．６６ｍ 

避 難 判 断 水 位（特別警戒水位） ５．９８ｍ 

はん濫危険水位（危険水位） ６．４４ｍ 

計 画 高 水 位 ７．８５ｍ 

※避難判断水位設定の前提条件 

       危険水位相当換算水位（６．６５m）－水位上昇速度（０．６８m/h）×避難時間（１．２８h） 
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【水防警報伝達系統図】 

 北 海 道 
（河川砂防課） 

  北 海 道 
（危機対策課） 

江差警察署 
     

        
                   
 

函館建設管理部 
  檜山振興局 

（地域政策課） 
陸上自衛隊 

第２８普通科連隊 
     

        
                   
 函館建設管理部 

江差出張所 
  

函館開発建設部 江 差 町 
 

関 係 機 関 
    
                   
          

函館地方気象台 
檜山広域行政組合 

江差消防署 
 

江差町消防団 
           

 

８．雨量・水位の把握 

 （１）雨量の把握 

    本部事務局は、気象情報又は気象状況によって相当の降雨があると認めたときは、水防区域を

重点にその他危険と想定される箇所について、各関係機関と連絡をとり、雨量及び水位等の情報

を把握し、水防管理者に報告するものとする。 

 （２）水位の把握 

    本部事務局は、函館建設管理部江差出張所から河川水位がはん濫注意水位（警戒水位）を突破

する等の通報を受けたときは、直ちにその旨を水防管理者に報告するとともに、水防活動に必要

な体制を整えるものとする。 

    また、広報車や遠隔吹鳴システム等の伝達手段により一般町民に伝達するものとする。 

【雨量、水位観測の通信系統図】 

 
函館建設管理部 

  函館建設管理部 
江差出張所 

檜山振興局 
 

函館地方気象台 
    
                   
 

 
  

厚沢部川水位局 江 差 町 
 檜山広域行政組合

江差消防署     
                   
 

 
  

 江差土地改良区 
 

水堀排水機場 
    

 

９．水 防 信 号 

   水害が発生する恐れのある場合、及び水害が発生した場合においての警戒信号、及び水防機関の

出動信号並びに一般住民の避難立退きの危険信号は、次の表によるものとする。 

方法 

区分 
警鐘信号 サイレン信号 摘要 

警戒信号 ○休止○休止○休止 
５秒-１５秒 ５秒-１５秒 ５秒-１５秒

○-休止    ○-休止  ○-休止 

はん濫注意水位（警戒水位）

に達したとき及び気象台か

ら気象の通報を受けたとき

発す信号 

出動第１ 

信  号 
○-○-○ ○-○-○ ○-○-○

５秒-６秒  ５秒-６秒  ５秒-６秒 

○-休止   ○-休止  ○-休止 

水防管理団体及び消防機関

に属する者全員出動信号 

出動第２ 

信  号 

○-○-○-○ ○-○-○-○ 

○-○-○-○ 

１０秒-５秒 １０秒-５秒  １０秒-５秒

○-休止   ○-休止  ○-休止 

水防管理団体の区域内に居

住する者の出動信号 

危険信号 

避 難 

立退き 

乱    打 
１分-５秒  １分-５秒  １分-５秒 

○-休止   ○-休止  ○-休止 

必要を認める区域内の居住

者に避難のため立ち退くこ

とを知らせる信号 

    備考：１ 信号は、適宜の時間継続すること。 

       ２ 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。 

       ３ 危険が去ったときは口頭伝達により周知させるものとすること。 
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１０．決 壊 通 報 

   堤防等が決壊したときは、水防管理者及び消防機関の長は、直ちに次の系統図により通報するも

のとする。 

【堤防等の決壊通報系統図】 

 
 

  
江差警察署 

北海道警察 
函館方面本部 

  
北海道警察本部

     

                   
 

江 差 町 
  函館開発建設部 

江差道路事務所 
函館開発建設部 

  
北海道開発局 

     

                   
 檜山広域行政組合

江差消防署 

  函館建設管理部 
江差出張所 

函館建設管理部 
  

 北海道知事 
    
                                      
 

江差町消防団 
  

檜山振興局 陸上自衛隊 
第２８普通科連隊 

 
     

              
          

一 般 住 民 
   

             

 

１１．水 防 活 動 

 （１）重要水防区域の監視 

    災害の発生するおそれのあるときは、建設対策部は随時当該地区を巡視し、水防上危険である

と認められる箇所を発見したときは、直ちに水防管理者に報告し、その施設の管理者に対して必

要な措置を講ずるよう指示するものとする。 

 （２）非常配備体制 

    水防管理者は、災害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進

を図るため必要があると認めたときは、非常配備の体制をとるものとする。非常配備の基準及び

伝達方法は「第３章第１節 組織計画」によるものとする。 

    なお、水防管理者が消防機関に非常配備を要請する時期は、次のとおりである。 

①水防管理者が自らの判断により必要と認めたとき。 

     ②檜山振興局から水防警報の伝達を受けたとき。 

     ③檜山振興局が必要と認めて指示したとき。 

 （３）警戒区域の指定 

    消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場所に警戒区域を設定し、水防関係者以外の

者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域から退去を命ずるこ

とができる。なお、消防機関に属する者がいないとき、又は消防機関から要請があったときは、

警察官は、消防機関に関する職権を行うことができる。 

    警戒区域を設定した者は、直ちに水防管理者及び消防機関の長、警察署長にその旨を報告する。 

 （４）水 防 作 業 

    本部事務局及び消防機関は、水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に

防止し又は被害の拡大を防ぐため、堤防の構造・流速・護岸の状況等を考慮して最も適切な工法で

迅速かつ的確に実施するものとする。 

 

１２．避難及び立退き 

   水防管理者は、堤防等が決壊した場合は、又は破堤のおそれがある場合は、「第５章第４節 避難

対策計画」に定めるところにより、直ちに必要と認める区域の居住者に対し立退き又はその準備を

指示するものとし、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知する。 
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１３．監視及び警戒 

 （１）常 時 監 視 

    水防管理者は、河川・ダム・溜池等の管理者から巡視要請があった時は、すみやかに関係区域及

び施設の監視員を定めるものとする。 

    監視員は、水防上危険であると認められる箇所を発見したときは、直ちに水防管理者に報告す

るとともに、当該河川・ダム・溜池等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。 

 （２）非常監視及び警戒 

    水防管理者が非常配備を指令したときは、本部事務局は関係機関に対し通知する。それと同時

に監視員を増員して災害のおそれのある水防区域及び警戒区域の監視を厳重に行い、異常を発見

したときは直ちに水防管理者に報告し、その旨を関係機関に報告するものとする。 

    監視にあたり、注意すべき事項は次のとおりである。 

    ①裏のりの漏水または、飽水による亀裂及び崖崩れ 

    ②表のりでの水当たりの強い場所の亀裂及び崖崩れ 

    ③天端の亀裂又は沈下 

    ④堤防の越水状況 

    ⑤樋門の両そで又は底部よりの漏水ととびらの締まり具合 

    ⑥橋梁その他構造物と堤防との取り付け部分の異常 

    ⑦溜池等については上記のほか、次の事項について注意するものとする。 

      ア．取入口の閉塞状況 

      イ．流域の山崩れの状態 

      ウ．流水及び浮遊物の状況 

      エ．余水吐及び放水路付近の状況 

      オ．溜池の場合、上部溜池の状況 

      カ．樋管の漏水による亀裂及び崖崩れの状況 

 

１４．水 防 解 除 

   水防管理者は、水位がはん濫注意水位（警戒水位）以下に減じ、かつ危険が無くなったとき、又

は非常警戒の必要がなくなったと認めたときは、水防の警戒体制を解除し、これを一般に周知する

ものとする。 

 

１５．水防報告等 

 （１）水 防 報 告 

    水防管理者（町長）は、次に定める事態が発生したときは、速やかに檜山振興局長に報告する

ものとする。 

   ①消防機関を出動させたとき。 

   ②他の水防管理団体に応援を求めたとき。 

   ③その他報告の必要があると認める事態が生じたとき。 

 （２）水防活動実績報告 

    水防管理者は、水防が終結したときは、速やかに記録を整理するとともに、次に定める様式に

よる水防活動実績報告を翌月５日までに檜山振興局長に２部報告するものとする。 
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水防活動実績報告書 

自   年  月  日 

（市町村名      ）                      至   年  月  日 

区 分 
水 防 活 動 使用資機材 

備 考 
活動延人数 主要資材 その他資材 計 

水防管理団体分 
前 回 迄 

人 円 円 円  

月  分 

 

 

小計 

     

     

     

     

累  計      

（作成要領） 

 １ 「前回迄」欄は、前回報告分に係る「累計」欄の数及び金額を記入すること。 

 ２ 「主要資材」欄は、俵・かます・布袋類・たたみ・むしろ・なわ・竹・生木・丸太・くい・板類・鉄線・釘・かすが

い・蛇籠・置石及び土砂の使用額を記入すること。 

 ３ 「その他資材」欄は、主要資材以外の資材の使用額を記入すること。 

 

１６．公用負担等 

 （１）公 用 負 担 

    水防管理者又は消防機関の長が、水防のための緊急の必要があるときに水防法第２８条の規定に

より行使することができる公用負担に係る権限は次のとおりである。 

   ①必要な土地の一時使用 

   ②土砂・竹木その他の資材の使用又は収用 

   ③車両その他運搬具又は器具の使用 

   ④工作物その他障害物の処分 

 （２）損 失 補 償 

    水防管理団体は、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりそ

の損失を補償しなければならない。 

 

１７．水 防 訓 練 

   水防管理者は、消防機関の職員及び消防団員に対し、水防作業の技能を習得させるため、水防法

第３５条に定めるところにより毎年水防訓練を実施しなければならない。 

 

 

 

第３節 風 害 予 防 計 画 

 風により建築物・工作物・農作物・水産施設及び漁船等の災害予防に関する計画は、次に定めるところ

による。 
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１．予 防 対 策 

防災関係機関は、海岸線及び内陸部における風害を防ぐため、海岸防災林造成事業や防風林造成事

業等の治山事業を推進するとともに、農作物の時期別・作物別の予防措置及び対策を指導し、耕地防

風林の合理的な造成についても指導するものとする。 

また、学校や医療機関の応急対策上重要な施設の安全性の向上に配慮するとともに、家屋その他建

築物の倒壊等を防止するための緊急措置は、それぞれの施設管理者が行うものであるが、看板やアン

テナ等の固定など、強風による落下防止対策等の徹底を図るものとする。 

 

 

 

第４節 雪 害 予 防 計 画 

 異常降雪等により予想される大雪・暴風雪等の災害に対処するための除雪及び交通確保に関する計画

は、次に定めるところによる。 

 

１．除雪路線の実施負担 

  除雪路線は、特に交通確保が必要な主要路線について、次の区分により除雪を分担し実施する。 

  （１）国道の除雪は、北海道開発局函館開発建設部江差道路事務所が実施する。 

  （２）主要道道及び一般道道の除雪は、函館建設管理部江差出張所が実施する。 

  （３）町道の除雪は、町が実施する。その内容は次のとおりとする。 

     異常降雪により地域住民の交通に著しい支障がある場合は、速やかに除雪を実施するものと

する。昼夜交通を確保することを原則とするが、住家戸数及び交通量を勘案して除雪回数は最

低朝１回とする。路線の緊急順位は次のとおりとする。 

①国道・道道へ通ずる町道 

②避難場所へ通ずる町道 

     ③消防水利の存在する町道及び水利に通ずる町道 

     ④公共施設に通ずる町道 

     ⑤バス路線となっている町道 

     ⑥通学用道路となっている町道 

     ⑦交通量の多い町道及び産業道路として重要な町道 

 

２．雪害情報の連絡体制 

  雪害に関する情報や避難勧告・指示などが円滑に伝わるよう連絡系統を次のとおりとする。 

【雪害情報系統図】 

 函館開発建設部 
江差道路事務所 

     函館建設管理部 
江差出張所 

      

            

                    
                    
 江 差 町  

除雪委託業者 

 
江 差 町  

檜山広域行政組合
江差消防署 

      

        

                    
                    
 

江差警察署 
 江 差 町  

関 係 各 部 
江差町消防団 

      

        

                    
          

各関係機関 住   民 
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３．除雪機械等の整備点検 

   町長及び道路管理者は、除雪作業を迅速かつ効率的にするため、除雪機械の整備点検を行うとと

もに、関係機関及び資機材手持ち業者等とも十分な打ち合わせを行い、資機材の効率的な活用を図

るものとする。 

 

４．警 戒 体 制 

   各関係機関は、函館地方気象台が発表する特別警報・警報・注意報並びに情報等と現地情報を勘案

し、必要と認められる場合は、それぞれの定める警戒体制に入るものとする。 

 

５．積雪時における消防対策 

   町は、除雪計画路線のほか住宅密集地の道路について、常に消防車の運行に支障のないよう除雪

を行うものとする。消防水利については、江差消防署員及び消防団員により常に除雪を行い、消防

活動に支障のないように守るものとする。 

   また、積雪により消防車の出動が困難となる地域については、予防査察等を重点的に実施するも

のとする。 

 

６．雪害時の応急対策 

   積雪が甚だしく、交通が途絶している地区の住民に対しては、食糧供給・急患輸送・教育等の救援

対策を行う。 

 

７．通信・電力施設の雪害防止対策 

   東日本電信電話株式会社北海道事業部北海道南支店、北海道電力株式会社江差営業所は、雪害の

発生が予想されるときは着氷雪等による被害防止のため、それぞれ必要な警戒体制を整え、通信・

電力の確保に努めるものとする。 

 

８．孤立予想地域及び医療助産対策 

大雪時における孤立地域の食糧供給、急患医療救護対策については、町有除雪機械のほか、除雪

民間委託業者の協力を得る。  
９．雪害による人的被害対策 

雪害による人的被害の原因としては下記の要因があり、積雪時には広報等により住民の注意を

喚起するものとする。 

（１）雪崩により、家屋等が倒壊したことによるもの 

（２）雪崩に車両等が巻き込まれたことによるもの 

（３）屋根の雪おろし中、誤って転落したことによるもの 

（４）屋根雪等の落下によるもの 

（５）除排雪中に川等に転落したことによるもの 

（６）除雪して積み上げておいた雪が崩れたことによるもの 

（７）雪により、ビニールハウス等が倒壊したことによるもの 

（８）吹雪等により走行不能となった自動車内に閉じ込められ、一酸化炭素中毒症等になったもの、

あるいは凍死したもの 

（９）吹雪等により道路等の識別が困難になり、道に迷って凍死したもの、あるいは川等に転落した

ことによるもの 

（１０）除雪作業中、負傷あるいは死亡したもの（除雪機に巻き込まれたもの、除雪機が横転し下敷

きになったもの等を含む。） 
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１０．なだれ対策 

   各関係機関は、それぞれの業務所管区域内におけるなだれ発生予想箇所に、標示板による標示を

行うなどして、住民に周知するものとする。 

 

１１．排   雪 

   各道路管理者は、排雪に伴う雪捨場の設置に当たっては、特に次の事項に留意するものとする。 

（１）雪捨場は、交通に支障ない場所を選定することとし、やむを得ず道路側面等を利用する場合

は、車両の待避場を設けるなどして交通の妨げにならないよう配慮するものとする。 

   （２）河川等を利用して雪捨場を設置する場合は、河川管理者と十分協議することとし、河川の流

下能力確保に努め、溢水災害等の発生防止に十分配慮するものとする。 

 

 

 

第５節 融雪災害予防計画 

 融雪による出水・なだれ等の災害に対処するための予防対策及び応急対策に関する計画は、次に定め

るところによる。 

 

１．気象情報及び積雪状況の把握 

   融雪期において、函館地方気象台等関係機関と密接な連絡を取り、降積雪の状況を的確に把握す

るとともに、降雨や気温上昇等に留意しながら出水・なだれ等の予測に努めるものとする。 

 

２．水防区域等の警戒 

   出水等に備えは、「本章第２節 水害予防計画」に定める警戒・通報体制を取るものとし、なだれ・

積雪等により河道が著しく狭められ被害発生が予測される場所、又は流水等により橋梁の決壊を防

止するため、常に河道内及び側溝等の障害物の除去に努め流下能力の確保を図るものとする。 

 

 

３．河川内障害物の除去及び施設の整備点検 

   町及び河川管理者は、河川が融雪・結氷・捨雪及び塵芥等により河道が著しく狭められ、出水によ

る災害が予想される場合は、融雪出水前に河道内の除雪・結氷の破砕等障害物の除去に努めるとと

もに、樋門・樋管等河川管理施設の整備点検を行うものとする。 

   また、土地改良区も同様に水路等の施設の整備点検に努めるものとする。 

 

４．道路の除排雪 

   町及び道路管理者は、積雪・結氷・滞留水等により道路の交通が阻害されるおそれがあるときは、

道路の除排雪や結氷の破砕等を行うとともに道路側溝・排水溝の排水能力確保に努めるものとする。 

 

５．融雪災害時の応急対策 

   出水災害等が発生したときは、必要に応じ住民の避難等の応急対策を講ずるものとし、被害を未

然に防止又は被害の拡大を防ぐため、水量・流速・流域等の状況を考慮して可能な限り最も適切な水

防工法等を選択し作業を実施する。 
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６．水防資機材の整備・点検 

   町長及び河川管理者は、水防活動を迅速かつ効率的にするため、融雪出水前に水防資機材の整備

点検を行うとともに、関係機関及び資機材手持ち業者等とも十分な打ち合わせを行い、資機材の効

率的な活用を図るものとする。 

 

７．水防思想の普及徹底 

   町長及び河川管理者は、融雪出水に際し、住民の十分な協力が得られるよう、日頃から広報紙等

を通じ水防思想の普及徹底に努めるものとする。 

  
 

第６節 高波・高潮災害予防計画 

 高波・高潮による災害の未然防止と軽減のため、国・北海道と協力し漁港・護岸・防潮堤等を整備すると

ともに、危険区域の実態を把握し、予防措置を講じるよう検討し、監視警戒体制を確立するための計画

を定め、被害防止に努めるものとする。 

 

１．海 岸 保 全 

   海岸地域を高波・高潮から防護するために海岸施設を整備促進し、被害防止に努めるものとする。 

   また、漁港管理者は、波除堤・係留杭等の施設を点検し必要な整備を行うとともに、水路の確保・

係留の安全性等を随時点検し、利用に対し必要な指示又は指導を行う。 

 

２．船舶と漁港の管理 

   漁港内に係留する船舶の所有者及び管理者は、高波・高潮による船舶の流出防止に努める。 

 

３．監視警戒体制の確立 

   特別警報・警報・注意報並びに情報等を受信した場合は、ただちに海岸地域及び河川沿岸をパトロ

ールし、潮位・波高を監視するものとする。 

 

４．水防体制の確立 

   水防資機材の備蓄等所要の措置を講じ水防体制の確立を図るものとする。 

 

５．危険区域等の周知 

   本町は、高波・高潮・津波等の危険区域が８箇所指定されている。 

   危険区域について地域住民に情報提供するとともに、高波・高潮・津波等に関する情報の収集と伝

達、及び災害発生時の対応等について周知徹底を図る。 
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第７節 土砂災害予防計画 

 この計画は、地すべり・急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）等、土石流等の災害を予防するため、これらの

災害危険箇所の実態を把握し、危険区域の指定、災害対策事業の推進、避難体制の確立など土砂災害に

ついての総合的な対策を定めるものである。また、降雨等による土砂災害の危険性が高いと判断された

箇所について、治山・砂防等の事業による土砂災害対策を実施するとともに、関係機関や住民への周知、

及び適切な警戒避難体制の整備など総合的な土砂災害対策を推進するものとする。 

 

１．地すべり等対策 

   本町は、土砂災害防止法に伴う基礎調査の結果、「地すべり危険区域」が１箇所指定されている。 

   地すべり防止対策は、次のとおりとする。 

   （１）地すべりが予想される区域又は箇所について、系統的な調査を行い事前に把握する。 

   （２）危険区域箇所については、対策事業の実施に向けた防止区域の指定を要請する。 

   （３）土地所有者に対しては、災害を誘発するおそれのある次の行為を行わないように指導する。 

     ①のり切・切土・掘削又は盛土 

     ②土石の採取又は集積 

     ③その他災害を助長し誘発する行為 

 

２．急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）等対策 

   本町は、土砂災害防止法に伴う基礎調査の結果、「急傾斜地崩壊危険区域」が９０箇所指定されて

いる。急傾斜地崩壊等防止対策は、次のとおりとする。 

   （１）急傾斜地崩壊等に対処する治山工事等を推進する。 

   （２）急傾斜地崩壊等危険区域に関する資料を関係住民に提供するとともに、標示板等を設置して

周知徹底を図る。 

   （３）急傾斜地崩壊等危険地区周辺住民の警戒避難体制を確立する。 

   （４）急傾斜地崩壊等に関する情報の収集と伝達、日常の防災活動、地震及び降雨時の対応等につ

いて、地域住民に周知徹底を図る。 

 

３．土石流等対策 

   本町は、土砂災害防止法に伴う基礎調査の結果、「土石流危険渓流区域」が３７箇所指定されてい

る。土石流等防止対策は、次のとおりとする。 

（１）土石流等に対処する治山工事等を推進する。 

   （２）土石流等危険区域に関する資料を関係住民に提供するとともに、標示板等を設置して周知徹

底を図る。 

   （３）危険区域周辺住民の警戒避難体制を確立する。 

   （４）土石流等に関する情報の収集と伝達、日常の防災活動、地震及び降雨時の対応等について、

地域住民に周知徹底を図る。 

 

４．警戒・避難の基準及び指導 

 （１）警戒・避難基準 

    警戒・避難基準は、原則として降雨量等に基づいて設定するものとし、過去における土石流・地

震・大雨による被害、道路の状況、警戒避難のための基準雨量等を参考にしながら、次の場合は

町民が自発的に警戒・避難するように指示する。 
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   ①立木の裂ける音が聞こえる場合や、巨礫の流れる音が聞こえた場合 

   ②渓流の水が急に濁りだした場合や、流木等が混ざりはじめた場合 

   ③地震及び降雨が続いているのに水位が急激に減少しはじめた場合（上流で土砂崩壊があり、流

れをせき止められたおそれがある場合） 

   ④渓流付近の斜面崩壊が発生した場合及びその兆候があった場合 

 （２）避難勧告等の発令・判断及び伝達 

 ①避難勧告等の発令 

予報・警報及び避難命令は、迅速かつ正確に地域住民に伝達し、周知されるようにするほ

か、地域住民自ら異常気象時に的確に判断できるように指導する。 

 ②避難勧告等の判断 

    避難勧告等は、土砂災害に関する情報を収集したうえ、過去の土砂災害発生状況、土砂災

害の予兆現象、周辺地域での発生状況等を総合的に分析した上で判断するものとし、避難勧

告等の発令の判断基準は次のとおりとする。ただし、基準に該当しない場合であっても、現

地や気象の状況を総合的に勘案し、避難勧告等を発令するものとする。 

なお、地区住民が自ら予兆現象を確認したときは、町に報告するとともに、住民が自発的

に警戒避難するよう助言する。 

 ③避難勧告等の伝達 

避難勧告等の伝達方法は、「第５章第２節 災害広報計画」を基本とする。 

 

避難勧告等の発令判断基準 

区  分 
基     準 

（次のいずれかに該当した場合に発令する） 
対 象 区 域 

（土砂災害危険箇所内の住家等を基本とする）

避難準備・高齢
者等避難開始 

1 大雨警報（土砂災害）が発表され、人
的被害の発生する可能性が高まった状況
の場合 

北海道土砂災害警戒システムの判定メ
ッシュ情報（以下「メッシュ情報」という。）
で大雨警報（土砂災害）の発表基準を超過
した区域（赤及び橙） 

避難勧告 

1 土砂災害警戒情報が発表された場合 

メッシュ情報で土砂災害警戒情報の発
表基準を超過した区域及びその周辺の大
雨警報（土砂災害）の発表基準を超過した
区域（赤及びその周辺の橙） 

2 土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水
の濁り、渓流の水量の変化等）が発見さ
れた場合 

当該前兆現象が発見された箇所及びそ
の周辺の区域（土砂災害危険箇所以外の区
域で発見された場合を含む。） 

避難指示 
（緊急） 

1 土砂災害警戒情報が発表されており、
さらに記録的短時間大雨情報が発表され
た場合 

記録的短時間大雨情報が発表された地
域（発表文で確認。例：江差町○○付近）
及びその周辺の地域のうち、メッシュ情報
で土砂災害警戒情報の発表基準を超過し
た区域（赤） 

2 土砂災害が発生した場合 
当該土砂災害が発生した箇所及びその

周辺の区域（土砂災害危険箇所以外の区域
で発見された場合を含む。） 

※重要な情報については、気象情報等を発表した気象官署・砂防関係機関等との間で相互に情報交換する。 

※想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生することもあることから、関係機関と
の情報交換を密に行い、暴風域はどのあたりまで接近しているか、近隣で災害や前兆現象が発生してい
ないか等、広域的な状況把握に努める。 

※土砂災害の前兆現象等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダ観測でとらえた強い雨の地域、避
難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）等、必ずしも数値等で明確にできないものも考慮し、総合
的に判断を行う。 
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 （３）避 難 方 法 

    避難方法については、土石流危険渓流に直角の方向に避難する等安全な方法を地域住民に周知

徹底するよう指導する。 

 （４）避 難 場 所 

   （１）土石流・がけ崩れ・地すべり等によって被害を受けるおそれのない場所であること。 

   （２）保全対象人家からできる限り近距離であること。 

 

５．警戒避難体制の整備 

   地すべり、急傾斜地崩壊（がけ崩れ）等、土石流等の災害危険区域では、別表１のとおり警戒避

難基準雨量表に基づき、警戒避難体制の基準を定める。 

 （１）情報の収集及び伝達 

    危険区域の状況等応急対策に必要な情報の収集及び伝達は、「第５章第１節 災害情報通信計画」

及び「第５章第２節 災害広報計画」の定めるところにより、迅速かつ的確に行うものとする。 

    特に、高齢者等の特に防災上の配慮を要する避難行動要支援者が利用する施設に対しては、当

該施設の利用者の円滑な避難が行われるよう、土砂災害に関する情報等を当該施設管理者等に適

切な方法によって伝達するものとする。 

 （２）警戒巡視員による危険地区の巡視及び警戒 

    ①町長は、危険地域毎に警戒巡視員を定め、降雨気象警報発令中又は必要に応じて当該危険地

区を巡視することを命じ、必要事項を報告させるものとする。なお、警戒巡視員は本部事務

局の中から町長が任命する。 

    ②警戒巡視員は、危険地区の巡視を行いその警戒に当たるものとし、表層・地表水・湧水・亀裂・

樹木等の傾倒など必要事項について報告するものとする。 

 

別表１【警戒避難基準雨量表】 

警戒体制の 
区   分 

地 区 名 降雨の状況 配 備 体 制 措 置 基 準 

第１警戒体制 指定区域全域 

１．前日までの連続雨量が１００㎜
以上で当日の日雨量が５０㎜を
越えたとき。 

 
２．前日までの連続雨量が４０～

１００㎜で当日の日雨量が８０㎜
を越えたとき。 

 
３．前日までの降雨がない場合で

当日の日雨量が１００㎜を越え
たとき。 

「第３章第１節
組織計画」に定
める第一非常配
備による。 

（１）危険区域の
巡視及び警戒

 
（２）住民広報 

第２警戒体制 指定区域全域 

１．前日までの連続雨量が１００㎜
以上で当日の日雨量が５０㎜を
超え時雨量３０㎜の強雨が降り
はじめたとき。 

 
２．前日までの連続雨量が４０～

１００㎜で当日の日雨量が８０㎜
を超え時雨量が３０㎜の強雨が
降りはじめたとき。 

 
３．前日までの降雨がない場合で

当日の日雨量が１００㎜を超え
時雨量３０㎜の強雨が降りはじ
めたとき。 

「第３章第１節
組織計画」に定
める第二非常配
備による。 

（１）住民の避難
準備 
 

（２）警    告
（災対法第５６

条による）
 

（３）避難の指示
（災対法第６０

条による）
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６．土砂災害警戒区域等対策 

   本町は、土砂災害警戒区域が円山地区に１箇所指定されている。土砂災害警戒区域等の対策は、

次のとおりとする。 

 （１）土砂災害に関する情報の収集及び伝達 

   ①土砂災害警戒区域等の周知 

      土砂災害警戒区域等の指定があったときは、指定区域の図書を縦覧するとともに、指定区

域内の住民周知を図る。なお、伝達系統図は次のとおりとする。 

【土砂災害警戒情報伝達系統図】 

 

   ②土砂災害ハザードマップの作成・配布 

      区域の指定があったときは、土砂災害警戒区域等及び避難場所・避難等を記したハザード

マップを作成し、地域住民に配布する。 

   ③警戒・避難に関する情報の収集及び伝達 

      気象庁・北海道・防災情報提供機関及び報道機関が提供する気象、降雨や警戒避難に関する

情報を電話・インターネット・テレビ・ラジオ等により収集する。また、これらの情報の収集

方法及び土砂災害の予兆現象の把握方法について、住民に周知する。 

 （２）避難・救助 

   ①避難路及び避難場所 

      避難路及び避難場所は、ハザードマップに示すとおりとする。 

   ②避難の方法及び救助 

      住民の避難誘導にあたっては、「第５章第４節 避難対策計画」に基づき、関係機関との連

携により行うものとし、この際、避難行動要支援者にも十分配慮する。（「第４章第１２節 避

難行動要支援者対策計画」参照） 

   ③自主防災組織 

      自主防災組織は、「第４章第１３節 自主防災組織の育成等に関する計画」に基づき、育成・

強化を図る。 

 （３）土砂災害特別警戒区域における特記事項 

    道と連携して住宅宅地分譲地・社会福祉施設等のための開発行為に関する許可、建築基準法に

基づく建築物の構造規制、土砂災害時に著しい損壊が生じるおそれがある建築物等の所有者に対

し、移転等の勧告の措置を行う。 

 

 

 

          
函館開発建設部 

      
                
                    
 

函館地方気象台 
 北海道警察 

函館方面本部 

      

        

                    
     共同発表  陸上自衛隊 

第２８普通科連隊 
江 差 町 

 
住   民 

・ 
避難行動要支援者
関 連 施 設

           

 渡島総合振興局 
（函館建設管理部） 

      

  檜山振興局 
地域政策課 

 

           
                    
          

ＮＨＫ函館放送局
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第８節 建築物災害予防計画 

 風水害・地震・火災等の災害から、建築物を防御するための必要な措置を本計画に定める。 

 

１．公共建造物 

   町が所管する主な施設は、防災活動上重要な拠点となることを考慮して、その施設の管理者が点

検・整備に努めるものとする。特に、地震対策の強化として新耐震基準制定（昭和５６年）以前の公

共建築物のうち、災害時の防災拠点施設（役場庁舎・消防庁舎等）、避難所施設（学校校舎・体育館・

集会所等）や入所施設（病院・社会福祉施設等）となる建築物については、計画的に耐震診断を実

施し、建替・改修・補強等による耐震性能の強化に努めるものとする。 

 

２．一般の建造物 

（１）市街地の大火災を防止するため、都市計画法及び建築基準法等により準防火地域を指定し、町

内の商業地域並びに近隣商業地域を中心に耐火・簡易耐火・防火構造など耐火・不燃化を推進し、

建築物の災害予防に努めるものとする。 

（２）学校・病院・旅館等多数の人々が滞在する建築物や集会場・スーパー等多数の人々が集まる建築

物並びに工場、危険物の貯蔵施設等火災の危険性高い建築物などを総称して特殊建築物と呼ぶ

が、これらの特殊建築物については、建築基準法及び消防法に従い、定期報告制度及び維持保

全計画の作成等、その徹底を図り、維持保全に努めるものとする。また、エレベーター等の昇

降機についても、耐震性能の改善に努めるものとする。 

（３）防災診断及び各種融資制度の周知により、防災改修の促進を図るものとする。特に地震対策と

して、防災上重要な既存建築物の耐震構造設計に基づいた設計を行うように指導し、耐震建築

物の促進を図る。 

（４）積雪期における建築物の倒壊防止及び屋根からの落雪による事故防止のため、除雪前の建築物

の点検、適時の雪下ろし指導等を実施するものとする。 

（５）地震時のブロック塀等倒壊による人身事故を防止するため、通学路や避難路及び人通りの多い

道路等に面する既存ブロック塀等の実態調査を行い、危険箇所の把握に努めるとともに改善指

導に努めるものとする。また、ブロック塀等を新設又は改修しようとする設置者や関係業者に

対しては、建築基準法施行令における技術基準の遵守を指導するものとする。 

（６）自動販売機の倒壊防止や車道への滑り出しを防止するため、設置者には日本工業規格の「自動

販売機の据え付け基準」の遵守を指導するものとする。 

 

３．災害危険区域等調査の実施 

   消防機関は、町内の建造物について次の調査を行い、消防法に抵触し、かつ火災防御上警防計画

をたてておく必要があると認める場合、消防署長は災害危険区域等の指定を行うものとする。 

  （１）危険物製造所等の所在地 

  （２）高圧ガス・ＬＰガス貯蔵施設の所在地 

  （３）火薬類・放射性物資等の貯蔵施設の所在地 

  （４）木造建築物密集箇所及び大規模な特殊建物 

  （５）浸水被害危険予想箇所 

  （６）その他警防上必要と認められた地域 
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４．災害危険区域及び特殊建築物の指定 

 （１）危険区域の指定要件と設定 

   ①道路による区画内の木造建物が密集し、予想焼失面積が拡大される地域。 

   ②火災防御上警防計画をたてておく必要があると消防署長が認めた場合。本町では、商工店や飲

食店が密集した市街地の商店街を危険区域に設定し、火災発生時の消火活動として水利選定か

ら延焼拡大防止の防御線の選定、さらに人命救助及び避難誘導対策などを網羅した警防計画を

立てている。 

 （２）特殊建物の指定要件と設定 

   ①延べ面積が３，０００平方メートル以上、階数４以上の対象物 

   ②その他警防上地域の特殊性を考慮し、署長が必要と認めるもの。 

      ※防火対象物の状況は次のとおり 

（平成２９年４月１日現在） 

防火対象物区分 

法
十
七
条
で 

指
定
す
る
も
の

（
消
防
設
備
） 

法
八
条
で
指
定

す
る
も
の 

（
防
火
管
理
者
選
任
）

法
八
条
の
二
の

二
で
指
定
す
る

も
の 

（
防
火
対
象
物
）

防
火
管
理
者 

選
任
状
況

消
防
計
画 

届
出
状
況

（１） 
イ 劇場・映画館   １   １   １   １   １ 

ロ 公会堂・集会場  １９  １９   ５  １９  １９ 

（２） ロ 遊技場・ダンスホール等   １   １   ０   １   １ 

（３） ロ 飲食店  １０  １０   ０   ９   ９ 

（４）   百貨店・店舗等  ２２  １７   ６  １５  １５ 

（５） 
イ 旅館・ホテル等  １０  ９   １   ９   ９ 

ロ 共同住宅・寄宿舎等  ９８  １１    ６   ６ 

（６） 

イ（１） 病院・診療所等   ２   ２   １   ２   ２ 

イ（３） 病院・診療所等   １   １   ０   １   １ 

イ（４） 病院・診療所等   ２   ０   ０   ０   ０ 

ロ（１） 老人短期入所施設等（高齢者）   ４   ４   ０   ４   ４ 

ロ（５） 障害者支援施設等（障がい者）   ３   ３   ０   ３   ３ 

ハ（１） 老人デイサービスセンター等（高齢者）   ４   ３   ０   ３   ３ 

ハ（３） 助産施設・保育所等（児童）   ４   ３   ０   ３   ３ 

ハ（５） 障害者支援施設等（障がい者）  ３２   ４   ０   ４   ４ 

ニ 幼稚園・特別支援学校   １   １   ０   １   １ 

（７）   小・中・高・大学校等   ６   ６    ６   ６ 

（８）   図書館・博物館等   １   １    １   １ 

（９） ロ 一般公衆浴場   ３   ０    ０   ０ 

（１０）   車両停車場、船舶・航空機の発着場   １   １    １   １ 

（１１）   神社・寺院・教会等  １５  １２    ７   ７ 

（１２） イ 工場・作業所  ３６   ０    ０   ０ 

（１３） イ 自動車車庫・駐車場  １１   ０    ０   ０ 

（１４）   倉庫  ３５   ０    ０   ０ 

（１５）   事業所・官公署等  ４３  １９   １７  １７ 

（１６） 
イ 複合用途（特定用途を有する）  １９  １４   ３  １２  １２ 

ロ 複合用途（特定用途を有しない）   ９   １    １   １ 

（１７）   重要文化財建造物   ４   ３    ３   ３ 

計 ３９７ １４６ １７ １２９ １２９ 



61 

 

５．がけ地に近接する建築物の防火対策 

      がけ崩壊等で危険を及ぼすおそれのある地域においては、建築制限を行うとともに、既存の危険

住宅については、がけ地近接住宅移転事業制度を活用し、安全な場所への移転促進を図るものとす

る。 

 

 

 

第９節 消 防 計 画 

 消防の任務は、その施設及び人員を活用して地域住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとと

もに水火災又は地震等の災害を防除し、その被害を軽減することにある。このような任務が十分に行わ

れるために実施すべき事項は、本計画及び檜山広域行政組合江差消防署において具体的な消防計画を定

めるものとする。 

 

１．消 防 体 制 

 （１）消防組織 

    消防機関の組織及び消防団の配置は、次のとおりである。 

 

【消防機関組織機構図】 
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檜山広域行政組合 

  
江差消防署 

    
   

救 急 係 
    

                 
             

予 防 係 
    

                 
             

危険物係 
    

                 
                  
             

第１分団 
    

                 
             

第２分団 
    

                 
             

第３分団 
    

                 
          

江差町消防団 第４分団 
    

              
             

第５分団 
    

                 
             

第６分団 
    

                 
             

第７分団 
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 （２）火災予防対策 

   ①消防力の強化推進 

     ア．消防職員及び消防団員の人員確保に努める。 

     イ．消防施設・消防機械及び消防資器材の整備充実に努める。 

     ウ．消防水利の整備を推進する。特に、老朽木造家屋等が密集した火災発生の危険度の高い

地区については、重点的に整備するよう努める。なお、防火水槽の設置にあたっては、

地震に備え耐震性の構造とする。 

   ②火災予防の指導強化 

      消防機関は、町防災担当者との連携のもとに、町内会等の自主防災組織及び消防協力団体、

防火対象物の所有者・管理者・防火管理者・危険物取扱所等の所有者・管理者・危険物取扱者を

対象に、次の内容からなる指導計画を定め、適宜に講習会・座談会等開催の機会を設け防火

思想の普及・啓発の実施とともに、火災予防の指導周知を図るものとする。 

     １）町内会等の自主防災組織及び一般住民への指導内容 

       ア．燃焼消火の理論と消火器等の取扱い方法の指導 

       イ．予防知識の普及と家庭における具体的予防対策の指導 

       ウ．災害時における心構えと避難対策を指導し、避難場所の周知徹底をはかる 

       エ．高齢者や障がい者等の避難行動要支援者への避難介護の指導 

     ２）防火対象物の所有者・管理者・防火管理者への指導内容 

       ア．消火器等の消防設備の管理点検の方法についての講習指導 

       イ．事業所等における自衛消防組織の編成及び消火訓練等の指導 

       ウ．避難対策及び避難訓練等の指導 

     ３）危険物取扱所等の所有者・管理者・危険物取扱者等への指導内容 

       ア．危険物施設の維持管理体制の指導 

       イ．危険物取扱いの指導 

       ウ．危険物安全協会の事業に対する支援指導 

   ③火災予防査察 

      病院・店舗・工場等の公衆の出入り、又は多数の人が勤務する建物及び一般家庭からの火災

を未然に防止するため、消防機関による火災予防査察を実施するものとする。 

   ④広 報 活 動 

     ア．広報紙及びパンフレット等を発行し、火災予防の広報活動を実施する。 

     イ．防火思想の普及啓発を図るため、春・秋の全道火災予防運動に合わせた防火資料の配布

など広報活動を実施する。 

   ⑤防火管理者制度の徹底指導 

      消防法第８条に基づき、学校・病院・工場・旅館・スーパー等特殊建築物では防火管理者を定

め、これら防火対象物における消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難

訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備、火気の使用又は取扱いの監督等防火管理上必要

な業務の徹底について指導する。 

 

 （３）火 災 警 報 

   ①火災警報の発令及び解除 

      檜山広域行政組合は、消防法に定める火災に関する気象通報を受けた場合のほか、火災発

生及び延焼拡大の危険が認められる次の各号に該当するときは、火災警報を発令し該当しな

くなったときはこれを解除する。 
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     ア．実効湿度６８％以下、最低湿度４２％以下で、風速１０m/s 以上となったとき又はその見込

みのとき。 

     イ．最大風速１５m/s 以上の風が連続して吹くとき又はその見込みのとき。 

   ②火災警報の伝達及び住民広報 

      火災警報が発令された場合には、消防署長は檜山広域行政組合火災予防条例第２９条に定め

る「火災に関する警報の発令中における火の使用の制限」により、住民に対し檜山広域行政

組合警防規程第１２条に基づき、次に定める必要な措置を講ずるものとする。 

     ア．関係機関に対する協力要請 

     イ．警防装備・積載資機材の点検及び増強 

     ウ．住民に対する広報・警戒の呼び掛け 

     エ．その他必要な事項 

（４）消防の対応力の強化 

    大規模・特殊災害など、複雑多様化・高度化する消防業務に対応できる体制を確立するため、「北

海道消防広域化基本計画」を踏まえながら、消防の対応力強化に向けて消防業務の高度化に努め

る。 

 

２．消防力の整備 

   消防活動の万全を期するため、消防力の整備指針を参考に、実態に即応する消防施設並びに人員

の整備充実を図るとともに、常にこれを有効に使用できるよう維持管理の適正化を図る。 

 

 【消防署員】                           （平成２９年４月１日現在） 

区分 司令長 司 令 司令補 士 長 副士長 消防士 計 

定員       ２３ 

実員 ０ ４ ６ ５ １ ６ ２２ 

 

 【消防団員】                           （平成２９年４月１日現在） 

区 分 団 長 副団長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員 計 

団 本 部 １ ２   ３   ６ 

第１分団   １ １ ２ ３ １１ １８ 

第２分団   １ １ ２ ２ １１ １７ 

第３分団   １ １ １ ３ １４ ２０ 

第４分団   １ １ ２ ３  ９ １６ 

第５分団   １ １ ２ ３ １３ ２０ 

第６分団   １ １ ２ ３ １２ １９ 

第７分団   １ １ ２ ３ １２ １９ 

計 １ ２ ７ ７ １６ ２０ ８２ １３５ 
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現有消防車両一覧 

                              （平成２９年４月１日現在） 

配置地域 所  管 車両種別 配置年月日 

愛 宕 ⇒ 椴 川 

消 防 署 

大型タンク車 平成 ５年１２月 

高規格救急車 平成２７年１１月 

高規格救急車 平成１０年 ２月 

司 令 車 平成１３年 ６月 

第１分団 大型タンク車 平成２０年１１月 

第２分団 普通ポンプ車 昭和６０年１０月 

第３分団 輸 送 車 平成 ５年１１月 

第４分団 普通ポンプ車 平成１１年 ９月 

大 澗 ⇒ 伏木戸 第５分団 普通ポンプ車 昭和５９年１１月 

中 網 ⇒ 鰔 川 第６分団 普通ポンプ車 平成 ９年１０月 

水 堀 ⇒ 五厘沢 第７分団 大型タンク車 平成１４年 ２月 
 
 
 
 
 

消 防 水 利 

単位：基                              （平成２９年４月１日現在） 

区 別 合 計 

消火栓 防火水槽 

公 設 私 設 
公 設 私 設 

４０㎥以上 ４０㎥未満 ４０㎥以上 ４０㎥未満

準 市 街 地 １５９ １１９ ８ ２０ ６ ６ ０ 

その他の地域  ５０  ３６ ０ １３ １ ０ ０ 

合  計 ２０９ １５５ ８ ３３ ７ ６ ０ 

 

 
準市街地 消 火 栓 防火水槽 その他の地域 消 火 栓 防火水槽 

豊 川 町 １１ （１） 椴 川 町 １  

新 栄 町  ５  大 澗 町 ２  

愛 宕 町  ３ １ 水 堀 町 ８ ４ 

中 歌 町  ９ ２ 五厘沢町 ２ １ 

姥 神 町  ７ １ 越 前 町 ５ ２ 

津 花 町  ３  中 網 町 ３ １ 

茂 尻 町  ８ １ 小黒部町 ５ ２ 

橋 本 町  ３ １ 朝 日 町 ４ ２ 

上 野 町  １ ２ 鰔 川 町 ６ ２ 

本  町  ６ １    

新 地 町  ３ ２    

緑  丘  １ １    

円  山  ５ ３    

陣 屋 町  ８ ２    

海 岸 町  ２     

南 浜 町  ６ ２    

柏 町  ３ ２    

南 が 丘 １２（２） １（１）    

砂  川  １（２）     

泊  町 ３（１）     

尾 山 町 ４     

田 沢 町 ４     

伏木戸町 ４ ３（４）    

柳 崎 町 ７（３） １    

計 １１９（８) ２６（６） 計 ３６ １４ 

（ ）は私設消火栓と私設防火水槽 
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３．消防職員及び消防団員の教育訓練 

   消防職員及び消防団員に対し、資質の向上、体力の練成と第一線防災活動の充実強化を図るため、

消防学校及び現地において「消防学校における教育訓練の基準」等に基づく教育訓練を実施する。 

 

４．広域消防応援体制 

   消防機関は、大規模な火災など単独では十分な災害応急対策を実施できない場合に備え、相互に

応援できる体制を整備するとともに、災害発生時においては、必要に応じ「北海道広域消防相互応

援協定」に基づき他の消防機関に応援を要請するものとする。 

 

 

 

第１０節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

 町は、災害時における住民の生活を確保するため、食料・飲料水等の確保に努めるとともに、災害発

生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備に努める。 

 

１．食料等の確保・供給 

（１）町は、あらかじめ食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協定を締結するなど、食料・飲

料水・燃料及び毛布等生活必需品等の備蓄・調達体制を整備し、災害時における食料その他の物資

の確保に努める。 

（２）町は、防災週間や防災関係行事等を通じ、住民に対し２～３日分の食料及び飲料水・携帯トイレ・

トイレットペーパー等の備蓄に努めるよう啓発を行う。 

 

２．防災資機材等の整備 

   町は、災害時に必要とされる資機材の整備充実を図るとともに、積雪・寒冷期において発生した

場合の対策として、暖房器具等の整備に努める。 

 

３．防災備蓄センターの整備 

  町は、防災備蓄センターの整備に努める。 
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第１１節 避難体制整備計画 

 風水害・地震等による災害が発生した場合に、住民を安全に避難させるために平常時から安全な避難

場所等を選定し、これを地区住民に周知徹底させるとともに、避難勧告等の伝達体制を確立し、的確に

避難させるため、本計画を定める。 

 また、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込む

とともに、役割を分担するなど庁内をあげた体制の構築に努めるものとする。 

 

１．避難場所・避難所 

   避難場所及び避難誘導等については、本計画で具体的に定めるとともに継続的にその見直しを行

い、住民に対する周知徹底と指示伝達体制の確立に努める。特に水害や地震等による災害に対して

は、道路・橋梁のき損による交通の途絶が想定されるため、避難場所の変更に柔軟に対応できるよ

う自主防災組織等を活用し、災害地の被害状況の迅速な把握に努めるものとする。 

   災害による家屋の倒壊・焼失等により住居を喪失したものを収容するための避難所を予め選定・

確保し、整備を図るものとする。 

   本町における避難場所等は次のとおりである。 

 

 

指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所一覧 

 

（１）指定緊急避難場所 

災害が差し迫った状況や発災時において、緊急的に避難し、身の安全を確保することができる公

園・グラウンド等をいう。 

地区別 施設の名称 所在地 
標高 

（ｍ） 

災害種別ごと適否 

洪水 土砂 地震 津波

朝日地区 

旧朝日小中学校グラウンド 朝日町９６  ７．９ ○ ○ ○ ○ 

逆 川 公 園 鰔川町１２１６ ２５．３ ○ ○ ○ ○ 

大円寺境内（避難所等施設利用協定）  小黒部町１９１  ７．７ × ○ ○ ○ 

水堀地区 

江差北小中学校グラウンド 水堀町１４７  ４．５ ○ ○ ○ ○ 

水堀コミュニティセンター前 水堀町２８  ５．４ ○ ○ ○ × 

江差町パークゴルフ場 柳崎町９７９先  ４．２ × ○ ○ ×

江差高等学校グラウンド 伏木戸町４８１ ４６．６ ○ ○ ○ ○ 

日明地区 
旧日明小中学校グラウンド 田沢町４１９  ４．５ ○ × ○ × 

観音寺境内（避難所等施設利用協定） 泊町３６９ ２３．６ ○ × ○ ○ 

市街地 

愛宕神社境内 愛宕町 ５７．０ ○ ○ ○ ○ 

稲荷神社境内 新栄町３４７ １３．０ ○ × ○ ○ 

旧江差南高等学校グラウンド 豊川町６２-２  ９．５ ○ ○ ○ ○ 

えぞだて公園 豊川町５６-４  ９．５ ○ × ○ ○ 
真宗大谷派江差別院境内 

（避難所等施設利用協定）
中歌町１６９ ２３．２ ○ × ○ ○ 

江差町役場駐車場 中歌町１９３-１  ３．５ ○ ○ ○ × 
浄土真宗本願寺派本願寺江差別
院境内   （避難所等施設利用協定）

本町２１２ ３８．４ ○ × ○ ○ 

江差小学校グラウンド 本町１７０ ３８．４ ○ × ○ ○ 

法華寺境内（避難所等施設利用協定）  本町７１ ３１．７ ○ ○ ○ ○ 

正覚院境内（避難所等施設利用協定）  本町２７１ ６４．７ ○ × ○ ○ 

松の岱グラウンド 緑丘１９７ ６７．３ ○ ○ ○ ○ 

阿弥陀寺境内（避難所等施設利用協定） 緑丘４６ ３５．４ ○ ○ ○ ○ 

江差町文化会館駐車場 茂尻町７１ １７．０ ○ ○ ○ ○ 

茂尻児童公園 茂尻町１６０-３ １６．３ ○ ○ ○ ○ 

江差中学校グラウンド 陣屋町５０６ ２４．４ ○ ○ ○ ○ 

五勝手・椴川 
地区 

南が丘小学校グラウンド 南浜町３７０ ２７．５ ○ × ○ ○ 

江差町運動公園 砂川２２５先  ７．７ ○ ○ ○ ○ 
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（２）指定避難所 

被害を受けた者又は被害を受ける恐れのある者を一定期間収容し滞在させる学校・公民館等をいう。 
 

地区別 施設の名称 所在地 構 造
収容可

能人員

標高 

（ｍ）

災害種別ごと適否 

洪水 土砂 地震 津波

朝日地区 

鰔川寿の家 鰔川町４０８ 木 造 ２４０ １３．１ ○ × × ○ 

朝日児童館 朝日町８３ 木 造 ２６０  ７．０ ○ × × ○ 

朝日町民体育館 朝日町９６ 木 造 １５０  ７．９ ○ ○ ○ ○ 

小黒部寿の家 小黒部町１６１ 木 造 ２５０  ７．７ × ○ × ○ 
大 円 寺 

（避難所等施設利用協定） 
小黒部町１９１ 木 造 ７０  ７．７ × ○ ○ ○ 

中網老人憩いの家 中網町１３０-２ 木 造 ２７０  ６．２ × ○ ○ ○ 

水堀地区 

五厘沢集会所 五厘沢町７１-３ 木 造 ５０ １５．２ ○ ○ × × 

越前寿の家 越前町２０３ 木 造 ７０  ４．６ × ○ × ○ 

水堀保育園 水堀町１３８ 木 造 １００  ４．５ ○ ○ × ○ 

江差北小中学校 水堀町１４７ 非木造 ５３０  ４．７ ○ ○ ○ ○ 

水堀コミュニティセンター 水堀町２８ 非木造 ７００  ５．４ ○ ○ × × 

柳崎児童館 柳崎町２７９ 木 造 ２７０ １１．７ ○ ○ × ○ 

江差高等学校 伏木戸町４８１ 非木造 ５００ ４６．６ ○ ○ ○ ○ 

日明地区 

伏木戸寿の家 伏木戸町６４３ 木 造 ２６０  ７．５ ○ ○ ○ × 

田沢憩いの家 田沢町４１９ 木 造 ２６０  ４．５ × ○ ○ × 

ぬくもり保養センター 尾山町１２６ 木 造 ４０ １０．３ ○ × × ○ 

日明保育園 尾山町１２６ 木 造 １００ １０．３ ○ × × ○ 

泊 生 活 館 泊町１０６ 木 造 ２８０  ３．３ × ○ × × 
観 音 寺 

（避難所等施設利用協定） 
泊町３６９ 木 造 ５０ ２３．６ ○ × ○ ○ 

大澗寿の家 大澗町２５３ 木 造 ５０ １５．９ ○ × ○ ○ 

市街地 

江差町老人福祉センター 新栄町２６４-１ 木 造 ２５０  ７．６ × × ○ × 

豊川会館（旧とよかわ保育園） 豊川町５６-３ 木 造 １００  ９．５ ○ × ○ ○ 
真宗大谷派江差別院 

（避難所等施設利用協定） 
中歌町１６９ 木 造 ２６０ ２３．２ ○ × ○ ○ 

江差町役場 中歌町１９３-１ 非木造 １，０００  ３．５ ○ ○ ○ × 

江差追分会館 中歌町１９３ 非木造 ６００  ３．５ ○ ○ ○ × 

江差町会所会館 中歌町７６-１ 木 造 ９０  ７．６ ○ × ○ ○ 

江差町漁村センター 姥神町１５７ 非木造 ７７０  ２．３ ○ ○ × × 
浄土真宗本願寺派本願
寺江差別院 

（避難所等施設利用協定） 
本町２１２ 木 造 ６０ ３８．４ ○ × ○ ○ 

江差小学校 本町１７０ 非木造 ３１０ ３４．２ ○ ○ ○ ○ 
法 華 寺 

（避難所等施設利用協定） 
本町７１ 木 造 ２１０ ３１．７ ○ ○ ○ ○ 

正 覚 院 
（避難所等施設利用協定） 

本町２７１ 木 造 ７０ ６４．７ ○ × ○ ○ 

対 鴎 館 上野町４６ 木 造 ２９０ ３０．９ ○ × × ○ 
翔 天 閣 

（避難所等施設利用協定） 
橋本町４３ 非木造 ７００ ３１．０ ○ ○ ○ ○ 

緑丘福祉の家 緑丘３-３ 木 造 １８０ ３１．０ ○ × ○ ○ 

阿 弥 陀 寺 
（避難所等施設利用協定） 

緑丘４６ 木 造 ６０ ３５．４ ○ × ○ ○ 

消防コミュニティセンター 茂尻町９６ 非木造 ２１０ １７．０ ○ ○ ○ ○ 

江差町文化会館 茂尻町７１ 非木造 ８００ １７．０ ○ ○ ○ ○ 

在宅型総合福祉施設まるやま 円山２９９-６３ 非木造 ４２０ ２５．５ ○ ○ ○ ○ 

生きがい交流センター 円山３１３-１４ 木 造 ８０ ２５．５ ○ ○ ○ ○ 

かもめ保育園 円山３１３-２０ 木 造 ７０ ２１．９ ○ ○ ○ ○ 

江差中学校 陣屋町５０６ 非木造 ３８０ ２５．１ ○ ○ ○ ○ 

陣屋ふれあいセンター 陣屋町１２９-２７ 木 造 ２００ ３０．９ ○ ○ ○ ○ 

南が丘ふれあいセンター 南が丘７-２９７ 非木造 ４８０ ４７．４ ○ ○ ○ ○ 

五勝手・椴川 

地区 

南が丘小学校 南浜町３７０ 木 造 ８００ ２７．５ ○ × ○ ○ 

五勝手生活館 南浜町１４５-１ 木 造 ４１０  ５．６ ○ ○ × × 

柏町母と子の家 柏町７ 木 造 ４０ １３．３ ○ ○ ○ ○ 

砂川浄水場 砂川１７６ 非木造 ４０ ５１．０ ○ ○ ○ ○ 

下水道管理センター 砂川４１１-６ 非木造 ６０ １１．７ ○ ○ ○ ○ 

椴川担い手センター 椴川町２４３-３ 木 造 ２４０  ５．４ × ○ ○ × 
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（３）福祉避難所 

施設の名称 所在地 構 造
収容可能

人員 

標高 

（ｍ）

災害種別ごと適否 

洪水 土砂 地震 津波

特別養護老人ホーム えさし荘 柳崎町７８-２ 非木造 １６０ ３４．０ ○ ○ ○ ○ 
 

（注）指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所の災害種別ごとの適否については、次の情報により区分した。 

（１）収容可能人員：防火対象物台帳に基づく。 

（２）洪水：厚沢部川の洪水浸水想定区域に基づく外、他の河川の状況による。 

（３）土砂：北海道が指定する土砂災害危険箇所（急傾斜・土石流）に基づく。 

（４）地震：新耐震・診断済・改修済等による耐震性に基づく。 

（５）津波：北海道が作成した津波浸水予測図（平成２９年２月作成）に基づく。 

 

２．避難場所・避難所の設定 

 （１）避難場所（緊急避難場所・一時避難場所を含む） 

震災等による家屋の倒壊や火災延焼拡大等、緊急事態が発生した場合に一時的に避難するため

の最寄りの公園・広場及び学校グラウンド等とし、原則として給食等は行わない。 

なお、観光客や周辺市町村からの避難者を収容する必要があるなど、相当規模の面積が必要な

場合は、本部長は、必要に応じ他の避難場所を指定することができる。 

 （２）避難所（収容避難所を含む） 

大雨・洪水等による家屋の浸水や流失、あるいは震災・大火災等による住居の喪失等の場合に避

難者を収容するための施設で、本部長が指定したものとする。 

 （３）福祉避難所 

    老人福祉施設等を活用し、一般の避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮者が、

避難所での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活で

きる体制を整備し、次の基準に適合する福祉避難所を指定する。 

   ①要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 

②災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる

体制が整備されること。 

③災害が発生した場合において、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り

確保されること。 

 

３．避難場所・避難所が災害にあった場合の選定 

指定されている避難場所・避難所が、災害により使用不能な場合又は指定の見直しを図る場合は、

次の点に留意して選定する。 

（１）避難場所の選定要件 

①火災から避難を考え、公園・緑地・グラウンド（校庭を含む。）、公共空地など空間を十分確保で

きること。 

②がけ崩れや浸水などの危険のないこと。 

③付近に危険物保管場所等が設置されていないこと。 

（２）避難所の選定要件 

①救援・救護活動を実施することが可能な地域であること。 

②津波・浸水等の被害のおそれがないこと。 

③給水・給食等の救助活動が可能であること。 

④地割れ・がけ崩れ等が予想されてない地盤地質の地域であること。 

⑤耐震構造で倒壊・損壊などのおそれがないこと。 

⑥その他被災者が生活するうえで町が適当と認める場所であること。 
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４．避難場所等の住民への周知 

①避難場所・避難路及び避難所について、適切な場所に誘導標識等の整備を進めることとする。 

②町広報紙及び各種会合等のあらゆる機会を通じて、地区住民に避難場所等の周知徹底を図ると

ともに、避難時における知識・心得等についての普及促進を図るものとする。 

③自主防災組織を活用し、地区住民に対して避難場所等の確認を行うものとする。 

 

５．避難勧告等の具体的な発令基準の策定 

    町は、避難指示（緊急）・避難勧告・一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、要配慮者・

避難行動要支援者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始

することを求める避難準備・高齢者等避難開始等について、河川管理者・水防管理者・気象庁等の

協力を得つつ、洪水・土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域

や具体的な判断基準、迅速・的確な避難行動に結びつける伝達内容・方法を明確にしたマニュアル

等の作成に努めるものとする。 

 

６．避難伝達体制の確立 

   避難伝達体制は、「第５章第４節 避難対策計画」の規定に準じ、下記の事項に留意して行うもの

とする。 

   ①市街地においては、行政及び防災関係機関の広報車等を利用して、地区住民への避難勧告等の

通報を行うものとする。 

   ②郡部については、行政防災担当者の指示のもと、自主防災組織を活用し、地区住民への避難勧

告等の通報を行うものとする。 

   ③上記の伝達手段・方法を円滑かつ迅速にするため、資機材の整備に努めるものとする。 

   ④住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため、避難勧告等の意味と内容の説明等について、日

頃から周知に努めるものとする。 

 

７．避難所における住民の収容 

   避難所における収容人員は本節第１項「指定避難所一覧」のとおりとし、原則として地区住民が

短い距離で避難可能となるような安全な施設に収容することとするが、災害の規模等により随時、

災害対策本部より指示するものとする。 

   また、被災者の避難状況の把握は、被災者支援・災害対策の基本となるが、発災直後の町は、避

難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者や避難所への収容状況などの把握に支障を

生じることが想定される。 

   このため、避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員等に周知徹底を図

るとともに、避難状況を把握するためのシステムを整備することが望ましい。なお、避難所におけ

る避難住民の登録等の個人情報の取り扱いには十分留意するものとする。 

 

８．避難誘導体制の構築 

  （１）誘導員については、本部職員が行うが、状況により消防職員・消防団員・警察官の協力を得る。    

特に、高齢者・障がい者・乳幼児・妊産婦等の避難行動要支援者の誘導に当たっては、町内会や自

主防災組織の協力を得ることとする。 

  （２）町は、災害から住民の安全を確保するために必要な避難路を予め指定し、その整備を図るとと

もに、避難経路や避難場所、避難所等に案内標識を設置する等、緊急時の速やかな避難が確保

されるよう努めるものとする。 
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  （３）町は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広域一時

滞在に係る応援協定や、被災者の運送に関する運送事業者等との協定を締結するなど、具体的

な手順を定めるよう努めるものとする。 

  （４）町は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関する

ルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 

  （５）町は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における保育所と町

との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

 

９．避難計画の作成 

   町は、住民、特に高齢者・障がい者・乳幼児・妊産婦等の要配慮者が災害時において安全かつ迅速

な避難を行うことができるよう、主に次の事項に留意して避難計画の作成に努めるものとする。な

お、観光地の入り込み客にも同様の配慮を行うこととする。 

また、自主防災組織等の育成を通じて、避難体制の確立や避難に関する情報と被災想定などを、

視覚的に表したハザードマップの作成に努めるものとする。 

  ①避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始を発令する基準及び伝達方法 

  ②避難場所・避難所の名称・所在地・対象地区及び対象人口 

  ③避難場所・避難所への経路及び誘導方法（観光地などについては観光入り込み客対策を含む） 

  ④避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制 

  ⑤避難場所・避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

 ア．給水・給食措置 

イ．毛布・寝具等の支給 

ウ．衣料・日用必需品の支給 

エ．暖房及び発電機用燃料の確保 

オ．負傷者に対する応急救護 

 ⑥避難場所・避難所の管理に関する事項 

ア．避難中の秩序保持 

イ．住民の避難状況の把握 

ウ．避難住民に対する災害情報や応急対策実施状況の周知、伝達 

エ．避難住民に対する各種相談業務 

 ⑦避難に関する広報 

ア．防災行政無線等による周知 

イ．広報車（消防・警察車両の出動要請を含む）による周知 

ウ．避難誘導者による現地広報 

エ．住民組織を通じた広報 

 

１０．防災上重要な施設の管理等 

   学校、医療機関及び社会福祉施設の管理者は、次の事項に留意して予め避難計画を作成し、関係

職員等に周知徹底を図るとともに、訓練等を実施することにより避難の万全を期するものとする。 

  ①避難の場所（避難場所・避難所） 

  ②経路 

  ③移送の方法 

  ④時期及び誘導並びにその指示伝達の方法 

  ⑤保健・衛生及び給食等の実施方法 

  ⑥暖房及び発電機の燃料確保の方法 
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第１２節 避難行動要支援者対策計画 

災害発生時における避難行動要支援者の安全確保に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．安 全 対 策 

   災害発生時には、乳幼児・妊産婦・高齢者・障がい者・外国人等の避難行動要支援者は特に移動面に

支障が伴うため、被害を受ける場合が多い。町及び社会福祉施設等の管理者は、避難行動要支援者

の安全確保のため、住民・自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から緊急連絡体制・避難誘導等

の防災体制の整備に努める。 

 

２．避難行動要支援者への対策 

   要配慮者のうち、災害が発生し、又は発生の恐れがある場合に自ら避難することが困難であり、

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する「避難行動要支援者」の安全を確保

するため、基本法の規定に基づき「避難行動要支援者名簿」を作成し、個人情報の保護に留意しな

がら、消防機関・警察・社会福祉協議会・民生児童委員協議会・自主防災組織や町内会・自治会をはじ

めとする関係者と連携して、地域住民等の幅広い協力を得た避難行動要支援者の迅速な避難や安否

確認等の環境整備に努めるものとする。 

（１）全体計画及び個別計画の策定 

町は、要配慮者（避難行動要支援者）支援のための体制を充実させるため、国の「避難行動要

支援者の避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、道が作成した「災害時における高齢者・障が

い者等の支援対策の手引き」等を参考に「江差町避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」を

策定し、これらに基づき地域の特性や実情を踏まえつつ、避難行動要支援者名簿の情報に基づき、

発災時に避難支援を行う援助者や避難支援の方法、避難場所、避難経路等、具体的な避難方法等

について「個別計画」の策定を推進するものとする。 

（２）避難行動要支援者名簿の作成 

町が作成する「避難行動要支援者名簿」の対象範囲は次のとおりとし、施設等に入所している

者を除くものとする。 

ア．要介護３から５までの認定を受けている者 

イ．身体障害者手帳を所持する、視覚障害者・下肢障害者・体幹障害を主たる障害とする総合級が

１・２級の者、又は上肢障害・内部障害・聴覚障害を主たる障害とする総合級１級の者 

ウ．療育手帳Ａ判定の交付を受けている者 

エ．精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている者 

オ．その他、特に配慮を要すると認められ災害時等の支援を希望する者で、町長が必要と認める

者 

（３）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録す

るものとする。 

ア．氏  名 

イ．生年月日 

ウ．性  別 

エ．住所又は居所 

オ．電話番号その他連絡先 

カ．避難支援等を必要とする事由 
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キ．上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項（生命を維持す

るために必要な機器利用の有無等） 
 

また、その入手方法は、町においては要配慮者名簿及び避難行動要支援者名簿を作成するに当

たり、要配慮者及び避難行動要支援者に該当する者を把握するため、町の関係部署で把握してい

る要介護高齢者や障がい者等の情報を集約するよう努めること。 

難病患者に係る情報等、町では把握していない情報の取得が避難行動要支援者名簿の作成のた

め必要があると認められるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、情報提供を求めるも

のとする。 
 

（４）避難支援者等への事前の名簿情報の提供 

①町は、災害の発生に備え、避難行動要支援者の迅速な避難や安否確認等のため、制度の趣旨及

び避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」という。）への名簿情報提供

について、要支援者名簿登録同意書により同意確認を行うものとする。なお、避難行動要支援

者本人が重度の認知症等により、本人の意思確認が困難な場合は親権者や法定代理人等からの

同意をもって本人同意に代替する。ただし、災害が発生し、または発生する恐れがある場合は、

同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な名簿情報を提供することができる。 

②避難支援等関係者となる者は次に掲げる団体とする。 

ア．江差消防署（江差町消防団含む。） 

イ．函館方面江差警察署 

ウ．江差町民生児童委員協議会 

エ．江差町社会福祉協議会 

オ．江差町自主防災組織 

      カ．町内会長又は自治会長 

      キ．その他、町長が必要と認めた機関及び組織等 

（５）名簿情報の提供に際し、情報漏えいを防止するために町が求める措置及び町が講ずる措置 

町は、名簿情報を提供するときは、本計画に定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者

に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めるとともに、その他の当

該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ず

るよう努める。 

ただし、災害対策基本法第４９条の１１第３項の規定により、避難行動要支援者の生命又は身体

を災害から保護するために特に必要がある場合は、避難行動要支援者にかかる名簿情報を本人の

同意なく、避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に提供することができる。 

（６）要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

町長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関

する予報若しくは警報を知ったとき、法令の規定により自ら災害に関する警告をしたとき、又は

通知を受けたときは、本計画に定めるところにより、予報若しくは警報又は通知に係る事項を関

係機関及び町民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。 

この場合において、必要があると認めるときは、町は、住民その他関係のある公私の団体に対

し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置に

ついて、必要な通知又は警告をすることができる。 

町は、必要な通知又は警告をするに当たっては、要配慮者が災害対策基本法第６０条第１項の

規定による避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行

うことができるよう特に配慮しなければならない。 
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（７）避難支援等関係者の安全確保 

町長は、法令及び本計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十

分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。 

（８）情 報 伝 達 

町は、避難行動要支援者に対する災害情報等の伝達を次のいずれかの方法で行うものとする。 

ア．広報車による伝達 

イ．電話による伝達 

ウ．自主防災組織の情報班による伝達 

（９）避 難 対 策 

    要配慮者に対する避難は、自主防災組織の救出・救護班及び各種団体等の協力を得て避難誘導

等を行うものとする。なお、避難誘導にあたっては避難行動要支援者の健康状態に十分配慮し、

自力で避難できない場合には車両等を利用して行うものとする。避難所においては、町及び各町

内会等との連携を図り、高齢者や障がい者等の健康状態の把握などに努めるものとする。 

（１０）防災教育・訓練の充実 

    町は、避難行動要支援者自らの対応能力を出来るだけ高めるため、防災安全教室の開催等を通

じて意識の高揚を図る。また、ホームヘルパーや保健師の協力を得て防災訓練を実施する。 

 

３．社会福祉施設の防災対策 

 （１）防災設備の整備 

    社会福祉施設等の利用者及び入所者は、寝たきり高齢者や障がい者等が多いため、管理者は施

設の安全性の向上に努める。また、入所者が最低限度の生活維持に必要な飲料水・医薬品等の備

蓄や防災資機材の整備に努める。 

 （２）組織体制の整備 

    施設管理者は、災害時において迅速かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を整え、職

員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制を明確にする。また、平素から町との連携のもとに、施設

相互間・近隣住民・ボランティア組織等の入所者の実態に応じた協力を得られるような体制の整

備に努める。 

 （３）緊急連絡体制の整備 

    施設管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設置する

などして緊急時における情報伝達手段・方法等を確立するとともに、施設相互間の連携協力の強

化に資するため、町の指導のもとに緊急連絡体制の整備を図る。 

 （４）防災教育・防災訓練の充実 

    施設管理者は、職員や利用者・入所者に対する防災意識の普及に努め、基礎知識に関する教育

を定期的に実施する。また、施設の構造や利用者・入所者の判断能力や行動能力等に応じた防災

訓練を定期的に実施する。特に、自力での避難が困難な利用者・入所者がいる施設においては、

夜間における訓練も定期的に実施するよう努める。 
 

 【警戒区域内の要配慮者利用施設】 

№ 施設区分 施設名称 施設所在地 土砂 洪水 備考 

１ 障害者施設 あすなろ学園 江差町字田沢町５４２-３ ○  急傾斜地崩壊 

２ 障害者施設 あすなろ地域交流センター 江差町字田沢町５４２-３ ○  急傾斜地崩壊 

３ 障害者施設 あすなろアクティビティセンター 江差町字田沢町５４２-１３ ○  急傾斜地崩壊 

４ 障害者施設 江差町地域活動支援センター 江差町字田沢町５４２-３ ○  土石流 

５ 高齢者施設 江差町老人福祉センター 江差町字田沢町５４２-３ ○  土石流 

※土砂災害防止法第８条第１項及び水防法第１５条第１項に規定する施設 
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４．援 助 活 動 

   町は、避難行動要支援者の早期発見に努めるとともに、状況に応じた適切な援助活動を行う。 

 （１）避難行動要支援者の確認・早期発見 

    町は災害発生後、あらかじめ把握している避難行動要支援者について直ちに所在や連絡先等を

確認するなどして安否の確認に努める。 

 

 （２）避難所等への移送 

    町は、避難行動要支援者を発見したときは、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合的に判

断し、次の措置を講ずる。 

   ①避難所への移動 

   ②医療機関への移送 

   ③施設等への緊急入所 

 （３）応急仮設住宅への優先的入居 

    町は、応急仮設住宅への避難行動要支援者の優先的入居に努める。 

 （４）在宅者への支援 

    町は、避難行動要支援者が在宅での生活が可能と判断した場合は、生活実態を的確に把握し、

必要な援助活動を行う。 

 （５）応 援 要 請 

    町は、救助活動の状況や避難行動要支援者の状況により、適宜、北海道や近隣市町村等に対し

応援を要請する。 

 

５．外国人に対する対策 

   町は、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人を要配慮者として位置付け、災害発生時に迅速か

つ的確に行動できるよう、次のような条件・環境づくりに努めるとともに、外国人登録等様々な機

会をとらえて防災対策の周知を図る。 

  ①多言語による広報の充実 

  ②避難所標識等の多言語化 

  ③施設等への緊急入所 

  ④外国人を含めた防災教育・防災訓練の実施 

  ⑤外国人登録時における防災知識の普及 

 

 

 

第１３節 自主防災組織の育成等に関する計画 

 災害の発生を防止し、また災害発生時の被害を最小限におさえるためには、防災関係機関の活動とと

もに地域住民及び事業所等による自主的な防災活動が極めて重要である。「自分達の地域は自分達で守

る」という精神のもとに地域住民・事業所等による自主防災組織の設置・育成を推進する。その際、女性

の参画の促進に努めるものとする。 
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１．地域住民による自主防災組織 

   町は、町内会等の地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結して消防

団と連携を行い、初期消火活動や救出・救護活動をはじめ、高齢者や障がい者等の要配慮者の避難

誘導等が効果的に行われるよう協力体制の確立を図る。 

   また、避難所の運営に関し、自主防災組織や町内会・自治会が主体となるなど、地域住民による

自主的な運営に努めるものとする。 

 

２．事業所等の防災組織 

   多数の者が利用し、又は従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所で、自衛消防組織設置が法

令の規定により義務付けられている一定の事業所については、制度の趣旨を徹底するとともに、防

災要員等の資質の向上に努める。 

   また、その他の事業所等においては、自主的な防災組織を設置するなどして、積極的な防火体制

の整備・強化に努める。 

 

３．自主防災組織の編成 

   自主防災組織の活動を効果的に行うためには、あらかじめ組織内の役割分担を定めておくことが

必要であり、組織の編成に当たっては、地域の実情に応じて以下の点に留意する。 

  （１）自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要であり、町内会単位

など連帯感を持てるよう適正な規模で編成する。 

  （２）他地域への通勤者の多い地域では、昼夜間の活動に支障のないような編成とする。 

  （３）地域内の事業所と協議のうえ、事業所の防災組織と連携を密にする。 

  （４）自主防災組織を運営していく上で基本的な事項については、規約を設けて明確にする。 

 

４．自主防災組織の活動 

 （１）平常時の活動 

   ①防災知識の普及 

      災害の発生を防止し被害の軽減を図るためには、町民一人ひとりの日頃の備えと災害時の

的確な行動が大切であることから、集会等を利用して防災に対する正しい知識の普及を図る。 

   ②防災訓練の実施 

      災害が発生したとき、町民一人ひとりが適切な措置を取ることが必要で、日頃から繰り返

し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得する。 

      訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練とがあり、個別訓練としては通常次の

ようなものが考えられるが、訓練を計画する際には地域の特性を考慮した訓練とする。 

     ア．情報の収集伝達訓練 

         防災関係機関からの情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、地域における被害状

況等を関係機関へ通報するための訓練を実施する。 

     イ．消 火 訓 練 

        火災の拡大・延焼を防ぐため、消火器等を使用して消火に必要な技術等を習得する。 

     ウ．救出救護訓練 

         家屋の崩壊やがけ崩れ等により、下敷きとなった者の救出活動及び負傷に対する応

急手当の方法等を習得する。 

     エ．避 難 訓 練 

        避難の要領を熟知し、避難場所や避難所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施する。 
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    オ．図 上 訓 練 

         一定の区域内の図面を活用して、想定される災害に対する地区の防災上の弱点等を

見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践するため、町と連携して地

元住民の立場に立った図上訓練の実施に努める。 

   ③防災点検の実施 

      家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるのが多く見られ

るので、町民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、定期的に防災点検を行う。 

   ④防災用資機材等の整備・点検 

      自主防災組織が災害時に速やかな応急措置をとることができるようにするためには、活動

に必要な資機材を組織としてあらかじめ用意しておくことが望ましく、これらの資機材は日

頃から点検して、非常時において直ちに使用できるようにする。 

 （２）非常時及び災害時の活動 

   ①情報の収集伝達 

      自主防災組織は、災害時において防災関係機関の提供する情報を住民に伝達し、地域内に

発生した被害の状況を迅速かつ正確に町へ報告するとともに、防災関係機関の提供する情報

を伝達して町民の不安を解消し、的確な応急活動を実施する。このため、あらかじめ次の事

項を決めておくようにする。 

     ア．連絡をとる防災関係機関 

     イ．防災関係機関との連絡のための手段 

     ウ．防災関係機関との情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

     エ．遠隔吹鳴システムの活用 

また、避難場所や避難所等へ避難した後についても、地域被災状況・救助活動の状況等を

必要に応じて報告し、混乱・流言飛語の防止にあたる。 

   ②出火防止及び初期消火 

      家庭に対しては、火の元の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけるととも

に、火災が発生した場合、消火器などを使い隣近所が相互に協力して初期消火に努めるよう

にする。 

   ③救出救護活動の実施 

      がけ崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者が発生したときは、町等に通報すると

ともに、二次災害に十分注意し速やかに救出活動に努める。また、防災関係機関が活動する

までの間、負傷者に対しては応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とする者があ

るときは救護所等へ搬送する。 

④避難の実施 

      町長・警察官等から避難勧告、避難指示（緊急）や避難行動に時間を要する要配慮者・支援者

などに対する避難準備・高齢者等避難開始が出された場合には、住民に対して周知徹底を図

り迅速かつ円滑に避難場所や避難所等へ誘導する。なお、避難行動要支援者に対しては、地

域住民の協力のもとに避難させる。 

   ⑤給食・救護物資の配布及びその協力 

      被害の状況によっては、避難が長時間にわたり、被災者に対する炊き出しや救援物資の支

給が必要になってくる。これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動がどうしても必

要となってくるので、自主防災組織は町が実施する救援物資の配布活動に協力する。 
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（３）避難行動要支援者の援護活動 

独居老人・身体障がい者等を対象とした緊急通報システム導入による火災、急病等の平常時緊

急連絡体制が整備されているが、システム上の限界から震災などの大規模災害時には、有線途絶

に伴い、活用が不可能となる。 

このため、地区の避難行動要支援者の保護・安全確認は、民生（児童）委員との連携による町

内会・自治会又は自主防災組織等の活動・協力を基本として実施する。また、避難行動要支援者に

対する避難準備・高齢者等避難開始等が出された場合は、地域住民が一体となって避難にあたる。 

ア．住民の安全確認と保護 

イ．医療手配などの応急対応 

ウ．避難誘導援護 

 

 

 

第１４節 積雪・寒冷対策計画 

 積雪・寒冷期において災害が発生した場合、他の季節に発生する災害に比べて、積雪による被害の拡

大や避難場所、避難路の確保等に支障を生じることが懸念される。 

 このため、町及び防災関係機関では積雪・寒冷対策を推進することにより、積雪・寒冷期における災害

の軽減に努める。 

 

１．積雪対策の推進 

   積雪期における災害対策は、除排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等、総合的・長期的な雪対

策の推進により確立される。このため、「北海道雪害対策実施要綱」に基づき、北海道及び防災関

係機関と相互に連携協力して実効ある雪対策の確立と雪害防止に努める。 

 

２．避難救出措置等 

町は、積雪・寒冷対策を積極的に実施するため、「北海道雪害対策実施要綱」に準じ、所要の対

策を講ずるとともに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

（１）積雪・寒冷期に適切な避難勧告･指示ができるようにしておくこと。 

（２）災害発生時における避難・救出・給水・食糧・燃料供給及び防疫等の応急措置の体制を整えるこ

と。 

 

３．交通の確保 

    災害発生時には、防災関係機関の行う緊急輸送等の災害応急対策の円滑な実施を図るため、道

路交通の緊急確保を図ることが重要である。このため、町・北海道開発局函館開発建設部・函館建

設管理部等の道路管理者は、除雪体制を強化し、日常生活道路の確保を含めた面的な道路交通確

保対策を推進する。 

   ①除雪体制の強化 

     ア．道路管理者は、一般国道・道道・町道の整合性のとれた除雪体制を強化するため、相互の

緊密な連携の下に各々の除雪計画を策定する。 

     イ．道路管理者は、除雪の向上を図るための除雪関係機械の整備を進める。 

   ②積雪寒冷地に適した道路整備の促進 

     ア．道路管理者は、冬期交通の確保を図るための道路の整備や施設の整備を推進する。 

     イ．道路管理者は、雪崩や吹雪等による交通障害を予防するため、雪崩防止柵や防雪柵等防

雪施設等の防雪対策の促進を図る。 
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４．雪に強いまちづくりの推進 

 （１）家屋倒壊の防止 

    町は住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による家屋倒壊等を防止するため、建築基準法

等の遵守の指導に努める。また、自力で屋根雪処理が不可能な世帯に対して、ボランティアの協

力体制等、地域の相互扶助体制の確立を図る。 

 （２）積雪期における避難場所・避難路の確保 

    町及び防災関係機関は、積雪期における避難場所・避難路の確保に努める。 

 

５．寒冷対策の推進 

 （１）避難所対策 

    町は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具・燃

料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴・防寒具・スノーダンプ・スコップ・救出用スノーボード

等）の備蓄に努める。また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非

常用電源等のバックアップ設備等の整備に努める。 

 （２）被災者及び避難者対策 

    町は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備、備蓄に努める。また、応急仮設住宅は、積

雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化することが予想されることから、公営住

宅や空き家等利用可能な既存住宅のあっせん等による、被災者、避難者の生活確保のための長期

対策を検討する。 

 （３）避難所の運営 

町は、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等、男女双方の

視点等に配慮する。 

 

 

 

第１５節 複合災害に関する計画 

町及び防災関係機関は、複合災害の発生可能性を認識し備えを充実するものとする。 

 

１．予 防 対 策 

  （１）防災関係機関は、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に

不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意し、職員の派遣体制、資

機材の輸送手段等の充実や、防災関係機関相互の連携強化に努めるものとする。 

  （２）防災関係機関は、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定した図上訓練や実動訓練

等の実施に努めるとともに、その結果を踏まえて職員及び資機材の投入や外部支援の要請等に

ついての計画・マニュアル等の充実に努めるものとする。 

  （３）町は、複合災害時における町民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努め

る。 
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第５章 災害応急対策計画 

 

 災害応急対策計画は、基本法第５０条第１項の趣旨を達成するため、災害が発生し又は発生するおそれ

がある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するための計画であり、

同条第２項に定める災害応急対策の実施責任者が実施するものである。 

災害応急対策実施責任者は、可能な限り的確に災害の状況把握に努め、人材・物資その他の必要な資

源を適切に配分しつつ、生命及び身体の安全を守ることを最優先して災害応急対策を実施するものとし、

災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする。 

また、その実施に当たっては、要配慮者に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障がいの有無といっ

た被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応するものとする。 

 

 

 

第１節 災害情報通信計画 

 災害予防対策及び災害応急対策を実施するため、必要な災害情報、被害状況報告等の収集及び通報等

に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．平時の情報交換 

   防災関係機関は、災害の予測・予知や研究を推進するため、それぞれの機関が保有する計測・観測

データや危険情報などの災害予測に資する情報を相互に交換するものとする。また、これらの情報

の活用に向け、情報の共有化のための通信ネットワークのデジタル化を推進するとともに、大容量

通信ネットワークに対応したシステムの構築に努めるものとする。 

   なお、町及び防災関係機関は、要配慮者、災害により孤立する危険のある地域の被災者、市街地

における帰宅困難者等情報の入手が困難な被災者等に対しても、確実に情報伝達ができるよう必要

な体制の整備に努めるものとする。 

 

２．情報及び被害状況報告の収集・連絡 

   災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報等」という。）の収集連絡は、災害の予防及び応急

対策を実施する基本となるものである。 

   町及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織・情報収集手段・通信ネットワーク等を活用し、

迅速かつ的確な災害情報等を収集し、相互に交換するものとする。 

   特に、被災時に町から道への被災状況の報告ができない場合、その他必要と認めるときは、これ

ら多様な手段の効果的活用のほか、関係機関から被災地に職員を派遣するなど、被災情報等の相互

把握に努めるものとする。 

（１）災害情報等の収集及び連絡 

    ①町長は、災害が発生し、又は発生するおそれのあるときは、速やかに情報を収集し、所要の

応急対策を講ずるとともに、その状況を檜山振興局長に報告するものとする。 

    ②気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等及び災害情報等の伝達・連絡体制は、「第３章第２

節 気象業務に関する計画」に準ずるものとする。 
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 （２）北海道への通報 

    町及び防災関係機関は、災害発生後の情報等について、次により檜山振興局長に通報する。 

    ①災害の状況及び応急対策の概要・・・災害発生後速やかに 

    ②災害対策本部の設置・・・対策本部設置後直ちに 

    ③被害の概要及び応急復旧の見通し・・・被害の全貌が判明するまで、又は応急復旧が完了す

るまでの随時 

    ④被害の確定報告・・・被害状況が確定したとき 

 （３）町 の 通 報 

    ①町は、１１９番通報の殺到状況時には、その状況等を道及び国（消防庁経由）に報告する。 

    ②町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が発生した

ときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害の詳細が

把握できない状況にあっても、当該情報を迅速に北海道及び国（消防庁経由）に報告するよ

う努める。 

 （４）地区別情報連絡責任者 

     地区別情報連絡責任者は、各町内会長・自治会長をもって充て、本部からの特別警報・警報・

注意報の情報等について区域住民に伝達するとともに、区域内に災害が発生したときは、次に

掲げる事項等その情報を速やかに本部に通報するよう努めるものとする。伝達の方法は、状況

により最も有効な方法により通報するものとする。 

    ①災害の発生日時・場所・区域・災害の発生原因・進行状況 

    ②降雨・除雪・河川水位・崖等の急傾斜地・海岸水位の異常状況 

    ③住民の生命財産の安否・避難状況 

    ④水防等の応急措置の状況及び水道・電気・ガス・通信等の被害状況 

    ⑦人畜・建物・農地・山林・漁港・河川・海岸・道路等の被害状況 

    ⑥食糧、その他緊急に補給すべき物資及び数量 

 （５）北海道への被害状況報告 

被害状況等の報告は、基本法の規定に基づき、災害が発生してから応急措置が完了するまで

の総括的な報告とする。ただし、本部が設置されない場合における被害状況の報告は、本計画

に準じて行う。 

①町長は、災害が発生したときは、「災害情報等報告取扱要領」（別記）に基づき檜山振興局長

に報告する。ただし、消防庁即報基準に該当する火災・災害のうち、一定規模以上のもの（「直

接即報基準」に該当する火災・災害等）を覚知した場合、第一報については、直接消防庁に

報告するものとする。なお、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告

についても、引き続き消防庁に報告するものとする。 

    ②町長は、通信の途絶等により知事（檜山振興局長）に報告することができない場合は、直接、

国（消防庁経由）へ報告するものとする。 
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火災・災害等速報に関する情報の送付・連絡先 

【消防庁連絡先】 

区   分 
平日（９：３０～１７：４５） 

消防庁応急対策室 
 

休日・夜間（左記以外） 
消防庁宿直室 

(消防防災・危機管理センター内) 

ＮＴＴ回線 
０３-５２５３-７５２７ 

０３-５２５３-７５３７（ＦＡＸ） 
０３-５２５３-７７７７ 

０３-５２５３-７５５３（ＦＡＸ） 

消防防災無線 
７５２７ 

７５３７（ＦＡＸ） 
７７８２ 

７７８９（ＦＡＸ） 

地域衛星通信 
ネットワーク 

ＴＮ-０４８-５００-７５２７ 

ＴＮ-０４８-５００-７５３７（ＦＡＸ） 
ＴＮ-０４８-５００-７７８２ 

ＴＮ-０４８-５００-７７８９（ＦＡＸ） 

（注）地域衛星通信ネットワーク欄「ＴＮ」：市町村の内線電話機から発信するときのアクセス特番（市
町村ごとに設定されている。） 

 

 

別記 

災害情報等報告取扱要領 

 
市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、次に定めるところにより災害情報及び被害

状況報告（以下「災害情報等」という。）を所轄振興局長に報告するものとする。 

１．報告の対象 

   災害情報等の報告の対象は、概ね次に掲げるものとする。 

   （１）人的被害・住家被害が発生したもの。 

   （２）災害救助法の適用基準に該当する程度のもの。 

   （３）災害に対し、国及び道の財政援助等を要すると思われるもの。 

（４）災害が当初軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、又は広域的な災害で当該市

町村が軽微であっても振興局地域全体から判断して報告を要すると認められるもの。 

（５）地震が発生し、震度４以上を記録したもの。 

（６）災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告の必要があると認められるもの。 

（７）その他特に指示があった災害。 

２．報告の対象 

（１）災害情報 

      災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表１の様式により速やかに報告すること。 

     この場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告すること。 

（２）被害状況報告 

      被害状況報告は、次の区分により行うものとする。ただし、指定行政機関及び指定公共機関の

維持管理する施設等（住家を除く）については除くものとする。 

     ア．速   報 

         被害発生後、直ちに別表２の様式により件数のみ報告すること。 

     イ．中 間 報 告 

         被害状況が判明次第、別表２の様式により報告すること。なお、報告内容に変更が生じ

たときは、その都度報告すること。ただし、報告の時期等について特に指示があった場合

はその指示によること。 

     ウ．最 終 報 告 

         応急措置が完了した後、１５日以内に別表２の様式により報告すること。 

   （３）その他の報告 

      災害の報告は、（１）及び（２）によるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所要の報告を行うもの

とする。 

３．報告の方法 

（１）災害情報及び被害状況報告（速報及び中間報告）は、電話又は無線等により迅速に行うものとする。 

（２）被害状況報告のうち最終報告は、文書により報告するものとする。 

４．被害状況判定基準 

   被害状況の判定基準は、別表３のとおりとする。 
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別表１ 

災  害  情  報 

報 告 日 時 月  日  時現在 発受信日時 月  日  時  分

発 信 機 関 
（振興局・市町村名等） 

 
受 信 機 関 

（振興局・市町村名等）
 

発 信 者 
（職・氏名） 

 
受 信 者 
（職・氏名） 

 

発 生 場 所  

発 生 日 時 月  日  時  分 災害の原因  

気
象
の
状
況 

雨  量 

河川水位 

潮位波高 

風  速 

そ の 他 

 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
関
係
の
状
況 

道  路 

鉄  道 

電  話 

水道（飲料水） 

電  気 

そ の 他 

 

応 

急 

措 

置 

の 

状 

況 

（１） 災害対策本
部等の設置
状況 

（名称） 
（設置日時）  月  日  時  分設置 

 

（名称） 
（設置日時）  月  日  時  分設置 

（２） 災害救助法 
の適用状況 

地 区 名 被害棟数 罹災世帯 罹災人員 

    

（救助実施内容） 
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応 

急 

措 

置 

の 

状 

況 

（３）避難の状況 

 地 区 名 避難場所 人 数 日 時 

自
主
避
難 

    

避
難
勧
告 

    

避
難
指
示

    

（４） 自衛隊派遣 
要請の状況 

 

（５） その他措置
の状況 

 

（６）応急対策出

動人員 

（ア）出動人員 （イ）主な活動状況 

市町村職員     名  

消 防 職 員     名  

消 防 団 員     名  

その他（住民等）     名  

計     名  

そ の 他

（今後の見通し等） 

注）欄に記入しきれない場合は、適宜別葉に記載し報告すること。 
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別表２ 

被 害 状 況 報 告（ 速報 中間 最終 ） 

 月  日  時現在

災害発生日時 月  日  時  分 災害の原因  

災害発生場所  

発

信 

機関（市町村）名  
受

信

機関（市町村）名  

職・氏名  職・氏名  

発信日時 月  日  時  分 受信日時 月  日  時  分

項  目 件数等 被害金額(千円) 項  目 件数等 被害金額(千円)

①

人

的

被

害 

死  者 人  ※個人別の氏名・性
別・年令・原因は、
補足資料で報告 

⑤

土

木

被

害

道

工

事

河  川 箇所   

行方不明 人  海  岸 箇所   

重  傷 人  砂防設備 箇所   

軽  傷 人  地すべり 箇所   

計 人  急傾斜地 箇所   

②

住

家

被

害 

全  壊 

棟  

 

道  路 箇所   

世帯  橋  梁 箇所   

人  小  計 箇所   

半  壊 

棟  

 
市
町
村
工
事

河  川 箇所   

世帯  道  路 箇所   

人  橋  梁 箇所   

一部破損 

棟  

 

小  計 箇所   

世帯  港  湾 箇所   

人  漁  港 箇所   

床上浸水 

棟  

 

下 水 道 箇所   

世帯  公   園 箇所   

人  崖くずれ 箇所   

床下浸水 

棟  

 

 箇所   

世帯  計 箇所   

人  

⑥

水

産

被

害

漁

船

沈没流出 隻   

計 

棟  

 

破  損 隻   

世帯  小  計 隻   

人  漁 港 施 設 箇所   

③

非

住

家

被

害 

全

壊 

公共建物 棟   共同利用施設 箇所   

そ の 他 棟   そ の 他 施 設 箇所   

半

壊 

公共建物 棟   漁   具(網) 件   

そ の 他 棟   水 産 製 品 件   

計 
公共建物 棟   そ の 他 件   

そ の 他 棟   計    

④

農

業

被

害 

農

地 

田 
流失･埋没等 ha   

⑦

林

業

被

害

道

有

林

林  地 箇所   

浸 冠 水 ha   治山施設 箇所   

畑 
流失･埋没等 ha   林  道 箇所   

浸 冠 水 ha   林 産 物 箇所   
農
作
物 

田 ha   そ の 他 箇所   

畑 ha   小    計 箇所   

農 業 用 施 設 箇所   
一

般

民

有

林

林  地 箇所   

共同利用施設 箇所   治山施設 箇所   

営 農 施 設 箇所   林  道 箇所   

畜 産 被 害 箇所   林 産 物 箇所   

そ の 他 箇所   そ の 他 箇所   

 箇所   小    計 箇所   

計    計 箇所   
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項  目 件数等 被害金額(千円) 項  目 件数等 被害金額(千円)

⑧

衛

生

被

害 

水  道 箇所   ⑪社会教育施設被害 箇所   

病 院 
公  立 箇所   ⑫

社会福
祉施設
等被害

公  立 箇所   

個  人 箇所   法  人 箇所   

清 掃 

施 設 

一般廃棄物処理 箇所   計 箇所   

し尿処理 箇所   

⑬

そ

の

他

鉄道不通 箇所  - 

火 葬 場 箇所   鉄道施設 箇所   

計 箇所   被害船舶（漁船除く） 隻   

⑨
商
工
被
害 

商  業 件   空  港 箇所   

工  業 件   水  道 戸  - 

そ の 他 件   電  話 回線  - 

計 件   電  気 戸  - 

⑩ 
公立文
教施設
被害 

小 学 校 箇所   ガ  ス 戸  - 

中 学 校 箇所   ブロック塀等 箇所  - 

高  校 箇所   都市施設 箇所   

その他文教施設 箇所   計  -  

計 箇所   被  害  総  額  

公共施設被害市町村数 団体   

火災発生

建  物 件   

罹 災 世 帯 数 世帯   危 険 物 件   

罹 災 災 者 数 人   そ の 他 件   

消防職員出動延人数 人   消防団員出動延人数 人   

災害対策

本部の設

置状況 

道（振興局） 

 

 

 

市町村名  名     称 設置日時 廃止日時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害救助

法適用市

町村名 

 

 

 

 

補足資料（※別葉で報告） 
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別表３ 

被 害 状 況 判 定 基 準 

被 害 区 分 判  断  基  準 

①
人 

的 

被 

害 

死   者 

 当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。又は死体を確認するこ

とができないが死亡したことが確実なもの。 

①当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とする。

②Ｃ町の者が隣接のＤ町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、Ｄ

町の死亡者として取り扱う。（行方不明・重傷・軽傷についても同じ。） 

③氏名・性別・年齢・職業・住所・原因を調査し市町村と警察調査が一致する

こと。 

行 方 不 明 
 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。 

①「死者」欄の②・③を参照 

重 傷 者 

 災害のため負傷し、１ケ月以上医師の治療を受け、又は受ける必要のある

もの。 

①負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院・通院・自宅治療等が１ケ月

以上に及ぶものを重傷者とする。 

②「死者」欄の②・③を参照 

軽 傷 者 

 災害のため負傷し、１ケ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

るもの。 

①負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院・通院・自宅治療等が１ケ月

未満であるものを軽傷者とする。 

②「死者」欄の②・③を参照 

②
住 

家 

被 

害 

住   家 

 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

①物置、倉庫等を改造して居住している場合は「住家」とみなす。 

②商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫・管

理人宿舎ともに半壊した場合、住家の半壊１、商工被害１として計上する

こと。 

③住家は社宅・公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず全て

を住家とする。 

世   帯 

 生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎・下宿その他これ等に類す

る施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿

舎等を１世帯とする。 

①同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は２世帯とす

る。 

全   壊 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊・流失・埋没・焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修によ

り元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊・焼失

もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上に達し

た程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め

る損害割合で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達した程度のもの。

①被害額の算出は、その家屋（畳・建具を含む。）の時価とし、家財道具の

被害は含まない。 

半   壊 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、

具体的には、損壊部分が、その住家の延床面積の２０％以上７０％未満のもの、

又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が２０％以上５０％未満のもの。 

①被害額の算出は、その家屋（畳・建具を含む。）の時価に減損耗率を乗じ

た額とし、家財道具の被害は含まない。 
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一 部 破 損 

 全壊・半壊・床上浸水及び床下浸水に該当しない場合があって、建物の一

部が破損した状態で、居住するためには、補修を要する程度のもの。 

①被害額の算出は、その家屋（畳・建具を含む。）の時価に減損耗率を乗じ

た額とし、家財道具の被害は含まない。 

床 上 浸 水 

 住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住

することができない状態となったもの。 

①被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳・建具を含む。）が破損した

部分の損害額とし、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経

費は含まない。 

床 下 浸 水  住家が床上浸水に達しないもの。 

①被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、

土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

③
非
住
家
被
害 

非 住 家 

 非住家とは、住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないも

のとする。これらの施設に人が居住しているときは当該部分を住家とする。

①公共建物とは、役場庁舎・集会施設等の公用又は公共の用に供する建物を

いう。なお、指定行政機関及び指定地方公共機関の管理する建物は含ま

ない。 

②その他は、公共建物以外の神社・仏閣・土蔵・物置等をいう。 

③土蔵・物置等とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であっ

て、営業用の倉庫等はその倉庫の用途に従ってその他の項目で取り扱う。

④被害額の算出は「住家」に準ずる。 

④
農 

業 

被 

害 

農   地 

 農地被害は、田畑が流失・埋没等のため農耕に適さなくなった状態をい

う。 

①流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ１０％以上が流失した状態を

いう。 

②埋没とは、粒径１mm 下にあっては２cm、粒径０．２５mm 以下の土砂にあっ

ては５cm 以上流入した状態をいう。 

③埋没等の等とは、地震による土地の隆起・陥没又は干ばつ等をいう。 

④被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用、又は農耕を維持するため

の最小限度の復旧に要する費用とし、農作物の被害は参入しない。 

農 作 物 

 農作物が農地の流失・埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をい

う。 

①浸冠水とは、水・土砂等によって相当時間（２４時間以上）作物等が地面

に倒れている状態をいう。 

②倒伏とは、風のため相当期間（２４時間以上）作物等が地面に倒れている

状態をいう。 

③被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を

推定積算すること。 

農業用施設 
 頭首工・ため池・水路・揚水機・堤防・道路・橋梁・その他農地保全施設の被

害をいう。 

共同利用施設 

 農業共同組合又は同連合会の所有する倉庫・農産物加工施設・共同作業

場・産地市場施設・種苗施設・家畜繁殖施設・共同放牧施設・家畜診療施設等

及び農家の共同所有に係る営農施設の被害をいう。 

営 農 施 設 
農家個人所有に係る農舎・サイロ倉庫・尿溜・堆肥舎・農業機械類・温室・育

苗施設等の被害をいう。 

畜 産 被 害 施設以外の畜産被害で、家畜・畜舎等の被害をいう。 

そ の 他 上記以外の農業被害で、果樹（果実は含まない。）草地畜産物等をいう。
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⑤
土 

木 

被 

害 

河   川 

 河川の維持管理上必要な堤防・護岸・水制・床止め又は沿岸を保全するた

め防護することを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をい

う。 

①被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

海   岸 

 海岸又はこれに設置する堤防・護岸・突堤その他海岸を防護することを必

要とする海岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

①被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂 防 施 設 

 砂防法第１条に規定する砂防設備、同法第３条の規定によって同法が準用

される砂防の施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害を

いう。 

①被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

地すべり防止施設 

 地すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設で復旧工事

を必要とする程度の被害をいう。 

①被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

急傾斜地崩壊防止施設 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に規定する

急傾斜地崩壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 

①被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

道   路 

 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている道路法第２条の道路

の損壊が、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

①被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

橋   梁 

 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている道路法第２条の道路

を形成する橋梁が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。

①被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

港   湾 
 港湾法第２条第５項に基づく水域施設・外かく施設・けい留施設等で復旧

工事を要する程度の被害をいう。 

漁   港 
 漁港漁場整備法第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重

要な輸送施設 

下 水 道  下水道法に規定する公共下水道・流域下水道・都市下水路 

公   園 

 都市公園法施行令第２５条各号に掲げる施設（主務大臣の指定するもの 

（植栽・いけがき）を除く。）で、都市公園法第２条第１項に規定する都市公

園又は都市公園等整備緊急措置法第２条第１項第３号に規定する公園若しく

は緑地に設けられたもの。 

⑥
水 

産 

被 

害 

漁   船 

 動力船及び無動力船の沈没流失、破損（大破・中破・小破）の被害をいう。

①港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破損

として取り扱う。 

②被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。 

漁 港 施 設 
 外かく施設・けい留施設・水域施設で水産業協同組合の維持管理に属する

もの。 

共同利用施設 

水産業協同組合・同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の

共同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通

信施設、給水施設、給油施設、製氷・冷凍・冷蔵施設、干場・船揚場等をいう。

その他施設  上記施設で個人（団体・会社を含む。）所有のものをいう。 

漁具（網）  定置網、刺網、延縄、かご・函等をいう。 

水産製品  加工品、その他の製品をいう。 
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⑦
林 

業 

被 

害 

林   地  新生崩壊地・拡大崩壊地・地すべり等をいう。 

治 山 施 設  既設の治山施設等をいう。 

林   道  林業経営基盤整備の設備道路をいう。 

林 産 物  素材・製材・薪炭原木・薪・木炭・特用林産物等をいう。 

そ の 他 
 苗畑・造林地・製材工場施設・炭窯・その他施設（飯場・作業路を含む。） 

等をいう。 

⑧
衛
生
被
害 

水   道 
 水道のための取水施設・貯水施設・導水施設・浄水施設・送水施設及び配水

施設をいう。 

病   院  病院・診療所・助産所等をいう。 

清 掃 施 設  ごみ処理施設・し尿処理施設及び最終処分場をいう。 

火 葬 場  火葬場をいう。 

⑨
商
工
被
害 

商   業  商品・原材料等をいう。 

工   業  工場等の原材料・製品・生産機械器具等をいう。 

⑩公共文教施設被害 
 公立の小・中・高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼

稚園等をいう。（私学関係は、その他の項目で扱う。） 

⑪社会教育施設被害  図書館・公民館・博物館・文化会館等の施設 

⑫社会福祉施設等被害 

 老人福祉施設・身体障害者（児）福祉施設・知的障害者（児）福祉施設・児

童母子福祉施設・生活保護施設・介護老人保健施設・精神障害者社会復帰施

設等をいう。 

⑬
そ 

 

の 
 

他 

被 害 船 舶 

（漁船除く） 

ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能と

なったもの及び流出し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ

航行できない程度の被害をいう。 

水道（戸数）  上水道・簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。 

電話（戸数） 災害により通話不能となった電話の回線数をいう。 

電気（戸数）  災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。 

ガス（戸数） 
 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数

をいう。 

ブロック塀  倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。 

都 市 施 設  街路等の都市施設をいう。 

 上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 
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（６）罹災証明書の発行 

     町長は、町民からの申請に基づいて、被害状況を調査・確認の上、「罹災証明書」を発行する

ものとする。 

 

罹  災  証  明 

 

平成  年  月  日   

 

江差町長        様 

 

住 所 江差町字   町   番地  

申請者       

氏 名              ○印  

 

 

平成  年  月  日発生の    による罹災は、下記のとおりであることを証明願います。 

 

記 

 

 

 

江差町罹災証明 第  号 

 

上記のとおり相違ないことを証明する。 

平成  年  月  日 

江差町長        印 

 

 

 

 

 

人 的 被 害 
 

  

住 家 被 害 １．全壊 ２．半壊 ３．一部損壊 ４．床上下浸水 

非住家被害（家財等） 
 

  

店 舗 及 び 工 場 等 １．全壊 ２．半壊 ３．一部損壊 

そ の 他  
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３．災害通信計画 

    災害時における防災関係機関相互の通信連絡は、東日本電信電話㈱等の公衆通信設備や防災関

係機関が設置した通信設備及び衛星携帯電話等の移動通信回線の活用により行うものとする。な

お、災害によりそれらの通信設備が使用できない場合は、次の方法により通信連絡を行うものと

する。 

 （１）災害発生時における通信手段 

災害に伴う電話輻輳時においても、救援や公共の秩序のために必要な通信を優先的に接続出

来る、災害時優先電話を使用する。 

 （２）電話による通信 

【非常及び緊急扱いの通話】 

非常扱いの通話 
 天災・事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害
の予防若しくは救援・交通・通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のた
めに必要な事項を内容とする手動接続通話 

緊急扱いの通話 
 非常通話を除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする手動接
続通話 

１）非常・緊急通話の利用方法 

     ①１０２番（局番なし）をダイヤルしＮＴＴコミュニケータを呼び出す。 

     ②ＮＴＴコミュニケータが出たら 

       ア．「非常又は緊急扱いの通話の申込み」と告げる。 

       イ．予め指定した登録電話番号と機関名を告げる。 

       ウ．通話先の電話番号を告げる。 

       エ．通話内容を告げる。 

     ③ＮＴＴコミュニケータが一度切って待つよう案内する。 

     ④呼び出され接続が完了したら、通話を開始する。 

２）電気通信事業法及び東日本電信電話㈱の契約約款に定める通信内容・機関等 

     ①非常扱いの通話は、次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り取り扱う。 

【非常扱いの通話】 

通 信 の 内 容 機  関  等 

１．気象・水象・地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項で
あって、緊急を要するもの 

気象機関相互間 

２．洪水・津波・高潮等が発生し、若しくは発生するおそれがあることの
通報又はその警告若しくは予防のための緊急を要する事項 

水防機関相互間 
消防機関相互間 
水防・消防機関相互間 

３．災害の予防又は救援のための緊急を要する事項 消防機関相互間 
災害救助機関相互間 
消防・災害救助機関相互間 

４．鉄道その他の交通施設（道路・港湾等を含む）の災害の予防又は復旧
その他輸送の確保に関し、緊急を要する事項 

輸送の確保に直接関係がある
機関相互間 

５．通信施設の災害の予防又は復旧その他通信の確保に関し、緊急を要
する事項 

通信の確保に直接関係がある
機関相互間 

６．電力設備の災害の予防又は復旧その他電力供給の確保に関し、緊急
を要する事項 

電力の供給の確保に直接関係
のある機関相互間 

７．秩序の確保のため緊急を要する事項 警察機関相互間 
防衛機関相互間 
警察・防衛機関相互間 

８．災害の予防又は救援に必要な事項 天災・事変その他の非常事態
が発生し、又は発生するおそ
れがある事を知った者と前各
欄に掲げる機関との間 
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    ②緊急扱いの通話は、次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り取り扱う。 

【緊急扱いの通話】 

通 信 の 内 容 機  関  等 

１．火災・集団的疾病・交通機関の重大な事故その他
人命の安全に係る事態が発生し、又は発生する
おそれがある場合において、その予防・救援・復
旧等に関し緊急を要する事項 

（１）非常扱いの通話を取り扱う機関相互間（①の表
の８に掲げるものを除く） 

（２）緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある
ことを知った者と（１）の機関との間 

２．治安の維持のため緊急を要する事項 （１）警察機関相互 
（２）犯罪が発生し、又は発生するおそれがあること
   を知った者と警察機関との間 

３．天災・事変その他の災害に際しての災害状況の
報道を内容とするもの 

新聞社・放送事業者又は通信社の機関相互間 

４．水道・ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な
役務の提供その他生活基盤を維持するために
緊急を要する事項 

（１）水道・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
相互間 

（２）預貯金業務を行う金融機関相互間 
（３）国又は地方公共団体（①の表、本表１～４（２）に

掲げるものを除く。）相互間 

 

（３）電報による通信 

【非常及び緊急扱いの電報】 

非常扱いの電報 
 天災・事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の
予防若しくは救援・交通・通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために
必要な事項を内容とする電報 

緊急扱いの電報 
 非常扱いの電報を除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする
電報。なお、非常扱いの電報は緊急扱いの電報より優先する。 

１）非常・緊急電報の利用方法 

     ①１１５番（局番なし）をダイヤルしＮＴＴコミュニケータを呼び出す。 

     ②ＮＴＴコミュニケータが出たら 

       ア．「非常又は緊急扱いの電報の申込み」と告げる。 

       イ．予め指定した登録電話番号と通話責任者名等を告げる。 

       ウ．届け先・通信文等を申し出る。 

２）電気通信事業法及び契約約款に定める電報内容・機関等 

    ①非常扱い電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配達を受

ける場合に限り取り扱う。 

【非常扱いの電報】 

電報の内容 機関等 

「電話による通信」非常扱いの通話と同じ 「電話による通信」非常扱いの通話と同じ 

    

②緊急扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関において発信し、又は配達を受

ける場合に限り取り扱う。 

【緊急扱いの電報】 

電報の内容 機関等 

気象・水象・地象若しくは地動の観測の報告又は
警報に関する事項であって、緊急を要するもの 

気象機関相互間 

船舶内の傷病者の医療について指示を受け又は指
示を与えるために必要な事項 

船舶と別に定めた病院相互間 

他は「電話による通信」緊急扱いの通話と同じ 他は「電話による通信」緊急扱いの通話と同じ 
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（４）専用通信施設及び無線通信施設の利用 

公衆電気通信施設が使用不能の場合は、次の専用通信施設及び無線通信施設並びに北海道地

方非常通信協議会（事務局：北海道総合通信局無線通信部陸上課内）が定める機関別通信系統

により、各無線通信局の協力を求めて通信の確保を図るものとする。 

〔専用・無線通信施設設置場所等〕 

設 置 機 関 施設の種類 通 信 範 囲 利用の手続方法

北海道 
北海道総合行政情報 
ネットワークシステム 

全道各市町村及び道庁並びに道
出先機関相互 

なし 

江差町 遠隔吹鳴システム 江差町行政区域内 なし 

檜山広域行政組合 
江差消防署 

消 防 無 線 
檜山管内の各消防署及び消防本
部相互、消防全国共通波 

口頭申請 

江差警察署 

警察電話（有線） 全国警察機関相互 口頭申請 

警 察 無 線 
江差警察署 

→函館方面本部 
→北海道警察本部 

口頭申請 

移動（車載）無線 函館方面本部区域内 口頭申請 

函館開発建設部 
防災ステーション 

移動無線（車載） 町の区域内及び近隣町村 
口頭申請 

多 重 無 線 電 話 全国国土交通省関係機関相互間 

 

 （５）通信途絶時等における措置 

前記（４）に掲げる各通信系をもって通信を行うことができないとき、又は著しく困難である

ときは、関係機関等の通信設備を活用するなど臨機応変の措置を講じて通信の確保を図るもの

とする。 

①北海道総合通信局の対応 

       北海道総合通信局は、防災関係機関から各通信系をもって通信を行うことができない又

は著しく困難である旨の連絡を受けたときは、通信の確保を図るため、速やかに次の措置

を講ずるものとする。 

 ア．貸与要請者あて移動通信機器の貸出 

 イ．無線局の免許等の臨機の措置（無線局の免許等に必要な申請手続き及び当該申請に係

る処分について、口答又は電話等迅速な方法で行い、所定の様式による手続きは、後刻

可及的速やかに遡及処理する措置） 

②防災関係機関の対応 

防災関係機関は、①の措置を希望する場合は、次に掲げる事項を北海道総合通信局に連

絡するものとする。 

ア．移動通信機器の借受を希望する場合 

ａ．借受申請者の氏名又は名称及び住所 

ｂ．借受希望機種及び台数 

ｃ．使用場所 

ｄ．引渡場所及び返納場所 

ｅ．借受希望日及び期間 
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イ．臨機の措置による手続きを希望する場合 

ａ．早急に免許又は許可等を必要とする理由 

ｂ．ａに係る申請の内容 

③連 絡 先 

総務省北海道総合通信局防災対策推進室（直通電話０１１-７４７-６４５１） 

 

 

 

第２節 災 害 広 報 計 画 

 災害時において、被災地住民をはじめとして町民・報道機関等に対して正確な情報を迅速に提供し、

人心の安定と社会秩序の維持を図るとともに、混乱を防止するために必要な広報に関する計画は、次に

定めるところによる。 

 

１．予防対策広報 

    平常時においては、各種災害に備えての知識、準備等について、町広報誌等を通じて適宜周知

する。また、災害発生のおそれがある場合には、予想される災害の規模や被害を防止するうえで

の注意事項等について電話・広報車等で周知する。 

 

２．災害時の広報 

町及び防災関係機関等は、災害時において、被災地住民をはじめとする町民に対して、正確か

つ分かりやすい情報を迅速に提供することにより、流言等による社会的混乱の防止を図り、被災

地の住民等の適切な判断による行動を支援する。また、町は、被災者の安否について住民等から

照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、

救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可

能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。 

 （１）災害情報等の収集 

   ①災害現場の情報収集及び写真撮影 

   ②報道機関その他関係機関及び住民等の取材による写真の収集 

   ③その他関係する資料の収集 

 （２）発表責任者及び広報班 

   ①災害情報等の発表・広報については、住民対策部長が責任者としてその任にあたる。 

   ②災害情報等の広報活動は、住民対策部まちづくり班が行う。なお、事前に本部長の承認を得る

こととし、一般職員にも庁内放送・庁内ＬＡＮにより状況の推移を周知する。 

（３）町の広報等の内容 

町は、所管区域内の防災関係機関との連絡を密にするとともに、被災者のニーズを十分把握し

た上で、被災者をはじめとする住民に対し、遠隔吹鳴システム・広報車・チラシ・電話等によるも

のとし、状況により放送局・新聞社等の報道機関に協力を求め迅速に行う。また、広報の内容は、

次のとおりとし、災害情報及び応急措置の状況などを具体的にわかりやすく行う。なお、高齢者

や障がい者などの避難行動要支援者に対する伝達には特に留意する。 

ア．災害情報及び関係期間、住民への注意事項（避難指示（緊急）・避難勧告等） 
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イ．避難場所の位置及び危険区域等 

ウ．災害応急対策及び復旧事業の実施状況 

エ．被災状況（発生箇所・二次災害の危険性等） 

オ．ライフライン等交通及び通信の状況（交通機関運行状況・不通箇所・開通見込日時・通信

途絶区域等） 

カ．医療救護所の開設状況 

キ．給食・給水実施状況（日時・場所・量・対象者等） 

ク．衣料・生活必需品等供給状況（日時・場所・種類・量・対象者等） 

ケ．住民の心得等人心の安定及び社会秩序保持のために必要な事項 

 （４）住民に対する広報等の方法 

   ①町及び防災関係機関等は、報道機関（ラジオ・テレビ・新聞等）への情報提供をはじめ、遠隔吹

鳴システム・広報車両・郵便局・インターネットなど、あらゆる広報媒体を組み合わせ、迅速か

つ適切な広報を行うものとし、誤報等による混乱の防止に万全を期するものとする。なお、こ

れらの広報の実施にあたっては、要配慮者への伝達に十分配慮する。 

   ②町及び防災関係機関等は、報道機関からの災害報道のための取材活動に対し、資料の提供等に

ついて協力するものとする。 

   ③上記①のほか、町は、北海道防災情報システムのメールサービスや公共情報コモンズを活用す

ること等により、効果的な情報提供を実施する。また、災害現場における住民懇談会等によっ

て、一般住民並びに被災者の意見・要望・相談等を広聴し、災害対策に反映させるものとする。 

（５）報道機関に対する発表 

報道機関に対する情報発表の方法及び収集した被害状況・災害情報等は、その都度状況に応じ

次の要領により報道機関に対して発表する。また、災害が発生し又は発生するおそれがある場合

には、各報道機関が行う独自の取材活動に対して積極的に情報・資料を提供するなどして協力す

るものとする。 

     ア．災害の種別（名称）及び発生年月日 

     イ．災害発生の場所又は被害甚大地域 

     ウ．被害状況（交通・通信・火災・電気・ガス・上下水道・道路・橋梁等の被害状況） 

     エ．避難勧告等の発令・解除状況 

     オ．災害救助法適用の有無 

     カ．応急対策の状況 

     キ．本部の設置又は廃止 

     ク．人心・民生の安定及び社会秩序保持のために必要な事項 

（６）各関係機関等に対する連絡 

必要がある場合は、町内の公共機関・各種団体等に対して災害情報を提供する。 

    また、住民生活に直結した機関（道路・交通・電気・上下水道・ガス・通信等）においては、応急

対策活動とこれに伴う復旧状況を、災害対策本部に対し情報の提供を行う。 

 （７）住民からの問い合わせ体制 

    本部事務局防災対策班は、住民等から被害情報や生活関連情報の問い合わせ、苦情に対する

対応に当たる。また、被災状況により被災者相談所を開設したときは、速やかに広報車等により

住民に周知するとともに、住民からの要望事項は直ちに所管対策本部又は関係機関に連絡し、迅

速かつ適切な処理がなされるよう努める。 
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３．安否情報の提供 

 （１）安否情報の照会手続 

    ア．安否情報の照会は、町に対し、照会者の氏名・住所（法人その他の団体にあってはその名

称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）や照会に係る被災者の氏名・住所・生年月日・

性別、照会理由等を明らかにさせて行うものとする。 

    イ．安否情報の照会を受けた町は、当該照会者に対して運転免許証・健康保険の被保険証・外国

人登録証明書・住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４４第１項に規定する住

民基本台帳カード等の本人確認資料の提示又は提出を求めることなどにより、照会者が本

人であることを確認するものとする。 

    ウ．安否情報の照会を受けた町は、当該照会が不当な目的によるものと認めるときなど一定の

場合を除き、次の照会者と照会に係る者との間柄に応じて、適当と認められる範囲の安否

情報の提供をすることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   エ．町は、ウにかかわらず、照会に係る被災者の同意があるときなどの一定の場合には、必要

と認められる照会に係る被災者の居所、死亡・負傷等の状況など安否の確認に必要と認め

られる限度において情報を提供することができるものとする。 

 

 （２）安否情報を回答するに当たっての町の対応 

町は、安否情報を回答するときは、次のとおり対応するものとする。 

ア．被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防・救助

等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲

において、回答するよう努めるものとする。 

イ．安否情報の適切な提供のために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災

者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部

で利用することができるものとする。 

ウ．安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係市町村、消防機関、警察等と

協力して被災者に関する情報の収集に努めることとする。 

エ．被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがあ

る者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の

個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。 

 

 

 

 照会者と照会に係る被災者との間柄 照会に係る被災者の安否情報 

ア 

○被災者の同居の親族 

（婚姻の届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者その他

婚姻の予約者を含む。） 

○被災者の居所 

○被災者の負傷若しくは疾病の状況 

○被災者の連絡先その他安否の確認に必

要と認められる情報 

イ 
○被災者の親族(アに掲げる者を除く。)

○被災者の職場の関係者その他の関係者
○被災者の負傷又は疾病の状況 

ウ 

○被災者の知人その他の被災者の安否情

報を必要とすることが相当であると認

められる者 

○被災者について保有している安否情報

の有無 
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第３節 応急措置実施計画 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等必要

な応急措置に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．応急措置の実施責任者 

   法令上実施責任者として定められている者は、次のとおりである。 

   （１）北海道知事 

   （２）警察官及び海上保安官 

   （３）指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長 

   （４）指定公共機関の長及び指定地方公共機関の長 

   （５）町長又はその委任を受けて町長の職権を行う町の職員 

   （６）消防機関及び水防管理者、その他法令の規定に基づきその責任を有する者 

   （７）消防長又は消防署長 

   （８）災害派遣を命じられた部隊等の自衛官 

  

２．町長が実施する応急措置 

町長及びその所轄の下に行動する消防機関の長及び防災に関係ある施設の管理者等は、災害が

発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令及び地域防災計画等に定めるところによ

り、消防・水防・救助等の災害の発生の防御又は災害の拡大を防止するための所要の措置を講ずる

ものとする。また、町長は、応急措置をはじめとする災害応急対策を実施するため、必要に応じ

て、道及び他の市町村、関係機関等の協力を求めることができる。 

 （１）警戒区域の設定 

    ①町長（基本法第６３条、地方自治法第１５３条） 

       町長又はその委任を受けて町長の職権を行なう町の職員は、災害が発生し又はまさに発

生しようとしている場合において、住民等の生命・身体に対する危険を防止するため、特

に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に

対して、当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ず

ることができる。 

    ②消防職員又は消防団員（消防法第２８条・第３６条、水防法第２１条） 

  火災又は水災を除く他の災害の現場においては、消防職員又は消防団員は、警戒区域を

設定し、救護従事者その他総務省令で定める者以外の者に対して、当該区域からの退去を

命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。 

       また、水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、水防関係者以外の

者に対して、当該区域への立ち入りを禁止し、若しくは制限し、又は当該区域からの退去

を命ずることができるものとする。 

    ③警察官又は海上保安官（基本法第６３条、地方自治法第１５３条、消防法第２８条・第３６条、水

防法第２１条） 

ア．警察官又は海上保安官は、町長又はその委任を受けて町長の職権を行う町の職員が現

場にいないとき、又はこれらの者の要求があったときは、警戒区域を設定することが

できるとともに、直ちに警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対
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して、当該区域の立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ず

ることができる。その場合、直ちに、警戒区域を設定した旨を町長に通知することと

する。 

イ．警察官は、火災（水災を除く他の災害について準用する。）の現場において、消防職

員又は消防団員が火災の現場にいないとき、又は消防職員又は消防団員の要求があっ

たときは、消防警戒区域を設定して、消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関

係者・居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者その他総務省令で

定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁

止し若しくは制限することができる。また、火災現場の上席消防員の指揮により消防

警戒区域を設定する場合、現場の警察官は、これを援助することとする。 

ウ．警察官は、水防上緊急の必要がある場所において、消防機関に属する者がいないとき

又はこれらの者の要求があったときは、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対

して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命

ずることができる。 

④災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（基本法第６３条） 

       災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長又はその委任を受けて町長の職権を行う

町の職員がその場にいない場合に限り、警戒区域を設定することができる。この場合、自

衛官は直ちに警戒区域を設定した旨を町長へ通知することとする。 

    ⑤知事による代行（基本法第７３条） 

       知事は、災害が発生した場合、当該災害により町がその全部又は大部分の事務を行うこ

とができなくなったときは、町長に代わって警戒区域を設定することとする。 

 （２）応急公用負担の実施 

町長は、本町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、基本法第６４条第１項の規定に基づ

き本町区域内の他人の土地・建物その他の工作物を一時使用し、又は土石・竹木その他の物件を

使用し、若しくは収用することができる。 

なお、この場合においては、基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）第２４条及び基本法第

８２条の規定に基づき次の措置をとらなければならない。 

①工作物及び物件の占有等に対する通知 

町長は、当該土地建物その他の工作物又は土石・竹木その他の物件（以下「工作物等」

という。）を使用し、若しくは収用したときは、速やかに当該工作物等の占有者・所有者

その他当該工作物等について権原を有する者に対し、次の事項を通知しなければならな

い。この場合、占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その通知事項を

江差町公告式条例（昭和３０年条例第２号。以下「公告式条例」という。）を準用して町役

場の掲示場に掲示する等の措置をしなければならない。 

ア．名称又は種類 

イ．形状及び数量 

ウ．所在した場所 

エ．処分の期間又は期日 

オ．その他必要な事項 
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②損 失 補 償 

町は当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

 （３）障害物の除去及び保管 

 町長は、本町地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応

急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、基本法第６４条第２項の規定に基づき

現場の災害を受けた工作物等で当該応急措置の実施の支障となるものの除去、その他必要な措

置をとることができるものとし、除去したときは当該工作物等を保管しなければならない。 

 なお、保管したときは、基本法第６４条第３項から第６項の規定に基づき、それぞれ次の措置

をとらなければならない。 

① 町長は、当該工作物等の占有者・所有者、その他工作物等について権原を有するものに対し

当該工作物等を返還するため、次に掲げる事項及び方法により公示しなければならない。 

       ア．工作物等を保管した場合の公示事項 

ａ 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量 

ｂ 保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時 

ｃ その工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 

ｄ その他保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項 

イ．工作物等を保管した場合の公示の方法 

         公示するにあたっては、次に定める方法によるほか、公告式条例を準用して行う。 

ａ 公示は保管を始めた日から起算し１４日間、町役場の掲示板に掲示すること。 

ｂ 公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者・所有者、その他工作

物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、

その公示の要旨を町の広報誌又は新聞紙に掲載すること。 

ｃ 前２号の方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を本町総務課

に備え付け、且つ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならな

い。 

②町長は、保管した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に不

相当な費用若しくは手数料を要するときは、次に掲げる手続きにより当該工作物等を売却し、

その売却した代金を保管することができる。 

ア．保管した工作物等の売却は、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意

契約により売却することができる。 

ａ 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等 

ｂ 競争入札に付しても入札者がない工作物等 

ｃ 前２号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められ

る工作物等 

  ③工作物等の保管・売却・公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等

の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第５条及

び第６条の規定を準用する。 

④公示の日から起算して、６ヶ月を経過してもなお保管した工作物等を返還することができな

いときは、当該工作物等の所有権は本町に帰属する。 
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 （４）他の市町村長等に対する応援の要求等 

    ①町長は、本町の地域にかかる災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要が

あると認めるときは、基本法第６７条及び「北海道及び市町村相互の応援に関する協定書」

等に基づき、他の市町村等に対し、応援を求めるものとする。 

    ②前号の応援に従事するものは、応急措置の実施については、当該応援を求めた市町村指揮の

もとに行動するものとする。 

 （５）北海道知事に対する応援の要求等 

     町長は、本町地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要がある

と認めるときは、基本法第６８条第１項及び「北海道及び市町村相互の応援に関する協定書」等

に基づき、道知事に対し応援を求め、又は応急措置の実施を要請するものとする。 

 （６）住民等に対する緊急従事指示等     ①町長は、本町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、本町地域内の住民又は当該応急

措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。（基本法

第６５条） 

    ②町長及び消防署長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、本町地域内に居住する者

又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。（水防法第１７条） 

    ③消防職員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場付近に在る者を消火若しくは

延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。（消防法第２９条第

５項） 

    ④救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業

務に協力することを求めることができる。（消防法第３５条の１０第１項） 

 

 

 

第４節 避 難 対 策 計 画 

 災害時において住民の生命及び身体の安全、保護を図るために実施する避難措置に関する計画は次の

とおりである。 

 

１．地域住民等の自主的避難 

（１）自主的避難の開始等 

地域住民、滞在者等は、危険が切迫し又は現実に被災したことにより自主的に避難する場合は、

近隣住民等に状況を伝えるとともに、町に氏名、避難・連絡先、避難人数等を連絡するか、避難

カード等に記載し玄関に表示するよう努める。また、危険の切迫により避難する際は、要配慮者

の安全確保と避難時の補助等を心がける。 

 （２）町が行う支援措置等 

町長は、地域住民、滞在者等が自主的な避難を開始した場合は、直ちに職員等を派遣し、避難

行動を把握し、避難の支援や避難所等の開放措置を行う。また、町は、避難所の鍵を避難所に近

接する施設管理人等に保管させ、自主的な避難収容に対応できるようにしておく。 
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２．避難実施責任者及び措置内容並びに連絡及び協力 

風水害・火災・山（崖）くずれ・地震・津波等の災害により、人命・身体の保護又は災害の拡大防止

のため、特に必要があると認めるときは、町長等避難実施責任者は次により避難の勧告等を行う

こととし、避難勧告等を発令する際は、その対象者を明確にするとともに、対象者ごとにとるべ

き避難行動がわかるよう伝達するものとする。 

 特に、町は住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ、高齢者等

の避難行動要支援者の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難勧告及び避難指

示（緊急）のほか、避難行動要支援者の避難に資する避難準備・高齢者等避難開始を必要に応じて伝

達する。また、避難に関する情報と被災想定などを視覚的に表したハザードマップを作成し、災

害に応じた避難の実施に努めるものとする。 

 （１）避難実施責任者及び要件 

①町長（基本法第６０条） 

ア．町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、警戒巡視等によって得られ

る情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案し、住民の生命・身体に被害が及ぶおそ

れがあると判断される状況に至ったときは、直ちに必要と認める地域の居住者等に対

し、次の勧告又は指示を行う。 

ａ 避難のための立退きの勧告又は指示 

ｂ 必要に応じて行う立退先としての避難場所の指示 

ｃ 屋内での待避等の安全確保措置の指示 

イ．町長は、避難のための立退きの指示、避難場所の指示、屋内での待避等の安全確保措

置の指示を行うことができない場合は、警察官又は海上保安官にその指示を求める。 

ウ．町長は、上記の勧告又は指示を行ったときは、その旨を速やかに檜山振興局長を通じ

て知事に報告する（これらの指示等を解除した場合も同様とする。）。 

    ②水防管理者（水防法第２９条） 

ア．水防管理者（水防管理者水防管理団体である町長）は、洪水、津波又は高潮の氾濫に

より著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める区域の居住者に対

し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。 

 イ．水防管理者（町長）は、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を檜山振

興局長に速やかに報告するとともに、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知す

る。 

③北海道知事又はその命を受けた道の職員（基本法第６０条・第７２条、水防法第２９条、地すべ

り等防止法第２５条） 

ア．知事（檜山振興局長）又は知事の命を受けた職員は、洪水若しくは高潮の氾濫若し

くは地滑りにより著しい危険が切迫していると認められるとき、又はその可能性が

大きいと判断されるときは、避難のため立退きが必要であると認められる区域の居

住者に対し立退きの指示をすることができる。また、知事（檜山振興局長）は洪水・

高潮・地滑り以外の災害の場合においても、町長が行う避難・立退きの指示について

必要な指示を行うことができる。救助法が適用された場合、避難所の開設・避難者の

収容等については町長に委任する。 
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イ．知事は、災害発生により町長が避難のための立退きの勧告及び指示に関する措置が

できない場合は、町長に代わって実施する。また、町長から遠距離、その他の理由

により必要な輸送手段の確保の要請があった場合は、「第５章第８節 輸送計画」の定

めるところにより関係機関に協力要請する。 

    ④警察官又は海上保安官（基本法第６１条、警察官職務執行法第４条） 

ア．警察官又は海上保安官は、①のイにより町長から要求があったとき、又は町長が指

示できないと認めるときは、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立

退き又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を行うものとし、避難のための立退

きを指示する場合に必要があると認めるときには、その立退き先について指示する

ことができる。その場合、直ちに、その旨を町長に通知するものとする。 

イ．警察官は、災害による危険が急迫したときは、その場の危害を避けるため、その場

にいる者を避難させることができる。この場合は所属の公安委員会にその旨報告す

るものとする。 

⑤自衛隊（自衛隊法第９４条等） 

   災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は災害が発生し、又はまさに発生しようとしてい

る場合において、町長等、警察官及び海上保安官がその場にいないときに限り、次の措置

をとることができる。この場合において、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を町

長に通知しなければならない。 

ア．住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第４条） 

イ．他人の土地への立入（警察官職務執行法第６条第１項） 

ウ．警戒区域の設定等（基本法第６３条第３項） 

エ．他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等（基本法第６４条第８項） 

オ．住民等への応急措置業務従事命令（基本法第６５条第３項） 

 （２）連絡及び協力 

   ①連   絡 

町・北海道（檜山振興局）・北海道警察本部（江差警察署）・第一管区海上保安本部（江差海

上保安署）及び自衛隊は、法律又は防災計画の定めるところにより、避難の措置を行った場

合には、その内容について相互に通報・連絡するものとする。 

② 助   言 

町は、避難のための立退きの勧告・指示、又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を行う

に際して、必要があると認めるときは、災害対応の多くの専門的知見等を有している地方気

象台・河川事務所等、国や北海道の関係機関から、災害に関する情報等の必要な助言を求める

ことができるものとする。また、避難勧告や指示等を行う際に必要な助言を求めることがで

きるよう、国や北海道の関係機関との間でホットラインを構築するなど、災害発生時におけ

る連絡体制を整備するよう努める。 

なお、町から助言を求められた国や北海道の関係機関は、その所掌する事務に関する助言

を行うものとする。 

   ③協 力 ・援 助 

  ア．北海道警察 

町長が行う避難の措置について、関係機関と協議し、避難者の誘導や事後の警備措

置等に必要な協力を行うものとする。 
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イ．第一管区海上保安本部 

避難の指示等が発せられた場合において、必要があるときは避難者の誘導・海上輸

送を行い、避難を援助する。 

 

３．避難の勧告等区分の基準 

町長は、次の発令基準によって、避難の勧告または指示を行う。 

種 別 発 令 基 準 

避難準備・高齢

者等避難開始 

１．特別警報または警報が発表され、事前に避難準備をすることが適当であ

ると判断されるとき。 

２．災害の発生を覚知し、諸般の事情から災害の拡大が予想され、事前に避

難準備をすることが適当であるとき。 

３．要配慮者の避難を要すると判断されるとき。 

避難勧告 

１．避難準備により状況が悪化し、事前に避難を要すると判断されるとき。

２．災害を覚知し、災害の拡大が予測され、事前に避難を要すると判断され

るとき。 

３．「津波」の津波警報が発令されたとき。 

４．強い地震（震度４以上）もしくは長時間のゆっくりとした揺れを感じて避

難の必要を認めるとき。 

避難指示 

（緊急） 

１．避難勧告より状況が悪化し、緊急に避難を要すると認められるとき。 

２．災害を覚知し、著しく危険が切迫し、緊急に避難を要すると認められる

とき。 

３．「大津波」の津波警報が発令されたとき。 

 

４．避難の勧告・指示又は避難準備・高齢者等避難開始の周知 

町長は、避難準備・高齢者等避難開始の提供、避難のための立退きの勧告・指示、又は屋内での

待避等の安全確保措置の指示に当たっては、江差消防署等関係機関の協力を得つつ、次の事項に

ついて、生命や身体に危険が及ぶ恐れがあることを認識できるなど、住民にとって具体的でわか

りやすい内容とするよう配慮し、遠隔吹鳴システム・北海道防災情報システム・放送設備・サイレ

ン・広報車両など複数の手段を有機的に組み合わせ、迅速かつ的確に当該地域の住民等に対して伝

達し、住民の迅速かつ円滑な避難を図る。 

特に、避難行動要支援者の中には、避難等に必要な情報を入手できれば、自ら避難行動をとる

ことが可能な者もいることから、障がいの状態等に応じ適切な手段を用いて情報伝達を行うとと

もに、民生委員等の避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿を活用して、着実な情報伝達及び

早期に避難行動を促進できるよう配慮する。 

 （１）周知すべき勧告等事項 

    ①避難の勧告・指示、屋内での待避等の安全確保措置の指示又は避難準備・高齢者等避難開始の

理由及び内容 

    ②避難場所及び経路 

    ③火災、盗難の予防措置等（灯油・ガスの元栓閉鎖、戸締り等） 

    ④携行品等その他の注意事項（食料・懐中電灯・水筒・携帯用ラジオ・着替え・タオル等必要最小

限のもの） 

 （２）周知の方法 

    住民に対する避難の勧告等の周知方法は、災害の状況・地域の実情等を考慮し、次に掲げると

ころによる。 
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   ①遠隔吹鳴システムによる方法 

      遠隔吹鳴システムにより住民に周知する。 

②広報車による方法 

      町・消防機関の広報車により、関係する地域を巡回して住民に周知する。なお、状況によ

り警察の広報車等の出動を要請する。 

   ③公共放送による方法 

      ＮＨＫ・民間放送局に対し放送を利用できる場合は、関係住民に周知すべき事項を提示し

て放送の協力を要請する。 

   ④伝達員等による方法 

      避難の勧告等をした時が夜間であり、停電時で風雨が激しい場合、あるいは交通遮断等に

より完全周知が困難であると予想される場合は、消防職員や消防団員の協力得て、関係地域

の住民を個別に訪問して周知することとし、特に避難行動要支援者に留意する。 

 （３）関係機関への報告 

①道に対する報告 

避難の事前措置を行ったときは、すべて受領周知責任者から檜山振興局（地域政策部地域

政策課）を経由し、道知事に報告する。報告事項は、発令者・発令の理由・発令日時・避難の

対象区域・避難先等とする。 

②警察官に連絡し協力を得る。 

③避難場所として利用する施設の責任者に対し、至急連絡し協力を得る。 

 

５．避 難 方 法 

（１）避 難 誘 導 

    住民の避難誘導は本部職員が行い、状況により消防職員・消防団員・警察官の協力を得ながら、

人命の安全を第一に、円滑な避難のための立退きについて適宜指導する。その際、本部職員・消

防職員・消防団員・警察官など避難誘導に当たる者の安全確保に努めるものとする。 

    学校・社会教育施設及び社会福祉施設等においては、各施設の管理者が児童・生徒・施設利用者

等を安全に避難誘導するものとする。 

    自力避難の困難な高齢者・乳幼児・障がい者等の避難行動要支援者に関しては、その実態を把握

しておくとともに、事前に援助者を定めておく等の支援体制を整備し、危険が切迫する前に避難

できるよう十分配慮する。 

（２）移送の方法 

   ①災害が小規模な場合 

      避難は、避難者自らが行うことを原則とするが、自力による避難・立退きが困難な避難行

動要支援者等の場合は、車両で移送する。 

   ②災害が大規模な場合 

      被災地が広域で大規模な避難・立退き移送を要し、町のみでは措置できない場合は、他の

市町村又は北海道に対し応援を求めて実施する。 

   ③避難場所等 

      避難場所等（避難場所・避難所）は、「第４章第 11 節 避難体制整備計画」による。 
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６．避難行動要支援者の避難行動支援 

（１）避難行動要支援者の安否確認 

町は、避難行動要支援者名簿を有効に活用し、災害発生後、直ちに在宅避難者を含む避難行動

要支援者の所在・連絡先を確認し、安否の確認を行う。 

（２）避難以降の避難行動要支援者への対応 

町は、地域の実情や特性を踏まえつつ、あらかじめ定めた全体計画等に基づき、避難行動要支

援者及びその名簿情報が避難支援関係者等から避難場所等の責任者に引き継がれるよう措置す

る。また、全体計画等に基づき、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合的に判断して以下の

措置を講ずる。 

ア．避難所（必要に応じて福祉避難所）への移動 

イ．病院への移送 

ウ．施設等への緊急入所 

（３）応急仮設住宅への優先的入居 

町は、応急仮設住宅への入居にあたり、要配慮者の優先的入居に努めるものとする。 

（４）在宅者への支援 

    町は、要配慮者が在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適

切な援助活動を行う。 

（５）応援の要請 

    町は、救助活動の状況や要配慮者の状況を把握し、必要に応じて、道・隣接市町村等へ応援を

要請する。 

 

７．避難路及び避難場所の安全確保 

    避難誘導員・警察官その他避難措置の実施者は、避難路・避難場所の安全の確保のため、支障物

等の排除を行うものとする。 

 

８．被災者の生活環境の整備 

災害応急対策実施責任者・公共的団体・防災上重要な施設の管理者は、速やかな避難所の供与及

び避難所における安全性や良好な居住性の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

また、避難所に滞在する被災者、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被

災者のいずれに対しても、必要となる生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供など、被災

者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

９．避難所の開設 

    町は、災害が発生し又は災害が発生するおそれがあるときは、洪水・高潮・土砂災害等の危険性

を十分考慮し避難所を開設するとともに、高齢者や障がい者、乳幼児などの要配慮者のための福

祉避難所も開設し、住民等に周知徹底を図るものとする。また、必要に応じ、あらかじめ指定さ

れた施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所と

して開設する。 

     ①高齢者・障がい者・乳幼児・妊産婦等の避難行動要支援者に配慮して、被災地以外の地域に

あるものを含め、民間賃貸住宅や旅館・ホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避

難所の確保に努めるものとする。 
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     ②避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や道路の途絶による孤立

が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討するも

のとする。 

③著しく異常かつ激甚な非常災害により避難所が著しく不足する場合には、福祉対策部及び

建設対策部が各対策部の協力を得て仮設避難所の設営を行うほか、近隣市町村との相互

受入協定等により、広域避難収容に関する応援を要請するものとする。 

    ④避難所を開設した場合は、次によりその状況を記録しておくものとする。 

ア．避難者世帯名簿 

イ．避難所設置及び収容状況 

ウ．避難所収容台帳 

 

１０．避難所の運営 

    町は、避難所における生活環境を良好なものとするよう実態とニーズの把握に努めるとともに、

避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため、専門家等との定期的な情報交換に努めるものと

する。 

避難所においては、速やかに避難人員、世帯の状況などを早期に把握し、避難所における生活

環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めるものとし、食事供与の状況・トイレの設置

状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じてプラ

イバシーの確保、男女のニーズの違い、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や

看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、し尿・ごみの処理の状況など、避難者の健

康状態や避難所の衛生状態等の把握に努め、男女双方の視点に配慮する。 

    また、避難所における情報の伝達、食料・水等の配布、清掃等については、避難者・住民・自主防

災組織等の協力が得られるように努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランティア団体

等に対して協力を求めるものとする。 

①北海道及び町は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、

公営住宅、民間賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、

避難所の早期解消に努めることを基本とする。 

②町は避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双

方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場・更衣室・授乳室の設置や

生理用品・女性用下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所に

おける安全性の確保など女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるも

のとする。 

     ③町は、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資

の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供・情報提供等によ

り、生活環境の確保が図られるよう努めるものととする。 

④町は、災害の規模、被災者の避難及び受入れ状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応

じて旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとし、特に要配慮者に対しては、予め「災

害発生時等における宿泊施設の活用に関する協定」を締結し、その施設を活用するなど良

好な生活環境に努めるものとする。 

 

 



107 

 

１１．広域一時滞在 
（１）道内における広域一時滞在 

①災害発生により、被災住民について、道内の他の市町村における一時的な滞在（以下、「道

内広域一時滞在」という。）の必要があると認める場合、町長は、道内の他の市町村長に

被災住民の受け入れについて協議を行う。なお、適当な協議の相手方を見つけられない場

合等は、知事に助言を求めるものとする。 

②道内広域一時滞在の協議をしようとするときは、あらかじめ檜山振興局長を通じて知事に

報告する。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは協議開始後、速やかに報告

するものとする。 

     ③協議先の市町村長より受入決定の通知を受けたときは、その内容を公示し、及び被災住民

への支援に関係する機関等に通知するとともに、知事に報告する。 

     ④道内広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を協議先の市町

村長及び避難所の管理者等の被災住民への支援に関係する機関に通知し、内容を公示す

るとともに、知事に報告する。 

（２）道外への広域一時滞在 

①災害発生により、被災住民について、道外における一時的な滞在（以下、｢道外広域一時

滞在｣という。）の必要があると認める場合、町長は、知事に対し、他の都府県知事に対し

被災住民の受け入れについて協議することを求めることができる。 

②知事より受入決定の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、避難所の管理者

等の被災住民への支援に関係する機関に通知する。 

     ③道外広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を知事に報告し、

及び公示するとともに避難所の管理者等の被災住民への支援に関係する機関に通知する。 

（３）広域一時滞在避難者への対応 

町は、広域一時滞在により、町外の市町村に避難した被災住民に必要な情報や物資等を確実に

送り届けられるよう、被災住民の所在地等の情報を共有するなど、避難先の市町村との連携に配

慮する。 

 

１２．関係機関への報告 
 （１）避難勧告等発令の報告 

町長は、避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は立ち退き先を指示したときは、

次の事項を速やかに檜山振興局長に報告する。町長以外の実施責任者が勧告等を行った旨の通知

を受けたときも同様とする。 

    なお、発令を解除したときは、直ちにその旨を公示するとともに、檜山振興局長に報告する。 

    ①避難の勧告等の発令者 

    ②発令の理由 

    ③発令日時 

    ④避難の対象区域 

    ⑤避難先 

（２）避難所開設・廃止の報告 

    町長は避難所を開設したときは、次の事項を檜山振興局長に報告する。また、廃止したときも

その旨を報告する。 
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①避難所開設の日時、場所及び施設名 

②収容状況及び収容人員 

③開設期間の見込み  
１３．警戒区域の設定 

   災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険

を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定することができる。 

【警戒区域の設定権者と設定要件等】 

設定権者 設定の要件・内容 

町  長 

○災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体に

対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定

し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入を制限し、

若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

消防長又は 

消防署長 

○ガス・火薬又は危険物の漏えい・飛散・流出等の事故が発生した場合において、

当該事故により火災が発生する恐れが著しく大であり、かつ、火災が発生した

ならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、

火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務

省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区

域への出入りを禁止し、若しくは制限することができる。 

消防職員又は 

消防団員 

○火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の

者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りを禁止し、若

しくは制限することができる。 

消防機関に 

属する者 

○水防上緊急の必要がある場合においては、水防団長・水防団員又は消防機関に

属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への

立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができ

る。 

警 察 署 長 

又は 

海上保安署長 

○消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて職権を行う消防職

員若しくは消防団員が現場にいないとき、又は消防長若しくは消防署長から要

求があったとき。 

警 察 官 

又は 

海上保安官 

○町長若しくはその委任を受けて町長の職権を行う町の吏員が現場にいないと

き、又はこれらの者から要求があったとき。 

○消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき、又は消防吏員又は消防団員

から要求があったとき。 

○水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又これらの者

から要求があったとき。 

災害派遣を命ぜ

られた部隊等の

自衛官 

○町長その他町長の職権を行うことができる者がその場にいないとき。 

 

 

 

第５節 避 難 救 出 計 画 

 災害が発生し、生命・身体が危険な状態になった者の救助救出にあたっては、町をはじめとする救助

機関は、各機関相互の情報交換、担当する区域の割り振りなど密接な連携のもとに迅速な活動を実施す

ることが重要である。 

 また、被災地の住民組織や自主防災組織等も、可能な限り参加して被災者の救助救出に努めるものと

する。 
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１．実施責任者 

   町及び消防機関（災害救助法が適用された場合を含む。）は、災害により生命、身体が危険な状

態になった者をあらゆる手段を講じて早急に救出し、負傷者については速やかに医療機関又は救護

所に収容する。また、町のみでは救助力が不足すると判断した場合は、隣接市町村・北海道等に応

援を要請する。 

北海道は、市町村を包括する機関として、広域的・総合的な調整を行うとともに、市町村から救

助救出についての応援を求められ、必要があると認めたときは、その状況に応じ自衛隊等防災関係

機関の協力を得て適切な措置を講ずる。また、市町村のみでは実施できない場合の救助救出を実施

する。 

   また、江差警察署は被災地域において生命又は身体に危険が及んでいる者等の救助救出を実施し、

江差海上保安署は海上における遭難者の救助救出を実施する。 

 

２．救助救出活動 

   町は、江差警察署との密接な連携のもとに被災地域を巡回し、救助救出を必要とする者を発見し

た場合は、救助関係機関及び住民の協力を得て救助救出活動を行うものとする。特に、発災当初の

７２時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのた

めに必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するものとする。 

   また、江差海上保安署は、海上災害が発生した場合、速やかに巡視船艇及び航空機により、海上

における遭難者の救助活動を実施する。 

 

 

 

 

第６節 災 害 警 備 計 画 

災害時における地域住民の生命・身体及び財産を保護し、地域の安全と秩序を維持するために必要な

災害警備に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．災害警備体制の確立 

   北海道警察及び第一管区海上保安本部は、災害が発生したときは、状況に応じて災害警備本部を

設置し、災害警備体制の確立を図る。 

 

２．応急対策の実施 

（１）北海道警察 

    風水害等各種災害が発生した場合、その災害の規模・態様に応じて、次に掲げる措置を講ずる

ものとする。 

   ①災害警備活動に必要な情報を収集するとともに、収集した情報を関係機関と共有する。 

   ②住民の避難に当たっては、町、消防機関等と協力し、安全な経路を選定して誘導するとともに、

被災後の無人化した住宅街及び商店街等におけるパトロールを行い、犯罪の予防及び取締り等

に当たるものとする。 
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   ③風水害等各種災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、関係機関と密接な連携を図ると

ともに、災害の種別、規模及び態様に応じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置につ

いて迅速な広報に努めるものとする。 

   ④町・消防機関・医療機関の協力を得て、被災者の救出・救助活動を実施するとともに、遺体見分

等に当たるものとする。 

（２）第一管区海上保安本部 

第一管区海上保安本部は、海上における治安を維持するため、次に掲げる措置を講ずるものと

する。 

① 巡視船艇・航空機を災害発生地域の所要の海域に配備し、犯罪の予防及び取締りを行う。 

② 巡視船艇・航空機により警戒区域（基本法第６３条）又は重要施設周辺海域の警戒を行う。 

③ 治安の維持に必要な情報の収集を行う。 

 

３．交 通 規 制 

北海道公安委員会は、災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、災害応急対策

が的確かつ円滑に行われるために必要があると認めるときは、道路の区間を指定して、緊急通行

車両以外の車両の道路における通行を禁止し又は制限する。 

また、通行禁止等の措置を行った場合には、町及び関係機関に連絡するとともに、区域内に在

る者に対し、広報媒体等を通して広報・周知の措置をとる。 

（１）警察署長の行う交通規制 

警察署長は、管轄区域内の道路が災害等による決壊等で危険な状況が発生し、又はその状況に

より必要があると認めるときは、道路交通法の規定に基づき、歩行者及び車両の通行を禁止し又

は制限する。 

（２）警察官が行う交通規制 

警察官は、災害発生時において交通に対して、緊急措置を行う必要があると認めるときは、道

路交通法の規定に基づき、一時的に歩行者及び車両の通行を禁止し又は制限する。 

（３）町長への通知 

警察署長は、前記（１）及び（２）の交通規制を行った場合は、速やかにその内容を町長に通知する。 

 

４．緊急輸送のための交通規制 

災害が発生し、災害応急対策に従事する者、又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送、その

他応急措置を実施するための緊急輸送を確保する必要があると認めるときは、区域又は道路の区

間を指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し又は制限する。 

（１）通   知 

北海道公安委員会は、緊急輸送のための交通規制をしようとするときは、あらかじめ、当該道

路の管理者に対し、禁止又は制限の対象・区域・区間・期間又は理由を通知する。なお、緊急を要

し、あらかじめ通知できない場合は、事後、直ちに通知する。 

（２）緊急通行車両の確認 

知事（檜山振興局長）又は北海道公安委員会（江差警察署長）は、災害応急対策に必要な緊急

通行車両であることの確認を行い、緊急通行車両の確認をしたものについては、車両ごとに「緊

急通行車両確認証明書」及び「標章」を交付し、車両の前面に標章を掲示させる。 
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（３）通行禁止又は制限から除外する車両の確認 

北海道公安委員会（江差警察署長）は、業務の性質上、町民の日常生活に欠くことができない

車両等、公益上又は社会生活上通行させることがやむを得ないと認められる車両については、緊

急通行車両の通行に支障を及ぼさない限り、規制対象除外車両であることの確認を行い、規制対

象除外車両の確認をしたものについては、車両ごと「規制対象除外車両通行証明書」及び「標章」

を交付し、車両の前面に標章を掲示させる。 

 

 

 

第７節 交通応急対策計画 

災害時における道路及び船舶交通の混乱を防止し、消防・避難・救助・救護等の応急対策活動を迅速に

実施するための道路交通等の確保については、次に定めるところによる。 

 

１．交通応急対策の実施 

   交通応急対策の実施機関及びその対策の内容等は次のとおりである。 

【実施機関と対策内容等】 

実施機関 応急対策の内容等 

北海道公安委員会 
（江差警察署） 

○災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、道路におけ
る危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るため必要があると認めるとき、
又は災害応急対策上緊急輸送を行うため必要があると認めたときは、区域及
び道路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁
止、又は制限する。 

○通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となるこ
とにより災害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、当該
車両その他の物件の占有者・所有者・管理者に対し、当該車両その他の物件の
移動等の措置をとることを命ずることができる。 

○移動等の措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の
相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができない
ときは、自らその措置をとることができる。その場合において、当該措置を
とるためやむを得ない限度において車両その他の物件を破損することがで
きる。 

第一管区海上保安
本部 

（江差海上保安署） 

○海上における船舶交通の安全を確保するため、必要に応じ海上交通の規制
を行う。 

災害派遣を命ぜら
れた部隊等の自衛
官 

○町長等・警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、時に次の措置
をとることができる。 
ア．自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命じ、

又は自ら当該措置を実施すること。 
イ．警戒区域の設定並びにそれに基づく立ち入り制限・禁止及び退去を命ず

ること。 
ウ．現場の被災工作物等の除去等を実施すること。 

道 

路 

管 

理 

局 

国 

○一般国道（指定区間内）の路線に係る道路の構造の保全と交通の危険を防止
するため、障害物の除去に努めるものとし、必要と認められるときは、車両
等の通行を禁止し、又は制限するとともに迂回路等を的確に指示し、交通の
確保を図る。 

北海道 

○道が管理している道路が災害による被害を受けた場合、速やかに被害状況や
危険個所等を把握するとともに、障害物の除去に努めるものとする。 

○交通の危険を防止するため、必要と認めるときは、車輌等の通行を禁止し、
又は制限するとともに迂回路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にし
ながら、交通の確保に努める。 
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○道が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとすると
ともに、ガソリン等について、町長等の要請に基づきあっせん及び調達を行
うものとする。 

町 

○町が管理している道路で災害が発生した場合は、道路の警戒に努めるととも
に、交通の危険を防止するため必要と認めるときは、その通行を禁止し、又
は制限するとともに迂回路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にし、
交通の確保に努める。また、町が管理している緊急通行車両のガソリン等の
確保に努めるものとする。 

○警察官がその場にいない場合に限り、消防職員が警察官と同様の応急対策を
実施することができる。 

 

２．道路の交通規制 

 （１）道路交通網の把握 

災害が発生した場合、道路管理者及び北海道公安委員会（江差警察署）は、相互に緊密な連携

を図るとともに、関係機関の協力を得て、被災地内の道路及び交通の実態を把握のうえ必要な措

置をとる。 

   ①損壊し、又は通行不能となった道路名及び区間 

   ②迂回路を設定し得る場合はその路線名、分岐点及び合流点 

   ③緊急に通行の禁止又は制限を実施する必要の有無 

 （２）交通規制の実施 

    道路管理者及び北海道公安委員会（江差警察署）は、次の方法により交通規制を実施するもの

とする。 

   ①交通規制を実施するときは、道路標識等を設置する。 

   ②緊急を要し道路標識等を設置するいとまがないとき、又は道路標識等を設置して行うことが困

難なときは、現場警察官の指示によりこれを行う。 

 （３）関係機関との連携 

道路管理者及び北海道公安委員会（江差警察署）が交通規制により通行の禁止・制限を行った

場合には、関係機関に連絡するとともに、あらゆる広報媒体を通じて周知徹底を図る。 

 

３．海上交通安全の確保 

第一管区海上保安本部（江差海上保安署）は、海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措

置を講ずるものとする。 

   ①港内等船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理指導を行う。 

   ②海難の発生・危険物の排出・その他の事情により、船舶交通の危険が生じ又は生じるおそれがあ

るときは、必要に応じて船舶交通を制限し又は禁止する。 

   ③海難船舶・漂流物・沈没物その他の物件により、船舶交通の危険が生じ又は生ずるおそれのある

ときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対し、これらの除去その他船

舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ又は勧告する。 

   ④水路の水深に異常を生じたと認められるときは、必要に応じて検測を行うとともに応急標識を

設置する等により水路の安全を確保する。 

   ⑤航路標識が損壊し又は流失したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応急標識の

設置に努める。 
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４．緊急輸送のための交通規制 

災害が発生し、応急対策に従事する者又は応急対策に必要な物資の緊急輸送、その他応急措置

を実施するための緊急輸送を確保する必要があると認めるときは、区域又は道路の区間を指定し、

緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し又は制限する。 

 （１）通   知 

    北海道公安委員会（江差警察署）はあらかじめ当該道路管理者に対し、禁止又は制限の対象・

区域・区間・期間及び理由を通知する。なお、緊急を要し、あらかじめ通知するいとまがなかった

ときは、事後において速やかに通知する。 

 （２）緊急通行車両の確認手続 

    北海道知事（檜山振興局長）又は北海道公安委員会（江差警察署長）は、車両の使用者の申し

出により、当該車両が応急対策に必要な物資の輸送等に使用する緊急通行車両であることの確認

を行うものとする。なお、緊急通行車両の確認は、北海道（檜山振興局）又は警察本部・方面本

部・警察署及び交通検問所で行う。 

    緊急通行車両であると確認をしたものについては、車両ごとに「標章」及び「緊急通行車両確

認証明書」を交付し、当該車両の前面に標章を掲示させる。 

①緊急通行車両 

ア．緊急通行車両は、基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される車両で次

の事項について行うものとする。 

       ａ 特別警報･警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

       ｂ 消防・水防その他の応急措置に関する事項 

       ｃ 被災者の救難・救助その他保護に関する事項 

       ｄ 被災した児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

       ｅ 施設及び設備の応急復旧に関する事項 

       ｆ 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項 

       ｇ 犯罪の予防、交通の規制その他被災地における社会秩序の維持に関する事項 

       ｈ 緊急輸送の確保に関する事項 

       ｉ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

イ．指定行政機関等が保有し、若しくは、指定行政機関等との契約等により常時指定行政機

関等の活動のために専用に使用される車両又は災害時に他の関係機関・団体等から調達

する車両であること。 

ウ．町・道及び地方行政機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付さ

れるよう、輸送協定を締結した事業者等に対し、「緊急通行車両標章交付」のための事前

届出制度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図る

ものとする。 

 （３）通行禁止又は制限から除外する車両 

    町は、緊急通行車両の通行に支障を及ぼさない範囲内で、住民の日常生活に欠くことのできな

い車両等、公益又は社会生活上通行させることがやむを得ないと認められ車両について、北海道

公安委員会（江差警察署）を通じて「規制対象外車両通行証明書」及び「標章」の交付を申請す

る。 
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①規制対象除外車両等 

ア．傷病者の救護又は医師の緊急患者の診断、治療のため現に使用中の車両 

イ．報道機関の緊急取材のために使用中の車両 

ウ．他の都道府県公安委員会又は知事の標章及び証明書の交付を受け、緊急輸送のため現に

使用中の車両 

エ．次に掲げる車両のうち規制対象除外車両として、標章の交付を受け、かつ、当該目的の

ため使用中の車両 

ａ 道路維持作業用自動車 

ｂ 通学通園バス 

ｃ 郵便物の収集又は配達のため使用する車両 

ｄ 電報の配達のため使用する車両 

ｅ 廃棄物の収集に使用する車両 

ｆ 感染症患者の収容又は予防のため使用する車両 

ｇ その他公益上又は社会生活上、特に通行させる必要があると認められる車両 

 

５．緊急輸送道路ネットワーク計画 

    北海道開発局・北海道・日本道路公団北海道支社等の道路管理者と北海道警察等の防災関係機

関からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸送道路のネットワー

ク化を図るため、「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」を策定しており、その概要は次のと

おりである。 

 （１）計画内容 

   ①対 象 地 域  道内全域 

   ②対 象 道 路 

既設道路及び概ね平成１７年度までに供用予定の道路を基本としながら、必要に応じて緊

急河川敷道路・臨港道路等を含めている。 

 （２）緊急輸送道路の区分及び道路延長 

    緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり区分しているが、北

海道の広域性を反映して、緊急輸送道路総延長は９，６７７km となっている。 

   ①第１次緊急輸送道路ネットワーク 

       道庁所在地（札幌市）、地方中心都市及び重要港湾・空港・総合病院・自衛隊・警察・消防等を

連絡する道路【道路延長５，６７２km】 

   ②第２次緊急輸送道路ネットワーク 

       第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関・公共機関・主要駅・港湾・

ヘリポート・災害医療拠点・備蓄集積拠点・広域避難地等）を連絡する道路【道路延長３．７７４

km】 

   ③第３次緊急輸送道路ネットワーク 

     その他の道路【道路延長２３２km】 
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第８節 輸 送 計 画 

 災害時において、災害応急対策、復旧対策等に万全を期すため、住民の避難・災害応急対策要員の移

送及び救援若しくは救助のための資機材、物資の輸送等（以下「災害時輸送」という。）を迅速かつ確

実に行うための計画は次に定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

  災害応急対策のための輸送は、町長が実施するものとする。また、町長は、必要と認める場合

は、北海道知事（檜山振興局長）へ自衛隊の派遣・出動を依頼する。 

 

２．輸送の対象 

（１）避難のための住民の輸送 

（２）医療及び助産で緊急を要する者の輸送 

（３）応急対策のために必要な人員、機材等の輸送 

（４）運搬給水による飲料水確保のための輸送 

（５）救援物資の輸送 

（６）その他災害対策本部が行う輸送 

 

３．輸送の方法 

 （１）車 両 輸 送 

    原則として町の所有する車両等を使用し、被害の規模・被害の状況及び距離等により、町の所

有する車両のみでは輸送が困難な場合は、自衛隊や民間輸送業者の協力を得て輸送を行う。また、

災害時において公安委員会等が車両の通行禁止、又は、制限をした場合、町長は、江差警察署等

に対して、当該車両が緊急輸送車両であることの標章又は証明書の交付を申請するものとする。 

 （２）航空機輸送 

    地上輸送が不可能な事態が生じた場合又は急患輸送などの緊急輸送の必要が生じた場合は、北

海道の消防防災ヘリコプターの応援要請、自衛隊のヘリコプターの出動要請依頼を行うもとする。 

 （３）船 舶 輸 送 

    陸上輸送路が使用できない場合又は船舶による輸送が適切であると判断される場合、漁業協同

組合等の協力並びに漁船の借上げをするほか、災害の救助その他の公共の福祉を維持するため必

要があると認めるときは、江差海上保安署に輸送を要請する。 

 

 

 

第９節 食 糧 供 給 計 画 

 災害による被災者及び災害応急対策従事者等に対する食糧供給に関する計画は、次に定めるところに

よる。 

 

１．実施責任者 

（１）江 差 町 

    被災者及び災害応急対策従事者等に対し、食糧等の調達・配給及び給付対策を実施する。 
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 （２）北 海 道 

    必要に応じて、主要食糧の調達及び供給の決定と調整を図る。 

 （３）北海道農政事務所 

    農林水産省が調達及び供給した応急用食料等の供給状況に係る確認等を実施する。 

 

２．食糧の供給 

（１）江 差 町 

    町は、地域防災計画に従い、被災者及び災害応急対策従事者に対する食料の調達及び配給を直

接行うものとするが、町において調達が困難な場合、町長は、その確保について檜山振興局長を

通じて知事に要請する。 

 （２）北 海 道 

北海道知事は、町長から要請があったときは、食料を調達し町に供給するとともに、供給すべ

き食料が不足するときは、農林水産省に対し食料の調達を要請する。 

また、その事態に照らし緊急を要し、町からの要求を待ついとまがないと認められるときは、

要求を待たず食料を確保し輸送する。その際には、被災地域に過不足なく食料が供給されるよう

十分な配慮を行う。 

なお、米穀については、必要に応じ、「災害救助法及び国民保護法が発動された場合の特例」

により、農林水産省政策統括官と協議の上、政府米を応急用米穀として確保し、町に供給すると

ともに、その受領方法等について指示する。 

 （３）北海道農政事務所 

農林水産省が応急用食料の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、町と十分に連絡を

取りつつ被災地の食料配給状況を、調達・供給開始後はその到着状況等について確認する。 

 

３．食糧の供給対象者 

   食糧の供給対象者は、次のとおりとする。 

     ①避難場所に収容された者 

     ②住家が被害を受け炊事のできない者 

     ③旅行滞在者であって、滞在している施設が被災したため、前記①・②に該当することとな

った者 

     ④災害応急対策に従事している者 

 

４．炊 き 出 し 

   災害現地における被災者及び災害応急対策従事者に対する炊き出しは町長が行うほか、関係団体

やボランティア等に協力を要請するものとする。 
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第１０節 給 水 計 画 

災害発生に伴う水道施設の損壊により、生活用水が枯渇して飲料に適する水を得ることができない場

合における生活用水の供給及び給水施設等の応急復旧に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

   町は給水活動を迅速かつ円滑に実施するための応急給水体制を確立し、地域住民の生活用水及び

医療機関等の医療用水を確保するとともに、給水施設等の応急復旧を実施する。 

 （１）個人備蓄の推進 

    町は、飲料水等の生活用水を災害発生後３日分程度、あらかじめ個人で備蓄しておくよう日頃

から広報活動を通じて住民に周知しておくこととする。 

 （２）生活用水の確保 

    災害時の生活用水の水源として、震災対策用貯水施設と被災地付近の浄水場の貯留水を主体と

し、不足する場合は、井戸水・自然水（川・ため池等の水）・プール・受水槽・防火水槽等の水をろ

過・滅菌して供給するものとする。 

 （３）給水資機材の確保 

    災害時に使用できる応急給水資機材（ポリタンク等）の備蓄に努め、保有状況を常時把握し、

被災地給水人口に応じ給水車・散水車・消防タンク車及びろ過器等を所有する機関から調達して

給水に当たるものとする。 

 

２．給水の実施 

 （１）給水の方法 

   ①輸送による給水 

      被災地の近隣地域に適当な補給水源がある場合は、給水車（給水タンク車・散水車・消防水

槽車等）により取水し、被災地域内へ輸送のうえ住民に給水するものとする。この場合にお

いては、事前にタンク内の清掃・消毒を十分に行う。 

   ②浄水装置による給水 

      輸送等の方法による給水が困難であり、付近に利用可能な水源がある場合は、浄水装置等

により浄化し、飲料水として住民に供給するものとする。 

③家庭用井戸等による給水 

      被災地付近の家庭用井戸水について水質検査を行い、飲料水として適すると認められる場

合は、その付近の住民に飲料水として供給するものとする。なお、水質検査の結果、飲用不

適の場合は、消毒等により衛生上無害な水質にして供給する。 

 （２）応援の要請 

    町長は、自ら飲料水の供給を実施することが困難な場合は、近隣市町村又は北海道に対し飲料

水の供給又はこれに要する要員及び給水資機材の応援を要請するものとする。また、災害時の物

資供給に関する協定に基づき、物資の調達及び供給を要請するものとする。 
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第１１節 上下水道施設対策計画 

災害時の上下水道施設の応急復旧対策に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．上 水 道 

 （１）応 急 復 旧 

    大規模な災害により長期間断水となることは、住民の生活維持に重大な支障をきたすため、水

道管理者は、あらかじめ施設の応急復旧等を定めておくとともに、災害発生に際しては次の対策

を講じて速やかな応急復旧による水道水の供給に努める。 

   ①施設の点検・被害状況の把握及び復旧計画の策定を行う。 

   ②要員及び資機材等の確保など復旧体制を確立する。 

   ③被害の状況により他市町村への応援要請を行う。 

   ④住民に対する広報活動を行う。 

 （２）広 報 活 動 

    水道施設に被害を生じたときは、その被害状況及び復旧見込み等について広報を行い、住民の

不安解消を図るとともに、応急復旧までの措置について周知を図る。 

 

２．下 水 道 

 （１）応 急 復 旧 

    市街地での内水による浸水は、家屋等財産に損害を与えるばかりでなく、人命をも脅かすもの

であることから、下水道管理者は、あらかじめ施設の応急復旧等についての計画を定めておくと

ともに、災害発生に際しては次の対策を講じて速やかに応急復旧に努める。 

   ①施設の点検、被害状況の把握及び復旧計画の策定を行う。 

   ②要員及び資機材等の確保など復旧体制を確立する。 

   ③被害の状況により他市町村への応援要請を行う。 

   ④管渠・マンホール内部の土砂の浚渫、可搬式ポンプによる緊急送水、仮管渠の設置等により排

水機能の回復に努める。 

   ⑤処理場への流入水量の増大により、二次災害防止のためやむを得ずバイパス放流を行う等緊急

措置をとる場合は、速やかに関係機関へ連絡する。 

   ⑥住民に対する広報活動を行う。 

 （２）広 報 活 動 

    下水道施設に被害を生じたときは、その被害状況及び復旧見込み等について広報を行い、住民

の生活排水に関する不安解消に努める。 
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第１２節 衣料・生活必要物資供給計画 

災害時における被災者に対する被服・寝具・その他生活必需品の給与並びに物資の供給に関する計画

は、次に定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

 （１）江 差 町 

救助法が適用された場合の被災者に対する被服・寝具・その他生活必需物資の給与又は貸与は、

町長が実施する。なお、救助法が適用されない場合には、町長がその都度実施する。 

①物資の調達・輸送 

ア．地域内で調達できる生活必需品の調達先及び集積場所等の状況を把握しておくものとする。 

イ．地域内において調達が不能になったときは、道に協力を求めることができる。 

ウ．生活必需品を取り扱う小売店・卸売業者等と事前に連絡調整を図っておく等、迅速に調達が

できる方法を定めることとする。 

 （２）北 海 道 

知事は、災害時における災害救助物資について、町の要請に基づき斡旋及び調達を行うものと

する。なお、町における物資が不足し災害応急対策を的確に行うことが困難であると認められる

ときは、要求を待たずに物資を確保し輸送する。また、災害時に備え、生活必需品を取り扱う業

者等と迅速に調達できるよう事前に連絡調整を行う。 

町長に物資を配分速達するときは、配分計画表を作成し、この計画に基づいて給与又は貸与す

るよう指導する。 

① 要配慮者に配慮した物資の整備 

社会福祉施設に対し、要配慮者に配慮した物資の備蓄を促進するよう啓発を行う。 

ア．生活物資は、必需品を中心に品目を選定する。 

イ．被災施設への応援、地域での支援活動を考慮して確保する。 

 

２．給与又は貸与の対象者並びに物資の種類 

 （１）対 象 者 

   給与又は貸与の対象者は、概ね次のとおりとする。 

    ①住家が全壊・全焼・流失・半壊・半焼・埋没及び床上浸水の被害を受けた者 

    ②被服・寝具・その他生活必需品が損傷又は喪失し、日常生活を営むことが困難な者 

 （２）種   類 

   給与又は貸与する物資の種類は、概ね次のとおりとする。 

    ①寝具（毛布・布団等） 

    ②外衣（作業衣・洋服・子供服等） 

    ③肌着 

    ④身の回り品（タオル・手拭・靴下等） 

    ⑤炊事用具（鍋・炊飯器・包丁・ガス器具等） 

    ⑥食器（茶碗・皿・箸等） 

    ⑦日用品（石鹸・ちり紙・歯ブラシ・歯磨等） 

    ⑧光熱材料（マッチ・ロウソク・灯油等） 

    ⑨その他日常生活に欠くことができないと認められるもの 
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３．実施の方法 

 （１）物資の調達及び配分 

    町長は、災害により日常生活に必要な衣料・生活必需品を失った者に対し、世帯構成員別被害

状況等の調査に基づき、一時的に急場をしのぐ程度の衣料・生活必需品等を給与又は貸与するも

のとし、町内の各衣料品店及び日用品店を調達先とし物資の配分を行う。なお、町内で必要数量

を確保することが困難な場合は、檜山振興局に協力を要請する。 

知事は、町長等の要請に基づき必要物資の斡旋・調達を行うもので、災害の態様・交通の状況等

により種々であるが主要経済都市を中心として行うものとし、災害の規模により必要がある場合

は道外調達の方途を講ずるものとする。 

 （２）要配慮者への配慮 

    生活必需品の供給に際しては、紙おむつ・介護用品・スプーン・哺乳ビン等の確保に努め、要配

慮者に優先的に配分するなどの配慮をする。 

 （３）給与又は貸与台帳 

    救援物資の給与又は貸与にあたっては、次の簿冊を備え、その経過を明らかにして処理するも

のとする。 

   ①世帯構成員別被害状況    （様式１） 

   ②物資購入（配分）計画表   （様式２） 

   ③物資受払簿         （様式３） 

   ④物資給与及び受領簿     （様式４） 

 

４．日本赤十字社北海道支部における災害救助物資の備蓄 

  （１）被災者の救助用物資として備蓄しているものは次のとおりである。 

①毛布 

②救急セット 

③拠点用日用品セット 

④安眠セット 

  （２）救助物資の緊急輸送を円滑に行うために別に定める「赤十字災害救助物資備蓄（配分）要綱」

及び「拠点における赤十字災害救援物資備蓄（配分）」によりあらかじめ地区に備蓄するものと

する。 

 

様式１                             世帯構成員別被害状況 

平成  年  月  日 

 世帯構成別 

 

 

 

 

被害別 

１

人

世

帯

２

人

世

帯

３

人

世

帯

４

人

世

帯

５

人

世

帯

６

人

世

帯

７

人

世

帯

８

人

世

帯

９

人

世

帯

１
０
人
以
上
世
帯

計 

小

学

生

中

学

生

全 壊 （ 焼 ）              

流 失              

半 壊 （ 焼 ）              

床 上 浸 水              
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様式２ 

物資購入（配分）計画表 

世帯区分 
１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 

計 備考
（基準額）円 （基準額）円 （基準額）円 

品 

 

名 

単 

 

価 

数 

 

量 

世

帯

数 

所

要

数

金 

 

額 

数 

 

量 

世

帯

数

所

要

数

金

 

額

数

 

量

世

帯

数

所

要

数

金

 

額

数 

 

量 

世

帯

数 

所

要

数 

金

 

額

 

                   

計                   

 

 

様式３ 

物資受払簿 

品 目  

年月日 摘 要 受 払 残 備 考 

      

計 
道調達分     

町調達分     

 

 

様式４ 

物資給与及び受領簿 

住家被害程度区分  
給与の基礎となった 

世帯構成員 
 

災害救助用物資として、下記内訳のとおり受領しました。 

 平成  年  月  日 

                             住所 

                             世帯   氏名       印 

 

給与年月日 品  名 数 量 備考  給与年月日 品  名 数 量 備 考 
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第１３節 電力施設災害応急計画 

 災害時の電力供給のための応急対策に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

   電力施設の応急復旧対策は、北海道電力株式会社が実施する。 

 

２．応 急 対 策 

 （１）活 動 態 勢 

    発令基準に従い警戒態勢・非常態勢を発令し、態勢を整備する。 

 （２）情 報 収 集 

所定の系統に従い、社内外の情報を収集し、復旧対策を樹立するとともに、停電・復旧見込み

などの状況について、町及び北海道に連絡する。 

 （３）通 信 確 保 

本・支店重要発電所相互間の主要通信回線に対しては、迂回ルート構成を考慮するとともに、

通信機器用予備電源の正常運転に十分な注意を払い通信の確保を図る。なお、災害地域の現業機

関には、臨時電話の仮設などを考慮する。 

 （４）広   報 

    災害による停電及び使用制限に当たっては、災害概況・復旧見込を直接又は報道機関を通じて

速やかに需要家に周知する。 

 （５）要員の確保 

    各支部は被害の状況により、支部管内の社外の応援を求め、なおかつ対処できないときは、本

部に対して融通動員を要請する。 

 （６）資材等の調達 

    社内で調達し、なおかつ不足するときは、関連工事会社及び電力各社からの融通等により調達

を図る。なお、必要により指定地方行政機関・地方公共団体等に対し、労務施設・設備又は物資の

確保について応援を求める。 

 （７）応 急 公 示 

    災害時において、復旧順位・難易及び人員、資材の動員等を考慮して応急工事を行い、極力送

電の確保に努める。 
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第１４節 石油類燃料供給計画 

災害時の石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給については、本計画の定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

町長は、町が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。また、災害

対策上重要な施設・避難所・医療機関及び社会福祉施設における暖房用燃料の確保に努めるもの

とする。 

ア．地域内で調達できる石油類燃料の調達先及び集積場所等の状況を把握しておくものとする。 

イ．地域の卸売組合・協同組合・主要業者と事前に協定を締結しておく等、石油類燃料を迅速に調

達できる方法を定めることとする。 

ウ．地域内において調達が不能になったときは、北海道に協力を求めることができる。 

エ．ＬＰＧについては、北海道エルピーガス災害対策協議会と迅速に調達できるよう連絡調整を

行う。 

 

２．石油類燃料の確保 

災害応急対策実施責任者は、石油類燃料の確保を図るものとし、卸売組合・協同組合・主要業者

に対し協力を要請し又は斡旋を求めるものとする。また、函館地方石油業協同組合との「災害時

における石油類燃料の供給等に関する協定」により、要請することができる。 

 

 

 

第１５節 医 療 救 護 計 画 

災害のため、医療機関の機能が停止し、又は著しく不足し、若しくは医療機関が混乱した場合におけ

る医療救護の実施に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．基 本 方 針 

 （１）医療救護活動は、原則として町又は道が設置する救護所において、救護班により実施するが、災

害急性期においては、必要に応じて災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び災害派遣精神医療チー

ム（ＤＰＡＴ）を被災地に派遣する。 

 （２）救護班は、医師・薬剤師・看護師・その他の要員により組織し、その編成は災害の状況に応じたもの

とする。 

 

２．実施責任者 

災害発生時において、医療の方途を失った者に対する応急的医療救護及び助産の救護は、町長が

行う。また、救助法が適用された場合による救助は知事が行い、町長はこれを補助する。ただし、

救助法第３０条第１項の規定により、必要により委任される救助については町長が行う。 

医療救護活動は、原則として道又は町が設置する救護所において医療班により実施するが、災害

急性期においては、必要に応じて道に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を依頼する。 
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 （１）江 差 町 

    ①町長は、災害の程度により医療救護活動を必要と認めたときは、自ら救護班を編成し、又は

北海道その他の関係機関に協力を依頼する。 

    ②町長は、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理を行うため、保健師等による保健指導

及び栄養指導を実施する。 

 （２）北 海 道 

    ①災害発生時に町等からの支援要請による救護班の派遣・受入等を円滑に実施するため、救護

班の派遣等についての調整を行う「救護班派遣等調整本部」を設置し、円滑な医療提供体制

の構築に努める。 

    ②災害救助法を適用した場合、又は町から医療救護に関する協力要請があった場合で医療救護

活動を必要と認めたときは、適時適切な場所に救護所を設置する。また、避難所の設置が長

期間に渡る場合には、必要に応じて避難所に救護センターを併設する。 

    ③被災地等の医療機関の診療状況等の情報を北海道救急医療・広域災害情報システム等により

迅速に把握する。 

    ④道立医療機関の所属医師等により編成する救護班を派遣するとともに、必要に応じて災害拠

点病院及び協力機関等に救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を要請する。 

    ⑤必要に応じて精神科病院等に災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の編成に必要な医師・看

護師・臨床心理技術者等の派遣を要請するとともに、派遣に係る調整を行う。 

    ⑥被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理（こころのケアを含む）を行うため、医師・保

健師・管理栄養士等による保健指導及び栄養指導を実施する。また、被災したことによるこ

ころの健康のために、「災害時こころのケア活動ハンドブック」を関係機関に配布し、有効

な活用を図るとともに、支援者向けの研修会等を開催する。 

 （３）災害拠点病院 

    ①災害拠点病院は、道の要請に基づき救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣し、医

療救護活動を行う。 

    ②災害拠点病院は、被災患者を収容するとともに、医薬品・医療機材等の応急用資材の貸出等

により地域の医療機関を支援する。 

 

３．対象者及び対象者の把握 

 （１）対 象 者 

    ①医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療の途を失った者 

    ②災害により医療を必要とする者 

    ③災害発生の日前後７日以内の分娩者で、災害発生のため助産の途を失った者 

 （２）対象者の把握 

   救護を必要とする者の把握は、概ね次の方法による。 

    ①救護を必要とする者からの要請 

    ②地区責任者等からの通報 

    ③本部職員による現地調査 
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４．医療救護所の設置及び医療救護班の派遣要請 

（１）医療救護所の設置 

医療救護所は、医療救護を必要とする地域ごとに、応急医療・助産等を行うため、安全かつ適

応する学校その他公共施設を利用して設置することとし、当該地域の住民に周知するものとする。

なお、当該地域に適当な施設がない場合は、民家等を利用するものとする。 

 （２）医療救護班の派遣要請 

災害の規模により応急医療の必要があるときは、檜山医師会に対し、医療救護班の派遣要請を

行う。 

 

５．医療及び助産の実施 

医療及び助産等の救護を要する者の調査結果は、でき得る限り正確かつ迅速に本部に報告する

こととし、本部では直ちに救護に関し医師又は助産師の派遣、救護所の開設、患者の救急輸送、

収容、通信連絡の確保、医療資材の確保、手配等必要な措置を講ずる。 

 （１）医療救護班の編成 

    医師・看護師・助産師・その他補助員をもって編成する。 

 （２）医療及び助産業務 

    医療救護班等の業務内容は、次のとおりとする。 

     ①傷病者に対する応急措置 

     ②傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

     ③被災者の死亡の確認及び死体の検索 

     ④助産救護 

 （３）医療用資機材・医薬品等の調達 

    町は、必要な医療用資機材・医薬品等は、町内医療機関の備蓄医薬品や町内の取扱業者から調

達により確保するが、なお不足する場合は北海道又は関係機関に対し、斡旋及び提供を要請する。 

 （４）健康管理及び心のケア 

    医療救護所には、保健師を配置して保健指導に当たる。また、避難生活が長期化する場合は、

精神科医療機関の協力を得て、カウンセリングや心のケアを行い、被災者や避難行動要支援者の

精神的負担の軽減に努める。 

 （５）応 援 要 請 

    状況に応じ必要がある場合は、近隣の医療機関・医師会・歯科医師会等に対し協力を要請すると

ともに、さらに状況により北海道知事に対し救護班等の派遣を要請する。 

 

６．搬送体制の確保 

    収容医療機関及び後方医療機関への転送を要する重症患者等傷病者の搬送は、消防機関の救急

車両による。ただし、消防機関の救急車両が確保できないときは、道・市町村又は救護班が確保

した車両により搬送する。なお、道路の損壊等により搬送が困難な場合、又は緊急を要する場合

は、北海道知事・自衛隊にヘリコプターやドクターヘリ等による搬送を要請する。 

 

 

 

 



126 

 

７．臨時の医療施設に関する特例 

町は、著しく異常かつ激甚な非常災害により臨時の医療施設が著しく不足し、被災者に対して

医療を迅速に提供することが特に必要と認められるものとして、当該災害が政令で指定されたと

きは、臨時の医療施設の設置について、病床等に関する医療法の規定の適用除外措置があること

に留意する。 

 

 

 

第１６節 防 疫 計 画 

災害時における被災地の防疫に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

町は北海道知事の指示を従い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）に基づく、ねずみ族・昆虫等の駆除及び消毒等の措

置を実施する。また、避難所等において住民に対する保健指導等を実施する。 

   感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するため認めるときは、感染症法に基づく防疫措置を

実施し、町が実施する防疫に関する業務の指導・支援を行い、かつその総合調整を行う。 

 

２．防疫の実施組織 

 （１）検病調査班の編成 

    ①北海道知事は、検病調査等のため検病調査班を編成するものとする。 

    ②検病調査班は、医師１名・保健師（又は看護師）１名・その他職員１名をもって編成するものと

する。ただし、知事は調査班の稼働能力を考慮し、緊急度に応じて必要と認められるときは、

保健師（看護師）１名・その他１名等をもって編成する複数の班を医師が統括することができ

るものとする。 

 （２）防疫班の編成 

    町長は、被災地におけるねずみ族・昆虫等の駆除及び消毒等の防疫活動を、円滑かつ能率的に

実施するため、次の防疫班等を編成する。 

①防疫班（衛生技術者１名・班長・班員）を災害規模により編成する。 

②検病班（医師・保健師又は看護師１名）を災害規模により編成する。 

③検水班（班長・班員）を災害規模により編成する。 

 

３．防疫の措置 

   町長は、感染症予防上必要があると認められる場合、又は町における災害の規模・態様に応じ、

北海道知事の指示があったときは、感染症法に基づき次の措置を講ずる。 

①感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関する指示（感染症予防法第２７条第２項） 

   ②ねずみ族・昆虫等の駆除に関する指示（感染症予防法第２８条第２項） 

   ③物件に係る消毒等の措置に関する指示（感染症予防法第２９条第２項） 

   ④生活用水の供給に関する指示（感染症予防法第３１条第２項） 

   ⑤臨時予防接種に関する指示（予防接種法第６条第１項及び第９条） 

⑥公共の場所の清潔方法に関する指示 



127 

 

４．防疫の種別及び方法 

 （１）検病調査及び保健指導等 

    北海道の編成する検病調査班が実施する検病調査及び保健指導等の実施要領は、次のとおりで

ある。 

   ①検病調査は、滞水地域においては通常２日に１回以上、集団避難所においては北海道の検病調

査班と連携し、少なくとも１日１回以上行う。 

   ②町内の衛生組織、その他関係機関の協力を得て防疫情報の早期把握に努めること。 

   ③検病調査の結果、必要があるときは、当該者に対し医療機関受診指導等の保健指導を実施する。 

   ④北海道知事の指示により、感染症予防に必要なときは、対象者の範囲及び期日を指定して予防

接種を実施する。 

 （２）感染症の病原体に汚染された場所の消毒 

    町長は、感染症法第２７条第２項の規定に基づく北海道知事から消毒の指示があったときは、感

染症法施行規則第１４条及び平成１６年１月３０日付け健感発第０１３０００１号「感染症法に基づく消

毒・滅菌の手引きについて」の規定に基づき、薬剤の所要量を確保して速やかにこれを実施する。 

   １）飲 料 水 

      給水施設として井戸を使用している場合の井戸の消毒は、１０％次亜塩素酸ナトリウム溶

液をその水１㎥当たり２０cc 投入して十分攪拌した後約２時間放置し、給水栓においての残留

塩素を０．１～１㎎/㍑に保持する。ただし、給水する水が病原生物に著しく汚染されるおそれ

がある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含

むおそれがある場合は０．２～２㎎/㍑に保持する。 

      なお、水害等で汚水が直接入ったような場合又は病毒に汚染されたおそれが強いときは、

消毒のうえ井戸がえを施さないと使用させない。 

   ２）家 屋 内 

      汚染された台所・炊事場・食器戸棚などを中心に、クレゾール水などを用いて拭浄し、床下

には湿潤の程度に応じて石灰を散布する。 

   ３）便   所 

      便所は石灰酸水・クレゾール水又はフォルマリン水で拭浄するか散布する。便槽は、か性

石灰末・石灰乳又はクロール石灰水を十分攪拌させ、出来れば１週間以上放置したのち処理す

る。 

       か性石灰末・・・し尿貯留量の３０分の１以上 

       石灰乳、クロール石灰水・・・し尿貯留量の５分の１以上 

 （３）ねずみ族・昆虫等の駆除 

    町長は、感染症法第２８条第２項の規定に基づく北海道知事の指示があったときは、薬剤の所要

量を確保し、速やかにこれを実施する。 

 （４）生活用水の供給 

    町長は、感染症法第３１条第２項の規定に基づくよる北海道知事の指示があったときは、その期

間中継続して容器による搬送、ろ水機によるろ過給水等を実情に応じて実施する。この場合、特

に配水器具等の衛生的処理に留意する。 

    なお、供給量は一人１日当たり約２０㍑とすることが望ましい。 
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（５）患者に対する措置 

    町長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第１２条で定める

ところにより、感染症患者又は無症状病原体保有者が発生したときは、速やかに北海道知事に通

知し、感染症のまん延を防止するため入院する患者を、感染症指定医療機関への患者の搬送に協

力するとともに、その指示に基づき患者の住家等の消毒を行う。 

   ①感染症指定医療機関 

      ２類感染症患者は第二種感染症指定医療機関である市立函館病院に、１類感染症患者は道

知事が指定する第一種感染症指定医療機関に入院させる。（法第２０条） 

   ②そ の 他 

      緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該患者が入院している病院又は診療所以外

の病院又は診療所であっても道知事が適当と認めるものに入院させることができる。（法第 

１９条・第２６条） 

 （６）避難所等の防疫指導 

   避難所等の応急施設については、次により防疫指導等を実施する。 

   ①検病・健康調査等 

      避難所等の管理者、町内の衛生管理組織等と連携し、避難者の健康状況を適宜把握すると

ともに、必要に応じて医療機関受診等の保健指導等を実施する。 

   ②消毒の実施 

      避難所等の清潔方法として、避難者に衣服等の日光消毒等を行うよう指導するとともに、

必要があるときは、消毒薬等による便所・炊事場・洗濯場の消毒のほか、消毒液等を適当な場

所に設置し、手洗いの励行などについて指導を徹底する。 

   ③集団給食 

      給食従事者は、原則として健康診断を終了した者をもってあて、できるだけ専従させる。

また、配膳時の衛生保持及び残廃物・塵芥等の衛生的処理についても指導を徹底する。 

   ④飲料水等の管理 

      飲料水については、水質検査及び消毒を実施するよう指導を徹底する。 

 

５．防疫活動に必要な資機材 

防疫活動を行うに当たり、町が保有する消毒器等の防疫用資機材が不足した場合は、必要に応

じて町内業者等から調達する。 

 

６．家 畜 防 疫 

 （１）実施責任者 

    被災地の家畜防疫は、北海道知事が行うものとする。 

 （２）実施の方法 

檜山家畜保健衛生所長は、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）に基づき、家畜防疫上

必要があると認めたときは、家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止のため、被災地域の立入

検査・消毒等、防疫体制の整備等を行う。 
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   ①家 畜 防 疫 

     ア．緊 急 防 疫 

         家畜伝染性疾病防疫上必要があると認めたときは、予防薬を緊急確保するとともに、

必要に応じて家畜伝染病予防法を適用して予防注射を行うほか、被災家畜所有者の自

主的接種を指導する。 

     イ．獣医薬品器材の確保 

         緊急防疫用獣医薬品器材の確保に努めるものとする。 

ウ．畜舎等の消毒及び有害昆虫の防除等 

         家畜の所有者及び関係団体等に対し、畜舎等の消毒の励行を指導するとともに、必

要と認める地域においては家畜伝染病予防法を適用して消毒又は有害昆虫の防除を

実施するもとする。 

     エ．家畜衛生車の被災地への派遣 

         災害発生時に家畜衛生車の出動を指示し、必要に応じ被災地に派遣し、防疫に当た

るものとする。 

 

 

 

第１７節 廃棄物処理等計画 

災害時における被災地のごみ収集処理、し尿の汲み取り、災害に伴い生じた廃棄物の処理処分及び死

亡獣畜の処理等（以下「廃棄物等の処理」という。）に関する計画は、次に定めるところによる。ただ

し、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等の除去については、「本章第２３節 障害物除去計画」に

よる。 

 

１．実施責任者 

被災地における廃棄物等の処理は町が実施するが、町のみでは実施することが困難な場合は、

近隣市町村及び北海道に応援を要請する。また、死亡獣畜の処理は所有者が行うものとするが、

所有者が不明であるとき又は所有者が処理することが困難なときは町が行う。 

   檜山振興局長は、町が行う被災地における廃棄物等の処理に関し、現地の状況に応じ指導・助言

を行うものとし、町長から廃棄物等の処理に関する応援要請があった場合は、速やかに必要な人

員の派遣・資機材のあっせん等所要の措置を講ずるものとする。 

 

２．廃棄物等の処理方法 

町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条の２第２項及び第

３項・第１２条第１項並びに第１２条の２第１項に規定する基準に従い所要の措置を講ずるものとする。 

なお、町長は基本法に基づき環境大臣が「廃棄物処理特例地域」に指定した場合には、基本法

第８６条の５の規定に従い必要な措置を講ずるものとする。 

 （１）ごみの収集処理 

   ①被災地住民の協力を要請し、原則として町ごみ処理基本計画に基づく分別収集を行う。 

   ②収集の順序として、生ごみ類など感染症の源となるものから収集し、その他のごみは後で収集

する。 
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   ③収集に当たる車両は、町車両・委託業者の収集車及び借上車両とする。 

 （２）し尿の収集 

    許可業者の収集車及び借上車両により、損壊や溢水等の被害の大きいところから収集する。ま

た、福祉対策部は、必要に応じ仮設トイレを設置する。 

 （３）死亡獣畜の処理 

死亡獣畜の処理は、死亡獣畜取扱場（以下「取扱場」という。）において行うものとする。た

だし、取扱場のない場合又は運搬することが困難な場合は、檜山振興局保健環境部保健行政室の

指導を受け、次により処理することができるものとする。 

   ①環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して埋却及び焼却の方法で処理する。 

   ②移動できないもの及び獣蓄に伝染病が発生し死亡した場合については、檜山振興局保健環境部

保健行政室の指導を受け臨機の措置を講ずるものとする。 

③前記①及び②により埋却する場合にあっては１ｍ以上覆土するものとする。 

 

 

 

第１８節 家庭動物対策計画 

災害時における被災地の家庭動物等の取扱いについては、本計画の定めるところによる。 

 

１．実施責任及び家庭動物の取扱い 

    町は、被災地における逸走犬等の管理を行うものとし、檜山振興局長は、町が行う被災地にお

ける家庭動物等の取扱に関し、現地の状況に応じ助言を行い、被災地の町長から逸走犬等の保護・

収容に関する応援要請があった場合は、速やかに必要な人員の派遣・資機材のあっせん等所要の

措置を講ずるものとする。 

①動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）及び北海道動

物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年北海道条例第３号、以下「条例」という。）に基づ

き、災害発生時においても動物の愛護及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

   ②災害発生時における動物の避難は、条例第６条第１項第４号の規定により、動物の飼い主自己責

任において行うもとする。 

   ③災害発生時において、北海道及び町は関係団体の協力を得て、逸走犬等の保護・収容をするな

ど適切な措置を講ずるとともに、住民等に対して逸走犬等の収容について周知を図るものとす

る。 
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第１９節 文 教 対 策 計 画 

教育施設の被災、又は児童生徒の被災により、児童生徒等の安全の確保や、通常の教育を行えない場

合の応急対策及び文化財の保全については、次のとおり定めるものとする。 

 

１．学校管理者等 

 （１）防災上必要な体制の整備 

    災害発生時に迅速かつ適切な対策を実施するため、各学校では平素から災害に備えて教職員の

役割分担・相互の連携・時間外における教職員の参集等についての体制を整備する。 

 （２）児童生徒の安全確保 

   ①在校中の安全確保 

      在校中の児童生徒の安全を確保するため、防災上必要な安全教育を行うとともに、災害発

生時に迅速かつ適切な行動をとることができるよう防災訓練等の実施に努める。 

②登下校時の安全確保 

      登下校時の児童生徒の安全を確保するため、情報の収集や伝達の方法・児童生徒の誘導方

法・保護者との連携方法・緊急通学路の設定及びその他登下校時の危険を回避するための方

法について計画を立てるとともに、あらかじめ教職員・児童生徒・保護者及び関係機関に周知

徹底を図る。 

 （３）施設の整備 

    文教施設・設備を災害から防護するため、日常点検や定期的な安全点検を行い、危険箇所や要

補修箇所の早期発見と改善に努める。 

 

２．実施責任者 

町立小学校の応急教育並びに文教施設の応急復旧対策は、町長及び教育委員会が行う。ただし、

災害救助法が適用された場合は、児童生徒に対する教科書・文房具類の給与は、町が知事の委任に

より実施する。 

また、学校ごとの災害発生に伴う適切な措置は、各学校長が具体的な応急計画をたてて行うも

とする。 

 

３．応急教育対策 

 （１）休 校 措 置 

①登校前の場合 

      学校長は、学校施設等の被災その他の理由により校務等の運営上やむを得ないと認めると

きは、町教育委員会と協議し休校の措置をとる。休校措置を登校前に決定したときは、学校

長又は町教育委員会は、直ちにその旨を学校があらかじめ定めた連絡網等の伝達方法に従い、

各児童生徒に周知することとする。 

   ②授業開始後の場合 

      授業開始後において災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったときは、各学

校長は町教育委員会と協議し、必要に応じて休校措置をとることとする。授業等を中断し帰

宅させる場合は、注意事項を十分徹底させるとともに、低学年児童にあっては教員が地区別

に引率するなどの措置を講ずるものとする。 
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 （２）学校施設の確保 

    授業実施のため校舎等施設の確保は、災害の規模・被害の程度によって次の方法によるものと

する。 

   ①校舎の一部が利用できない場合 

      特別教室、屋内体育施設等を利用し、なお不足するときは２部授業等の方法をとる。 

   ②校舎の大部分または全部が使用不能となった場合 

      公共施設等、または最寄りの学校の校舎を利用するものとする。なお、施設の確保ができ

ない場合は、応急仮校舎・仮運動場の建設を検討するものとする。 

 （３）教育の要領 

    災害の状況に応じた特別教育計画をたてて、できるだけ授業の確保に努める。特に授業の実施

が不可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導し、学力の低下を防ぐように努める。

なお、特別教育計画による授業の実施にあたっては、次の点に留意するものとする。 

   ①教科書・学用品等の損失状況又は支給状況を考慮し、学習の内容・方法が児童生徒の過度の負担

にならないよう配慮する。 

   ②教育活動の場所が学校以外の施設を利用する場合は、授業の効率化、児童生徒の安全確保に留

意する。 

   ③通学路その他の被害状況に応じ、通学の安全について遺漏のないよう指導する。なお、集団登

下校の際には、保護者・地域住民・関係機関等の協力を得るようにする。 

   ④学校に避難所が開設された場合は、特に児童生徒の指導・管理に注意するとともに、避難収容

が授業の支障とならないよう留意する。 

   ⑤教育活動の実施に当たっては、被災による精神的打撃によって児童生徒に生じやすい心理的な

障害に十分配慮する。 

 （４）教職員の確保 

    教職員の被害状況を把握するとともに、北海道教育委員会と緊密な連絡をとり、公立学校が当

該学校だけで教育活動の実施が不可能なときは、管内教職員を動員配置するなど、教育に支障を

きたさないようにすることとする。 

 （５）授業料の減免等 

    北海道教育委員会は、高等学校の生徒の保護者が被害を受けた場合には、必要に応じ次の措置

を講ずるものとする。 

   ①保護者又は本人の申請に基づく授業料の減免 

   ②保護者又は本人の申請に基づく奨学金の貸与 

 （６）学校給食等の配置 

   ①施設の復旧 

      給食施設設備が被災したときは、できる限り給食の継続を図られるよう応急措置を講ずる。 

②原材料の確保 

      給食用物資が被災したときは、関係機関と協議して給食の確保に努めることとし、米穀・

小麦・脱脂粉乳及び牛乳については関係機関と連絡の上、直ちに緊急配送を行い応急調達に

努める。 

③衛 生 管 理 

      給食施設及び物資が被災した場合は、衛生管理に特に注意し、食中毒などの事故防止に万

全の対策を講ずる。 
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 （７）衛生管理対策 

    学校が被災者の収容施設として使用される場合は、次の点に留意のうえ衛生管理を行うものと

する。 

   ①校舎内、特に水飲み場・炊事場・便所は常に清潔にして消毒に万全を期すること。 

   ②校舎の一部に被災者を収容して授業を継続する場合は、収容場所との間をできるだけ隔絶する

こと。 

③収容施設としての使用が終わったときは、校舎全体の清掃及び消毒を行うとともに便槽の汲み

取りを実施すること。 

   ④必要に応じて児童生徒の健康診断を実施すること。 

 （８）教科書・学用品の調達及び支給 

   ①調達の方法 

      教科書の調達は、学校別・学年別・使用教科書ごとにその数量を調査し、北海道教育委員会

に報告するとともに、道教委の指示に基づいて教科書取扱店等から供給を受けるものとする。

また、町内の他学校に対し、使用済教科書の供与を依頼するものとする。 

   ②支給の対象者 

      被害を受けた世帯の児童生徒で、教科書・学用品を滅失またはき損し、就学上支障のある

者に対して支給するものとする。 

   ③支給の方法 

    学校長と緊密な連絡をとり、学校長を通じて対象者に支給するものとする。 

④支 給 品 目 

     ア．教科書及び教材 

     イ．文房具 

     ウ．通学用品 

     エ．その他特に必要と認めたもの 

 （９）被災教職員・児童生徒の健康管理 

    災害の状況により、被災学校の教職員及び児童生徒に対し、必要に応じ感染症予防対策、予防

接種法（昭和２３年６月３０日法律第６８号）の規定による予防接種や、健康診断を実施するものと

する。 

 

４．文化財対策 

   災害が発生したときは、文化財（有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・伝統的建造物群）

の所有者及び管理者は、常に当該指定物件の保全保護に当たるものとする。また、搬出可能な文化

財については災害時にあたっての保安に努めるものとする。 
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第２０節 住 宅 対 策 計 画 

災害により住宅を失い、又は破損のため居住できなくなった世帯に対する応急仮設住宅の建設、住宅

の応急修理に関する計画は、次のとおりである。 

 

１．実施責任者 

   町長は、災害のため住宅に被害を受け、自己の資力により住宅の応急修理ができない被災者に対

して応急修理を実施するものとし、救助法が適用された場合は避難所の設置及び住宅の応急修理を

実施する。また、町長が応急仮設住宅を設置しようとする場合、事前に知事からの委任を受けて実

施することができる。 

 

２．実施の方法 

 （１）避難所の設置 

    町長は、災害により住家が被害を受けて居住の場所を失った者を収容保護するため、公共施設

等を利用し、避難所を開設するものとする。 

 （２）公営住宅等への入居斡旋等 

    町長は、災害により被災者の一時的な住居の安定を図るため、町営住宅等に空き家がある場合

には、被災者を町営住宅等へ入居させることができる。 

    また、町営住宅に空きがない場合は、知事（檜山振興局）に道営住宅の空き家への入居を依頼

するものとする。 

   ①入居対象者 

     ア．住家が全壊・全焼又は流失した者 

     イ．居住する住家がない者 

     ウ．自己の資力では住家を確保することができない者 

   ②入居手続き等 

      町営住宅又は道営住宅の入居に関しては、それぞれ江差町公営住宅の設置及び管理に関す

る条例（平成９年条例第１０号）又は、北海道住宅条例（平成９年条例第１１号）の規定による

ものとする。 

 （３）応急仮設住宅 

   ①入居対象者 

     原則として、次の条件に該当していなければならない。 

     ア．住家が全壊・全焼又は流失した者 

     イ．居住する住家がない者 

     ウ．自己の資力では住家を確保することができない経済的弱者であり、次のいずれかに該当

する者 

ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護者及び要保護者 

ｂ 特定の資産のない失業者・寡婦・母子家庭・高齢者・病弱者・身体障がい者・勤労者・

小企業者など 

② 入居者の選定 

入居者の選考は、民生委員の意見等を徴し、被災者の資力、その他生活条件を十分に調

査のうえ選定する。 
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③応急仮設住宅の建設 

    原則として北海道知事が行い、事前に北海道知事から委任を受けた場合は町長が行う。 

④応急仮設住宅の建設用地 

町及び道は、災害時に応急仮設住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設

可能戸数について、あらかじめ把握するものとする。 

   ⑤建設戸数 

     建設必要戸数を北海道知事に要請する。 

   ⑥規模・構造・存続期間及び費用 

     ア．標準規模と構造 

         一戸当たりの標準床面積は、平均２９．７平方メートルとする。構造は、原則として

軽量鉄骨組立方式による５連以下の連続建て若しくは共同建てとし、その仕様は「応

急仮設住宅仕様基準」のとおりとする。ただし、被害の程度その他必要と認めた場合

は、一戸建て又は木造住宅により実施する。 

     イ．存 続 期 間 

         応急仮設住宅完成の日から３月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて２年以内

とすることができる。ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため

の特別措置に関する法律に基づき、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅につい

ては、更に延長することができる。 

     ウ．費   用 

         費用は災害救助法及び関係法令に定めるところによる。 

⑦維 持 管 理 

     北海道知事が設置した場合、その維持管理は町長に委任される。 

⑧運 営 管 理 

応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止

するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるもとともに、女性

の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。ま

た、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。 

   ⑨平常時の規制の適用除外措置 

町及び北海道は、著しく異常かつ激甚な非常災害により避難所又は応急仮設住宅が著しく

不足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものとして当該

災害が政令で指定されたときは、避難所又は応急仮設住宅に関し、スプリンクラー等の消防

用設備等の設置義務に関する消防法第１７条の規定の適用の除外措置があることに留意する。 

 （４）住宅の応急修理 

    町長は、必要により災害によって住家が半壊又は半焼した被災者の一時的な居住の安定を図る

ため、住宅の応急修理を実施するものとする。 

   ①応急修理の対象者 

     ア．住宅が半壊又は半焼し、当面の日常生活を営むことができない者 

     イ．自らの資力では応急修理ができない者 

     ウ．その他町長が特に必要と認めた者 

   ②応急修理実施の方法 

     応急修理は、応急仮設住宅の建設に準じて行う。 
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   ③応急修理の範囲と費用 

     ア．応急修理は、居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分で必要最小限

とする。 

     イ．費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

 （５）災害公営住宅の整備 

   ①整 備 基 準 

      災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の各号のいずれかに該当する場

合に、滅失した住宅に居住していた低所得罹災世帯のため、国庫から補助（割当）を受けて

整備し入居させるものとする。 

     ア．地震・暴風雨・洪水・高潮・その他異常な自然現象による災害の場合 

        ａ 被災地全域の滅失戸数が５００戸以上のとき 

        ｂ １市町村の区域内の滅失戸数が２００戸以上のとき 

        ｃ 滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき 

     イ．火災による場合 

        ａ 被災地域の滅失戸数が２００戸以上のとき 

           ｂ 滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき 

②整備及び管理者 

    災害公営住宅は町が整備し管理するものとする。ただし、北海道知事が北海道において整

備する必要を認めたときは北海道が整備し、整備後は公営住宅法第４６条の規定による事業主

体の変更を行って町に譲渡し、管理は町が行うものとする。 

   ③整備管理等の基準 

     災害公営住宅の整備及びその管理は、概ね次の基準によるものとする。 

     ア．入居者の条件 

        ａ 当該災害発生の日から３年間は、当該災害により住宅を滅失した世帯であること。 

        ｂ 月収２１４，０００円以下（当該災害発生の日から３年を経過した後は１５８，０００円）

で、江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年条例第１０号）で定め

る金額を超えない世帯であること。 

        ｃ 現に同居し又は同居しようとする親族がある世帯であること。 

        ｄ 現に住宅に困窮していることが明らかな世帯であること。 

    イ．構   造 

        再度の被災を防止する構造とする。 

    ウ．整 備 年 度 

        原則として当該年度、やむを得ない場合は翌年度とする。 

    エ．国 庫 補 助 

        ａ 建設・買取りを行う場合は、当該公営住宅の建設、買取りに要する費用の２／３と

する。ただし、激甚災害の場合は３／４とする。 

        ｂ 借上げを行う場合、住宅共用部分工事費の２／５とする。 

 

３．資材の斡旋・調達 

   町長は、建築資材・暖房用燃料等の調達が困難な場合は、北海道に斡旋を依頼するものとする。 
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４．住宅の応急復旧活動 

   町は、必要に応じて住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続

できる住宅の応急修繕を推進するものとする。 

 

 

 

第２１節 被災宅地安全対策計画 

町において災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害により、宅地が大規模

かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士（以下「判定士」という。）を活用して、被災宅

地危険度判定（以下「危険度判定」という。）を実施することにより、被害の発生状況を迅速かつ的確

に把握し、二次災害を軽減・防止し住民生活の安全の確保を図るものとする。 

 

１．危険度判定実施の決定 

   町長は、災害の発生による宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を決定したとき

は、危険度判定実施本部を設置するとともに、北海道知事に対し支援を要請する。また、北海道知

事は、町長から支援要請を受けたときは、危険度判定支援本部を設置し、北海道被災宅地危険度判

定連絡協議会（以下「道協議会」という）等に対し、判定士の派遣等を依頼する。 

 

２．判定士の業務 

   判定士は、次に定めるところにより被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示する。 

   （１）「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査票に記入し判定を行う。 

   （２）宅地の被害程度に応じて、「危険宅地」「要注意宅地」「調査済宅地」の３区分に判定する。 

   （３）判定結果は、当該宅地の見やすい場所（擁壁・のり面等）に判定ステッカーにより表示する。 

【判定結果の表示法】 

区   分 表示方法 

危 険 宅 地 赤のステッカーを表示する 

要注意宅地 黄のステッカーを表示する 

調査済宅地 青のステッカーを表示する 

 

３．危険度判定実施本部の業務 

    「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」（以下「実施マニュアル」という。）に基づき、危

険度判定実施本部は次の業務を行う。 

 

   （１）宅地に係る被害情報の収集 

   （２）判定実施計画の作成 

   （３）判定士・判定調整員の受入れ及び組織編制 

   （４）判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応 

   （５）判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告 
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４．事 前 準 備 

    町は災害発生に備え、実施マニュアルに基づき道との連絡体制を整備するとともに、危険度判

定に使用する資機材の備蓄に努める。また、関係機関の協力を得て、被災宅地危険度判定実施要

綱（全国要綱）で定める土木・建築又は宅地開発の技術経験を有する者を対象とした、判定士の

養成・登録及び更新等に関する事務を行う。 

 

 

 

第２２節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画 

 災害により行方不明になった者の捜索及び遺体の収容・処理・埋葬は、本計画に定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

  災害により、行方不明者の捜索及び遺体の収容・処理・埋葬等は、警察署・消防機関・海上保安庁・

自衛隊、あるいは民間団体等関係機関の協力を得て、町長が実施するものとする。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は、北海道知事の委任を受けて町長が行うが、遺体の処理

のうち、洗浄等の処置及び検案については、北海道知事の委託を受けた日本赤十字社北海道支部が

行うものとする。 

 

２．行方不明者の捜索 

（１）対 象 者 

    災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の状況から既に死亡しているものと推定され

る者。 

 （２）実施の方法 

    町長は、災害の規模・実情等を勘案して捜索班を編成し、消防機関・警察署及び海上保安官その

他あらゆる関係団体の協力を得て、実情に応じた方法で行うものとする。なお、被災の状況によ

っては、地域住民の協力を得て実施する。 

 （３）応 援 要 請 

    町において被災し、行方不明者が流出等により他市町村に漂着していると考えられる場合は、

関係市町村に対し次の事項を明示して捜索を要請する。また、遺体が海上に漂流することが予想

される場合は、第一管区海上保安本部に捜索を要請する。 

   （１）行方不明者が漂着又は埋没していると思われる場所。 

   （２）行方不明者数及び氏名・性別・年齢・容貌・特徴・着衣等。 

 

３．遺体の処理 

 （１）対 象 者 

    災害の際に死亡した者で、災害による社会混乱のため遺族等が遺体の処理を行うことができな

い者とする。 
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 （２）処理の範囲 

   ①遺体の洗浄・縫合・消毒等の処置（日本赤十字社北海道支部） 

   ②遺体の一時保存（町） 

   ③検案（日本赤十字社北海道支部） 

   ④死体見分（警察官・海上保安官） 

 （３）処理の方法 

①遺体を発見したときは、速やかに警察官の見分及び日赤北海道支部の検案を受け、次により処

理する。 

    ア．身元が判明しており、かつ、遺族等の引取人がある場合は遺体を引き渡す。 

    イ．身元が判明しない場合、遺族等による身元確認が困難な場合、又は引取人がいない場合は

遺体の洗浄・縫合・消毒・検案及び一時的な保存をすると同時に、遺体の特徴の記録及び所

持品の保管を行う。 

   ②遺体は到着順に収容し、遺品等を整理して納棺のうえ、その性別・推定年齢・遺品等を記録し、

遺体収容所に安置する。 

   ③遺体収容所は、町内の寺院・公共施設等死体の収容に適当な場所とするが、適当な既存建物が

ない場合は、天幕等を設置して遺体の収容所とする。 

 

４．遺体の埋葬 

 （１）対 象 者 

    災害時の混乱の際に死亡した者で、災害のため親族が埋葬を行うことが困難な場合又は親族の

ない遺体とする。 

 （２）埋葬の方法 

   ①町長は、遺体を火葬又は土葬に付し、棺又は骨つぼ等埋葬に必要な物資の支給や、火葬又は納

骨等の役務の提供を原則とする。 

   ②事故による遺体は、警察署から引き継ぎを受けた後に火葬又は土葬に付することとする。 

   ③身元不明の遺体は、警察署その他の関係機関に連絡し調査するものとするが、調査機関が長期

にわたる場合は、行旅死亡人として取り扱い遺体を仮に埋葬（土葬）することとする。 

   ④埋葬の実施が町において実施できないときは、近隣市町村及び関係機関との協定による協力を

得て行う。 

 

５．費用及び期間 

   災害救助法の定めに準じて行うもとする。 

 

６．平常時の規制の適用除外措置 

町及び墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、公衆衛生上

の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるものとして、当該災害が政令で指定

されたときは、埋葬及び火葬に関する各種証明・許可証が同一の市町村で発行されない場合等に

対応し、厚生労働大臣が、その定める期間に限り、墓地・埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第

４８号）第５条及び第１４条に規定する手続の特例を定めることができることに留意する。 
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第２３節 障害物除去計画 

 水害・山崩れその他の災害によって、道路・住居又はその周辺に運ばれた土砂・樹木等で生活に著しい

障害を及ぼしているものを除去して、住民の生活安定と交通を確保し、必要物資の輸送を円滑にし被災

者の保護を図る場合は、本計画の定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

 （１）道路・河川及び海岸に障害を及ぼしているものの除去 

    道路・河川及び海岸に障害を及ぼしているものの除去は、道路法・河川法及び海岸法に定めるそ

れぞれの管理者が行い、災害の規模及び障害の内容等により、各管理者は相互に協力し交通の確

保を図るものとし、その他の障害物の除去については町長が行う。ただし、住居又はその周辺に

ついて、災害救助法が適用された場合は、救助法第３０条第１項の規定により、北海道知事の委任

を受けて町長が行う。 

 （２）海上で障害を及ぼしているものの除去 

    海上で障害を及ぼしているものの除去は、「第７章第１節 海上災害対策計画」の定めるところ

による。 

 

２．障害物除去の対象 

   災害時における障害物の除去は、住民生活に著しい支障及び危険を与え、又は与えられると予想

される場合、並びにその他公共的立場から必要と認めたときに行うもので、次に掲げる場合に行う

ものとする。 

  （１）住民の生命財産等を保護するため、速やかに障害物の除去を必要とする場合 

  （２）障害物の除去が、交通の安全と輸送の確保に必要な場合 

  （３）河川における障害物の除去は、それによって河川の流れを良くし、溢水の防止と護岸等の決壊

を防止するため必要と認める場合 

  （４）その他公共的立場から除去を必要とする場合 

 

３．障害物除去の方法 

  （１）実施責任者は、自らの応急対策器具を用い、又は状況に応じ自衛隊及び民間土木業者の協力・

応援を得て、速やかに障害物の除去を行うもとする。 

  （２）障害物除去の方法は、原状回復ではなく応急的な除去に限るものとする。 

 

４．除去した障害物の集積場所 

   除去した障害物の集積は次の事項に留意して、それぞれの実施機関においてできる限り被災地周

辺の町有地・遊休地を利用して行うものとする。 

  （１）再び人命財産に被害を与えるおそれのない安全な場所であること。 

  （２）交通の障害にならない場所であること。 

  （３）盗難等の危険のない場所であること。 

 

５．放置車両の除去 

   放置車両の除去については、「本章第７節 交通応急対策計画」の定めるところによる。 
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第２４節 応急土木対策計画 

 災害時における公共土木施設及びその他土木施設（以下「土木施設」という。）の災害応急土木対策

は、本計画の定めるところによる。 

 

１．災害の原因及び被害種別 

 （１）災害の原因 

    ①暴風・竜巻・洪水・高潮・地震・その他の異常な自然現象 

②豪雨・豪雪・融雪・雪崩及び異常気象等による出水 

    ③津 波 

    ④山崩れ・崖崩れ・地すべり 

    ⑤土石流 

    ⑥落 雷 

    ⑦波 浪 

 （２）被 害 種 別 

    ①道路路体の地形地盤の変動及び崩壊 

    ②盛土及び切土法面の崩壊 

    ③道路上の崩土堆積 

    ④トンネル・橋梁及び道路と一体となって効用を全うする附属施設の被害 

    ⑤河岸・堤防・護岸・水制・床止め及びその他施設の被害 

    ⑥河川・砂防えん堤・漁港の埋塞 

    ⑦堤防・消波工・離岸堤・突堤及びその他海岸を防護する施設の被害 

    ⑧海岸線の侵食 

    ⑨砂防・地滑り及び急傾斜地の崩壊を防止する施設の被害 

    ⑩ダム・溜池等えん堤の流失及び決壊 

    ⑪ダム貯水池の流木等の堆積 

    ⑫下水道管渠の蛇行・閉塞・亀裂及び処理場施設の被害 

    ⑬岸壁・物揚場の決壊 

    ⑭航路・泊地の埋没 

 

２．実施責任者 

   災害時における土木施設の応急対策及び応急復旧等は、当該施設の管理者又はその他法令による

当該施設の管理者以外の者により実施するものとする。 

 

３．応急対策及び応急復旧対策 

   施設の管理者は、災害時における被害の発生を予防し、又は被害の拡大を防止するための施設の

応急措置及び応急復旧対策は、次に定めるところによるものとする。 

 （１）応急措置の準備 

   ①所管の施設につき、あらかじめ防災上必要な調査を実施し、応急措置及び応急復旧を実施する

ための資機材の備蓄及び調達方法等を定めておくものとする。 

   ②災害の発生が予想されるときは、逐次所管の施設を巡回監視し、周囲の状況及び推移等を判断

して、応急対策の万全を期するものとする。 
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 （２）応急措置の実施 

    所管の施設の防護のため、逐次補強等の防護措置を講ずるとともに、状況により自己の能力で

応急措置を実施することが困難と認められる場合、また、当該施設が災害を受けることにより被

害が拡大して、他の施設に重大な影響を与え、又は住民の民生の安定に重大な支障を与えること

が予想される場合は、応急公用負担等を実施し又は町・道・関係機関・自衛隊等の協力を求めるも

のとする。 

 （３）応 急 復 旧 

    災害が終局したときは、速やかに現地の状況に即した方法により（２）に定めるところに準じ、

応急復旧を実施するものとする。 

 

４．関係機関等の協力 

   関係機関等は、法令及び防災業務計画並びに本防災計画の定めるところにより、それぞれ必要な

応急措置を実施するとともに、当該施設の管理者が実施する応急措置等が、的確かつ円滑に実施さ

れるよう協力するものとする。また、公共土木施設の管理者は、地域の関係団体や企業と（協定を

結ぶなど）連携を図ることにより、管理者が実施する応急措置等が的確円滑に実施されるよう協力

体制の確立を図る。 

 

 

 

第２５節 応 急 飼 料 計 画 

災害に際し家畜飼料の応急対策については、本計画によるものとする。 

 

１．実施責任者 

   災害時おける家畜飼料の応急対策は、町長が実施するものとする。 

 

２．実施の方法 

   町長は、被災農家の家畜飼料等の確保ができないときは、応急飼料・転飼場所及び再播用飼料作

物種子の斡旋について、次の事項を明らかにして農協を通じ斡旋を要請するものとする。 

   また、町内において処理不可能なときは、文書をもって檜山振興局長を通じ北海道農政部長に応

急飼料の斡旋を要請することができるものとし、北海道は必要に応じ北海道農政事務所等に応急飼

料の斡旋を要請するものとする。 

 （１）飼   料（再播用飼料作物種子を含む） 

   ①家畜の種類及び頭羽数 

   ②飼料の種類及び数量（再播用種子については種類・品質・数量） 

   ③購入予算額 

④ 農家戸数等の参考となる事項 
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 （２）転   飼 

   ①家畜の種類及び頭数 

   ②転飼希望期間 

   ③管理方法（預託、附添等） 

   ④転飼予算額 

   ⑤農家戸数等の参考となる事項 

 

 

 

第２６節 労 務 供 給 計 画 

 町及び関係機関は、災害時における応急対策に必要なときは、次により一般労働者の供給を確保し、

災害対策の円滑な推進を図るものとする。 

 

１．実施責任者 

   町が実施する災害応急対策に必要な民間団体への協力要請及び労務者の雇用については、町長が

行う。 

 

２．民間団体へ協力要請 

 （１）動員の順序 

   災害時における労務要員の確保は、次の順序により行うものとする。 

   ①災害対策本部員又は消防団員 

   ②災害応急対策の協力団体員の動員要請 

   ③近隣者・民間活動団体に対する協力要請 

   ④労務者の雇い上げ 

 （２）動員の要請 

    災害対策本部の各部において奉仕団等の労力を必要とするときは、各部長は次の事項を明示し

て、経済対策部長に要請するものとする。要請を受けた同部長は、速やかに労務供給の全体を把

握し、民間団体等へ協力要請を行うものとする。 

   ①労務要員を必要とする理由 

   ②作業の内容 

   ③従事する場所 

   ④作業予定期間 

   ⑤所要人員数 

   ⑥集合場所 

   ⑦その他参考事項 

 （３）住民組織の要請先及び活動 

   ①住民組織の要請先 

     「第３章第１節 組織計画」の定めるところによる。 
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   ②住民組織の活動 

     住民組織の活動内容は次のとおりとし、作業の種別により適宜協力を求める。 

     ア．避難所における被災者の世話 

     イ．被災者への炊き出し 

     ウ．救援物資の仕分け、配送 

     エ．高齢者などの避難行動要支援者の介護や移送 

     オ．被災家屋の片付けの手伝い 

     カ．子供の世話や遊び相手 

     キ．被災者の親族等への安否情報の提供 

     ク．応急仮設住宅への引越しの手伝い 

     ケ．その他災害応急措置の応援 

 

３．労務者の確保 

   活動要員等の人員が不足し、又は特殊作業のため労働力が必要なときは、労務者を雇用するもの

とする。 

 （１）労務者雇用の範囲 

   ①被災者の避難誘導 

   ②医療及び助産のための移送 

   ③被災者の救出のため機械器具資材の操作又は後始末 

   ④救助物資の仕分け輸送及び配布 

   ⑤飲料水の供給及び機械器具の運搬・操作・洗浄用薬品の配布等 

   ⑥行方不明者の捜索及び処理 

 （２）労務者の雇用方法 

   ①町内建設業者に対し、労務者の供給を要請する。 

②新聞へのチラシ折込み及び広報車等による求人広告を行う。 

   ③労務者の求人申込みをしようとするときは、所轄の公共職業安定所長に対し、次の事項を明ら

かにし求人の申し込みをするものとする。 

     ア．職種別・所要労務者数 

     イ．期間及び賃金等の労働条件 

     ウ．作業場所及び作業内容 

     エ．宿泊施設等の状況 

     オ．その他必要な事項 

 

４．賃金及びその他の費用負担 

   ①労務者に対する費用は、その求人を行ったものが負担するものとする。 

   ②労務者に対する賃金は、町内における同種の業務及び同程度の技術について支払われる賃金水

準を上回るよう努めるものとする。 

③救助法が適用された場合は、救助法の定めるところによる。 
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第２７節 ヘリコプター活用計画 

災害時におけるヘリコプター等の要請・活用に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．基 本 指 針 

   町内において大規模な災害が発生し、迅速・的確な救急・救助活動やヘリコプター等を活用した災

害応急対策を実施するため、各機関が保有する広域的かつ機動的に活動できるヘリコプター等の応

援を要請してを活用を図るものとする。 

 

２．実 施 方 法 

 （１）要請の要件 

    町長は、町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、次の各号のいずれかに該当

する場合は、北海道知事に対して消防防災ヘリコプターの応援を要請することができる。 

   ①町の消防力等によっては災害応急対策が著しく困難な場合 

   ②災害が隣接する町に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

   ③その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合 

 （２）要請の方法 

    応援要請は、北海道（総務部危機対策局危機対策課防災航空室）に対し、電話により次に掲げ

る事項を明らかにして行うとともに、速やかにファクシミリにより「北海道消防防災ヘリコプタ

ー緊急運行伝達票」を提出する。 

   ①災害の種類 

   ②災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

   ③災害現場の気象状況 

   ④災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場への連絡方法 

   ⑤消防防災ヘリコプターが離着陸する所在地及び地上支援体制 

   ⑥応援に要する資機材の品目及び数量 

   ⑦その他必要な事項 

 （３）要 請 先 

 

３．ヘリコプター等の活動内容 

次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分に活用することができ、その他必要性が認めら

れる場合に運航する。 

 （１）災害応援対策活動 

①被災状況調査などの情報収集活動 

②救援物資・人員・資機材等の搬送 

 （２）救急・救助活動 

①傷病者・医師等の搬送 

②被災者の救助・救出 

名    称 電話番号 ＦＡＸ番号 道防災行政無線 

北海道総務部危機対策局 
危機対策課防災航空室 

０１１-７８２-３２３３ ０１１-７８２-３２３４ ６-２１０-３９-８９７、８９８



146 

 

 （３）火災防御活動 

①空中消火 

②消火資機材・人員等の搬送 

 （４）そ の 他 

①ヘリコプター等の活用が有効と認める場合 

 

４．ヘリコプター等保有機関の活動体制 

大規模災害が発生した際には、全国各地から消防機関をはじめ、自衛隊・海上保安庁・警察・北海

道・開発局などから多数のヘリコプター等の航空機が被災地に派遣され、様々な災害対策活動が行

われることとなる。このため、「北海道ヘリコプター等運用調整会議」において、ヘリコプター等

を保有する防災関係機関の相互連携を図り、安全かつ効果的な災害応急対策等の活動を行うもの

とする。 

 （１）北 海 道 

北海道災害対策本部等の指示、又は市町村の要請により、災害応急対策等の活動を行う。災害

が大規模で、所管ヘリコプターで対応できない場合には、自衛隊への災害派遣や「本章第２９節 広

域応援計画」の定めるところにより、都道府県及び他の市町村へのヘリコプターの応援要請など

を行う。 

 （２）北海道開発局・北海道警察・第一管区海上保安本部 

所管に係る災害応急対策等を実施するとともに、それらの活動で収集した情報を必要に応じ、

関係対策本部等に提供する。また、災害対策合同本部等の要請により、対策機関の実施する災害

応急対策等を支援する。 

 （３）自 衛 隊 

北海道知事の災害派遣要請に基づき、災害応急対策等を実施する。 

 

５．支 援 体 制 

町長は、ヘリコプター等の災害応急活動の円滑な対応のため、受入体制等の確保を整えるとと

もに、活動に係る安全対策等を講じるものとする。 

 （１）離 着 陸 場 

    安全対策等の措置が常時なされている場所、又は災害発生時において迅速に措置できる離着陸

場を確保する。災害の状況により離着陸場候補地を利用することとなるが、ほとんどが避難所と

なっているため、離着陸に際しては避難住民の安全に特に留意する。 

 

    【ヘリコプター離発着場及び可能地（ドクターヘリランデブーポイントと同様）】 

 

 

 

 

 

 

  

 

場  所 住  所 面  積 場  所 住  所 面  積 

江差町運動公園 砂 川 縦９０ｍ×横１５０ｍ まなびっくグランド 南が丘 縦６０ｍ×横７０ｍ 

南が丘小学校グランド 南浜町 縦１１５ｍ×横６０ｍ 江差港マリーナ駐車場 姥神町 縦４２ｍ×横６５ｍ 

松の岱グランド 緑 丘 縦７５ｍ×横７０ｍ 旧江差南高等学校グランド 豊川町 縦９５ｍ×横１２５ｍ 

江差港南埠頭 姥神町 縦１８０ｍ×横５０ｍ 高等看護学院グランド 伏木戸町 縦４８ｍ×横５５ｍ 

江差港北埠頭 中歌町 縦９７ｍ×横５４ｍ 柳崎児童館横空地 柳崎町 縦４０ｍ×横５０ｍ 

江差北中学校グランド 水堀町 縦７８ｍ×横１２５ｍ 旧えさし荘跡地 水堀町 縦４０ｍ×横７３ｍ 

旧朝日小中学校グランド 朝日町 縦４５ｍ×横９５ｍ    
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（２）安 全 対 策 

   ①地 上 支 援 

      離着陸の安全確保のため、支障が生じないための必要な措置として、地上支援要員や駐機

スペースの確保を図る。 

②受け入れ体制 

     受け入れに当たっては、所要資機材・宿泊施設等の確保を図る。 

 

 

 

第２８節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

 天災・地変・その他の災害に際し、人命又は財産の保護のため必要がある場合の、自衛隊に対する自衛

隊法第８３条に基づく部隊等の災害派遣要請手続及び派遣活動等に関する計画は、次に定めるところに

よる。 

 

１．災害派遣要請基準 

   自衛隊の災害派遣要請は、人命又は財産の保護のため必要があると認められる場合に行うものと

し、その基準は概ね次のとおりとする。 

  （１）人命救助のための応援を必要とするとき。 

  （２）水害・高潮・津波等の災害又は災害の発生が予想され、緊急の措置に応援を必要とするとき。 

  （３）大規模な災害が発生し被害状況の把握が困難なとき、又は応急措置のための応援を必要とする

とき。 

  （４）救助救援物資の輸送のために応援を必要とするとき。 

  （５）主要道路の応急復旧に応援を必要とするとき。 

  （６）応急措置のための医療・防疫・給水及び通信支援などの応援を必要とするとき。 

 

２．災害派遣要請の要領等 

 （１）派遣要請手続 

   ①町長は、災害派遣を必要とする場合は、次の事項を明らかにした文書をもって檜山振興局長に

派遣要請を要求するものとする。この場合において、町長は、必要に応じてその旨及び当該町

の地域に係る災害の状況を要請先である指定部隊等の長に通知するものとする。ただし、緊急

を要する時は口頭又は電話により要求し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

     ア．災害の状況及び派遣を要求する事由 

     イ．派遣を必要とする期間 

     ウ．派遣を希望する区域及び活動内容 

     エ．派遣部隊が展開できる場所 

     オ．派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 

   ②町長は、人命の緊急救助に関し、檜山振興局長に要求するいとまがないとき、又は、通信の途

絶等により檜山振興局長と指定部隊との連絡が不能である場合等については、直接指定部隊等

の長に派遣要請することができる。ただし、この場合速やかに檜山振興局長に連絡し、上記①

の手続きを行うものとする。 
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 （２）派遣要請先 

   【派遣要請先】 

区分 担当部署 電話番号 

檜山振興局 地域創生部地域政策課（防災担当） ０１３９-５２-６４７０ 

自 衛 隊 陸上自衛隊第２８普通科連隊 ０１３８-２１-９１７１ 
    

【指定部隊等の長】 

隊名 指定部隊等の長 担当部課 所在地 電話 

陸 上 

自衛隊 

第１１旅団 

函館駐屯地司令 

（第２８普通科連隊長）

連 隊 

第３科 
函館市広野町６-１８ 

０１３８-５１-９１７１ 

内線２３５（当直３０２） 

FAX０１３８-５１-９１７１ 

海 上 

自衛隊 

大湊地方総監 
防衛部 

３ 室 
青森県むつ市大湊町４-１ 

０１７５-２４-１１１１ 

内線２２２４ 

函館基地隊司令 警備科 函館市大町１０-３ 
０１３８-２３-４２４１ 

FAX０１３８-２７-９８０６ 

航 空 

自衛隊 

北部航空方面隊司令官 防衛部 
青森県三沢市 

後久保１２５-７ 

０１７６-５３-４１２１ 

内線２３５３ 

第２航空団司令 防衛部 千歳市平和 
０１２３-２３-３１０１ 

内線２２３１ 

 

３．災害派遣部隊の受入れ体制 

   町長は、災害派遣部隊が円滑に活動できるよう町の担当者・連絡先を明確にするとともに、避難

支援など大部隊の派遣を受ける場合に備え、多数の車両・施設等が展開できる場所を予め定めてお

くものとし、災害派遣の通知を受けたときは次により措置する。 

 （１）受入れ準備の確立 

   ①宿泊所・資機材等の保管場所の準備 

      派遣部隊の宿泊所及び車両・器材等の保管場所の準備、その他受入れのために必要な措置

をとる。 

②連絡職員の氏名 

      派遣部隊及び檜山振興局との協議・決定・連絡のため、本部事務局防災対策班から連絡職員

を指名し、連絡にあたらせる。 

   ③作業計画の準備 

      受入れのため次の事項に関し計画を立てて、派遣部隊の活動が速やかに開始されるよう、

必要な措置及び準備をするものとする。 

      

ア．応援を求める作業の内容 

     イ．所要人員 

     ウ．器材等の確保 

     エ．派遣部隊の車両、器材等の保管場所等の準備 

     オ．派遣部隊の滞在場所・指揮所 

 （２）派遣部隊到着後の措置 

   ①派遣部隊との作業計画等の協議 

      派遣部隊が到着したときは、目的地に誘導するとともに、責任者と応援作業計画等につい

て協議し、調整のうえ必要な措置をとるものとする。 
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③ 檜山振興局長への報告 

      本部事務局防災対策班は、派遣部隊到着後及び必要に応じて、次の事項を檜山振興局長に

報告する。 

     ア．派遣部隊の長の報告 

     イ．隊員数 

     ウ．到着日時 

     エ．従事している作業内容及び進捗状況 

     オ．その他参考となる事項 

 

４．経費の負担 

  （１）次の経費は、町が負担するものとする。 

    ①資材費及び機器借上料 

    ②電話料及びその施設費 

    ③電気料 

    ④水道料 

    ⑤汲取料 

  （２）その他の必要経費については、自衛隊及び関係機関において協議のうえ定めるものとする。 

  （３）派遣部隊は、関係機関又は民間から宿泊・給食の施設・設備等の提供を受けた場合には、これを

利用することができる。 

 

５．派 遣 活 動 

  災害派遣地における自衛隊の支援活動は、次のとおりである。 

  （１）被害状況の把握 

  （２）避難の救助 

  （３）遭難者の捜索救助活動 

  （４）水防活動 

  （５）消防活動 

  （６）道路又は水路の啓開 

  （７）応急医療・救護及び防疫 

  （８）人員及び物資の緊急輸送 

  （９）炊飯及び給水 

  （１０）物資の無償貸付又は譲与 

  （１１）危険物の保安及び除去 

  （１２）その他 

 

６．自衛隊の自主派遣 

   自衛隊は、災害の発生が突発的でその救援が特に急を要し、檜山振興局長の要請を待ついとまが

ない場合は、次に掲げる基準により自主的に部隊等を派遣することができる。 

  （１）関係機関に対して災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認め

られること。 

 



150 

 

  （２）檜山振興局長が自衛隊の災害派遣を要請することができないと認められる場合に、直ちに救援

の措置をとる必要があると認められること。 

  （３）航空機事故の発生を探知した場合、又は近傍等での災害発生に際し、直ちに人命救助の措置を

とる必要があると認められること。 

  （４）その他特に緊急を要し、檜山振興局長からの要請を待ついとまがないと認められること。 

 

７．自衛隊との情報交換及び連携強化 

   町長は、災害時に自衛隊との相互連絡が迅速に行えるよう、あらかじめ要請（通報）手順・連絡

調整窓口・連絡方法を定めるなど、情報収集・連絡体制の確立に努めるものとする。また、災害時に

自衛隊の救援活動が適切かつ効率的に行われるよう、災害派遣を要請した指定部隊等の長と密接な

連絡調整を行うものとする。 

 

８．災害派遣時の権限 

   災害派遣時の自衛官は、自衛隊法及び基本法並びにこれに基づく政令・総理府令及び訓令の規定

により、要請により派遣された自衛隊は、警察官等職権を行う者がその場にいない場合に限り、次

の措置を行うことができる。なお、この場合は部隊等の指揮官の命令によるものとし、緊急を要し

指揮官の命令を待ついとまがない場合はこの限りでない。 

  （１）住民等の避難等の措置（自衛隊法第９４条第１項、警察官職務執行法第４条） 

  （２）他人の土地等への立入（自衛隊法第９４条第１項、警察官職務執行法第６条第１項） 

  （３）警戒区域の設定等（基本法第６３条第３項） 

  （４）他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等（基本法第６４条第８項） 

  （５）住民等への応急措置業務従事命令（基本法第６５条第３項） 

  （６）自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行確保のための車両等の移動措置命令等（基本法第７６条の３

第３項） 

 

９．撤 収 要 請 

   町長は、災害派遣要求の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったときは、速やかに文書

をもって檜山振興局長に対し、撤収に関する報告をするものとする。ただし、文書による報告が日

時を要するときは、口頭又は電話で報告しその後速やかに文書を提出するものとする。 

 

 

 

第２９節 広 域 応 援 計 画 

 大規模な災害が発生した場合に、町単独では十分な災害応急対策が実施できない場合において、災害

応急対策活動の万全を期すために、関係機関が相互に応援協力は本計画に定めるところによる。 

 なお、大規模災害が発生した際に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、災害の種

類や被災地域に応じた対応マニュアルを策定し、応援・受援体制の構築に努めるものとする。 

 また、災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、輸送拠点としての活用可能な民

間事業者施設の把握に努めるものとする。 
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１．応 援 活 動 

   （１）町長は、大規模災害等が発生し、町単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施で

きない場合は、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」のほか、あら

かじめ締結している相互応援協定等に基づき実施を図る。 

   （２）町長は、災害応急対策を実施するに当たり必要があると認めるときは、他の市町村長及び北

海道知事（檜山振興局長）に対し、応援を求めることができる。 

   （３）町は、他市町村との応援の円滑な実施を図るため、必要な情報等の相互交換を行うほか、予

め連絡担当部局を定めるなど、他市町村との応援の受け入れ体制を確立しておくものとする。 

 

２．応援の種類 

 （１）食料・飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及び斡旋 

（２）被災者等（避難住民並びに災害・武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の被災者をいう。

以下同じ。）の救出・医療及び防疫・施設の応急措置等に必要な資機材・物資の提供及び斡旋 

（３）避難・救援及び救出活動等に必要な車両等の提供及び斡旋 

（４）避難・救援・救護・救助活動及び応急措置等に必要な職員の派遣 

（５）被災者等の一時収容のための施設の提供及び斡旋 

（６）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 

３．応 援 要 請 

 （１）北海道知事に対する応援要請 

    町長は、大規模災害が発生し、町単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施するこ

とができない場合は、基本法第６８条の規定に基づき檜山振興局長に対し、次の事項を明らかに

して応援を要請することができる。 

   ①災害の状況 

   ②応援を必要とする理由 

   ③応援を希望する物資等の品名・数量 

   ④応援を必要とする場所・活動内容 

   ⑤その他必要な事項 

 （２）他の市町村長等に対する応援の要請等 

   ①町長は、本町の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要がある

と認めるときは、基本法第６７条の規定に基づき、他の市町村長等に対し応援を求めるものと

する。 

   ②町は、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」及び「北海道広域消防相

互応援協定」に基づき、災害発生時には速やかに応援要請するものとする。 

 （３）他の消防機関に対する応援の要請 

   ①檜山広域行政組合消防本部は、被災地域の消防機関単独では十分に被災者の救援等の災害応急

対策を実施できない場合は、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、他の消防機関に応援

を要請するものとともに、必要に応じ、町長を通じ北海道に対して広域航空消防応援（ヘリコ

プター）、他都府県の緊急消防援助隊による応援等を要請するよう依頼する。 

②他の消防機関等に対する応援が円滑に行なわれるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換

を行なうほか、他の消防機関等の応援の受入体制を確立しておく。 
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 ③大規模災害時における緊急消防援助隊の応援要請や受入れは、「緊急消防援助隊北海道隊応援

等実施計画」及び「緊急消防援助隊受援計画」に基づき、迅速かつ的確に対処する。 

 

４．応援受入体制の確立 

   町長は、他市町村等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換を行う

ほか、災害時に作業が効率的に行えるよう、作業内容・作業場所・宿泊施設その他必要な受入体制を

確立しておくものとする。 

 

５．応援体制の整備 

   消防機関は、緊急消防援助隊の充実強化と訓練を通じた人命救助活動等支援体制の整備に努める

ものとする。 

 

６．民間関係団体等に対する協力要請 

   町長は、災害予防及び災害応急対策活動について必要があると認めるときは、町内の民間関係団

体に対し、防災協定により協力を求めるものとする。 

 

７．防災協定の締結状況 
 

区
分 

団 体 名 連 絡 先 協定内容 

公
共
団
体
等 

北海道及び道内全市町村 
檜山振興局 

〔地域創生部地域政策課〕 
電話 ５２-６４７０ 

災害対策基本法第６７・６８条 

旧能登川町（滋賀県） 
東近江市 

電話 ０７４８-２４-１２３４ 
災害対策基本法第６７条 

大磯町（神奈川県） 
総務課 防災対策室 

電話 ０４６３-６１-４１００ 災害対策基本法第６７条 

北海道及び北海道財務局、北海
道市長会、北海道町村会 

（北海道町村会に委任） 

北海道町村会政務部主幹 
電話 ０１１-２４１-７１８２ 

災害対策基本法第７４条の３ 

陸上自衛隊第１１旅団第２８普
通科連隊 及び 上ノ国町、厚
沢部町、乙部町 

函館駐屯地第２８普通科連隊 
電話 ０１３８-５１-９１７１ 

平素、初動、災害応急対策にお
ける連携 

北海道及び北海道市長会、北海
道町村会 

 
 

災害対策基本法第６７・６８条 

民 
 

 
 

間 

江差建設協会 
会長〔田畑建設社長〕 

電話 ５２-０８５６／会社 
警戒区域巡視・簡易応急対策 

江差旅館組合 
会長〔ホテルニューえさし社長〕 

電話 ５２-３３１１／ホテル 
一時避難場所・物資集積場所等

日本郵便㈱江差郵便局 
江差郵便局長 

電話 ５２-１８００ 
広報活動・避難場所等 

（社）北海道エルピーガス協会
道南支部 

協会道南支部事務局 
電話 ０１３８-５１-３３２０ 

エルピーガスの供給 

北海道コカ・コーラボトリング
㈱ 

営業統括本部営業三部 
電話 ０１３８-４８-２６００ 

○電光掲示板による情報提供 
○災害対応型自動販売機内在

庫飲料の無償提供 

（一財）北海道電気保安協会 
江差出張所 

電話 ５２-２６９９ 
公共施設の電力復旧工事、応急
対策等 
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サントリーフーズ㈱ 
北海道支社企画部業務課長 

電話 ０１１-７４６-３７０１ 

○災害対応型自動販売機内在
庫飲料の無償提供 

・備蓄用飲料水（２ℓ×１２０本）
期限毎更新 

㈱三光電気商会 
代表取締役 

電話 ５２-０１３６ 
警戒巡視、応急対策、情報提供、
防災対策 

日糧製パン㈱ 
（北海道とで協定） 

北海道危機対策局危機対策課
危機調整グループ 

電話 ０１１-２０４-５０１４ 

物資の供給並びに調達支援等
（道経由協力要請） 

㈱トヨタレンタリース函館 
（北海道と道内会社間で協定） 

北海道危機対策局危機対策課
危機調整グループ 

電話 ０１１-２０４-５０１４ 

車両提供の協力（道経由協力要
請） 

阿弥陀寺、大円寺、観音寺、正
覚院、西別院、東別院、高岡葬
祭、法華寺 

 
避難所及び避難場所、遺体安置
所施設利用 

（一社）函館地区トラック協会 
協会業務担当 

電話 ０１３８-４９-１７７７ 
生活必需品、資機材等の輸送等

函館地方石油業協同組合 
（㈱三洋石油商会・前側石油㈱
江差支店） 

協同組合事務局長 
電話 ０１３８-２３-４４２６ 

緊急車両や避難所、医療施設等
の優先給油、施設開放等 

㈱セブン・イレブン・ジャパン 
函館地区ディストリクトマネ
ージャー 

電話 ０１１-２３１-００２７ 

食料品・飲料・日用品・その他指
定する物資の供給 

 

 

 

第３０節 職員応援派遣計画 

 大規模災害が発生した場合における、指定地方行政機関及び指定公共機関の職員の派遣要請、又は北

海道知事に対する派遣の斡旋要請に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．指定地方行政機関の長等に対する応援要請 

   町長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、基本法第２９条の規定に基づき、

指定地方行政機関及び指定公共機関の長に対し、職員の派遣を要請するものとする。また、基本法

第３０条の規定に基づき、北海道知事に対し指定地方行政機関及び指定公共機関の職員の派遣につ

いて斡旋を求めるものとする。 

 

 

２．要請手続等 

  （１）町長は、災害対策基本法施行令第１５条の規定により、指定地方行政機関の職員の派遣を要請し

ようとするときは、次の事項を明らかにした文書をもって行うものとする。 

    ①派遣を要請する理由 

    ②派遣を要請する職員の職種別人員数 

    ③派遣を必要とする期間 

    ④派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤ 前各号に掲げるもののほか職員の派遣について必要な事項 
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（２）町長は、災害対策基本法施行令第１６条の規定により、職員の派遣の斡旋を求めようとするとき

は、次の事項を明らかにした文書をもって行うものとする。なお、派遣斡旋は国の職員のみで

なく、地方自治法第２５２条の１７の規定に基づく地方公共団体職員の派遣の斡旋を求める場合に

ついても含むものである。 

    ①派遣の斡旋を求める理由 

②派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数 

③派遣を必要とする期間 

④派遣される職員の給与その他の 勤務条件 

⑤前各号に掲げるもののほか、職員の派遣の斡旋について必要な事項 

 

３．派遣職員の身分取扱い 

  （１）派遣職員の身分取扱いは、原則として職員派遣側（以下「派遣側」という。）及び職員派遣受入

側（以下「受入側」という。）の双方の身分を有するものとし、従って、双方の法令・条例及び

規則（以下「関係規定」という。）の適用があるものとする。ただし、この場合双方の関係規定

に矛盾が生じた場合には双方協議のうえ決定する。また、受入側はその派遣職員を定数外職員

とする。 

  （２）派遣職員の給与等の双方の負担区分は、指定地方行政機関及び指定公共機関の職員については、

基本法第３２条第２項及び同法施行令第１８条の規定により、また、地方公共団体の職員について

地方自治法第２５２条の１７の規定によるものとする。 

  （３）派遣職員の分限及び懲戒は、派遣側が行うものとする。ただし、地方自治法第２５２条の１７に規

定する地方公共団体相互間の派遣については、双方協議のうえ決定するものとする。 

  （４）派遣職員の服務は、派遣受入側の規程を適用するものとする。 

  （５）受入側は、派遣職員に対し災害派遣手当を支給することができる。 

 

４．受 入 体 制 

   「本章第２９節 広域応援計画」に準ずるものとする。 

 

 

 

第３１節 防災ボランティアとの連携計画 

 災害時における日本赤十字社北海道支部及び各種ボランティア団体等との連携に関する計画は、次に

定めるところによる。 

 

１．ボランティア団体等の協力 

   町長は、日本赤十字社北海道支部又は各種ボランティア団体からの協力の申し出等により、災害

応急対策の実施について労務の協力を受けるものとする。 
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２．ボランティアの受け入れ 

   町長はボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティア団体等の受

入れ・調整等その受入れ体制の確保に努める。また、ボランティアの受入れに当たって、高齢者介

護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、ボラ

ンティア活動が迅速・円滑に行われるよう社会福祉協議会等と連携し活動拠点を提供するなど、災

害ボランティアセンターの早期設置に努めるものとする。 

 （１）ボランティア団体等の受入窓口 

    ボランティア団体の受付窓口は、住民対策部が担当する。 

 （２）ボランティア団体等の登録 

    災害応急対策等に協力を期待できるボランティア団体等について、その名称・責任者・連絡先等

を明らかにするとともに、事前に了解を得ておくものとする。 

 （３）受入れ状況の把握 

   ボランティア団体等の受け入れの際には、次の事項を把握しておくものとする。 

    ①団体名・所属名・出身地名・連絡先等 

    ②責任者・リーダー名、滞在中の連絡先・連絡方法等 

    ③人数・性別・年齢等 

    ④専門分野・有資格者・支援内容・活動経験等 

    ⑤装備品・携行品等の内容・数量等 

    ⑥滞在可能（予定）期間 

    ⑦その他必要特記事項 

 （４）登録ボランティア証の交付 

    ①町外からのボランティアには、受付完了後ボランティア証を交付する。 

    ②ボランティア証は、活動に従事する間、携行するものとする。 

    ③記載事項 

      ア．顔写真（受付時撮影） 

      イ．氏名・性別・年齢・所属 

      ウ．現住所及び滞在中の連絡先、電話番号 

    ④ボランティア証は、活動が完了した時点で、返還するものとする。 

 

３．ボランティア団体等の活動 

   ボランティア団体等に依頼する主な活動内容は、次のとおりである。 

   （１）災害・安否・生活情報の収集・伝達 

   （２）炊き出し、その他災害救助活動 

   （３）高齢者・障がい者等の介護・看護補助 

   （４）清掃及び防疫 

   （５）災害応急対策物資・資材の輸送及び配分 

   （６）応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

   （７）被災建築物の応急危険度判定等の専門知識を活かした活動 

（８）災害応急対策事務の補助 

（９）救急・救助活動 

（１０）医療・救護活動 
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（１１）外国語通訳 

（１２）非常通信 

（１３）被災者の心のケア活動 

（１４）被災母子のケア活動 

（１５）被災動物の保護・救助活動 

（１６）ボランティア・コーディネート 

   （１７）その他災害応急対策事務の補助 

 

４．ボランティア活動の環境整備 

   町は、日本赤十字社北海道支部・社会福祉協議会及びボランティア団体等との連携を図り、災害

時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、ボランティア連絡部・防災ボランティア現地

対策本部を必要に応じて設置し、その活動を支援するとともに、災害時におけるボランティア活動

の調整を行う体制、ボランティア活動の拠点の確保等に努める。 

 （１）ボランティア活動の管理・統率 

   ①住民対策部は、各対策部と緊密に連絡をとり、あらかじめボランティアの支援による活動内容

の緊急度・優先度等について把握しておくものとする。 

   ②活動内容・場所・人数・期間・必要装備等に応じてボランティアの派遣先を決定・指示し、活動中

の食事・宿泊先の確保、活動地への誘導、連絡等を行うものとする。 

   ③派遣後は、その活動状況を把握し住民対策部へ報告するものとする。 

   ④活動が終了したときは、次の事項を明らかにした報告書を住民対策部へ提出するものとする。 

     ア．派遣先と活動内容 

     イ．活動人員と期間 

     ウ．活動の効果 

     エ．その他今後の参考となる事項 

 （２）ボランティア活動への支援 

   町長は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、次の事項を行うもとする。 

   ①活動拠点となる施設の提供 

   ②ボランティア保険の加入 

   ③公共施設の宿泊場所としての提供等 

   ④民宿等宿泊所の斡旋 

⑥ その他活動の環境整備で必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

第３２節 災害義援金募集（配分）計画 

 災害による被災者を援護するための災害義援金の受付け及び配分に関する計画は、次に定めるところ

による。 

 

１．義援金の受付（配分） 

   災害による被災者を救護するため、災害義援金の募集及び配分を必要とするときは、日本赤十字

社北海道支部及びその他協力団体により組織する北海道災害義援金募集委員会及び北海道災害義

援金配分委員会がこれに当たるものとする。 

 

２．運営方法等 

   運営方法等は、北海道災害義援金募集委員会会則及び北海道義援金配分委員会規則に定めるとお

りとする。 

 

 

 

第３３節 災害応急金融計画 

 災害による被害の応急復旧及び被災者の速やかな立ち直りを期すため、北海道地域防災計画における

第５章第３３節「災害応急金融計画」に基づく応急金融制度、及び「被災者生活再建支援法」に基づく支

援の活用を図るものとする。 

 

 

 

第３４節 災害救助法の適用と実施 

 救助法を適用し、同法に基づき実施する応急救助活動に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．実施責任者 

   救助法が適用された場合の救助活動は、北海道知事（檜山振興局長）が実施するものとし、町長

は知事の行う応急救助活動を補助するものとする。ただし、町長は北海道知事から救助の実施につ

いて、個別の災害ごとに救助に関する事務の一部を委任された場合は、自らの判断と責任において

救助を実施するものとする。 

 

２．救助法の適用基準 

   救助法による救助は、本町において次に掲げる程度の災害が発生した場合において、当該災害に

かかり現に救助を必要とする者に対して行うものとする。 
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【救助法の適用基準】 

適

用

基

準 

   被害区分 

 

町の人口 

江 差 町 

単独の場合 

相当広範な場合 

（全道２，５００世帯以上）
被害が全道にわたり、

１２，０００世帯以上の住家

が滅失した場合 住家滅失世帯数 住家滅失世帯数 

５，０００人以上 

１５，０００人未満 
４０ ２０ 

市町村の被害状況が特に

救助を必要とする状態に

あると認められたとき。

摘 

 

 

要 

１．住家被害の判定基準 

（１）滅失：全壊、全焼、流失 

     住家が全部倒壊・流失・埋没・焼失したもの又は損壊が甚だしく、補修により再使用する

ことが困難で、具体的には損壊・焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積

の７０％以上に達したもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める

損害割合で表し、５０％以上に達した程度のもの。 

（２）半壊・半焼：２世帯で滅失１世帯に換算 

     住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的に

は損壊部分の床面積がその住家の延床面積の２０％以上７０％未満のもの、又は住家の主要

な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、２０％以上５０％未満のも

の。 

（３）床上浸水：３世帯で滅失１世帯に換算 

     床上浸水・土砂の堆積により、一時的に居住することができない状態となったもの。 
 
２．世帯の判定 

（１）生計を一にしている実態の生活単位をいう。 

（２）会社又は学生の寮等は、各々が独立した生計を営んでいると認められる場合、個々の生活実

態に即し判断する。 

 

３．救助法の適用手続き 

  （１）町長は、町における災害が救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがある

場合は、直ちにその旨を檜山振興局長に報告しなければならない。なお、災害の事態が急迫し、

北海道知事による救助の実施を待ついとまがない場合は、町長は救助法の規定による救助を行

い、その状況を直ちに檜山振興局長に報告し、その後の処置について指揮を受けなければなら

ない。 

  （２）檜山振興局長は、町長からの報告又は要請があった時は、速やかに北海道知事に報告する。北

海道知事は、檜山振興局長からの報告に基づき、救助法を適用する必要があると認めたときは、

直ちに適用し、その旨告示を行うとともに、檜山振興局長を経由して町に通知するものとする。 

 

４．救助の実施と種類 

   北海道知事は、救助法適用市町村に対し、同法に基づき次に掲げるもののうち、必要と認める救

助を実施するものとする。 

   なお、町長が実施した方がより迅速に災害に対処できると判断される次に掲げる救助の実施につ

いて、町長へ個別の災害ごとに救助に関する事務を通知により委任する。 

   救助の種類については、以下に示すとおりとする。 
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【救助の種類及び実施機関等】 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 ７日以内 町 

応急仮設住宅の供与 

２０日以内に着工 
建設工事完了後３ヶ月以内 

※特定行政庁の許可を受け

て２年以内に延長可能 

対象者・対象箇所の選定は町、設置は北海道（委

任されたときは町） 

炊き出しその他による食

品の供与 
７日以内 町 

飲料水の供与 ７日以内 町 

被服・寝具・その他生活必

需品の供与又は貸与 
１０日以内 町 

医療 １４日以内 北海道・日赤道支部（委任されたときは町） 

助産 分娩の日から７日以内 北海道・日赤道支部（委任されたときは町） 

災害にかかった者の救出 ３日以内 町 

住宅の応急処理 １か月以内 町 

学用品の供与 
教科書等 １か月以内 

文房具等 １５日以内 
町 

埋葬 １０日以内 町 

遺体の捜索 １０日以内 町 

遺体の処理 １０日以内 町・日赤道支部 

障害物の除去 １０日以内 町 

（注）期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、厚生労働大臣の承認を得て実施期間  

    を延長することができる。 

 

５．救助に必要とする措置 

   北海道知事は、救助を行うため必要とする場合における関係者に対する従事命令・協力・命令・物

資の収容・立入検査等を、その緊急の限度においてそれぞれ救助法及び同施行令・規則並びに細則の

定めにより、公用令書その他所定の定めにより実施するものとし、同法第５条・第６条により行う指

定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が公用令書等によって行う職務について相互に協力し

なければならない。 

 

６．災害対策基本法と災害救助法との関連 

   災害対策基本法の定めるところによる災害について、救助法が適用された場合における救助事務

の取り扱いについては、救助法の適用時期等によりその責任を明らかにしなければならない。 
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第６章 地震・津波災害対策計画 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「基本法」という。）第４２条の規定に基

づき、江差町の地域における地震・津波災害の防災対策に関し、必要な体制を確立するとともに、防災

に関してとるべき措置を定めることにより、防災活動の総合的かつ計画的な推進を図り、もって町民の

生命・身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

 

 

第１節 江差町における地震・津波の想定 

 

１．地 震 想 定 

北海道地方の地震は、千島海溝や日本海溝から陸側へ潜り込むプレート境界付近や、アムール

プレートの衝突に伴って日本海東縁部付近で発生する海溝型地震と、その結果圧縮された陸域で

発生する内陸型地震に大きく二つに分けることができる。海溝型地震はプレート境界そのもので

発生するプレート間の大地震と、１９９３年釧路沖地震のようなプレート内部のやや深い地震からな

る。内陸型地震として想定しているものは、主に内陸に分布する活断層や地下に伏在していると

推定される断層による地震、過去に発生した内陸地震などである。 

既往の研究成果、特に海溝型地震と内陸活断層に関する最新の研究成果等から、北海道に被害

を及ぼすと考えられる地震を整理した。 

北海道での想定地震は「図１」及び「表１」となる。 

 （１）海溝型地震 

日本海の東縁部にもプレート境界があると考えられており、その境界には東西方向の圧縮力の

ために「歪み集中帯」と呼ばれる活断層・活褶曲帯が形成されている。ここでは、北海道南西沖・

積丹半島沖及び留萌沖の領域で歴史地震があり、逆断層型の地震が起きている。これらの領域と

サハリン西方沖の間の北海道北西沖は歴史的に大地震が知られていない領域である。なお、これ

らは太平洋側の海溝型地震に比べ発生間隔は長いと考えられている。北海道が示す想定のうち、

江差町に影響を与える可能性のある地震は以下のとおりである。 

ア．北海道南西沖（Ｔ７） 

北海道南西沖では、１９９３年に M７．８の地震が発生している。地震に由来する海底堆積

物の解析などから、地震は５００年～１４００年程度の間隔で発生すると想定されている。 

イ．積丹半島沖（Ｔ８） 

積丹半島沖では、１９４０年に M７．５の地震が起きている。地震に由来する海底堆積物の

解析などから、１４００年～３９００年程度の間隔で発生すると想定されている。北海道南西沖

及び積丹半島沖の地震は直近の発生からの経過時間が短いため、切迫性は小さいとみられ

ている。 
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 （２）内陸性地震 

道内の主要起震断層として地震調査研究推進本部が、評価を発表しているのは１１の活断層帯で、

M７．０以上のいずれも浅い（２０km 以浅）逆断層型の地震が想定される。北海道が示す想定のう

ち、江差町に重大な影響を与える可能性のある地震は以下のとおりである。 

ア．黒松内低地断層帯（Ｎ３） 

黒松内低地断層帯は、寿都町から黒松内町・長万部町にいたる西に傾く逆断層で、全体

として M７．３程度以上の地震が想定されている。３０年以内の地震発生確率は最大５％で、

この値は我が国の主な活断層の中では高いグループに属する。 

イ．函館平野西縁断層帯（Ｎ５） 

函館平野西縁断層帯は、七飯町西部から北斗市・函館湾にかけて分布する。西に傾く逆

断層と推定され、M７．０～７．５程度の地震が想定されている。３０年以内の地震発生確率は

最大１％で、この値は我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属する。 
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「表 1」 

地  震 断層モデル
※

 例（発生年） 位置 マグニチュード 長さ（km）

海溝型地震 

（千島海溝／日本海溝） 

Ｔ１ 三陸沖北部 地震本部／中防 １９６８年 既知 ８．０  --- 

Ｔ２ 十勝沖 地震本部／中防 ２００３年 既知 ８．１  --- 

Ｔ３ 根室沖 地震本部／中防 １８９４年 既知 ７．９  --- 

Ｔ４ 色丹島沖 地震本部／中防 １９６９年 既知 ７．８  --- 

Ｔ５ 択捉島沖 地震本部／中防 １９６３年 既知 ８．１  --- 

Ｔ６ ５００年間隔地震 地震本部／中防 未知 推定 ８．６  --- 

（千島海溝／日本海溝） 

Ｔ７ 北海道南西沖 --- １９９３年 既知 ７．８  --- 

Ｔ８ 積丹半島沖 --- １９４０年 既知 ７．８  --- 

Ｔ９ 留萌沖 --- １９４７年 既知 ７．５  --- 

Ｔ１０ 北海道北西沖 地震本部／中防 未知 推定 ７．８  --- 

（プレート内） 

Ｐ１ 釧路直下 --- １９９３年 既知 ７．５  --- 

Ｐ２ 厚岸直下 --- １９９３年型 推定 ７．２  --- 

Ｐ３ 日高西部 --- １９９３年型 推定 ７．２  --- 

内陸型地震 

（活断層帯） 

Ｎ１ 

 

 

石狩低地東縁主部 

主部北側 

主部南側 

地震本部  既知 ７．９  ６８ 

   ７．５  ４２ 

   ７．２  ２６ 

Ｎ２ サロベツ 地震本部  既知 ７．６  ４４ 

Ｎ３ 黒松内低地 地震本部  既知 ７．３  ３４ 

Ｎ４ 当別 地震本部  既知 ７．０  ２２ 

Ｎ５ 函館平野西縁 地震本部  既知 ７．０-７．５  ２５ 

Ｎ６ 増毛山地東縁 地震本部  既知 ７．８  ６４ 

Ｎ７ 

 

 

十勝平野 

主 部 

光地園 

地震本部  既知    

   ８．０  ８８ 

   ７．２  ２８ 

Ｎ８ 

 

 

富良野 

西 部 

東 部 

地震本部  既知   

   ７．２  ２８ 

   ７．２  ２８ 

Ｎ９ 標津 地震本部  既知 ７．７以上  ５６ 

Ｎ１０ 石狩低地東縁南部 地震本部  既知 ７．７以上  ５４以上 

Ｎ１１ 沼田－砂川付近 地震本部  既知 ７．５  ４０ 

（伏在断層） 

Ｆ１ 札幌市直下 札幌市 未知 推定 ６．７-７．５  --- 

（既往の内陸地震） 

Ｅ１ 弟子屈地域 --- １９３８年 推定 ６．５  --- 

Ｅ２ 浦河周辺 --- １９８２年 推定 ７．１  --- 

Ｅ３ 道北地域 --- １８７４年 推定 ６．５  --- 

（オホーツク海） 

Ａ１ 網走沖 --- 未知 推定 ７．８  ６０ 

Ａ２ 紋別沖(門別構造線) --- 未知 推定 ７．９  ７０ 

※
 断層モデルを公表している機関、地震本部：地震調査研究推進本部、中防：中央防災会議 
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 （３）そ の 他 

上記のほか、青森県西方沖・チリ沖などにおいて発生する地震・津波、また、火山活動に伴う地

震・津波に対しても注意を要する。なお、国（地震調査研究推進本部地震調査委員会）における、

道内の主要な活断層や海溝型地震の地震発生確率等の長期評価については、「表 2」のとおり。 

 

「表２」 

【活断層】 

主要断層帯名 
地震規模 

（マグニチュード） 
地震発生確率 平均活動 

間  隔 
最新活動 

時  期 ３０年以内 ５０年以内 １００年以内

函館平野西縁断層帯 
７．０～７．５ 

程度 
ほぼ０～１% ほぼ０～２% ほぼ０～３%

１３０００年～ 

１７０００年 
１４０００年前 

以後 

黒松内低地断層帯 ７．３程度以上 ２～５%以下 ３～９%以下
７～２０% 

以下 

３６００年～ 

５０００年程度以上 
約５９００年前 

～４９００年前

石狩低地東縁断層帯（主部） ７．９程度 ほぼ０% ほぼ０% 
ほぼ ０～ 

０．００２%

１０００年～ 

２０００年程度 

１７３９年前～ 

１８８５年

同      （南部） ７．７程度以上 ０．２%以下 ０．３%以下 ０．６%以下
１７０００年程度 

以上 
不明 

当別断層 ７．０程度 ほぼ０～２% ほぼ０～４% ほぼ０～８%
７５００年～ 

１５０００年程度 

約１１０００年前

～２２００年前

増毛山地東縁断層帯・沼田-

砂川付近の断層帯 

（増毛山地東縁断層帯） 
７．８程度 ０．６%以下 １%以下 ２%以下 ５０００年程度以上 不明 

   同 

（沼田-砂川付近の断層帯）
７．５程度 不明 不明 不明 不明 不明 

富良野断層帯（西部） ７．２程度 
ほぼ ０～ 

０．０３%

ほぼ ０～ 

０．０５%

ほぼ ０～ 

０．１%
４０００年程度 

２世紀～ 

１７３９年

同  （東部） ７．２程度 
ほぼ ０～ 

０．０１%

ほぼ ０～ 

０．０２%

ほぼ ０～ 

０．０５%

９０００年～ 

２２０００年程度 

約４３００年前 

～２４００年前

十勝平野断層帯  （主部） ８．０程度 
０．１～ 

０．２%

０．２～ 

０．３%

０．５～ 

０．６%

１７０００年～ 

２２０００年程度 
不明 

同  （光地園断層） ７．２程度 
０．１～ 

０．４%

０．２～ 

０．７%
０．５～１%

７０００年～ 

２１０００年程度 

約２１０００年前

以後に２回 

標津沖断層帯 ７．７程度以上 不明 不明 不明 不明 不明 

サロベツ断層帯 ７．６程度 ４%以下 ７%以下 １０%以下 
約４０００年～ 

８０００年 

約５１００年前 

以後 

（注）平成２８年１月１日現在 

 

【海溝型地震】 

主要断層帯名 
地震規模 

（マグニチュード） 
地震発生確率 平均活動 

間  隔 
最新活動 

時  期 １０年以内 ３０年以内 ５０年以内 

 

択捉島沖 ８．１前後 ２０%程度 ６０～７０% ９０%程度 ７２．２年 ５２．２年前 

色丹島沖 ７．８前後 １０～２０% ６０%程度 ８０～９０% ７２．２年 ４６．４年前 

根室沖 ７．９程度 連動

８．３

程度 

１０%程度 ５０%程度 ８０～９０% ７２．２年 ４２．５年前 

十勝沖 ８．１程度 
ほぼ ０～ 

０．００８%
２～６% ３０～４０% ７２．２年 １２．３年前 

 

東北地方太平洋沖型 Ｍｗ８．４～９．０ ほぼ０% ほぼ０% ほぼ０% ６００年程度 ４．８年前 

三陸沖から房総沖の

海溝寄り（津波地震） 

Ｍｔ８．６～９．０ 

前後 
９%程度 ３０%程度 ４０%程度 １０３年 － 

三陸沖北部 
８．０前後 

Ｍｔ８．２前後 
ほぼ０～２% ２～２０% ５０～６０% 約９７．０年 ４７．６年前 

宮城県沖 ７．４前後 不明 不明 不明 － － 

 

北海道北西沖の地震 ７．８程度 
０．００２～ 

０．０４%

０．００６～ 

０．１%

０．０１～ 

０．２%
３９００年程度 約２１００年前 

北海道西方沖の地震 ７．５前後 ほぼ０% ほぼ０% ほぼ０% 
１４００～３９００年 

程度 
７５．４年前 

北海道南西沖の地震 ７．８前後 ほぼ０% ほぼ０% ほぼ０% 
５００～１４００年 

程度 
２２．５年前 

青森県西方沖の地震 ７．７前後 ほぼ０% ほぼ０% ほぼ０% 
５００～１４００年 

程度 
３２．６年前 

（注）平成２８年１月１日現在 
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２．想定地震・津波 

   北海道では、平成５年の北海道南西沖地震や平成１５年の十勝沖地震をはじめ、度々、津波被害が 

発生しており、津波による多くの犠牲者と甚大な被害を被っている。 

 このため、津波による人的被害を最小限にくい止めるためには、的確・迅速な避難が最も重要と

なり、予想される地震による津波についてシミュレーションを行い、津波による浸水範囲を明らか

にするため、北海道沿岸の津波予測図の点検・見直しを検討し、北海道日本海沿岸（稚内市から松

前町の沿岸及び内陸市町村）において、最大クラスの津波が想定される浸水の区域及び水深を設定

した「津波浸水想定」が平成２９年２月に公表された。 

 

３．津波浸水想定 

   「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）第８条第１項

に基づいて設定され、最大クラスの津波が悪条件下において発生した場合に想定される、浸水の区

域（浸水域）と水深（浸水深）を設定するものである。 

 （１）江差町における浸水想定値 

     日本海沿岸の津波浸水想定は、最大マグニチュード７．９の地震を想定しており、数１００年～

１０００年に１回程度の頻度で発生する、甚大な被害を及ぼす規模の津波を想定している。なお、  

江差町の主な浸水想定値は次のとおりである。 
 

【江差町の主な浸水想定値】 

代 表 地 点 影響開始時間 第１波到達時間 津波水位 最大遡上高 

柳崎町（厚沢部川河口） ５分 ８分 １０．９ｍ １５．４６ｍ 

泊   町 ４分 ８分 １３．４ｍ １７．２５ｍ 

江 差 港 ３分 ７分  ６．２ｍ １２．１８ｍ 

五勝手漁港 ３分 ７分  ７．９ｍ １０．９９ｍ 

浸水想定面積：５２０ha 
 

      ■津波影響開始時間：海岸線において、初期水位から２０㎝の変化が生じるまでの時間（人命に
影響が出る、又は恐れのある水位の変化）。 

■津波第一波到達時間：海岸線において、第一波の津波水位が最大となるまでの時間 
      ■津波水位（津波高）：津波来襲時の海岸線での海面の高さで、標高で表示される。 
      ■最大遡上高：浸水域の外縁における地盤高のうち最大の高さで、標高で表示される。 
      ■浸水域（浸水想定面積）：海岸線から陸に津波が遡上することが想定される区域（面積）。 

 

４．対策の基本的な考え方 

   「津波浸水想定」では、津波の高さ・到達時間及び浸水域が大幅に拡大されたことから、町民の

生命を守ることを最優先とし、被害の最小化を主眼とする「減災」の考え方に基づき、ハザード

マップの整備や避難路の確保など、町民の避難を軸に対策を講ずるものとする。 
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第２節 災 害 予 防 計 画 

 地震・津波による災害の発生及び拡大を防止するため、町及び防災関係機関は「第４章 予防計画」の

定めるところにより、災害予防対策を積極的に推進するとともに、町民及び民間事業者は、平常時より

災害に対する備えを心がけるよう努めるものとする。 

 本節では、第４章に定めることのほか、特に地震津波災害対策において必要と思われる対策を示す。 

 

１．地震・津波に強いまちづくり推進計画 

   町及び防災関係機関は、建築物・土木構造物・通信施設・ライフライン施設・防災関連施設など構造

物・施設等の耐震性を確保するため、地盤状況の把握など地域の特性に配慮し、地震に強いまちづ

くりを推進するとともに、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるような

まちづくりを目指すものとする。 

 （１）地震に強いまちづくり 

   ①町及び防災関係機関は、避難路・避難地・防災活動拠点となる幹線道路、一時避難地としての公

園及び河川など骨格的な基盤施設の整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化、水面・緑地帯の計

画的確保など防災に配慮した地震に強いまちづくりを図る。 

   ②町及び防災関係機関並びに施設管理者は、ショッピングセンター等不特定多数の者が利用する

施設等の地震発生時における安全性の確保の重要性を考慮し、これらの施設における安全確保

対策及び発生時の応急体制の整備を強化する。 

   ③町は、防災拠点施設・備蓄倉庫・避難路・耐震性貯水槽・遠隔吹鳴システム等について、特に緊急

の防災関連施設として整備充実に努めるものとする。 

 （２）建築物の耐震・不燃化の推進 

①防災上重要な公共施設の整備 

      町は、地震による被害を最小限にとどめるため、役場をはじめ防災上重要な拠点施設、災

害時に甚大な人的被害のおそれのある建築物等について、耐震診断・耐震改修を促進する施

策を積極的に推進する。また、老朽化した社会資本について、その適切な維持管理に努める

ものとする。 

②一般建築物の耐震性の向上 

      町は、住宅をはじめとする建築物の耐震化の重要性を広く住民・事業所等に広報を行い、

町内の建築物の耐震性を高めるための相談・指導体制の整備を推進するとともに、建築基準

法等の遵守の指導等に努める。また、建築物における天井の脱落防止等の落下物対策、ブロ

ック塀の転落防止、エレベーターにおける閉じ込め防止対策など総合的な地震安全対策を推

進する。 

   ③文化財保護のための整備 

町は、文化財保護のための施設・設備の整備等の耐震対策に努めるものとする。 

 （３）道路の整備 

    震災時において道路は、人や物を輸送する交通機能のみならず、火災の延焼防止効果や避難及

び緊急物資の輸送ルートとしての機能も有している。このため、町及び防災関係機関は、市街地

では主要道路等の基幹的な交通施設等の整備に当たって、耐震性の強化や多重性・代替性を考慮

した耐震設計や道路のネットワーク化を推進するとともに、高齢者や障がい者等の避難行動要支
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援者に配慮し、道路のバリアフリー化を推進する。 

 また、郡部では避難場所に通ずる道路の確保に努めるものとするが、特に沿岸集落等では震災

時の孤立化を阻止するため、内陸地域へ通ずる道路の確保に努めるものとする。 

 （４）公園・緑地等の整備 

    災害時における避難地あるいは防火帯として、また、震災後の復旧拠点基地・救援基地の機能

を有する公園・緑地・グラウンド等の整備を推進するとともに、公共・公益施設や民間事業所での

植樹等による緑化推進を図り、延焼の防止を図るものとする。 

 （５）水道施設及び下水道等排水施設の整備 

    町は、老朽管の布設替えを推進するとともに、本町の地盤の状況等も考慮し、配水管の整備・

取り替え等、耐震強化対策を実施していくものとする。また、ライフライン事業者は、上下水道・

電気・ガス・電話等のライフライン施設及び灌漑用水・営農飲雑用水等のライフライン代替施設の

機能の確保を図るため、主要設備の耐震化・震災後の復旧体制の整備・資機材の備蓄等に努める。 

 （６）消防水利の確保 

    大規模地震では、水道施設の停止や水道管の破損等により、消火栓が使用不能となることが考

えられるため、耐震性防火水槽等の設置や海、河川等の自然水利を利用した多角的な方策による

消防水利の確保に努めるものとする。 

 （７）通信連絡体制の整備 

    町及び防災関係機関は、主要な通信施設等の整備に当たっては、災害対応に必要なネットワー

クの範囲を検討するとともに、設備の耐震性の確保や通信手段の多様化、多重化に努めるなどし

て、耐災害性の強化に努めるものとする。なお、震災時には、施設の被害又は町内外からの急激

な通話料の増大等により、電話による連絡に不備が生じることが予想されるので、次のような対

策の検討が必要である。 

   ア．各防災対策機関との連絡手段の複数ルートの確保 

   イ．停電時の非常用電源の確保 

   ウ．通信設備の耐震化・免震化の推進 

 （８）液状化対策等 

    町・防災関係機関及び公共施設等の管理者は、施設の設置に当たって、地盤改良等により液状

化の発生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策等を適

切に実施するほか、大規模開発に当たって十分な連絡・調整を図る。また、個人住宅等の小規模

建築物についても、液状化対策に有効な基礎構造等についてパンフレット等による普及を図る。 

 （９）危険物施設等の安全確保 

    町及び防災関係機関は、危険物施設等及び火災原因となるボイラー施設等の耐震性の確保及び

防災訓練の積極的な実施等を促進する。 

 （１０）災害応急対策等への備え 

    町及び防災関係機関は、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うために必要な備えを行うことと

する。また、町は、地震などが発生した場合に備え、災害応急対策活動拠点として、災害対策車

両やヘリコプターなどが十分活動できるグラウンド・公園などを確保し、周辺住民の理解を得る

など環境整備に努める。   
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 （１１）予防対策の推進 

町は、地震による災害発生の未然防止や被害の軽減を図る予防対策として、「第４章 予防計画」

の定めるところにより、各種予防対策の計画的な推進を図るものとする。 

①積雪時における地震の発生の場合、積雪による避難場所・避難道路等の確保に支障が生じるこ

とが懸念されるため、「第４章第４節 雪害予防計画」の定めるところにより、雪害対策等の推

進に努める。 

②地震に起因して発生する多発火災・大規模火災・危険物火災等を防止するため、地震時における

出火の未然防止・初期消火の徹底等の火災予防対策等については、「第４章第９節 消防計画」の

定めるところにより、予防対策等の推進に努める。 

③地震災害応急対策を円滑に実施するため、「第９章第１節 防災訓練計画」の定めるところによ

り、単独又は関係機関と緊密な連絡をとり各種の防災訓練を実施し、地震防災についての知識

及び技能の向上並びに防災意識の普及と向上に努める。 

④地震防災諸活動を円滑に行い、かつ地震防災の成果をあげることを目的として、「第１０章第１

節 防災思想普及・啓発計画」の定めるところにより、防災関係者及び町民に対して災害予防及

び応急対策等の防災知識の普及・啓発に努める。 

⑤地震発生時における要配慮者の安全の確保については、「第４章第１２節 避難行動要支援者対策

計画」の定めるところにより、予防対策等の推進に努める。 

⑥町民は、「本節８ 町民の心構え」の定めるところにより、「自らの身の安全は自らが守る」こと

が基本であるとの自覚をもち、平常時より地震災害に対する備えを心掛けるとともに、災害時

には自らの身の安全を守るよう行動することに努めるものとする。また、地震災害発生時には、

家庭又は職場において、個人又は共同で人命の安全を第一として混乱の防止に留意しつつ、災

害による被害を最小限に止めるための必要な措置をとるものとする。 

⑦地震災害発生の防止や災害発生時の被害の軽減を図るため、「自分達の地域は自分達で守る」

という精神のもとに、町民や事業所等が自主防災組織を結成・活動することが極めて重要であ

り、「第４章第１３節 自主防災組織の育成等に関する計画」の定めるところにより、その普及啓

発及び指導育成の推進に努める。 

 

 （１２）津波に強いまちづくり 

津波対策の対象地域は、原則として海岸区域の全域とし、その災害予防対策に関しては次のと

おりとする。 

ア．津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、やむを得ない場合を除き、徒歩による避難

を原則として、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるようなまち

づくりを目指すものとする。 

イ．町は、浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画、できるだけ短時間で

避難が可能となるような指定緊急避難場所及び避難路・避難階段等の整備など、避難関連施

設の計画的整備や民間施設の活用による避難関連施設の確保、建築物や公共施設の耐浪化等

により、津波に強いまちの形成を図るものとする。 

ウ．町は、老朽化した社会資本について、その適切な維持管理に努めるものとする。 
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２．津波災害予防計画 

   地震による津波災害の予防及び防止に関する計画は、次のとおりである。 

 （１）基本的な考え方 

津波災害対策の検討に当たっては、以下の二つのレベルの津波を想定することを基本とする。 

ア．発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対して

は、住民等の生命を守ることを最優先として、住民等の避難を軸に、そのための住民の防災

意識の向上及び海岸保全施設等の整備、浸水を防止する機能を有する交通インフラ等の活用、

指定緊急避難場所や避難路・避難階段の整備・確保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定を

踏まえた土地利用・建築規制等を組み合わせるとともに、臨海部の産業・物流機能への被害軽

減等、地域の状況に応じた総合的な対策を講じるものとする。 

イ．最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波

や、比較的頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加え、住民財産の保護、地域

の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を進める

ものとする。 

 （２）津波予報・避難勧告等の伝達体制の整備 

①津波災害に対する予防対策 

津波の発生を予知し、防御することは極めて困難なことであるが、この予防対策として過

去の被害状況や北海道が調査研究した「津波浸水予測図」、国が調査した「浸水予測図」な

どを参考として、町は、指定緊急避難場所・経路や遠隔吹鳴システムなど住民への多重化・多

様化された情報伝達手段の整備を図るとともに、住民が安全かつ迅速な避難行動を取れるよ

う、津波避難計画や津波ハザードマップの作成周知徹底に努めるほか、地震・津波防災上必

要な教育及び広報を継続的に推進するものとする。 

②津波警報等・避難勧告等の伝達体制の整備 

ア．津波警報等の迅速かつ確実な伝達 

ａ 札幌管区気象台等の関係機関は、所定の伝達経路及び伝達手段を点検整備し、

町への大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の迅速な伝達を図るととも

に、休日・夜間・休憩時等における、これら津波警報等の確実な伝達を図るため、

要員の確保等の防災体制を強化する。また、津波発生時における海面監視等の水

防活動、その他危険を伴う水防活動に当たっては、従事する者の安全の確保が図

られるように配慮されたものでなければならない。 

ｂ 北海道は、防災情報システム（北海道総合行政情報ネットワーク回線により伝

送）により、津波災害情報の伝達体制を整備する。 

イ．通報・通信手段の確保 

         町は、住民等に対して大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の伝達を図る

ため、走行中の車両・船舶・海水浴客・釣り人・観光客等にも確実に伝達できるよう、遠

隔吹鳴システム・北海道防災情報システム・テレビ・ラジオ・携帯電話（緊急速報メール

機能を含む）等のあらゆる手段活用を図るとともに、海浜地での迅速かつ確実な伝達

を確保するため多様な手段を確保する。 

         また、船舶については、特に小型漁船を重点として無線機の設置を促進する。 
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ウ．伝達協力体制の確保 

         町長は、沿岸部に多数の人出が予想される施設の管理者（漁業協同組合・海水浴場

の管理者等）、事業者（工事施工管理者等）及び自主防災組織の協力を得て、大津波

警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の伝達協力を確保する。 

 （３）津波警報等災害情報伝達訓練の実施 

大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報を迅速かつ的確に伝達するため、町及び防災関

係機関は、北海道防災会議が行う災害情報伝達訓練に積極的に参加するほか、独自に訓練を企画

し実施するものとする。 

①町は、地域住民等に対し、各種講演会など各種普及啓発活動を通じ、津波に対する防災意識の

高揚を図るとともに、防災関係機関は地域住民・事業所等が一体となり要配慮者にも配慮した

大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の伝達、避難誘導・避難援助等の実践的訓練を

実施に努めるものとする。 

②学校等教育関係機関は、児童生徒が津波の特性を正しく理解するため、防災教育の一環として、

津波防災教育を行うとともに津波避難訓練を実施する。 

 （４）津波警報の周知徹底 

    町及び防災関係機関は、広報誌等を活用して津波警戒に関する次のような事項について周知徹

底を図る。 

①一般住民に対し周知を図る事項 

     ア．強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い地震であっても長い時間ゆっくり

とした揺れを感じたときは、直ちに自主的に海浜等から離れ、できるだけ高い安全な場

所に避難する。 

     イ．「巨大」の定性的表現となる大津波警報（特別警報）が発表された場合は、最悪の事態

を想定して最大限の避難等の防災対応をとる。 

     ウ．津波の第一波は、引き波だけでなく押し波から始まることもある。第二波・第三波など

の後、続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以上にわたり継続

する可能性がある。 

     エ．強い揺れを伴わず、危険を体感しないまま押し寄せる、いわゆる津波地震や縁地地震の

発生の可能性がある。 

     オ．大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報は、地震発生直後に発表される津波警報

等の精度には一定の限界があるため、発表時にとるべき行動について知っておく。 

     カ．沖合の津波観測に関する情報の意味や内容は、この情報が発表されてから避難するので

はなく、避難行動開始のきっかけは強い揺れや津波警報等である。 

     キ．正しい情報をラジオ・テレビ・インターネット・遠隔吹鳴システム・広報車などで入手する。 

     カ．津波注意報でも、海水浴や磯釣りは危険なので行わない。 

     ク．津波は繰り返し襲ってくるので、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報解除ま

で気をゆるめない。 

②船舶関係者に対し周知を図る事項 

ア．強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても、長い時間ゆっくり

とした揺れを感じたときは、直ちに港外に避難（小型船舶の引き上げ等は時間的余裕が

ある場合のみ行う）する。 
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     イ．揺れを感じなくても、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表されたら、

直ちに港外避難する。 

     ウ．正しい情報をラジオ・テレビ・インターネット・無線などを通じて入手する。 

     エ．港外退避できない小型船は、高い所に引き上げて固縛するなど最善の措置をとる。 

     オ．津波は繰り返し襲ってくるので、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報解除ま

で気をゆるめず、海浜等に近づかない。 

③漁業地域において周知を図る事項 

ア．陸上・海岸部にいる人は、陸上の指定緊急避難場所に避難する。決して漁船や海を見に

行かない。漁港にいる漁船等の船舶の乗船者も陸上の指定緊急避難場所に避難する。 

イ．漁港周辺にいる漁船等の船舶で避難海域に逃げる方が早い場合、又は沖合にいる漁船等

の船舶は、直ちに水深概ね５０ｍ以深の海域（一次避難海域）へ避難する。一次避難海

域に避難するまでの間に気象庁からの津波情報を入手し、「大津波警報」が出された場

合、更に水深の深い海域（二次避難海域）へ避難する。 

ウ．避難判断は独自の判断では行わず、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が解

除されるまで避難海域で待機する。 

 

３．火災予防計画 

   地震に起因して発生する多発火災及び大規模火災の拡大を防止するため、地震等における出火の

未然防止・初期消火の徹底など、火災予防のための指導の徹底及び消防力の整備に関する計画は、

次のとおりである。 

   なお、この計画に定めのない事項は、「第４章第９節 消防計画」の定めによるものとする。 

 （１）地震による火災の防止 

    地震時の火災発生は、使用中の火気設備等によるものが多いことから、町は、地震時の火の取

り扱いについて指導啓発を行うとともに、火災予防条例に基づく火気の取り扱い及び耐震自動消

火装置付石油ストーブを使用するよう指導を強化する。 

 （２）火災予防の徹底 

    火災による被害を最小限に食い止めるためには、初期消火が重要であるため、町は、地域ぐる

み、職場ぐるみの協力体制と強力な消防体制の確立を図る。 

   ①一般家庭に対し予防思想の啓発に努め、消火器の設置促進、消防用水の確保を図るとともに、

これらの器具等の取り扱い方を指導し、地震時における火災の防止と初期消火の徹底を図る。 

   ②防火思想の啓発や災害の未然防止に着実な成果をあげるため、地域の自主防災組織・婦人防火

クラブ・少年消防クラブ等の設置及び育成指導を強化する。 

   ③旅館・ホテル・病院等、一定規模以上の防火対象物に対し、法令の基準による消防用設備の設置

を徹底するとともに、自主点検の実施及び適正な維持管理の指導を強化する。 

 （３）予防査察の強化指導 

    町は、消防法に規定する立入検査を対象物の用途・地域等に応じて計画的に実施し、常に当該

区域の消防対象物の状況を把握し、火災発生危険の排除に努め、予防対策の万全な指導を図る。 

   ①消防対象物の用途・地域等に応じて計画的に立入検査を実施する。 

   ②消防用設備等の自主点検の充実及び適正な維持管理の指導を強化する。 
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 （４）消防力の整備 

    近年の産業・経済の発展に伴って、高層建築物・危険物施設等が増加し、火災発生時の人命の危

険度も増大していることから、町は、消防施設及び消防水利の整備を促進するとともに、消防技

術の向上と消防力の整備充実を図る。 

    あわせて、地域防災の中核となる消防団員の確保・育成強化及び装備等の充実を図り、消防団

活動の活性化を推進する。 

 （５）消防計画の整備強化 

    檜山広域行政組合消防本部は、防火活動の万全を期するため、消防計画の整備強化を図るとと

もに、火災予防について次の事項に重点を置く。 

   ①消防力等の整備 

   ②災害に対処する消防地理・水利危険区域等の調査 

   ③消防吏員及び消防団員の教育訓練 

   ④査察その他の予防指導 

   ⑤その他火災を予防するための措置 

 

４．建築物等災害予防計画 

   地震災害から建築物等を防御するための計画は次のとおりである。 

 （１）建築物の防災対策 

   ①準防火地域の指定促進 

      町における準防火地域の規制を維持するとともに、土地利用の動向を勘案し、必要に応じ

て地域指定の見直しを図るものとする。 

   ②木造建造物の防火対策の推進 

      町は、町内の木造建築物について、延焼のおそれがある外壁等の不燃化及び耐震化の促進

を図るものとする。 

   ③既存建築物の耐震化の促進 

      町は、現行の建築基準法に規定される耐震性能を有さない既存建築物の耐震診断及び耐震

改修を促進するため、耐震診断講習会の開催など技術者を育成努めるとともに、普及パンフ

レット等を活用して耐震改修の必要性等について普及啓発を図るほか、建築関係団体と連携

した相談体制、情報提供の充実など所有者等が安心して耐震化を行うことができる環境整備

を図るものとする。 

      また、町は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導・助言・指示等の強化を図

り、特に倒壊の危険性の著しく高い建築物については、建築基準法に基づく勧告・命令を実

施するとともに、防災拠点や避難施設を連絡する緊急時の輸送経路として、耐震改修促進計

画で定める地震時に通行を確保すべき道路沿道の建築物については、積極的に耐震化を推進

する。 

   ④ブロック塀等の倒壊防止 

      町は、地震によるブロック塀・石塀・自動販売機等の倒壊を防止するため、町内の主要道路

に面する既存ブロック塀等にあっては点検・補強の指導を行うとともに、新規に施工・設置す

る場合には、施工・設置基準の遵守をさせるなど、安全性の確保について指導を徹底する。 
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   ⑤窓ガラス等の落下物対策 

      町は、地震動による落下物からの危害を防止するため、主要道路に面する地上３階建以上

の建物の窓ガラス・外装材・屋外広告等で落下のおそれのあるものについては、その実態を調

査し必要な改善指導を行うものとする。 

   ⑥被災建築物の安全対策 

      町は、地震災害時には被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するための体制

を整備するものとする。 

 （２）がけ地に近接する建築物の防災対策 

    町は、がけの崩壊等で危険を及ぼす区域において、建築物の建築制限を行うとともに、既存の

危険住宅については、がけ地近接危険住宅移転事業制度を活用し、安全な場所への移転促進を図

るものとする。 

 

５．液状化災害予防計画 

   地震に起因する地盤の液状化による災害を予防するための計画は、次のとおりである。 

 （１）液状化対策の推進 

    町は、防災関係機関との連携のもと、液状化による被害を最小限に止めるため、「北海道地盤

液状化予測地質図」を参考として、公共事業などの実施にあたっては、現地の地盤を調査し発生

する液状化現象を的確に予測することにより、現場の施工条件と効果の確実性・経済性等を総合

的に検討・判断し、効果的な液状化対策を推進するものとする。 

  
液状化対策についての調査研究 

  

液状化対策の推進 
 

建築物などに対する液状化対策 
 

  
液状化対策に関する知識の普及・啓発 

  

 （２）液状化対策の調査・研究 

    町及び防災関係機関は、大学や各種研究機関との連携のもと、液状化現象に関する研究成果を

踏まえ、危険度分布や構造物への影響を予測し、液状化対策についての調査・研究を行うものと

する。 

 （３）液状化の対策 

    液状化の対策としては、大別して以下の対策が考えられる。 

    ①地盤自体の改良等により液状化の発生を防ぐ対策 

    ②発生した液状化に対して施設の被害を防止・軽減する構造的対策 

    ③施設のネットワーク化等による代替機能を確保する対策 

  
液状化発生の防止（地盤改良改） 

  

液状化の対策 
 

液状化による被害の防止（構造的対応） 
 

  
代替機能の確保（施設のネットワーク化） 

  

 （４）液状化対策の普及・啓発 

    町及び防災関係機関は、液状化対策の調査・研究に基づき、町民・施工業者等に対して知識の普

及・啓発を図るものとする。 
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６．食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

   町は、地震災害時において住民の生活を確保するため、食料・飲料水等の確保に努めるとともに、

災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備に努める。 

 （１）食料等の確保 

   ①町は、各農業協同組合等食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協定を締結するなど、

備蓄・調達体制を整備し、災害時における食料の確保に努めるとともに、応急飲料水の確保及

び応急給水資機材の整備（備蓄）に努める。 

   ②町は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、２～３日分の食料及び飲料水の備蓄に

努めるよう啓発を図る。 

 （２）防災資機材等の整備 

    町は、災害時に必要な資機材等の整備充実、また備蓄倉庫の整備を図る上で、北海道が作成す

る「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震防災上緊急に実施すべき事業を計画的に推進

する。 

 

７．地震・津波に関する防災知識の普及・啓発 

   町及び防災関係機関は、地震・津波災害を予防し、又はその拡大を防止するため、防災関係職員

に対して地震・津波防災に関する教育・研修・訓練を行うとともに、一般住民に対して地震・津波に係

る防災知識の普及・啓発を図り、防災活動の的確かつ円滑な実施に努める。 

   また、防災知識の普及・啓発に当たっては、高齢者・障がい者等の要配慮者に十分配慮し、地域に

おいて要配慮者を支援する体制が確立されるよう努める。 

   なお、この計画に定めのない事項は、「第１０章第１節 防災思想普及・啓発計画」の定めによるも

のとする。 

 （１）防災知識の普及・啓発 

   ①町は、職員に対して防災（地震・津波）に関する体制・制度・対策等について講習会等の開催、

訓練の実施、防災資料の作成配布等により防災知識の普及・啓発の徹底を図る。 

   ②町は、一般住民に対し次により防災知識の普及・啓発を図る。 

    ア．啓 発 内 容 

       ａ 地震・津波に対する心得 

       ｂ 地震・津波に関する一般知識 

       ｃ 非常用食料・飲料水・身の回り品等、非常持出品や緊急医療の準備 

       ｄ 建物の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止 

       ｅ 災害情報の正確な入手方法 

       ｆ 出火の防止及び初期消火の心得 

       ｇ 自動車運転時の心得 

       ｈ 救助・救護に関する事項 

       ｉ 避難場所、避難路及び避難方法等避難対策に関する事項 

       ｊ 水道・電力・ガス・電話などの地震災害時の心得 

       ｋ 高齢者・障がい者などの要配慮者への配慮 

       ｌ 各防災関係機関が行う地震災害対策 
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    イ．普 及 方 法 

       ａ テレビ・ラジオ・新聞及びインターネットの利用 

       ｂ 広報誌・広報車の利用 

       ｃ 映画・スライド・ビデオ等による普及 

       ｄ パンフレットの配布 

       ｅ 講習会・講演会等の開催及び訓練の実施 

 （２）学校における防災知識の普及 

   ①学校においては、児童生徒等に対し、地震・津波の現象、災害の予防等の知識向上及び防災の

実践活動（地震・津波における避難・保護の措置等）の習慣を積極的に推進する。 

   ②児童生徒等に対する地震・津波防災教育の充実を図るため、教職員等に対する地震・津波防災に

関する研修機会の充実等に努める。 

   ③地震・津波防災教育は、学校等の種別・立地条件及び児童生徒の発達段階に応じた内容のものと

して実施する。 

   ④社会教育においては、ＰＴＡ・青年団体・女性団体等の会合や各種研究集会等の機会を活用し、

災害の現象、防災の心構え等の防災知識の普及に努める。 

 

８．住民の心構え 

   平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災や、平成２３年３月の東日本大震災の経験を踏まえ、住民

は「自らの身の安全は自らが守る」のが基本であるとの自覚を持ち、平常時より災害に対する備え

を心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要である。 

   地震・津波発生時に、住民は、家庭または職場等において、個人または共同で、人命の安全を第

一として混乱の防止に留意しつつ、地震・津波災害による被害の発生を最小限にとどめるために、

必要な措置をとるものとし、その実践を促進する町民運動を展開することが必要である。 

 （１）家庭における措置 

   ①平常時の心得 

     ア．地域の避難場所・避難経路及び家族の集合場所や連絡方法を確認する。 

     イ．がけ崩れ・津波に注意する。 

     ウ．建物の補強、家具の固定をする。 

     エ．火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

     オ．飲料水や消火器の用意をする。 

     カ．３日分の食料・飲料水・携帯トイレ・トイレットペーパー等の備蓄、非常持出用品（救急用

品・懐中電灯・ラジオ・乾電池等）を準備する。 

     キ．地域の防災訓練に進んで参加する。 

     ク．隣近所と地震時の協力について話し合う。 

   ②地震発生時の心得 

     ア．まずわが身の安全を図る。 

     イ．特に緊急地震速報を見聞きしたときには、廻りの人に声をかけながら周囲の状況に応じ

て、あわてずに、まず身の安全を確保する。 

     ウ．すばやく火の始末をする。 

     エ．火が出たらまず消火する。 
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     オ．ブレーカーを落とす。 

     カ．あわてて戸外に飛び出さず出口を確保する。 

     キ．狭い路地・塀のわき・がけ・川べりには近寄らない。 

     ク．山崩れ・がけ崩れ・津波・浸水に注意する。 

     ケ．避難は徒歩で持物は最小限にする。 

     コ．みんなが協力しあって応急救護を行う。 

     サ．正しい情報をつかみ流言飛語に惑わされない。 

     シ．秩序を守り衛生に注意する。 

 （２）職場における措置 

   ①平常時の心得 

     ア．消防計画・予防規程などを整備し、各自の役割分担を明確にする。 

     イ．消防計画により避難訓練を実施する。 

     ウ．とりあえず身を置く場所を確保し、ロッカー等重量物の転倒防止措置をとる。 

     エ．重要書類等の非常用持出品を確認する。 

     オ．不特定かつ多数の者が出入りする職場では、入場者の安全確保を第一に考える。 

   ②地震発生時の心得 

     ア．すばやく火の始末をする。 

     イ．ブレーカーを落とす。 

     ウ．職場の消防計画に基づき行動する。 

     エ．職場の条件と状況に応じ安全な場所に避難する。 

     オ．正確な情報を入手する。 

     カ．近くの職場同士で協力し合う。 

     キ．エレベーターの使用は避ける。 

     ク．マイカーによる出勤・帰宅等は道路状況等に十分注意すること。また、危険物車両等の

運行は自粛する。 

 （３）運転者のとるべき措置 

   ①走行中のとき 

     ア．走行中に車内のラジオ等で緊急地震速報を聞いたときは、後続の車が緊急地震速報を聞

いていないおそれがあることを考慮し、ハザードランプを点灯するなど周りの車に注意

を促した後、緩やかに停止させる。 

イ．走行中に大きな揺れを感じたときは、急ハンドル・急ブレーキを避けるなど、できるだ

け安全な方法により、道路の左側に停止させる。 

     ウ．停止後は、ラジオで地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動す

る。 

     エ．車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず

道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジ

ンキーを付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしない。駐車するときは、避難する

人の通行や災害応急対策の実施の妨げになるような場所には駐車しない。 

   ②避難するとき 

      被災地域では、道路の破壊、物件の散乱等のほか、幹線道路等に車が集中することにより

交通が混乱するので、避難のため車を使用しないようにする。 
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 （４）緊急地震速報の利用の心得 

    緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒し

かないため、その短い間に身を守るための行動を取る必要がある。緊急地震速報を見聞きしたと

きの行動は、「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本である。 

   ①屋内にいるとき 

    ア．家庭では 

       ａ 頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 

       ｂ あわてて外へ飛び出さない。 

       ｃ その場で火を消せる場合は火の始末を、火元から離れている場合は無理して消火し

ない。 

       ｄ 扉を開けて避難路を確保する。 

    イ．人が大勢いる施設では 

       ａ 館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動する。 

       ｂ その場で、頭を保護し、揺れに備えて身構える。 

       ｃ あわてて出口・階段などに殺到しない。 

       ｄ 吊り下がっている照明などの下からは退避する。 

   ②屋外にいるとき 

    ア．街中にいるとき 

       ａ ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。 

       ｂ ビルの壁・看板・割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。 

       ｃ 丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 

    イ．山やがけ付近にいるとき 

       ａ 落石やがけ崩れに注意する。 

 

    ウ．乗り物に乗っているとき 

      １）自動車運転中 

        ａ 後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわててスピードを

落とすことはしない。 

        ｂ ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促がしたのち、急ブレ

ーキはかけずに、緩やかにスピードを落とす。大きな揺れを感じたら、急ハンド

ル、急ブレーキをさけるなど、できるだけ安全な方法により、道路状況を確認し

て左側に停止させる。 

２）鉄道・バスに乗車中 

        ａ つり革・手すりなどにしっかりつかまる。 

      ３）エレベーター利用中 

        ａ 最寄りの階で停止させ、速やかにエレベーターから降りる。 
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 （５）津波に対する心得 

   ①一 般 住 民 

     ア．強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い地震であっても長い時間ゆっくり

とした揺れを感じたときは、直ちに自主的に海浜等から離れ、できるだけ高い安全な場

所に避難する。 

     イ．「巨大」の定性的表現となる大津波警報（特別警報）が発表された場合は、最悪の事態

を想定して最大限の避難等の防災対応をとる。 

     ウ．津波の第一波は、引き波だけでなく押し波から始まることもある。第二波・第三波など

の後、続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以上にわたり継続

する可能性がある。 

     エ．強い揺れを伴わず、危険を体感しないまま押し寄せる、いわゆる津波地震や縁地地震の

発生の可能性がある。 

     オ．大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報は、地震発生直後に発表される津波警報

等の精度には一定の限界があるため、発表時にとるべき行動について知っておく。 

     カ．沖合の津波観測に関する情報の意味や内容は、この情報が発表されてから避難するので

はなく、避難行動開始のきっかけは強い揺れや津波警報等である。 

     キ．正しい情報をラジオ・テレビ・インターネット・遠隔吹鳴システム・広報車などで入手する。 

     カ．津波注意報でも、海水浴や磯釣りは危険なので行わない。 

     ク．津波は繰り返し襲ってくるので、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報解除ま

で気をゆるめない。 

②船舶関係者 

ア．陸上・海岸部にいる人は、陸上の指定緊急避難場所に避難する。決して漁船や海を見に

行かない。漁港にいる漁船等の船舶の乗船者も陸上の指定緊急避難場所に避難する。 

イ．漁港周辺にいる漁船等の船舶で避難海域に逃げる方が早い場合、又は沖合にいる漁船等

の船舶は、直ちに水深概ね５０ｍ以深の海域（一次避難海域）へ避難する。一次避難海

域に避難するまでの間に気象庁からの津波情報を入手し、「大津波警報」が出された場

合、更に水深の深い海域（二次避難海域）へ避難する。 

ウ．避難判断は独自の判断では行わず、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が解

除されるまで避難海域で待機する。 

 

９．その他必要な対策 

その他必要な対策については、「第４章 予防計画」の各節に定めるところにより実施し、予防対策

に万全を期する。 
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第３節 災害応急対策計画 

 地震・津波災害による被害の拡大を防止するため、町及び防災関係機関は、「第５章 災害応急対策計

画」のそれぞれの計画に基づき災害応急対策の的確な対応を図るものとし、本節では、特に地震・津波

災害対策において必要と思われる対策を示す。 

 

１．応急活動体制 

   地震・津波災害時に被害の拡大を防止するとともに、災害応急対策を円滑に実施するため、町は

防災関係機関と連携を図り、災害対策本部を速やかに設置するなど、応急活動体制を確立する。ま

た、北海道が現地災害対策本部等を設置したときは、同本部等と連携を図るものとする。 

（１）災害対策組織 

町長は、地震・津波災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害の状況に応じて、基

本法第２３条の２の規定に基づき災害対策本部を設置し、その地域に係る災害応急対策を実施する

とともに、災害の状況に応じて民間団体と連携協力しながら、迅速・的確に災害応急対策を実施

する。 

指定地方行政機関・指定公共機関及び指定地方公共機関の長は、災害の状況に応じて災害対策

組織を設置し、その所管に係る災害応急対策を実施する。 

 （２）災害対策本部設置基準 

    町長は、地震・津波が発生し、又は発生するおそれがある場合、次の基準の一に該当し必要と

認めるときは、災害対策基本法第２３条の２の規定に基づき災害対策本部を設置し、災害応急対策

を実施する。 

災 害 対 策 本 部 設 置 基 準 

１．町内に震度５弱以上の地震が発生したとき 

２．北海道日本海沿岸南部に津波警報又は大津波警報（特別警報）が発表されたとき 

３．町内に地震・津波による大規模な被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき 

 （３）災害対策本部組織図 

    「第３章第１節 組織計画」に定めるところによる。 

 （４）災害対策本部の業務分担 

    「第３章第１節 組織計画」に定めるところによる。 

 （５）災害対策本部の廃止 

町長は、災害の発生のおそれがなくなったとき、若しくは災害応急対策がおおむね完了したと

きは、災害対策本部を廃止する。 

 （６）動 員 計 画 

①配備内容は、次のとおりである。 
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【配備内容】 

配備
区分 

配備時期 配備内容 配備体制 

第
一
非
常
配
備 

１．震度４の地震が発生したとき
２．町内沿岸に「津波注意報」が

発令されたとき 
３．その他本部長が必要と認めた

とき 
 
 

地震・津波の情報収集を行うととも
に、災害発生が予想される場合の職員参
集連絡を速やかに行える体制する。 
 状況により更に次の第二非常配備に
移行し得る体制を整えておくこととす
る。 
 

○本部事務局
○各対策部長
○各対策部の

責任者（課
長職） 

 

第
二
非
常
配
備 

１．震度５弱または震度５強の地
震が発生したとき 

２．町内沿岸に「津波警報」が発
令されたとき 

３．その他、本部長が当該配備を
必要と認めたとき 

 

 災害の発生とともに関係各対策部の
部員が速やかに、災害応急活動が開始で
きる体制とする。 
 
 
 
 

○各対策部の
全班員 

 
 
 
 
 

第
三
非
常
配
備 

１．震度６弱以上の地震が発生し
たとき 

２．町内沿岸に「大津波警（報特
別警報）」が発令されたとき 

３．予想されない重大な災害が発
生したとき。 

４．本部長が当該配備を指示した
とき 

 災害対策本部職員全員をもって迅速
にそれぞれの災害応急活動ができる体
制とし、総力をあげて応急措置を講じ災
害の拡大を防ぐとともに、被災者の救護
を実施する体制とする。 
 
 
 

○各対策部の
全班員 

 
 
 
 
 
 

備考：災害の規模及び特性に応じ上記基準によりがたいと認められる場合においては、臨機応変
の配備体制を整えるものとする。 

 

②休日・夜間発生時における動員配備 

    ア．自 主 参 集 

        地震・津波災害時には、初動時の対応が最も重要であることから、上記「第一非常配

備体制」にある職員は、勤務時間外・休日等において、強い地震（震度４以上）を感じた

場合には登庁し配備体制を図り、周囲の状況から被害状況の把握に努める。 

また、前記以外の職員は、テレビ・ラジオ等を視聴し状況把握に努め、電話等により

所属長の指示を求め、登庁あるいは自宅待機する。 

    イ．非 常 参 集 

        職員は、勤務時間外・休日等において、大規模な地震が発生した場合に交通途絶のた

め、所定の配備につくことができないときは、最寄りの公共施設等に参集し、当該施設

管理者の指示に従い防災活動に従事するものとする。なお、勤務時間外に職員の参集に

時間がかかる場合は、先に参集した職員を初動班として、各種情報の収集伝達など初動

活動にあてるものとする。 

 

２．災害情報等の収集・伝達計画 

   地震発生後の応急対策を実施していく上で不可欠な地震・津波情報、被害情報、措置情報を防災

関係機関相互の連携のもと、迅速かつ的確に収集・伝達する。 

 （１）緊急地震速報 

①緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想された地域に

対し、緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）等は、テレビ・ラジオを
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通して住民に提供する。なお、震度が６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、

地震動特別警報に位置づけられる。 

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析

することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知ら

せる警報である。このため、震源付近では、強い揺れの到達に間に合わない。 

②緊急地震速報の伝達 

気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、緊急地震速報を発表し、日本放送協会に

伝達する。また、放送事業者通信事業者等の協力を得て、テレビ・ラジオ、携帯電話（緊急

速報メール機能を含む）等を用いて広く住民等へ緊急地震速報の提供に努めるものとする。 

消防庁は、気象庁から受信した緊急地震速報・地震情報・津波警報等を全国瞬時警報システ

ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により、地方公共団体等に伝達するものとする。 

町・放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を遠隔吹鳴システム等により、住民等へ

の伝達に努めるものとする。 

 

（２）津波警報等の種類及び内容 

①津波警報等の種類 

ア．大津波警報（特別警報）及び津波警報 

担当する津波予報区において、津波による重大な災害のおそれが著しく大きい場

合に大津波警報を、津波による重大な災害のおそれがある場合に津波警報を発表す

る。なお、大津波警報については、津波特別警報に位置づけられる。 

イ．津波注意報 

担当する津波予報区において、津波による災害のおそれがあると予想されるとき

発表する。 

ウ．津 波 予 報 

津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。 

 

②発表基準・解説・発表される津波の高さ等 

気象庁は、地震が発生したときは地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸

で予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生

してから約３分を目標に大津波警報・津波警報または津波注意報を発表する。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。ただし、

地震の規模（マグニチュード）が「８」を超えるような巨大地震は、地震の規模を数分内に

精度よく推定することが困難であることから、推定した地震の規模が過少に見積もられてい

るおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想される津波の

高さを定性的表現で発表した場合は、地震発生からおよそ１５分程度で、正確な地震規模を

確定し、その地震規模から予想される津波の高さを数値で示した更新報を発表する。 
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【大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の発表基準】 

津波警報等
の種類 

発表基準 
津波の高さ予想の

区分 

発表される 
津波の高さ 津波警報等を見聞きした場

合にとるべき行動 数値で
の発表

定性的表現
での発表 

大津波警報 
（特別警報） 

予想される津波の
高さが高いところ
で３mを超える場合 

１０m＜高さ １０m超
巨大 

陸域に津波が及び浸水す
るおそれがあるため、沿岸
部や川沿いにいる人は、た
だちに高台や避難ビルなど
安全な場所へ避難する。 

警報が解除されるまで安
全な場所から離れない。 

５m＜高さ≦１０m １０m 
３m＜高さ≦５m ５m 

津波警報 

予想される津波の
高さが高いところ
で１mを超え、３m以
下の場合 

１m＜高さ≦３m ３m 高い 

津波注意報 

予想される津波の
高さが高いところ
で０．２m以上、１m
以下の場合であっ
て、津波による災害
のおそれがある場
合 

０．２m＜高さ≦１m １m （表記なし）

陸域では避難の必要はな
い。 

海の中にいる人はただち
に海から上がって、海岸か
ら離れる。 

海水浴や磯釣りは危険な
ので行わない。 

注意報が解除されるまで
海に入ったり海岸に近付い
たりしない。 

(注)１．「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなかったとし
た場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

２．沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わない場合がある。 
３．津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 
４．津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、津波の観測

状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが津波注意報の発表基
準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。 

 

【津波予報の発表基準】 

 

（３）地震・津波に関する情報の種類と内容 

   ①地震に関する情報 

地震情報の種類 発 表 基 準 内  容 

震度速報 ○震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した

地域名（全国を約１９０地域に区分）と地震の揺

れの発現時刻を速報 

震源に関する情報

○震度３以上 

〔大津波警報（特別警報）・津波警

報または注意報を発表した場合

は発表しない〕 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。「津波の心配がない」または

「若干の海面活動があるかもしれないが被害

の心配はない」旨を付加 

震源・震度に関す

る情報 

以下のいずれかを満たした場合 

○震度３以上 

○大津波警報（特別警報）・津波警報

または注意報発表時 

○若干の海面変動が予想される場合 

○緊急地震速報（警報）を発表した

場合 

地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュ

ード)、震度３以上の地域名と市町村名を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その市町村名を

発表 

 発 表 基 準 発 表 内 容 

津

波

予

報 

津波が予想されないとき 
（地震情報に含めて発表） 

津波の心配なしの旨を発表 

０．２m未満の海面変動が予想されたとき 
（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

高いところでも０．２m未満の海面変動のため被害の
心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表

津波警報等の解除後も海面変動が継続するとき 
（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続
する可能性が高いため、海に入っての作業や釣り・
海水浴などに際しては十分な留意が必要である旨を
発表 
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各地の震度に関す

る情報 
○震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震発生場

所(震源)やその規模（マグニチュード）を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その地点名を発

表 

その他の情報 

○顕著な地震の概要、震源要素を更

新した場合や地震が多発した場合

など 

顕著な地震の概要を簡潔に記載したもの、震源

要素更新のお知らせや地震が多発した場合の

震度１以上を観測した地震回数情報等を発表 

推計震度分布図 ○震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、１km四

方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報

として発表 

遠地地震に関する

情報 

国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等 

○マグニチュード７．０以上 

○都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな

地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）)やその規

模（マグニチュード）を概ね３０分以内に発表。

日本や国外への津波の影響に関しても記述し

て発表 

 

   ②津波に関する情報 

津波警報等が発表された場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどの津波

情報が発表される。 

 情報の種類 発表内容 

津

波

情

報 

津波到達時刻・予想される津波の高
さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ
を５段階の数値（メートル単位）または２種類の定性的表現で
発表。〔発表される津波の高さの値は、（２）の①（津波警報等
の種類と発表される津波の高さ等）参照〕 

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻
に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※1） 

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や高さ及び沖合の観測値から推定
される、沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で
発表（※２） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

（※1）津波観測に関する情報の発表内容について 
○沿岸で観測された津波の第一波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観測時刻

と高さを発表する。 
○最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を

鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であり観
測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中である
ことを伝える。 

発表中の津波警報等 発表基準 発表内容 

大津波警報(特別警報) 
観測された津波の高さ＞１m 数値で発表 
観測された津波の高さ≦１m 「観測中」と発表 

津 波 警 報 
観測された津波の高さ≧０．２m 数値で発表 
観測された津波の高さ＜０．２m 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 数値で発表（津波の高さがごく
小さい場合は「微弱」と表現）

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 
○沖合で観測された津波の第1波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測時刻と高さ

を観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値(第1波の到達時刻、最大
波の到達時刻と高さ)を津波予報区単位で発表する。 

○最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さが低い段階
で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警
報(特別警報)又は津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく
「観測中」(沖合での観測値)または「推定中」(沿岸での推定値)の言葉で発表して、津波が到達中
であることを伝える。 

○ただし、沿岸からの距離が１００kmを超えるような沖合の観測点では、予報区との対応付けが困難
となるため、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、より沿岸に近く予報区との
対応付けができている他の観測点で観測値や推定値が数値で発表されるまで「観測中」と発表する。 
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※沿岸から１００km 程度以内にある沖合の観測点での最大波の観測値及び推定値の発表内容は、以下のとおりである。 

発表中の津波警報等 発 表 基 準 発 表 内 容 

大津波警報 
（特別警報） 

沿岸で推定される津波の高さ＞３m 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦３m
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値は「推
定中」と発表 

津 波 警 報 

沿岸で推定される津波の高さ＞１m 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦１m
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値は「推
定中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表  
※沿岸からの距離が１００kmを超えるような沖合の観測点（推定値を発表しない観測点）での最大波の観測値の発表基準

は、以下のとおりである。 

全国の警報等の 
発表状況 

発表基準 発表内容 

いずれかの津波予報
区で大津波警報また
は津波警報が発表中 

より沿岸に近い他の沖合の観測点
（沿岸から１００km以内にある沖合
の観測点）において数値の発表基準
に達した場合 

沖合での観測値を数値で発表 

上記以外 沖合での観測値を「観測中」と発表 

津波注意報のみ発表
中 

（すべて数値で発表） 沖合での観測値を数値で発表 

※津波情報の留意事項等 
①津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

○津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区のなかでも場
所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津波が襲ってくることがある。 

○津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的に予想される津
波の高さより高くなる場合がある。 

②各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 
○津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合がある。 

③津波観測に関する情報 
○津波による潮位変化（第一波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかること

がある。 
○場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれがある。 

④沖合の津波観測に関する情報 
○津波の高さは、沖合での観測地に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 
○津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が到達するまで5

分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表が津波の到達に間に合わない
場合もある。 

 

（４）地震・津波に関する情報に用いる地域名称・震央地名・津波予報区 

  ①緊急地震速報において予想される震度の発表に用いる地域 
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   ②震 央 地 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②津波予報区 

気象庁及び札幌管区気象台は、北海道の６予報区の沿岸に対し津波予報を発表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）地震・津波に関する伝達 

    気象官署が発表する注意報及び警報等の伝達は、「第３章第２節 気象業務に関する計画」を準

用するものとし、電話・無線・その他最も有効な方法により迅速に通報・伝達するものとする。 
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【気象庁震度階級関連解説表】 

 ■人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地震計に

は記録される。 
— — 

１ 

屋内で静かにしている人の中に

は、揺れをわずかに感じる人がい

る。 

— — 

２ 

屋内で静かにしている人の大半

が、揺れを感じる。眠っている人

の中には、目を覚ます人もいる。

電灯などのつり下げ物が、わずか

に揺れる。 — 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、揺れ

を感じる。歩いている人の中に

は、揺れを感じる人もいる。眠っ

ている人の大半が、目を覚ます。

棚にある食器類が音を立てるこ

とがある。 

電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩いている

人のほとんどが、揺れを感じる。

眠っているほとんどが目を覚ま

す。 

電灯などのつり下げ物は大きく

揺れ、棚にある食器類は音を立て

る。座りの悪い置物が、倒れるこ

とがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運

転していて、揺れに気付く人がい

る。 

５弱 

大半の人が、恐怖を覚え、物につ

かまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく

揺れ、棚にある食器類、書棚の本

が落ちることがある。座りの悪い

置物の大半が倒れる。固定してい

ない家具が移動することがあり、

不安定なものは倒れることがあ

る。 

まれに窓ガラスが割れて落ちる

ことがある。電柱が揺れるのがわ

かる。道路に被害が生じることが

ある。 

５強 

大半の人が、物につかまらないと

歩くことが難しいなど、行動に支

障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落

ちるものが多くなる。テレビが台

から落ちることがある。固定して

いない家具が倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることが

ある。補強されていないブロック

塀が崩れることがある。据付けが

不十分な自動販売機が倒れるこ

とがある。 

自動車の運転が困難となり、停止

する車もある。 

６弱 

立っていることが困難になる。 固定していない家具の大半が移

動し、倒れるものもある。ドアが

開かなくなることがある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下することがある。 

６強 

立っていることができず、はわな

いと動くことができない。揺れに

ほんろうされ、動くこともでき

ず、飛ばされることもある。 

固定していない家具のほとんど

が移動し、倒れるものが多くな

る。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下する建物が多くなる。補強され

ていないブロック塀のほとんど

が崩れる。 

７ 

固定していない家具のほとんど

が移動したり倒れたりし、飛ぶこ

ともある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下する建物がさらに多くなる。補

強されているブロック塀も破損

するものがある。 
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■木造建物（住宅）・鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度

階級 

木造建物（住宅） 鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 — 

壁などに軽微なひび割

れ、亀裂がみられること

がある。 

— — 

５強 — 

壁などにひび割れ・亀裂

がみられることがある。 — 

壁・梁・柱などの部材に、

ひび割れ、亀裂が入るこ

とがある。 

６弱 

壁などに軽微なひび割

れ、亀裂がみられること

がある。 

壁などのひび割れ・亀裂

が多くなる。壁などに大

きなひび割れ・亀裂が入

ることがある。瓦が落下

したり、建物が傾いたり

することがある。倒れる

ものもある。 

壁・梁・柱などの部材に、

ひび割れ・亀裂が入るこ

とがある。 

壁・梁・柱などの部材に、

ひび割れ・亀裂が多くな

る。 

６強 

壁などにひび割れ・亀裂

がみられることがある。 

壁などに大きなひび割

れ・亀裂が入るものが多

くなる。傾くものや、倒

れるものが多くなる。 

壁・梁・柱などの部材に、

ひび割れ・亀裂が多くな

る。 

壁・梁・柱などの部材に、

斜めや×状のひび割れ、

亀裂がみられることが

ある。１階あるいは中間

階の柱が崩れ、倒れるも

のがある。 

７ 

壁などのひび割れ・亀裂

が多くなる。まれに傾く

ことがある。 

傾くものや、倒れるもの

がさらに多くなる。 

壁・梁・柱などの部材に、

ひび割れ・亀裂がさらに

多くなる。１階あるいは

中間階が変形し、まれに

傾くものがある。 

壁・梁・柱などの部材に、

斜めや×状のひび割れ・

亀裂が多くなる。１階あ

るいは中間階の柱が崩

れ、倒れるものが多くな

る。 

 

■地盤・斜面等の状況 

震度

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂や液状化が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊

が発生することがある。 ７ 

 

■ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では、震度５弱程度以上の揺れで遮断

装置が作動し、ガスの供給を停止する。更に揺れが強い場合には、安全のため地域ブロ

ック単位でガス供給が止まることがある。 

断水・停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水・停電が発生することがある。 

鉄道の停止・高速道

路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道・高速道路などで、安全確認のため、運転

見合わせ・速度規制・通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための

基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等

による安否確認・見舞い・問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が

起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの

災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行

われる。 

エレベーターの停止 地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため

自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 
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■大規模構造物への影響 

長周期地震動による

超高層ビルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比

べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震

動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯ

Ａ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいら

れない状況となる可能性がある。 

石油タンクのスロッ

シング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現

象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。 

大規模空間を有する

施 設 の 天 井 等 の 破

損、脱落 

体育館・屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱・壁など構造自体に大き

な被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損・脱落すること

がある。 

 

 

（６）異常現象を発見した場合の通報 

異常現象を発見した者は、直ちに町長・消防署又は警察官若しくは海上保安官に通報する。ま

た、通報を受けた町長は速やかに道及び気象官署等関係機関に通報する。 

①地震に関する異常気象事項  頻発地震・異常音響及び地変 

②水象に関する異常気象事項  異常潮位又は異常波浪 

 

（７）情報等の収集及び伝達 

「第３章第２節 気象業務に関する計画」の定めるところにより、防災関係機関の通信機能を総

動員し、情報の収集及び伝達を行う。 

①海 面 監 視 

津波襲来に備えた監視体制については、江差消防署及び江差町消防団等の協力を得て的確

な情報収集を行う。その場合、監視にあたる者の安全確保に十分配慮し、原則として津波浸

水予想地域の外の高台から監視を実施する。 

②町 の 報 告 

ア．町は、震度４以上を記録した場合、被災状況を道に報告する。（但し、震度５以上を記録

した場合、第一報を道及び国（消防庁経由）に、原則として３０分以内で可能な限り早

く報告する。）なお、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告に

ついても、引き続き消防庁に報告するものとする。 

イ．町は、１１９番通報の殺到状況時には、その状況等を道及び国（消防庁経由）に報告する。 

ウ．町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が発生

したときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害

の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報を道及び国（消防庁経由）への

報告に努める。 
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火災・災害等速報に関する情報の送付・連絡先 

【通常時の連絡先】 

時間帯 平日（９：３０～１８：１５） 平日（左記時間帯以外）・休日 

報告先 消防庁応急対策室 消防庁宿直室 
（消防防災・危機管理センター内）

NTT 回線 
電話 ０３-５３５３-７５２７ ０３-５２５３-７７７７ 

FAX ０３-５３５３-７５３７ ０３-５２５３-７５５３ 

消防防災無線 
（注１） 

電話 ＊-９０-４９０１３ ＊-９０-４９１０２ 

FAX ＊-９０-４９０３３ ＊-９０-４９０３６ 

地域衛星通信 
ネットワーク 

（注２） 

電話 ＊-０４８-５００-９０-４９０１３ ＊-０４８-５００-９０-４９１０２ 

FAX ＊-０４８-５００-９０-４９０３３ ＊-０４８-５００-９０-４９０３６ 

中央防災無線（注３） ５０１７ ５０１７ 

「＊」各団体の交換機の特番です。 
（注１）消防庁と都道府県をつなぐネットワークです。 
（注２）消防庁・都道府県及び地域衛星電話を所有する消防本部等をつなぐネットワークです。 
（注３）省庁等の指定行政機関・都道府県及び首都圏政令市をつなぐネットワークです。  

【消防庁災害対策本部設置時の連絡先】 

報告先 消防庁災害対策本部・情報集約班
（消防防災・危機管理センター内）

NTT 回線 
電話 ０３-５２５３-７５１０ 

FAX ０３-５２５３-７５５３ 

消防防災無線 
（注１） 

電話 ＊-９０-４９１７５ 

FAX ＊-９０-４９０３６ 

地域衛星通信 
ネットワーク 

（注２） 

電話 ＊-０４８-５００-９０-４９１７５ 

FAX ＊-０４８-５００-９０-４９０３６ 

中央防災無線（注３） ５０１７ 

 

３．通信連絡対策 

 （１）通信連絡の方法 

災害時の通信連絡は、「第５章第１節 災害情報通信計画」の定めるところによる。 

 （２）無線局の確保 

無線固定局・基地局を災害から極力守り無線の安全を確保する。停電の場合は、発電機等によ

り電力を供給し通信を確保する。 

 （３）移動無線局・携帯無線局 

防災関係機関等のもつ移動無線局・携帯無線局を活用し有効適切な通信連絡体制を確保する。 

 （４）被害状況等の調査・報告 

通信途絶時には、災害現地の実態を把握するため、本部は災害の実情に応じて各対策部の班員

を派遣して、被害状況等を調査・報告させる。 

 （５）機動力による連絡体制の確立 

交通及び電話等の通信不能地域の災害状況を把握するため、ヘリコプター・船舶・車両・オート

バイ・自転車等の機動力を動員する連絡体制を確保する。 

 （６）放送局・新聞社・無線関係者との協力体制の確立 

放送局・新聞社との情報連絡体制を緊密にするとともに、北海道地方非常通信協議会の組織や

アマチュア無線局等の協力を得て、通信の万全を図る。 
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 （７）放送の優先利用 

北海道知事及び町長は、緊急を要する場合で特別の必要があるときは、関係放送局に災害に関

する通知・要請・伝達又は警告等の放送を依頼することができる。放送を依頼された放送局は、最

も有効かつ適切な方法で関係地域全般に周知徹底するよう努めるものとする。 

 

４．災害広報計画 

地震・津波における災害時には混乱の防止を図り、適切な判断による行動がとられるように住民

に対して正確な情報を迅速に提供するため、積極的に広報活動を実施するものとする。なお、この

計画に定めのない事項は、「第５章第２節 災害広報計画」の定めによるものとする。 

 （１）広報の内容 

    ①地震に関する情報（震度・震源・危険区域等） 

②津波に関する情報（特別警報・警報・注意報・危険区域等） 

③避難について（避難勧告・指示の状況・避難所の位置・経路等） 

④交通・通信状況（交通機関運行状況・不通箇所・開通見込み日時・通信途絶地区） 

⑤火災状況（発生箇所・避難等） 

⑥電気・上下水道等公益事業施設状況（被害状況・復旧状況・営業状況・注意事項等） 

⑦医療救護所の開設状況 

⑧給食・給水実施状況（供給日時・場所・量・対象者等） 

⑨衣料・生活必需品等供給状況（供給日時・場所・種類・量・対象者等） 

⑩道路・橋梁・河川・港湾等土木施設状況（被害状況・復旧状況等） 

⑪住民の心得等民生の安定及び社会秩序保持のため必要とする事項 

 （２）広報の方法 

    町は、防災関係機関と連絡を密にし、広報車・ハンドマイク・遠隔吹鳴システム・掲示板等あら

ゆる広報媒体を利用して、迅速かつ適切な広報を行うものとし、誤報等による混乱の防止に万全

を期するものとする。なお、大地震の後は、混乱が生じ、人心が不安定な状況にあるので、情報

を広報するときは、住民の不安を助長することのないよう十分留意する。 

    また、高齢者・障がい者等の避難行動要支援者への伝達には十分配慮し、必要により地域住民・

民生委員等の協力により迅速に伝達を行うものとする。 

 

５．避難対策計画 

地震の発生に伴う災害により住民に危険が切迫していると認めたときは、危険地帯の住民に対し

「第５章第４節 避難対策計画」に定めるところにより、速やかに避難等の対応に当たるものとし、

地震災害において特別に留意すべき点は以下のとおりである。 

（１）避難実施責任者 

    地震の発生に伴う火災・山（崖）くずれ・津波等の災害により、人命・身体の保護又は災害の拡

大防止のため特に必要があると認められるときは、次により避難の勧告又は指示を行う。 

   ①町長は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合、必要と認める地域の居住者・滞在

者・その他の者に対し、避難のための立退の勧告（指示）、立退先の指示を行うとともに、避難

所の開設、避難者の収容等を行い、その旨を速やかに檜山振興局長に報告する。（避難解除の

場合も同様とする。） 
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②町長は、警戒巡視等によって得られる情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案した状況の分

析を行い、その結果、住民の生命・身体に被害が及ぶおそれがあると判断される状況に至った

ときは、直ちに避難の勧告・指示を行う。 

   ③町長は、津波警報など津波の発生予報が発せられた場合、必要と認める沿岸地域の居住者・滞

在者その他の者に対し、直ちに高台などの安全な場所へ避難するため、避難の勧告・指示を行

う。また、避難の勧告・指示は遠隔吹鳴システムなど、あらゆる伝達手段を活用して、対象地

域の住民等に迅速かつ的確に伝達する。 

 （２）避難場所の選定基準 

①緊 急 避 難 

地震発生により、家屋の倒壊、火災延焼等の危険から緊急に避難する一時避難場所は、次

の基準により選定するものとする。 

ア．公園・広場等相当な広さを有し、周囲に防火に役立つ樹木・貯水槽等が存在すること。 

イ．周囲に崩壊のおそれのある石垣・建物・崖等がないこと。 

ウ．周囲に防火帯・防火壁が存在し、かつ延焼の媒体となる建造物あるいは、多量の可燃性

物品のないこと。 

エ．地割れ・崩落等のない耐震的土質の土地及び耐震耐火性の建物で、津波でも安全である

こと。 

オ．延焼の危険のあるとき、又は収容人員の安全度を超えたときは、さらに他の場所へ避難

移動ができること。 

②収 容 避 難 

「第５章第４節 避難対策計画」の定めるところにより、避難収容場所・施設へ安全を確認

のうえ収容する。 

 （３）避 難 方 法 

   ①避 難 誘 導 

      避難誘導は、町職員・消防職員・消防団員・警察官・その他指示件権者の命を受けた職員があ

たるが、避難立退にあたって、避難誘導者は円滑な立退きについて適宜指導する。その際、

自力避難の困難な避難行動要支援者に関しては、援助者などと連携し、危険が切迫する前に

避難できるよう十分配慮する。 

   ②移送の方法 

     ア．小規模な場合 

         避難は、各個に行うことを原則とする。但し、避難者が自力で避難することが不可

能な場合は、町において車両・船艇等によって行うもとする。 

イ．大規模な場合 

         被災地が広域で大規模な避難・立退き移送を要し、町において措置できないときは、

町は北海道に対し応援を求めて実施する。北海道は、前記要請をうけたときは、関係

機関に救援を要請する等、適切な方法により措置する。 

 （４）避難所の開設及び管理等 

    避難所の開設及び管理等については、「第５章第４節 避難対策計画」に定めるとおりとするが、

特に災害が大規模である場合には、次の事項に留意する。 
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①避難状況の把握 

      大規模地震発生とともに、直ちに職員は町災害対策本部に参集するものとするが、参集途

上において最寄りの避難所に立ち寄り、被災者の避難状況を把握するものとする。 

   ②職員の派遣 

      町災害対策本部は、参集職員等の情報に基づき避難所の開設の必要度の高い所から職員を

派遣し、避難所の開設に必要な業務に当たるものとする。 

   ③避難所と児童生徒の住み分け措置 

      避難所が学校である場合は、避難所の立入禁止区域を設定し、避難所と児童生徒との住み

分けを行い、学校機能の早期回復に配慮する。 

   ④避難行動要支援者対策 

      高齢者や身体に障がいのある避難行動要支援者のための場所を避難施設内に確保する。ま

た、必要により社会福祉施設等に協力を依頼して避難行動要支援者を搬送し、介護の体制を

図る。 

   ⑤避難者のプライバシーの確保 

      避難生活が長期に及ぶほどプライバシーの確保が重要となるので、仕切り板の設置等避難

者への配慮を行う。 

 （５）住民の留意事項 

    地震等による災害の態様は同一ではなく、各地区の状況において、また地震の規模により様々

である。したがって、住民は地震等が発生した場合は、避難に際して、次の事項に留意するもの

とする。 

①家から最も近い避難所を２箇所以上確認しておき、避難所に至る経路についても複数の道路を

設定しておくものとする。 

   ②避難所に至る経路にブロック塀等の危険物がないか、事前に確認をしておく。 

   ③避難の際は近隣の被害状況を把握し、火災等が発生している場合は、近い避難所にこだわるこ

となく、より安全な経路を選ぶものとする。 

   ④避難行動要支援者に対しては日頃から避難の際の協力者を複数決めておき、住民の手で避難が

行えるように訓練を通じ周知徹底しておく。 

 

６．救出救助計画 

   地震・津波災害によって、生命・身体の危険な状態にある者等を各防災関係機関との円滑な連携の

もとに、救助又は救出するものとする。 

 （１）連携体制の確立 

    町は、救助救出活動にあたっては各機関との情報交換、担当区域の割振りなど円滑な連携のも

とに迅速な救助活動を実施する。 

 （２）救出用資機材の調達 

    要救助者の状況に応じて、救出作業に必要な人員・設備・機会器具を活用して救出を行うもとす

るが、救出用資機材が不足のときは、町内建設業者・運送業者・関係機関及び地域住民等の協力を

得て行うものとする。 
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 （３）関係機関等への要請 

    災害が甚大で、町内のみの動員又は町の資機材では救出が困難な事態の場合は、北海道・近隣

市町村に協力を要請するとともに、必要に応じ自衛隊の派遣について知事に要請を依頼するもの

とする。 

 （４）住民による初期救出の実施 

    大規模地震等の災害が発生した場合は、各防災関係機関の初動に遅れが生じることが予想され

ることから、建物の倒壊からの救出には近隣住民の手による救出が不可欠なものとなってくる。

したがって、自主防災組織を育成する中で、バール・ジャッキ等の救出用資機材の備蓄を図り、

訓練を通じ使用方法の習得に努めるものとする。 

（５）消防団の活動 

    震災時には、消防団は町災害対策本部の指示により活動を行うが、電話の不通等により地震発

生直後の連絡が不能の場合においても直ちに救出活動を行い、住民による救出の推進役を果たす

ものとする。なお、救出活動においては警察等と緊密に連携し実施するものとする。 

 

７．地震火災等対策計画 

   大地震が発生した場合には、建物等の倒壊をはじめ、火災の同時多発や市街地への延焼拡大など

により、多大な人的・物的被害が発生するおそれがある。このため、地震発生時においては、可能

な限り出火防止・初期消火・延焼拡大防止等の防止に努めるとともに、地域住民や自主防災組織等の

協力により住民の生命及び財産を保護し、被害の軽減を図るものとする。 

   なお、この計画に定めのない事項は、「第４章第９節 消防計画」の定めによるものとする。 

 （１）消防活動体制の整備 

町及び消防署は、町内における地震災害を防御し、これらの被害を軽減するため、消防部隊の

編成及び運用、応急消防活動その他消防活動の実施体制について、十分に検討を行い整備してお

くものとする。 

 （２）火災発生・被害拡大危険区域の把握 

町は、地震による火災発生及び拡大を防止するため、おおむね次に掲げる危険区域を把握し、

また、必要に応じて被害想定を作成し、災害応急活動の円滑な実施に資するものとする。 

①住宅密集地域の火災危険区域 

②崖崩れ・崩壊危険箇所 

③津波等による浸水危険区域 

④特殊火災危険区域（危険物） 

 （３）被害情報の早期把握 

    通報・参集職員・消防団員・地域住民等からの情報等を総合し、被害の状況を的確に把握し、活

動体制を整えるとともに、消防本部等防災関係機関に災害の状況を報告するものとする。 

 （４）消 防 活 動 

    延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難地及び避難経路確保の消防活

動を行う。また、同時に複数の延焼火災を覚地した場合は、重要かつ危険度の高い施設及び地域

を優先に消防活動を行う。 
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 （５）応急救出活動 

    震災時の混乱した状況下における救出活動は、他の防災関係機関と緊密な連携のもとに緊急性

の高い傷病者・高齢者・障がい者等の避難行動要支援者を優先して行うものとする。 

 （６）救助資機材の調達 

    家屋の倒壊等により、通常の救助用資機材では対応困難な被害が生じた場合には、民間の建設

業者等の協力を得て迅速な救助活動を行うものとする。 

 （７）自主防災組織等の活動 

    被災状況を収集して消防機関に伝達するとともに、各家庭に出火の防止を呼び掛け、火災が発

生したときは可搬式ポンプ等を活用して初期消火に努める。また、要救助者の救助及び負傷者へ

の応急措置等を行う。なお、消防団等が到着したときはその長の指揮に従う。 

 （８）相互応援協力の推進 

町は、消防活動が円滑に行われるよう、次に掲げる応援協定により、必要に応じ相互に応援協

力をするものとする。 

①消防相互応援 

②広域航空消防応援 

③緊急消防援助隊による応援 

 （９）住民の運動 

   ①使用中のガス・石油ストーブ・電気ヒーター等の火気を直ちに遮断する。 

   ②プロパンガスはガスボンベのバルブ、石油類のタンクはタンクの元バルブをそれぞれ閉止する。 

③電気器具は電源コードをコンセントからはずしておく、又は、ブレーカーを落とす。停電時に

おける火気の使用及び通電時における電気器具の使用に万全の注意を払う。 

   ④火災が発生した場合は消火器等で消火活動を行うとともに、隣人等に大声等で助けを求める。 

   ⑥地震発生直後は消防署等に電話が殺到することが予想されるので、１１９番通報については、火

災発生後、救助・救急要請等必要な情報のみ通報する。 

 

８．津波災害応急対策計画 

大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表され、又は津波発生のおそれがある場合の

警戒並びに津波が発生した場合の応急対策についての計画は、次のとおりである。 

（１）応急対策の実施 

    津波予報が発表された場合は、警戒巡視体制をとり、海面監視を行うとともに磯釣り等は行わ

ないよう広報する。その際、対象者に漏れなく、避難行動要支援者にも配慮したわかりやすい伝

達を心がけるものとする。 

 （２）津波の警戒 

町及び関係機関は、札幌管区気象台の発表する大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報

によるほか、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたときには、津波来襲に備え警戒態勢をとる。 

①江 差 町 

海浜等にある者に対し、海岸等からの退避・テレビ・ラジオの聴取等警戒体制をとるよう周

知するとともに、水門等の閉鎖、安全な場所からの海面監視等警戒にあたる。 
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②北 海 道 

津波情報の収集、町との連絡調整等を行う。更に、漁港・海岸等の警戒にあたるとともに、

潮位の変化等津波情報の収集・伝達を行う。 

③江差警察署 

札幌管区気象台が大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報を発表した場合等は、速

やかに警察署を通じて関係自治体にこれら警報等の内容を伝達するとともに、警戒警備等必

要な措置を実施する。 

④江差海上保安署 

緊急通信等により、船舶に対する「大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報」の伝

達は、国際ＶＨＦを使用し「第一管区海上保安本部」から周知し、海事・漁業関係団体等に

対しては「函館海上保安部（台風津波協議会）」から周知する。なお、巡視船艇により、付

近の在港船舶及び沿岸部の船舶に対しても、沖合等安全な海域への避難・ラジオ・無線の聴取

等警戒体制をとるための周知に努めるものとする。 

 （３）住民等の避難・安全の確保 

大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表された場合もしくは海面監視により異常

現象を発見した場合、町長及び関係機関は津波来襲時に備え、次の対策を実施する。 

①津波来襲が切迫している場合、最寄りの高台などに緊急避難するよう伝達する。 

②避難勧告等により立退き避難が必要な住民に求める行動 

区  分 立ち退き避難が必要な住民等に求める行動 

避難指示（緊急） 津波災害から立ち退き避難する。 

※津波災害は、危険地域から一刻も早い避難が必要であることから、「避難準備・高齢者等避難開始」
「避難勧告」は発令せず、基本的には「避難指示（緊急）」のみを発令する。 

 

③避難対象区域の基準 

基   準 
（次のいずれかに該当した場合に発令する）

避難対象区域 

大津波警報が発表された場合 最大クラスの津波により浸水が想定される区域 

津波警報が発表された場合 
海岸堤防等が無い又は海岸堤防等が低いため、高さ
３mの津波によって浸水が想定される区域 

津波注意報が発表された場合 海岸堤防等より海側の区域 

※津波の高さは、地形等の影響により予想される高さより局所的に高くなる場合も想定されること
から、想定を超える範囲で浸水が拡大する可能性があることを考慮する。 

※遠地地震の場合の避難勧告等については、気象庁が発表する「遠地地震に関する情報」の後に津
波警報等が発表される可能性があることを認識し、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告の発
令を検討する。 

 

④避難勧告等の伝達方法 

担当部署 伝 達 手 段 伝 達 先 

町 

北海道防災情報
システムへの入
力（公共情報コ
モンズ経由でマ
スメディアへ情
報提供） 

Ｔ Ｖ 放 送 視聴者 

ラジオ放送 聴取者 

緊急速報メール 町内に滞在する携帯電話保持者 

広報車 住民等（巡回ルート） 

電 話 要配慮施設・避難支援関係者 

電 話 町内会・自主防災組織 
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電 話 

檜山振興局 
函館開発建設部 
函館地方気象台 
江差警察署  等 

江差消防署

消防車 住民等（巡回ルート） 

警 鐘・サイレン 住民等 

遠隔吹鳴システム又は電話 住民・消防団 

教育委員会 電 話 学 校 
 

⑤避難勧告等の発令 

      避難の勧告・指示については、「第５章第４節 避難対策計画」に定めるところによるものと

するが、特に、津波警報が発表されたとき、津波関係情報が入手できない場合でも強い地震

（震度４程度以上）、若しくは長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認めるとき

には、町長は、直ちに住民等に対し避難の勧告又は指示を行う。 

⑥避 難 誘 導 

避難誘導は、町職員・消防職員・消防団員・警察官・その他指示権者の命を受けた職員が当た

り、人命の安全を第一に円滑な避難のための立ち退きについて適宜指導する。その際、自力

避難が困難な避難行動要支援者に関しては、その実態を把握しておくとともに、事前に援助

者を定めておく等の支援体制を整備し、危険が切迫する前に避難できるよう十分配慮する。 

 （４）津波発生時の避難 

    津波発生時の避難については、徒歩によることを原則とするが、各地域において津波到達時間、

避難場所までの距離、避難行動要支援者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車

により避難せざるを得ない場合は、町は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあ

らかじめ検討するものとする。検討に当たっては、警察と十分調整しつつ、自動車避難に伴う危

険性の軽減方策とともに、自動車による避難には限界量があることを認識し、限界量以下に抑制

するよう各地域で合意形成を図るものとする。 

 （５）避難誘導・支援 

    町職員・消防職員・消防団員・警察官など避難誘導・支援に当たる者の危険を回避するため、津波

到達時間などを考慮した避難誘導・支援に係る行動ルールや退避の判断基準を定め、住民等に周

知するものとし、避難誘導・支援の訓練を実施することにより、避難誘導等の活動における問題

点を検証し、行動ルール等を必要に応じて見直すものとする。 

 （６）災害状況の調査 

    北海道・江差警察署及び江差海上保安署は、航空機又は船艇を派遣し、災害状況の把握及び情

報収集にあたり、防災関係機関に通報する。 

 （７）海上交通安全の確保 

    江差海上保安署は、海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置をとる。 

    ①津波による危険が予想される海域に係る港及び海岸付近にある船舶に対し港外・沖合等安全

な海域への避難を勧告するとともに、必要に応じて入港を制限し、又は港内の停泊中の船舶

に対して移動を命ずる等の規制を行う。 

    ②港内等船舶交通の輻輳が予想される海域において、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行

う。 
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９．生活関連施設対策計画 

   生活に密着した施設（簡易水道・電気・通信及び放送施設等）が地震により被災した場合には、住

民生活に重大な支障が生じるので、各施設の事業者は迅速に応急復旧対策を実施し、住民の生活維

持・安定に努めるものとする。 

（１）簡易水道等 

   ①応 急 措 置 

      町は、地震発生後速やかに水道施設の被害調査又は点検を行い、被害状況を把握する。被

害が判明した場合には、あらかじめ定められた応急復旧計画に基づき速やかに応急復旧し、

住民に対する水道水の供給に努める。また、復旧用資機材等が不足する場合には、関係業者・

他市町村、又は必要により北海道に協力を求める。 

   ②広   報 

       町は、地震により水道施設に被害を生じた場合は、その被害状況及び復旧見込み・給水

拠点等について広報車等を利用して広報を実施し、住民の不安解消を図る。 

 （２）電気・通信・放送 

    電気・通信・放送の各事業者は、それぞれの応急復旧計画に基づき施設の被害調査・点検、また

速やかに応急復旧対策を実施し、住民の生活の維持・安定を図るものとする。 

 

１０．被災建築物安全対策計画 

被災建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる、二次災害を防止するため地震に

より被災した建築物等の当面の使用の可否を判定し、所有者等に知らせる応急危険度判定の実施

に関する計画は次のとおりである。 

（１）応急危険度判定の活動体制 

    町は、「北海道震災建築物応急危険度判定要綱」に基づき建築関係団体の協力を得て、応急危

険度判定士により、地震により被災した建築物等の当面の使用の可否を判定し、所有者等に知ら

せる応急危険度判定を実施する。応急危険度判定士は、北海道に派遣を要請するものとする。 

【派遣体制】 

北 

海 

道 

           判定チームの編成 被災現場 
被災状況報告 

江差町 
判定実施 

判定活動 
必要な措置 

判定士等の派遣要請 判定結果の報告 

  
                  
           

判
定
士

      
派遣要請 （社）北海道建築士会など 

建築関係団体 
派遣要請       

        
                 

 

（２）応急危険度判定の基本事項 

   ①判定対象建築物 

      原則として、全ての被災建築物を対象とするが、被害の状況により判定対象を限定するこ

とができる。 

   ②判定開始時期・調査方法 

      地震発生後、できる限り早い時期に、主として目視により被災建築物の危険性について、

木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査表により行う。 

   ③判定の内容・判定結果の表示 
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      被災建築物の構造駆体等の危険性を調査し、「危険」「要注意」「調査済」の３段階で判定を

行い、３色の判定ステッカー（赤「危険」、黄「要注意」、緑「調査済」）に対処方法等の所要

事項を記入し、当該建築物の出入り口等見やすい場所に貼付する。なお、３段階の判定内容

は、次のとおりである。 

○危 険「赤」：建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が高い場合であり、使用及び立

入りができない。 

○要注意「黄」：建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意することにより立入りが可

能である。 

○調査済「緑」：建築物の損傷が少ない場合である。 

   ④判定の変更 

      応急危険度判定は応急的な調査であるため、余震などで被害が進んだ場合、あるいは適切

な応急補強が行われた場合には、判定結果が変更されることがある。 

 （３）石綿飛散防災対策 

被災建築物からの石綿の飛散による二次被害を防災するため、北海道は町と連携し、「災害時

における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき、建築物等の被災状況の把握、建築物

等の所有者等に対する応急措置の指導等を実施する。 

 

１１．その他必要な対策 

その他必要な対策については、「第５章 災害応急対策計画」の各節に定めるところにより実施し、

震災時の応急対策に万全を期する。 

 

 

 

第４節 災害復旧・被災者援護計画 

地震・津波等の災害が発生した際には、速やかに被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行

うことにより、被災地の復興へとつなげていく必要がある。 

このため、町は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携の下、被災地域の特性や被災状況、関係

する公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すのか、災害に強いまちづくり等の中長

期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すのかについて早急に検討し、基本となる方向を定め、又は、

これに基づき計画を作成することにより、計画的に災害復旧事業を実施するものとする。 

併せて、災害に伴い生じた廃棄物については、広域的な処理を含めた計画的な収集・運搬・処分により

適切かつ速やかに廃棄物処理を行うものとする。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保や生活資金の援助等、きめ細かな支援を講ずるも

のとする。 

なお、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、国に緊急災害対策本部が設置され、当該災害からの

復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、大規模災害からの復興に関する法律（平成２５

年法律第５５号）に基づき、被災地の復興を図るため必要となる措置を行うものとする。 
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第７章 事故災害対策計画 

 

 社会・産業の高度化・複雑化・多様化に伴い、高度な交通・輸送体系の形成、多様な危険物等の利用の増

大、高層ビル・地下街等の増加、トンネル・橋梁など道路構造の大規模化等が進展している。この様な社

会構造の変化により、海上災害・道路災害・危険物等災害・大規模な火事災害・林野火災など大規模な事故

による被災（事故災害）についての防災対策の一層の充実強化を図るため、次のとおりそれぞれの事故

災害について予防及び応急対策を定める。 

 

 

 

第１節 海上災害対策計画 

 

１．海難対策計画 

   船舶の衝突・乗揚・転覆・火災・爆発・浸水・機関故障等の海難の発生による多数の遭難者・行方不明

者・死傷者等が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立して、被

害の軽減を図るため、町及び防災関係機関が実施する各種の予防・応急対策は、この計画に定める

ところである。 

 （１）海難防止推進機関 

    江差海上保安署、北海道運輸局函館運輸支局、檜山振興局、江差警察署、江差町、江差消防署、

船舶所有者等（船舶所有者・管理者・占有者等を含む。以下この章において同じ）、ひやま漁業協

同組合、（社）北海道漁船海難防止・水難救済センター 

 （２）予 防 対 策 

    海難の発生を未然に防止し又は被害を軽減するため、海難防止推進機関は、それぞれの組織を

通じて相互に協力して、必要な予防対策を実施するものとする。 

①江差海上保安署・北海道運輸局函館運輸支局・檜山振興局・江差警察署・江差町・江差消防署 

ア．迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする。 

     イ．海難発生時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信

設備の整備・充実に努めるものとする。 

     ウ．職員の非常招集体制・応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備するもの

とする。 

     エ．海難発生時における応急活動に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関相

互の連絡体制の強化を図るものとする。 

  オ．海難発生時の救急・救助・救護に備え、資機材等の整備促進に努めるものとする。 

     カ．関係機関と相互に連携して実践的な防火訓練を実施し、海難発生時の活動手順・関係機

関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものと

する。 
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     キ．船舶所有者及び船長に対しては、次により気象情報の把握に努め、荒天に際しては早期

避難、避舶を図ることを指導するとともに、漁業協同組合に対し、気象情報の常時把握

と組合員に対する迅速な伝達組織の確立を図ることを指導するものとする。 

       ａ 漁業気象通報及び天気予報を聴取し、周辺海域の気象状況の把握に努める。 

       ｂ 漁業無線局の気象通報は、各出漁船に対し最も適切にその状況を伝えるので、必

ず聴取するとともに、荒天に対する江差海上保安署からの警告指導が出た場合は、

速やかに適切な措置を講ずる。 

     ク．法令の定めるところにより適切な予防対策を講ずるほか、（公社）北海道海難防止・水難

救済センターとともに、船舶所有者及び乗組員に対し、次の事項を指導するものとする。 

       ａ 船体・機関・救命設備（救命器具・信号器機・消防設備等）及び通信施設の整備 

       ｂ 気象状況の常時把握と適正な準備体制の確立 

       ｃ 漁船乗組員の養成と資質の向上 

       ｄ 小型漁船の集団操業の励行指導及び相互救難体制の強化 

       ｅ 海難防止に対する意識の高揚 

     ケ．江差海上保安署及び函館運輸支局は、次の事項に留意し随時立入検査等を行い、船舶所

有者及び船長に対し、適切な指導を行うものとする。 

       ａ 海技従事有資格者の乗船確認 

       ｂ 無線従事有資格者の乗船確認 

       ｃ 救命器具及び消化器具等の設備の確認 

   ②ひやま漁業協同組合及び船舶所有者等 

     ア．気象状況の把握に努め、海難を未然に防止するため必要な措置を講ずるものとする。 

ａ 放送の聴取 

気象通報及び天気予報を聴取し、周辺海域の気象状況の把握に努める。 

ｂ 漁業無線局の放送聴取 

漁業無線局の気象通報は、各出漁船に対し適切にその状況を伝えるので必ず

聴取する。なお、荒天時には速やかに早期避難、避泊する等適切な措置を講ずる。 

     イ．職員の非常招集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備するもの

とする。 

     ウ．関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機

関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものと

する。 

エ．船舶の火災に備え、必要な消防力を整備するとともに、自衛消防隊の組織化に努めるも

のとする。 

 （３）災害応急対策 

   ①情 報 通 信 

      関係機関は、海難が発生し又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次

の連絡系統により実施するものとする。 

 

 

 



 200

【海上災害に係る情報通信連絡系統図】 
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   ②広   報 

     海難発生時の広報は「第５章第２節 災害広報計画」に定めるほか、次により実施する。 

ア．実 施 機 関 

         船舶所有者等、ひやま漁業協同組合、江差海上保安署、北海道運輸局函館運輸支局、

檜山振興局、江差警察署、江差町、江差消防署 

     イ．実 施 事 項 

       ａ 被災者の家族等への広報 

           関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、

被災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供す

るものとする。 

          １）海難の状況 

          ２）家族等の安否情報 

          ３）医療機関等の情報 

          ４）関係機関の応急対策に関する情報 

          ５）その他必要な事項 

ｂ 旅客及び地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ又は広報車や遠隔吹鳴システム、広報板の利用等

により、次の事項について広報を実施する。 

          １）海難の状況 

          ２）旅客及び乗組員の安否情報 

          ３）医療機関等の情報 

          ４）関係機関の応急対策に関する情報 

          ５）その他必要な事項 
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 ③応急活動体制 

町長は、海難が発生し又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制を

整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。なお、関係機関は、円滑・迅速な応急対策

の実施を図るため、必要に応じて協議のうえ｢災害対策現地合同本部設置要綱｣に基づき現地

合同本部を設置し、災害応急対策を行うこととする。 

   ④捜 索 活 動 

      海難船舶の捜索活動は、関係機関が相互に密接に協力のうえ、漁業協同組合・水難救難所

の協力を得て、それぞれ船舶・ヘリコプターなどを活用して行うものとする。 

   ⑤救助救出活動 

      海難発生時における救助救出活動については、「第５章第５節 救助救出計画」の定めによ

るほか、次により実施するものとする。 

ア．救助救出実施機関 

江差海上保安署、江差警察署、江差町、ひやま漁業協同組合、（公社）北海道海難防

止・水難救済センター 

     イ．江差海上保安署（海上保安庁法第５条） 

        ａ 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災地変、その他救済を必要とする

場合の救助に関すること。 

        ｂ 船舶交通の障害の除去に関すること。 

        ｃ 海上保安部以外の者で、海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並び

に船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。 

        ｄ 警察庁及び都道府県警察・税関・検疫所・その他関係行政庁との間における協力・

共助及び連絡に関すること。 

     ウ．江差警察署（水難救護法第４条） 

         警察官は、救護の業務について町長を助け、町長が現場にいない場合は、町長に代

わってその職務を行うこと。 

     エ．江 差 町（基本法第６２条・水難救護法第１条） 

        町は、関係機関と密接な連絡のもとに次の業務を実施する。 

        ａ 遭難船舶を認知した際は、江差海上保安署及び江差警察署に連絡するとともに、

直ちに現場に臨み、救護措置を行うこと。 

        ｂ 救難のため必要があるときは、住民を招集し船舶・車・その他の物件を徴用し、又

は他人の所有地を使用し、救助の指揮を行うこと。 

     オ．ひやま漁業協同組合 

         常時、所属出漁船の動静を把握し、海難発生時には適切な指示を与えるとともに、

関係機関に対する連絡に当たるものとする｡ 

     カ．（社）北海道海難防止・水難救済センター 

         江差海上保安署長及び町長から要請があった場合、又は自らが海難を認知した場合

は、関係機関の実施する海難による人命・船舶及び積荷の救済に協力すること。 

⑥消 防 活 動 

      領海内における船舶等の火災は、「江差海上保安署と檜山広域行政組合消防本部との船舶

消火に関する業務協定書」の締結に基づき、円滑な消火活動を行うものとする。 
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   ⑦医療救護活動 

海難発生時の医療救護活動については、｢第５章第１５節 医療救護計画｣の定めるところに

より実施するものとする。 

   ⑧行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

      海難発生時における行方不明者の捜索並びに遺体の収容・埋葬等については、「第５章第２２

節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画｣の定めるところにより実施するものと

する｡ 

   ⑨交 通 規 制 

海難発生時における交通規制については、｢第５章第７節 交通応急対策計画｣の定めるとこ

ろにより実施するものとする｡ 

   ⑩自衛隊派遣要請 

海難発生時における自衛隊派遣要請については、「第５章第２８節 自衛隊派遣要請及び派遣

活動計画」により実施するものとする。 

   ⑪広 域 応 援 

町及び消防機関は、海難の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できな

い場合は、｢第５章第２９節 広域応援計画｣の定めるところにより他の消防機関、他の市町村、

他都府県及び国へ応援を要請するものとする｡ 

 

２．流出油等対策計画 

   船舶の衝突・乗揚・転覆・火災・爆発・浸水・機関故障等の海難事故により、船舶からの油等の大量流

失等による著しい海洋汚染・火災・爆発等が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期

に初動体制を確立して被害の軽減を図るため、町及び防災関係機関が実施する各種の予防・応急対

策は、この計画に定めるところによる。 

 （１）災害予防対策 

    関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、海難事故による油等の海上流出を未然に

防止し、又は被害を軽減するため必要な予防対策を実施するものとする。 

   ①関係行政機関共通事項（北海道開発局函館開発建設部・江差海上保安署・北海道運輸局函館運輸

支局・檜山振興局・江差警察署・江差町・江差消防署） 

    ア．迅速かつ的確な災害情報収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする。 

    イ．海難発生時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設

備の整備・充実に努めるものとする。 

    ウ．職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備するものと

する。 

    エ．災害発生時における応急活動に関し、平常時から江差海上保安署を事務局とする「檜山南

部沿岸排出油等防除協議会」会員相互の連携体制の強化を図るものとする。 

    オ．災害時の油等の大量流出に備え、消防艇・化学消化剤・油処理剤・オイルフェンス等の資機

材の整備促進に努めるとともに、その整備状況等について関係機関と情報を共有するもの

とする。 

    カ．関係機関と相互に連携して実践的な防火訓練を実施し、災害発生時の活動手順、関係機関

との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 
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   ②各行政機関の個別の実施事項 

    ア．北海道開発局函館開発建設部 

        港湾及び航路の直轄工事の計画・施工に関して防災上留意すべき事項について十分配

慮する｡ 

    イ．江差海上保安署 

       ａ 防災活動を適切かつ効果的に実施するため、次に掲げる防火関係資料の収集及び調

査研究を行う。 

          １）油等大量流出事故による災害発生の予想に関する資料（各種原因による災害発

生時期及び程度の予想並びに判断のための諸資料） 

          ２）港湾状況（特に避難港・避舶地・危険物の荷役場所・貯木場・はしけ溜まり等の状

況） 

          ３）防災施設・器材等の種類・分布の状況等、救助に必要な器材能力の基礎調査（曳

船・サルベージ・消火及び油除去作業・潜水作業等） 

ｂ 北海道沿岸海域排出油等防除計画の普及及び流出油の防除に関する檜山南部沿岸

排出油等防除協議会の育成強化 

       ｃ 防災に関し関係機関・報道機関等と緊密な連絡を取り、次の方法により関係者を指

導啓発するものとする。 

          １）海難防止運動・防災の日等の諸行事における防災に関する講習会の開催、防止

参考資料の配布等 

          ２）在港船舶に対する訪船指導 

       ｄ 海事関係法令違反は海難の発生に直接結びつくものであり、海事関係法令の遵守の

徹底を図るため、日常業務において一般船舶、特にタンカー及び危険物積載船舶等

に対する立入検査を実施して、次の事項の励行を図り海難の未然防止に努める。 

          １）船舶安全法に基づく安全基準の励行 

          ２）船舶職員及び小型船舶操縦者法・船員法等乗組員に関する法令の遵守 

          ３）港則法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、並びに危険物船舶運送及

び貯蔵規則等に関する法令の遵守 

ウ．檜山振興局 

       ａ 町の流出油等対策計画の樹立及び必要な資材の備蓄について指導する。 

       ｂ 町の漁港及び航路の計画、施行に関して防災上留意すべき事項について十分配慮す

るよう指導する。 

       ｃ 町及び関係機関が行う予防対策の連絡調整を実施する。 

    エ．江差町・江差消防署 

       ａ 油類積載船舶の接岸荷役の安全を確保するため、岸壁及びその付属施設（防舷材・

けい船柱）等の改修並びに岸壁水深の維持に努める。 

       ｂ 大量の危険物荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気及び立入禁止の徹底を図る。 

       ｃ 船舶所有者等・ひやま漁業協同組合に対し、荷役について次のとおり指導する。 

          １）荷役は油槽所等の保安担当職員の指導監督のもとに行うこと。 

          ２）消火器具の配備 

          ３）油流出事故の予防対策及び化学消火剤等の配備 
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          ４）立入禁止・火気厳禁の標示の徹底 

       ｄ 入港船舶の危険物積載の状況等、消防活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と

認められる資料及び情報について、関係機関と相互に交換する。 

    オ．船舶所有者等・ひやま漁業協同組合 

       ａ 気象情報等の把握に努め、海上等における流出油災害を未然に防止するため必要な

措置を講ずるものとする。 

       ｂ 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備する

ものとする。 

       ｃ 災害時の油等の大量流出に備え、化学消化剤・油処理剤・オイルフェンス等の資機材

の整備促進に努めるものとする。 

       ｄ 関係機関と相互に連携して実践的な防火訓練を実施し、災害発生時の活動手順、関

係機関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ず

るものとする。 

 （２）災害応急対策 

    海難事故により海上流出等をした油等の拡散防止及び回収除去のための応急措置は、その船舶

所有者等（原因者）が行わなければならない。しかし、大量の流出油等で原因者の防除活動のみ

では、対応ができないときは、江差海上保安署をはじめとする「檜山南部沿岸排出油等防除協議

会」の関係機関等が、本計画に定めるもののほか、「流出油事故災害対応マニュアル」に基づい

て実施する。 

   ①情 報 通 信 

      油等の大量流出事故が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通

信等は、次により実施するものとする。 

     ア．情報通信連絡系統 

         油等の大量流出事故が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、

次のとおりとする。 

【油等流出事故情報連絡系統図】 

             
事故の原因者等 

      
                   
                   
             

江差海上保安署 
檜山南部沿岸排出油

等防除協議会              
                   
             

第一管区海上保安部
      

                   
 

北海道開発局 
           

            
 

北海道運輸局 
           

            
 

北 海 道 警 察 
           

            
 

北 海 道 
           

            
                   
                   
 

檜 山 振 興 局 
 檜山広域行政組合 

江差消防署 
ひやま漁業協同組合 江  差  町 
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     イ．実 施 事 項 

         関係機関は、情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係

機関に連絡し、情報の共有化・応急対策の調整等を行うものとする。 

   ②災 害 広 報 

      油等大量流出事故災害の広報は、「第５章第２節 災害広報計画」の定めによるもののほか、

次により実施する。 

     ア．旅客及び地域住民等への広報 

         関係機関は、報道機関を通じ又は広報車の利用及び広報板の掲示等により次の事項

について広報を実施する。 

        ａ 油等大量流出事故災害の状況 

        ｂ 関係機関の災害応急対策に関する情報 

        ｃ 海上輸送復旧の見通し 

        ｄ 避難の必要性等、地域に与える影響 

        ｅ その他必要な事項 

   ③応急活動体制 

      檜山振興局長・町長・防災関係機関の長は、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制を整え、災害応急対策を実施する。また、

関係機関は円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議のうえ道の「災害対

策現地合同本部設置要綱」に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を行うこととする。 

   ④流出した油等の拡散防止及び回収除去活動 

     ア．事故の原因者等 

         速やかに江差海上保安署に通報するとともに、油等が流出した場合は、汚染の拡大

を防ぎ、引き続く流出を止め、除去し、又は油等が流出するおそれがあるときは、流

出を防止する等の防除活動を実施しなければならない。 

     イ．江差海上保安署 

        ａ 巡視船艇・航空機又は海上保安庁機動防除隊により流出油等の汚染拡散範囲及び

性状の変化の状況を調査するとともに、関係機関に情報を提供する。 

    ｂ 周辺海域の警戒を行い、必要に応じて船舶交通の整理、指導又は制限の措置を講

ずる。特に必要が認められるときは、区域を設定し、船舶等に対し、区域外への

退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

        ｃ 防除活動等の必要な措置を行うべき事故原因者等の防除措置義務者の対応が不

十分なときは、指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があると認め

るときは、巡視船艇等により応急の防除措置を講じる。 

        ｄ 緊急を要し、かつ、必要と認められるときは、海上災害防止センターに対し流出

油防除のための必要な措置を講ずることを指示する｡ 

        ｅ 排出油の防除に関する協議会等関係機関に対し、必要な資機材の確保及びそれぞ

れの立場に応じた防除活動や協議会相互の連携ができるように調整を行う。 

        ｆ 油回収船による流出油の回収、船舶からの油の抜き取り、オイルフェンスの展張、

油処理剤の使用等防除作業の実施に必要な事項について指導を行う。 
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        ｇ 第一管区海上保安本部長等は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の

長又は関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、排出された油・有害液体

物質・廃棄物・その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の

抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去、その他の海洋の汚染を防止

するため必要な措置を講ずることを要請することができる。 

     ウ．函館開発建設部 

         流出油等の海岸等への漂着に対処するため、ヘリコプター等による流出油の情報収

集及び関係機関への情報提供並びに必要に応じ、関係市町村に必要な防除資機材の応

援措置を講ずるものとする。 

     エ．江差町・北海道 

        ａ 北海道は、ヘリコプター等による流出油の漂流状況等の情報収集を行うとともに、

その情報を関係機関へ提供するものとする。 

        ｂ 油流出等の海岸等への漂着に対処するため、直ちに関係機関と協力のうえ、必要

に応じて流出油等の防除、環境モニタリング等必要な措置を講ずるものとする。

防除措置を実施するにあたっては、必要な資機材を迅速に調達するものとし、流

出油等による被害の軽減に努めるものとする。 

     オ．江差警察署 

        ａ 油等大量流出等の災害が発生した場合には、警察用航空機・警察船舶等を活用す

るとともに、沿岸における警ら活動を行い、漂着物の状況等を把握するための沿

岸調査及び警戒監視活動を行うものとする。 

        ｂ 油等大量流出等の災害が発生した場合には、関係機関と緊密に連携し、必要によ

り地域住民等の避難誘導・立入禁止区域警戒・交通規制等を実施するとともに、関

係機関が行う流出油等の防除活動への協力を行うものとする。その際、必要な装

備資機材の迅速な調達にも、配慮するものとする。 

   ⑤消 防 活 動  

     油流出等の海上火災等発生時における消防活動は次により実施するものとする。 

     ア．江差海上保安署は、速やかに巡視船艇により消火活動を行うとともに、必要に応じて町

（消防機関）に協力を要請するものとする。 

     イ．町及び江差消防署は、火災状況等の情報収集に努め、江差海上保安署の消火活動に協力

するものとする。 

   ⑥避 難 措 置 

      流出油等による火災・爆発等により住民の生命及び身体の安全・保護を図るため必要があ

る場合は「第５章第５節 避難救出計画」の定めるところにより実施するものとする。 

   ⑦交 通 規 制 

      海上災害時における交通規制については、「第５章第７節 交通応急対策計画」の定めると

ころにより実施するものとする。 

   ⑧自衛隊派遣要請 

      流出油等事故災害時における自衛隊派遣要請について、「第５章第２８節 自衛隊派遣要請及

び派遣活動計画」の定めるところによるほか、次により実施するものとする。 
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     ア．海上保安庁長官等法令で定める者は、流出油の規模や収集した被害情報から判断し、必

要がある場合には、自衛隊に対し災害派遣を要請するものとする。 

     イ．要請権者は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡先

等について必要な準備を整えておくものとする。 

   ⑨広 域 応 援 

      町及び江差消防署は、流出油等事故災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急

対策を実施できない場合は、「第５章第２９節 広域応援計画」の定めるところにより他の消防

機関、他の市町村、北海道及び国へ応援を要請するものとする。 

   ⑩危険物関係施設管理者及び水難救難所の協力 

      危険物関係施設管理者及び（社）北海道漁船海難防止・水難救済センターは、流出油防災対

策上関係機関から要請があった場合は、保有する諸資機材等をもって協力を行うものとする。 

   ⑪防災ボランティアとの連携 

      流出油の防除作業等には多くの労働力が必要となり、それらの作業を実施する防災ボラン

ティア団体等の受け入れ等については「第５章第３１節 防災ボランティアとの連携計画」の

定めるところによる。    ⑫その他、流出油等の防除活動に必要な措置 

このほかに、とるべき応急対策は、「本章第１節 海上災害対策計画」の定めるところによ

り実施する。 

 

 

 

第２節 道路災害対策計画 

道路構造物の被災又は車輌の衝突等により、大規模な救急救助活動や消火活動等が必要とされる災害

（以下「道路災害」という。）が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を

確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、町及び関係機関が実施する各種の予防・応急対策

に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．災 害 予 防 

   道路管理者及び江差警察署等の関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、道路災害を

未然に防止するため必要な予防対策を実施するものとする。 

 （１）道路管理者 

   ①トンネルや橋梁等、道路施設の点検体制を強化し、施設等の現状の把握に努めるとともに、異

常を迅速に発見し、速やかな応急対策を講ずるため、情報の収集、連絡体制の整備を図るもの

とする。また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にその情報

を迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。 

   ②道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図るとともに、道路施設の安全を確保するため

必要な体制の整備に努めるものとする。 

   ③道路災害を未然に防止するため、安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画的かつ総

合的に実施するものとする。 
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   ④職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアル作成等、災害応急体制を整備するものとす

る。 

   ⑤関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、道路災害等の情報伝達・活動手順等に

ついて徹底を図るとともに、必要に応じ体制の改善等の必要な措置を講ずるものとする。 

   ⑥道路災害時に、施設・設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制・資機材

を整備するものとする。 

   ⑦道路利用者に対して、道路災害時の対応等の防災知識の普及・啓発を図るものとする。 

   ⑧道路災害の原因究明のための総合的な調査研究を行い、その成果を踏まえ再発防止対策を実施

するものとする。 

 （２）江差警察署 

    道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、異常が発見され災害が発生するおそれの

ある場合には、通行の禁止など必要な措置を行い道路利用者に周知するとともに、被災現場及び

周辺地域等において、交通安全施設の点検を実施するなど必要な措置を講ずるものとする。 

 

２．災害応急対策 

 （１）情報通信 

    道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、次によ

り実施するものとする。 

①情報連絡系統 

      道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次のとおりとす

る。 

 

【情報通信連絡系統図】 

（１）国の管理する道路の場合 

 

 

 

 

 

 
江差道路事務所 

  
函館開発建設部 北海道開発局 

  
北海道運輸局 

     
                     
              

北海道（総務部） 
  

国（消防庁） 
                
                     
                     
             檜山振興局 

（函館建設管理部）
檜山振興局 

（地域創生部） 
      

              （情報交換）
                    
                     
              

江 差 町 
      

                
北海道警察本部 

              檜山広域行政組合 
江差消防署 

  
                    
                     
              

江差警察署 
  

函館方面本部 
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（２）道の管理する道路の場合 

            
江差道路事務所 北海道開発局 

            
                 
                 
            

北海道（建設部） 北海道運輸局 
            
                 
            

北海道（総務部） 国（消防庁） 
            
                 
 

函館建設管理部 
        

    
檜山振興局 

   
            （情報交換）    
                 
                 
            

江 差 町 
   

            
北海道警察本部 

            檜山広域行政組合 
江差消防署                

                 
            

江差警察署 函館方面本部 
            
                 

 

（３）町の管理する道路の場合 

 
江 差 町 

   北 海 道 
総 務 部 

国（消防庁） 
 

     

                  

              
北海道運輸局 

 

               

            檜山振興局 
地域政策課 

    

                

                  

            檜山広域行政組合 
江差消防署 

北海道警察本部 
 

             

                  

            
江差警察署 函館方面本部 

 

             

                  

 

   ②実 施 事 項 

     ア．災害発生時に直ちに災害通信連絡のための通信手段を確保するものとする。 

     イ．災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡す

るものとする。 

     ウ．相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認・共有化・応急対策の調整等を行うものとする。 

 （２）災 害 広 報 

    災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、

被災者の家族等、道路利用者及び地域住民等に対する広報は、「第５章第２節 災害広報計画」の

定めるところによるほか、次の事項について実施するものとする。 

①被災者の家族等への広報 

      町及び関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被

災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく適切に提供するものとする｡ 

     ア．道路災害の状況 

     イ．家族等の安否情報 
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     ウ．医療機関等の情報 

     エ．関係機関等の災害応急対策に関する情報 

     オ．その他必要な事項 

   ②道路利用者及び地域住民等への広報 

町及び関係機関は、報道機関を通じ又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事

項についての広報を実施する。 

ア．道路災害の状況 

イ．被災者の安否情報 

ウ．医療機関等の情報 

エ．関係機関の災害応急対策に関する情報 

オ．道路輸送復旧の見通し 

カ．避難の必要性等、地域に与える影響 

キ．その他必要な事項 

 （３）応急活動体制 

    町長は、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制

を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。なお、関係機関は、円滑・迅速な応急対策の

実施を図るため、必要に応じて協議のうえ｢災害対策現地合同本部設置要綱｣に基づき現地合同本

部を設置し、災害応急対策を行うこととする。 

 （４）救助救出活動 

    道路災害時における救助救出活動については、道路管理者が行う初期救助活動のほか、「第５

章第５節 救助救出計画」の定めるところによる。 

 （５）医療救護活動 

    道路災害時における医療救護活動については、「第５章第１５節 医療救護計画」の定めによるも

ののほか、道路管理者も、関係機関による迅速かつ的確な救護の初期活動が行われるよう協力す

るものとする。 

 （６）消 防 活 動 

    道路災害時における消防活動は、次により実施するものとする。 

    ①道路管理者 

道路災害による火災の発生に際しては、消防機関による迅速、かつ、的確な初期消火活

動が行われるよう協力するものとする。 

    ②消 防 機 関 

      ア．消防機関（江差消防署）は、「第４章第９節 消防計画」に基づき、速やかに道路災害

による火災の発生状況を把握するとともに、消防活動を迅速に実施ものとする。 

      イ．消防機関（江差消防署）の職員は、道路災害による火災が発生した場合において、消

防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定するものとする。 

 （７）行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

    行方不明者の捜索及び遺体の収容・埋葬等については、「第５章第２２節 行方不明者の捜索及び

遺体の収容処理埋葬計画」の定めるところによる。 
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 （８）交 通 規 制 

    道路災害時における交通規制については、「第５章第７節 交通応急対策計画」の定めるところ

によるほか、次により実施するものとする。 

   ①江差警察署 

      道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等において、災害の拡大防止及び交通の確保の

ため必要な交通規制を行うものとする。 

   ②道路管理者 

      自己の管理する道路において、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な交通規制を

行うものとする。 

 （９）危険物流出対策 

    道路災害により危険物が流出し又はそのおそれがある場合は、「本章第３節 危険物等災害対策

計画」の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努めるものとする。 

 （１０）自衛隊派遣要請 

    町長は、災害の規模や収集した被害情報などから判断し、必要がある場合には、「第５章第２８

節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画」の定めるところにより、檜山振興局長に対して自衛隊の

災害派遣の要請を依頼するものとする。 

 （11）広 域 応 援 

    町及び消防機関は、災害の規模により、単独では十分な災害応急対策を実施することができな

い場合には、「第５章第２９節 広域応援計画」の定めるところにより、他の消防機関・他の市町村

及び北海道等に対して応援を要請するものとする。 

 

 

３．災 害 復 旧 

   道路管理者は、その公共性に鑑み、次の事項に留意し迅速な道路施設の復旧に努めるものとする。 

   ①道路の被災に伴う障害物の除去、仮設等の応急復旧を迅速かつ的確に行い、早期の道路交通の

確保に努めるものとする。 

   ②関係機関と協力し、あらかじめ定められた物資・資材の調達計画、人的応援計画等を活用する

などして、迅速かつ円滑に被災施設の復旧を行うものとする。 

   ③類似の災害の再発防止のために、被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行うものとする。 

   ④災害復旧に当たっては、可能な限り復旧予定時期を明確にするよう努めるものとする。 
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第３節 危険物等災害対策計画 

 危険物（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物、放射性物質）の漏洩・流出・火災・爆発等により、死傷

者が多数発生する等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立

して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、事業者及び防火関係機関の実施する予防、応急対策は、

この計画の定めるところによる。 

 なお、海上への危険物等の流出等による災害対策については、「本章第１節 海上災害対策計画：２．

流出油等対策計画」の定めるところによる。 

 

１．危険物の定義 

 （１）危 険 物 

    消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）第２条第７項に規定されているもの。≪例：石油類

（ガソリン・灯油・軽油・重油）など≫ 

 （２）火 薬 類 

    火薬類取締法（昭和２５年５月４日法律第１４９号）第２条に規定されているもの。≪例：火薬・爆

薬・火工品（工業雷管・電気雷管等）など≫ 

 （３）高 圧 ガ ス 

    高圧ガス保安法（昭和２６年６月７日法律第２０４号）第２条に規定されているもの。≪例：液化

石油ガス（ＬＰＧ）・アセチレン・アンモニアなど≫ 

 （４）毒 物 ・劇 物 

    毒物及び劇物取締法（昭和２５年１２月２８日法律第３０３号）第２条に規定されているもの。≪例：

毒物（シアン化水素・シアン化ナトリウム等）・劇物（ホルムアルデヒト・塩素等）など≫ 

 （５）放射性物質 

    放射性同位元素・核燃料物質・核原料物資を総称したもの。「放射性同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律（昭和３２年６月１０日法律第１６７号）」等により、それぞれ規定されている。 

 

２．災 害 予 防 

   危険物等災害の発生を未然に防止するため、危険物の貯蔵・取り扱い等を行う事業者（以下「事

業者」という。）及び関係機関がとるべき対応は次のとおりとする。 

 （１）危険物等災害予防 

   ①事 業 者 

     ア．消防法の定める設備基準・保安基準を遵守するとともに、予防規程の作成、従業者に対

する保安教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監督者の選任等による自主保安

体制の確立を図るものとする。 

     イ．危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、流出及び拡散の防止、危険物の

除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じるとともに、消防機関、警察へ

通報するものとする。 

   ②北海道（檜山振興局）・江差消防署 

     ア．消防法の規定に基づき、保安検査・立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、許

可の取消等の措置命令を発するものとする。 
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     イ．事業者の自主保安体制確立を図るため、予防規程の作成、従事者に対する保安教育の実

施、自衛消防組織の編成、危険物保安監督者の選任等について指導するものとする。 

   ③江差警察署 

      必要に応じ、危険物の保管状態、自主保安体制等の実態を把握するとともに、資機材を整

備充実し、災害発生時における初動措置体制の確立を図るものとする。 

 （２）火薬類災害予防 

   ①事 業 者 

     ア．火薬類取締法の定める設置基準・保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作成、

保安教育計画の作成、火薬類製造保安責任者の選任等による自主保安体制の確立を図る

ものとする。 

     イ．火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態になり、又は火薬類が安定度に異常

を呈したときは、法令で定める応急措置を講じるとともに、火薬類について災害が発生

したときは、直ちに警察官等に届け出るとともに北海道に報告するものとする。 

   ②北海道産業保安監督部 

     ア．火薬類取締法の規定に基づき、保安検査・立入検査を行い、法令の規定に違反する場合

は、許可の取消等の措置命令を発するものとする。 

     イ．火薬類取締法の規定による許可等の処分をしたとき、又は届出を受理したときは、速や

かに国家公安委員会に通報する等、関係機関との連携体制の確立を図るものとする。 

     ウ．事業者の自主保安体制の確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育計画の作成、

火薬類製造保安責任者の選任等について指導するものとする。 

     エ．事業者の予防対策について監督・指導するものとする。 

   ③北海道（檜山振興局） 

     ア．火薬類取締法の規定に基づき、保安検査・立入検査を行い、法令の規定に違反する場合

は、許可の取消等の措置命令を発するものとする。 

     イ．火薬類取締法の規定による許可等の処分をしたとき、又は届出を受理したときは、速や

かに北海道公安委員会に通報する等、関係機関との連携体制の確立を図るものとする。 

     ウ．事業者の自主保安体制の確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育計画の作成、

火薬類製造保安責任者の選定等について指導するものとする。 

   ④江差警察署 

     ア．火薬類取締法の施行に必要な限度において、立入検査を実施する等その実態を把握する

とともに、資機材を整備充実し、災害発生時における初動措置体制の確立を図るものと

する。また、必要と認められるときは、北海道（檜山振興局）・北海道産業保安監督部

に対して必要な措置をとるよう要請するものとする。 

     イ．火薬類運搬の届出があった場合、災害の発生防止、公共の安全維持のため必要のあると

きは、運搬日時・通路若しくは方法又は火薬類の性状若しくは積載方法について必要な

指示をする等により、運搬による災害発生防止を図るものとする。 

     ウ．火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態になり、又は火薬類が安定度に異常

を呈したとき、及び災害が発生したとの届出があったときは、速やかに北海道知事に通

報するものとする。 
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   ⑤江差消防署 

      火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用施設等の保守管理について指導する

ほか、防火管理者等による自主保安体制の確立、並びに危険物等事業所間の協力体制の確立

等について適切を指導するものとする。 

 （３）高圧ガス災害予防 

   ①事 業 者 

     ア．高圧ガス保安法の定める設備基準・保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作成、

保安教育計画の作成、高圧ガス製造保安総括者の選任等による自主保安体制の確立を図

るものとする。 

     イ．高圧ガスの製造施設等が危険な状態になったときは、高圧ガス保安法で定める応急措置

を講じるとともに、高圧ガスについて災害が発生したときは、北海道知事又は警察官等

に届け出るものとする。 

   ②北海道産業保安監督部 

     ア．高圧ガス保安法の規定に基づき、保安検査・立入検査を行い、法令の規定に違反する場

合は、許可の取消等の措置命令を発するものとする。 

     イ．事業者の自主保安体制確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育計画の作成、高

圧ガス製造保安統括者の選任等について指導するものとする。 

   ③北海道（檜山振興局） 

     ア．高圧ガス保安法の規定に基づき、保安検査・立入検査を行い、法令の規定に違反する場

合は、許可の取消等の措置命令を発するものとする。 

     イ．事業者の自主保安体制確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育計画の作成、高

圧ガス製造保安統括者の選任等について指導するものとする。 

     ウ．高圧ガス保安法の規定による許可等の処分をしたとき、又は届出を受理したときは、速

やかに北海道公安員会に通報する等、関係機関との連携体制の確立を図るものとする。 

   ④江差警察署 

     ア．人の生命・身体又は財産に対する危害を予防するため特に必要があるときは、立入検査

を実施する等その実態を把握するとともに、資機材を整備充実し、災害発生時における

初動措置体制の確立を図るものとする。 

     イ．高圧ガスの製造施設等が危険な状態になったとき、又は災害が発生したときの届出があ

ったときは速やかに北海道知事に通報するものとする。 

   ⑤江差消防署 

      火災予防上の観点から事業所及び販売店の実態を把握し、消防施設等の保守管理について

指導するほか、放火管理者等による自主保安体制の確立並びに危険物等事業所間の協力体制

についての確立を指導するものとする。 

 （４）毒物・劇物災害予防 

   ①事 業 者 

     ア．毒物及び劇物取締法の定める設置基準・保安基準を遵守するとともに、従業者に対する

危害防止のための教育の実施、毒物劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確立

を図るものとする。 
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     イ．毒劇物が飛散する等により、不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれが

あるときは、直ちにその旨を檜山振興局保健環境部保健行政室・江差警察署又は江差消

防署に届け出るとともに、必要な応急措置を講じるものとする。 

   ②檜山振興局保健環境部保健行政室 

     ア．毒物及び劇物取締法の規定に基づき、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、

登録の取消等の措置命令を発するものとする。 

     イ．事業者の自主保安体制確立を図るため、従業者に対する危害防止のための教育の実施、

毒物劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確立を指導するものとする。 

   ③江差警察署 

      必要に応じ、毒物及び劇物の保管状態、自主保安体制等の事業者の実態を把握するととも

に資機材を整備充実し、災害発生時における初動措置体制の確立を図るものとする。 

   ④江差消防署 

      火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等に

よる自主保安体制の確立等について適切な指導を行うものとする。 

 

 （５）放射性物質災害予防 

   ①事 業 者 

     ア．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の定める設備基準・保安基準を

遵守するとともに、放射線障害予防規程の作成、必要な教育訓練の実施、放射線取扱主

任者の選任等による自主保安体制の確立を図るものとする。 

     イ．放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、放射性同位元素等に

よる放射線障害の防止に関する法律で定める応急措置を講ずるとともに、直ちに文部科

学大臣・消防署等関係機関へ通報するものとする。 

②江差消防署 

火災防止の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等によ

る自主保安体制の確立等適切な指導を行う｡ 

③江差警察署 

ア．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の施行に必要な限度で、立入検

査を実施する等その実態を把握するとともに、資機材を整備し、災害発生時における初

動体制の確立を図るものとする｡ 

イ．放射性同位元素又は放射性同位元素により汚染されたものを運搬する届出があった場合

に、災害の発生防止、公共の安全確保のため必要があるときは、運搬日時・経路等につ

いて、必要な指示をする等により運搬による災害発生防止を図るものとする。 
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 （６）危険物施設等の現況 

    江差町における危険物等の施設状況は次のとおりである。 

 

町内別危険物施設 

（平成２９年４月１日現在） 

区 分 

 

町内別 

製造所 

貯 蔵 所 取 扱 所 

合 計
屋 内

屋 外
タンク 

屋 内
タンク

地 下
タンク

移 動
タンク

屋 外 一 般 給 油 
小 口
詰 替

豊川町     １      １ 

中歌町     ２    １  ３ 

姥神町   １  ５ ３  ２ ３ １ １５ 

橋本町     １ １  １   ３ 

新地町      １     １ 

茂尻町     ２     １ ３ 

陣屋町     １      １ 

津花町      １     １ 

南浜町     １      １ 

円 山     １      １ 

東 山   ２  １   １ １  ５ 

砂 川   ２     １ ４  ７ 

尾山町     １      １ 

田沢町     ２      ２ 

伏木戸町     ４   １ １  ６ 

柳崎町   ２  １    １  ４ 

水堀町     ２      ２ 

合計   ７  ２５ ６  ６ １１ ２ ５７ 

 

 

３．災害応急対策 

 （１）情 報 通 信 

危険物等災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、次

により実施する。 

   ①情報通信連絡系統 

     情報通信の連絡系統は、次のとおりとする。 

【情報通信連絡系統図】 

              檜山振興局 
保健行政室 

北 海 道 
保健福祉部 

    
                  
                    
              檜山振興局 

商工労働観光課 
北 海 道 
経 済 部 

    
                  
                    

発生事業所等 
  檜山広域行政組合

江差消防署 
檜山振興局 
地域政策課 

北 海 道 
総 務 部 

 国 
総務省消防庁   

                    
         

江 差 町 (情報交換) 
  

           
                    
         

江差警察署 北海道警察本部 
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②実 施 事 項 

ア．関係機関は、災害発生時において直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するもの

とする｡ 

イ．関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係

機関に連絡するものとする｡ 

ウ．関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認・共有化・応急対策の調整等を行

うものとする｡ 

 （２）災 害 広 報 

    災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、

被災者の家族・地域住民等に対して行う広報は、「第５章第２節 災害広報計画」の定めるところに

よるほか、次により実施する。 

   ①実 施 機 関 

      事業者及び消防法・火薬類取締法・高圧ガス保安法・毒物及び劇物取締法・放射線同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律に基づく危険物等取扱規制担当機関 

   ②実 施 事 項 

     ア．被災者の家族等への広報 

         関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被

災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供するもの

とする。 

        ａ 災害の状況 

    ｂ 家族等の安否情報 

        ｃ 危険物等の種類・性状など人体・環境に与える影響 

        ｄ 医療機関等の情報 

        ｅ 関係機関の実施する応急対策の概要 

        ｆ その他必要な事項 

     イ．地域住民等への広報 

         関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車や遠隔吹鳴システムの利用等により、次

の事項について広報を実施する。 

        ａ 災害の状況 

    ｂ 被災者の安否情報 

        ｃ 危険物等の種類・性状など人体・環境に与える影響 

        ｄ 医療機関等の情報 

        ｅ 関係機関の実施する応急対策の概要 

        ｆ 避難の必要性等、地域に与える影響 

        ｇ その他必要な事項 

 （３）応急活動体制 

町長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円滑に実施

するため、その状況に応じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。な

お、関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議のうえ北海道の｢災

害対策現地合同本部設置要綱｣に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を行うこととする。 
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 （４）災害拡大防止 

    危険物等による災害の拡大防止を図るため、爆発性・引火性・有毒性等の危険物等の性状を十分

に把握し、次により実施するものとする。 

   ①事 業 者 

     的確な応急点検及び応急措置等を講じるものとする。 

   ②危険物等の取扱規制担当機関 

      危険物の流出・拡散の防止、流出した危険物等の除去、環境モニタリングをはじめ、事業

者に対する応急措置命令、危険物等関係施設の緊急使用停止命令など、災害の拡大防止を図

るため適切な応急対策を講じるものとする。 

 （５）消 火 活 動 

   危険物等災害時における消防活動は、次により実施するものとする。 

   ①事 業 者 

      消防機関（江差消防署）の現地到着までの間に、自衛消防組織等によりその延焼拡大を最

小限度に抑える等消防活動に努めるものとする。 

   ②江差消防署 

     ア．事業者との緊密な連携を図り、化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等を活用し、危険物の

性状に合った適切な消防活動を実施するものとする。 

     イ．職員は、消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定するものとす

る。 

 （６）避難及び救出活動等 

    町及び各関係機関は、人命の安全を確保するため、「第５章第４節 避難対策計画」及び「第５

章第５節 避難救出計画」の定めるところにより、爆発性・引火性・有毒性といった危険物等の特

殊性を考慮し、必要な避難及び救出措置を講ずるものとする。 

    また、「第５章第１５節 医療救護計画」の定めるところにより、被災者の救助救出及び医療救護

活動を実施し、「第５章第２２節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」の定めるところ

により、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施するものとする。 

 （７）交 通 規 制 

    江差警察署等関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第７節 交通応急対

策計画」の定めにより必要な交通規制を実施するものとする。 

 

 （８）自衛隊派遣要請 

    町長は、災害の規模や収集した被害情報などから判断し、必要がある場合には、「第５章第２８

節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画」の定めにより、檜山振興局長に対して自衛隊の災害派遣

の要請を依頼するものとする。 

 （９）広 域 応 援 

    町及び江差消防署は、災害の規模によりそれぞれ単独で十分な災害応急対策を実施できない場

合は、「第５章第２９節 広域応援計画」の定めるところにより、他の消防機関、他の市町村及び北

海道へ応援を要請するものとする。 
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第４節 大規模な火事災害対策計画 

死傷者が多数発生する等大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期

に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、町及び防災関係機関が実施する各種

の予防・応急対策に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

１．災 害 予 防 

   町（江差消防署含む）は、大規模な火事災害の発生を未然に防止するため、次に掲げる予防対策

を実施するものとする。 

 （１）大規模な火事災害に強い町づくり 

    延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の不燃化、空地・緑地等の連続的な配置による

延焼遮断帯の形成、防火地域及び準防火地域の的確な指定等により、大規模な火事災害に強いま

ちづくりを推進する。 

 （２）火災発生・被害拡大危険区域の把握 

    災害応急対策の円滑な実施を図るため、火災発生及び延焼拡大の危険性のある区域を把握のう

え、被害想定を作成するよう努める。 

 （３）予防査察の実施 

    多数の人が出入りする旅館・ホテル・病院・事業所等の防火対象物に対して、消防法（昭和２３年

法律第１８６号）に基づく消防用設備等の整備促進・保守点検の実施及び適正な維持管理について

指導する。 

 （４）防火管理者制度の推進 

    防火管理に関する講習会を開催し、防火管理者の知識の向上を図るとともに、防火管理者を定

めるべき防火対象物における自衛消防体制の強化を図るため、防火管理者の選任及び消防計画の

作成、消防訓練の実施等について指導する。 

 （５）防火思想の普及及び自主防災組織の育成強化 

    年２回（春・秋期）の全道火災予防運動、防災週間等を通じて各種広報活動を行い、住民の防火

思想の普及・高揚を図るとともに、高齢者宅に対する防火訪問の実施など災害時の要配慮者対策

等に十分配慮する。また、地域の自主防災組織・婦人消防クラブ等の防火組織の設置及び育成指

導の強化を図り、初期消火訓練等の自主的火災予防運動の実践を推進する。 

 （６）消防水利の確保 

    同時多発火災や消火栓の使用不能等に備えて、防火水槽の配備や海水・河川水の活用等により、

消防水利の多様化及び確保に努める。 

 （７）消防体制の整備 

消防団員の非常招集方法、消火部隊の編成及び運用、消防用機械・資機材の整備、災害時の情

報通信手段等について十分に検討を行い、大規模な火事災害の対応力を高める。 

 （８）防火訓練の実施 

    関係機関や地域住民等と相互に連携して、実践的な消火救助・救急等の訓練を実施し、災害時

の活動手順や関係機関との連携等について徹底を図るとともに、訓練実施後には評価を行い、必

要に応じて体制等の改善を行う。 
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 （９）火 災 警 報 

    町長は、檜山振興局長から火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災警報発令条件と

なり、火災予防上危険であると認めるときは、消防法第２２条の規定に基づく火災警報を発令す

ることができる。 

振興局名 火 災 警 報 発 令 条 件 

檜山振興局 

〔３月から１０月まで〕 
   実効湿度６０％以下にして、最小湿度４０％以下となり、最大風速１０m/s

以上のとき 
〔１１月から２月まで〕 

実効湿度６０％以下にして、最小湿度４０％以下となり、最大風速１５m/s
以上のとき 

 

２．災害応急対策 

 （１）情 報 通 信 

    大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、

次により実施するものとする。 

①情報通信連絡系統 

      大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は次のとお

りとする。 

【大規模火事災害に係る情報通信連絡系統図】 

       
江 差 町 

      
             
                    

発 見 者 等 
 檜山広域行政組合 

江差消防署 
檜山振興局 
地域政策課 

北 海 道 
総 務 部 

 
国（消防庁）

  
              

(情報交換) 
   

                 
       

江差警察署 北海道警察本部 
     

            
                    

 

   ②町及び関係機関の実施事項 

     ア．災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

     イ．災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡す

るものとする。 

     ウ．相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認・共有化・応急対策の調査等を行うものとする。 

 

 （２）災 害 広 報 

    災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、

町及び関係機関が被災者の家族・地域住民等に対して行う広報は、「第５章第２節 災害広報計画」

の定めるところによるほか、次により実施するものとする。 

   ①実 施 事 項 

     ア．被災者の家族等への広報 

         関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被

災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供するもの

とする。 
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        ａ 災害の状況 

    ｂ 家族等の安否情報 

        ｃ 医療機関等の情報 

        ｄ 関係機関の実施する応急対策の概要 

        ｅ その他必要な事項 

     イ．地域住民等への広報 

         関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車や遠隔吹鳴システムの利用等により、次

の事項について広報を実施する。 

        ａ 災害の状況 

    ｂ 被災者の安否情報 

        ｃ 医療機関等の情報 

        ｄ 関係機関の実施する応急対策の概要 

        ｅ 避難の必要性等、地域に与える影響 

        ｆ その他必要な事項 

 （３）応急活動体制 

    町長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円滑に

実施するため、その状況に応じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

なお、関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議のうえ北海道の｢災

害対策現地合同本部設置要綱｣に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を行うこととする。 

 （４）消 防 活 動 

    人命の安全確保と延焼防止を基本として、「第４章第９節 消防計画」の定めによるほか、次に

より消防活動を行うものとする。 

   ①現場活動情報等の連絡整理を行い、速やかに火災の状況を把握するものとする。 

   ②避難場所・避難通路の確保、及び重要かつ危険度の高い場所・地域を優先しながら、活動を実施

するものとする。 

   ③消火・飛火警戒等においては、近隣住民・自主防災組織等の協力を得て、効果的な活動を実施す

るものとする。 

 （５）避難措置 

    町長は、人命の安全を確保するため、「第５章第４節 避難対策計画」の定めるところにより、

必要な避難措置を実施するものとする。 

 （６）救助救出及び医療救護活動等 

    救助救出及び医療救護等については、「第５章第５節 避難救出計画」及び「第５章第１５節 医療

救護計画」定めるところにより、被災者の救助救出及び医療救護活動を実施するものとし、「第５

章第２２節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」の定めるところにより、行方不明者

の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施するものとする。 

 （７）交 通 規 制 

    江差警察署等関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第７節 交通応急対

策計画」の定めるところにより、必要な交通規制を実施するものとする。 
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 （８）自衛隊派遣要請 

    町長は、災害の規模や収集した被害情報などから判断し、必要がある場合には、「第５章第２８

節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画」の定めにより、檜山振興局長に対して自衛隊の災害派遣

の要請を依頼するものとする。 

 （９）広 域 応 援 

    町及び江差消防署は、災害の規模によりそれぞれ単独で十分な災害応急対策を実施することが

できない場合には、「第５章第２９節 広域応援計画」の定めるところにより、他の消防機関、他の

市町村及び北海道へ応援を要請するものとする。 

 

３．災 害 復 旧 

   大規模な火事災害により、地域の崩壊又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合、町及び北

海道は被災の状況、地域の特性、被災者の意向等を勘案し、関係機関との密接な連携のもと、「第８

章第１節 災害復旧計画」の定めるところにより、迅速かつ円滑な復旧を進めるものとする。 

 

 

 

第５節 林野火災対策計画 

 広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又は、まさに発生しようとしている場合に、早期に初

動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、町及び防災関係機関が実施する予防・応

急対策は、この計画の定めるところによる。  
１．予 防 対 策 

 （１）実 施 事 項 

    林野火災発生原因のほとんどが人為的なものであることを踏まえ、国・道・町及び関係機関は次

により対策を講ずるものとする。 

   ①檜山森林管理署・北海道（檜山振興局・檜山振興局森林室）・江差町 

ア．一般入林者対策 

   山菜採り・魚釣・登山・ハイキング等の入林者への対策として、次の事項を実施する。 

        ａ タバコ・たき火の不始末による出火の危険性について、新聞・テレビ・ラジオ等の

報道媒体のほか、標語・ポスター・広報誌・看板・標識・ホームページ等を活用する

とともに、関係機関の協力を得ながら広く周知する。 

    ｂ 入林の承認申請や届出等について指導する。 

        ｃ 火災警報発令又は気象条件が急変した際は、必要に応じて入林の制限を実施する。 

        ｄ 観光関係者による予防意識の啓発を図る。 

     イ．火入れ対策 

         林野火災危険期間（概ね４月～６月。以下「危険期間」という。）中の火入れは極力

避けるようにするとともに、火入れを行おうとする者に対して次の事項を指導する。 

        ａ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）及び江差町林野火入れに関する条例（昭和５９

年条例第２８号）の規定に基づく町長の許可を取得させ、火入れ方法を指導し許

可附帯条件を遵守させる。 
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    ｂ 火災警報発令又は気象状況急変の際は、一切の火入れを中止させる。 

        ｃ 火入れ跡地の完全消火を図り、責任者に確認させる。 

        ｄ 火入れ（造林のための地ごしらえ・害虫駆除等）に該当しないたき火等の焼却行

為についても、特に気象状況に十分留意するよう指導する。 

     ウ．消火資機材等の整備 

         地域に適合した消火資機材を配備し、常に緊急時に対処できるよう整備点検に努め

るものとし、ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため、空中消火薬剤の

備蓄に努めるとともに、ヘリコプター離発着の適地をあらかじめ選定する｡ 

②森林所有者 

      森林所有者は、自己の所有林野における失火を防止するため、次の事項を実施するよう努

めるものとする。 

     ア．自己の所有林野への入林者に対する防火啓発 

     イ．巡視員の配置 

     ウ．無断入林者に対する指導 

     エ．火入れに対する安全対策の確立 

   ③林内事業者 

      林内において、森林施業・道路整備等の事業を行う者は、危険期間中、事業区域内におけ

る火災発生を防止するため森林所有者と協議し、特に次の事項に留意のうえ適切な予防対策

を講ずるものとする。 

     ア．火気責任者の選任、事業区域内の巡視員の配置 

     イ．火気責任者の指定する喫煙所の設置、標識及び消火設備の完備 

     ウ．林野火災発生時の連絡系統及び周知方法の確立 

④森林愛護組合の協力 

森林愛護組合は、部内における山火事予消防思想の普及啓発、火入れの場合の具体的指導

について、その体制をとること。 

⑤自 衛 隊 

自衛隊は、危険期間中、演習地における火災発生を防止するため、特に次の事項について

留意のうえ、適切な予防対策を講じるものとする｡ 

ア．演習地出入者に対する防火啓発 

イ．演習地及び近隣地における林野火災発生時の連絡系統及び周知方法の確立 

ウ．危険区域の標示 

エ．防火線の設定 

オ．巡視員の配置 

⑥バス等運送業者 

バス等運送業者は、危険期間中、乗客・乗員のタバコの投げ捨て等による林野火災の発生

を防止するために、乗客に対する注意喚起、車両通行中に林野火災を発見した場合の連絡系

統及び周知方法の確立等により路線火災の防止に努めるとともに、次の事項について協力す

るものとする｡ 

ア．路線の巡視 

イ．ポスター掲示等による広報活動 

ウ．林野火災の巡視における用地の通行 

エ．緊急時における専用電話の利用 
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 （２）江差町林野火災予消防対策協議会 

    林野火災の予消防対策を推進するため、江差町林野火災予消防対策協議会を設け、構成機関相

互の連絡・情報交換・計画の実施及び指導等、予消防対策の円滑な実施を図るものとする。 

   ①実 施 機 関 

     江差町、檜山森林管理署 

   ②協 力 機 関 

     檜山振興局、檜山振興局森林室、江差警察署、檜山南部森林組合、檜山広域行政組合江差消

防署、江差町消防団、新函館農業協同組合江差支店、鰔川森林造成組合、鰔川共農生産森林

組合、小黒部山林牧場生産森林組合、各森林愛護組合、各報道機関、自然保護監視員、森林

保全推進員 

 

 （３）気象情報対策 

    林野火災の発生及び広域化は、気象条件が極めて大きな要因であるため、関係機関は次により、

警報・注意報並びに情報等の迅速な伝達を行い、林野火災の予防に万全を期するものとする。 

   ①林野火災気象通報 

      林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として函館地方気象台が発表及び終了の通報を

行うものとする。 

ア．気 象 情 報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、

特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予防、防災上の注意を解説する場合等

に発表する。 

イ．消防法に基づく火災気象通報 

火災気象通報の種類及び発表基準 

〔種  類〕 

火災気象通報 
火災気象通報の発表及び終了の通報は、消防法第２２条の規定に
基づき函館地方気象台が行う。 

 林野火災気象通報 
林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として行い、火災気象
通報の発表及び終了の通報をもって行うものとする。 

〔発表基準〕 

発表官署 
地 域 名 

（一次細分区域名）
通 報 基 準 

函館地方 
気象台 

檜 山 地 方

実効湿度６５%以下にして、最小湿度が３５%以下、若しくは、
平均風速が１３m/s 以上（檜山奥尻島では１５m/s 以上）と
予想される場合 

※上記通報基準の平均風速は陸上を対象とした予想で
ある。また、平均風速が基準以上の予想であっても降
雨及び降雪の状況によっては火災気象通報を行わな
い場合がある。 

 

   ②伝 達 系 統 

林野火災予防に万全を期するため、気象情報を的確に把握し、遠隔吹鳴システム・広報車・

電話等を利用し、各関係機関に通報するものとする。 

函館地方気象台から発表された林野火災気象通報の伝達系統は、次のとおりとする。 
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【林野火災気象連絡系統図】 

    

③町 の 措 置 

      町が通報を受けたときは、通報内容及びとるべき予防対策等を、江差消防署・檜山森林管

理署・檜山振興局（森林室）へ通報するとともに、一般住民に周知徹底を図るものとする。

また、町長は、林野火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況により林野火災発生の危険

性があると認めるときは、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２２条に基づき火災警報を発

令することとする。 

  

（４）林野火災予防思想の普及啓発 

町民への林野火災予防思想の普及啓発は、関係機関の協力を得て次により行う。 

 ①消防遠隔吹鳴システムによる普及啓発 

 ②広報車・広報紙等による普及啓発 

 ③ポスターの張付、立看板の設置による普及啓発 

 ④チラシの配布による普及啓発 

 ⑤森林愛護組合・巡視人の協力による普及啓発 

 ⑥小中学校児童生徒の作品による普及啓発 

 

２．応 急 対 策 

 （１）情 報 通 信 

   ①情報通信系統 

      広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又は、まさに発生しようとしている場合の

連絡系統は、次のとおりとする。 

【林野火災発見者連絡系統図】 

 
発 見 者 等 

 檜山広域行政組合
江差消防署 

檜山森林管理署 水堀森林愛護組合 
  
             

田沢森林愛護組合 
             

江 差 町 
             

泊森林愛護組合 
             
             

江差警察署 椴川森林愛護組合 
             
                   

 

             檜山振興局 
森 林 室 

 
   

                
                   
        

檜山振興局 水堀森林愛護組合 
  

地 

域 

住 

民 

          
             

田沢森林愛護組合 
  

             
江 差 町 

  
             

泊森林愛護組合 
  

函館地方気象台 
        
      

椴川森林愛護組合 
  

               
                   
                   
        檜山広域行政組合

江差消防署 
江差町消防団
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   ②町及び関係機関の実施事項 

    ア．関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

    イ．関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機

関に連絡するものとする。 

    ウ．関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認・共有化・応急対策の調整等を行う

ものとする。 

    エ．町及び檜山振興局においては、「林野火災被害状況調書の提出について（昭和５４年２月２６

日付け林政第１１９号）」に基づく林野火災被害状況調書の提出を速やかに行うものとする。 

 （２）災 害 広 報 

    災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、

町及び関係機関が被災者の家族・地域住民等に対して行う広報は、「第５章第２節 災害広報計画」

の定めによるほか、次により実施するものとする。 

   ①実 施 事 項 

     ア．被災者の家族等への広報 

         関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被

災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供するもの

とする。 

        ａ 災害の状況 

    ｂ 家族等の安否情報 

        ｃ 医療機関等の情報 

        ｄ 関係機関の実施する応急対策の概要 

        ｅ その他必要な事項 

     イ．地域住民等への広報 

         関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車や遠隔吹鳴システムの利用等により、次

の事項について広報を実施する。 

        ａ 災害の状況 

    ｂ 被災者の安否情報 

        ｃ 医療機関等の情報 

        ｄ 関係機関の実施する応急対策の概要 

        ｅ 避難の必要性等、地域に与える影響 

        ｆ その他必要な事項 

 （３）応急活動体制 

    町長は、大規模な林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円滑に

実施するため、その状況に応じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

なお、関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議のうえ北海道の｢災

害対策現地合同本部設置要綱｣に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を行うこととする。 

 （４）消 防 活 動 

    人命の安全確保と延焼防止を基本として、「第４章第９節 消防計画」の定めによるほか、次に

より消防活動を行うものとする。 

   ①林野火災防御図の活用、適切な消火部隊の配置、森林愛護組合の出動協力等により、効果的な

地上消火を行うものとする。 
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   ②住家への延焼拡大の危険性がある場合、又は林野火災が広域化する場合には、「第５章第２７節 

ヘリコプター活用計画」の定めるところにより、ヘリコプターの要請等により空中消火を実施

する。 

 （５）避 難 措 置 

    町長は、人命の安全を確保するため、「第５章第４節 避難対策計画」の定めるところにより、

必要な避難措置を実施するものとする。 

 （６）交 通 規 制 

    江差警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第７節 交通応急対策計画」の

定めるところにより、必要な交通規制を実施するものとする。 

 （７）自衛隊派遣要請 

    町長は、災害の規模や収集した被害情報などから判断し、必要がある場合には、「第５章第２８

節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画」の定めるところにより、檜山振興局長に対して自衛隊の

災害派遣の要請を依頼するものとする。 

 （８）広 域 応 援 

    町及び江差消防署は、災害の規模によりそれぞれ単独で十分な災害応急対策を実施することが

できない場合には、「第５章第２９節 広域応援計画」の定めるところにより、他の消防機関、他の

市町村及び北海道へ応援を要請するものとする。 
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第８章 災害復旧・被災者援護計画 

災害が発生した際には、速やかに被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより、

復興へとつなげていく必要がある。 

このため、町は、災害の再発生を防止するため、公共施設等の復旧は単なる原形復旧に止まらず必要

な改良復旧を行うなど、将来の災害に備える計画とし、災害応急対策計画に基づく応急復旧終了後、被

害の程度を充分検討して計画し、早期復旧を目標にその実施を図るものとする。併せて、災害に伴い生

じた廃棄物については、広域的な処理を含めた計画的な収集・運搬・処分により、適切かつ速やかに廃棄

物処理を行うものとする。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保や北海道地域防災計画における第５章第３３節「災

害応急金融計画」に基づく応急金融制度、及び「被災者生活再建支援法」に基づく支援の活用を図るも

のとする。 

なお、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、国に緊急災害対策本部が設置され、当該災害からの

復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、大規模災害からの復興に関する法律（平成２５

年法律第５５号）に基づき、被災地の復興を図るため必要となる措置を行うものとする。 

 

 

 

第１節 災 害 復 旧 計 画 

 

１．実施責任者 

   町長、指定地方行政機関の長、その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、その他

法令により災害復旧の実施について責任を有するものが実施するものとする。 

 

２．復旧事業計画 

   公共施設の災害復旧事業計画は、おおむね次の計画とする。 

   ①公共土木施設災害復旧事業計画 

     ア．河川公共土木施設災害復旧事業計画 

     イ．海岸公共土木施設災害復旧事業計画 

     ウ．砂防設備災害復旧事業計画 

     エ．林地荒廃防止施設災害復旧事業計画 

     オ．地すべり防止施設災害復旧事業計画 

     カ．急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業計画 

     キ．道路公共土木施設災害復旧事業計画 

     ク．漁港公共土木施設災害復旧事業計画 

     ケ．下水道災害復旧事業計画 

     コ．公園災害復旧事業計画 

   ②農林水産業施設災害復旧事業計画 

   ③都市施設災害復旧事業計画 
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   ④上水道災害復旧事業計画 

   ⑤住宅災害復旧事業計画 

   ⑥社会福祉施設災害復旧事業計画 

   ⑦公共医療施設・病院等災害復旧事業計画 

 ⑧学校教育施設災害復旧事業計画 

   ⑨社会教育施設災害復旧事業計画 

   ⑩その他災害復旧事業計画 

 

３．災害復旧事業費等 

   災害復旧事業・その他関係事業に要する費用は、別に法律の定めるところにより予算の範囲内に

おいて、国及び道が全部又は一部を負担し又は補助して行われる。なお、事業別の国庫負担及び補

助率は、概ね「事業別国庫負担等一覧」のとおりである。 

 

４．激甚災害に係る財政的措置 

   著しく激甚である災害が発生した場合には、被害の状況を速やかに調査把握し、早期に「激甚災

害に対するための特別の財政援助等に関する法律」による指定が受けられるよう措置して、公共施

設の災害復旧事業が円滑に行われるよう努めるものとする。 

 

 

 

第２節 被災者援護計画 

 

１．罹災証明書の交付 

   ①町は、被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的確に把握

するとともに、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立する。 

   ②町長は、江差町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があっ

たときは、遅滞なく住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書を

交付しなければならない。 

    ③町長は、罹災証明書のうち火災に起因するものの交付に関する事務について、必要に応じて、

江差消防署長に、消防法による火災損害調査の結果に基づき行わせることができるものとする。 

 

２．被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

 （１）被災者台帳の作成 

   ①町長は、江差町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的

かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支

援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援

護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。 
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②被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

① 氏名 ⑪ 市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者

に提供することに被災者本人が同意してい

る場合には、その提供先 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 ⑫ ⑪の提供先に台帳情報を提供した場合に

は、その旨及びその日時 ⑤ 住家の被害その他市町村長が定める種

類の被害の状況 ⑬ 被災者台帳の作成に当たり、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第５項に規定する個人番号を利用する

場合には、当該被災者に係る個人番号 

⑥ 援護の実施の状況 

⑦ 要配慮者であるときは、その旨及び要

配慮者に該当する事由 

⑧ 電話番号その他の連絡先 

⑨ 世帯の構成 ⑭ その他被災者の援護の実施に関し市町村長

が必要と認める事項 ⑩ 罹災証明書の交付の状況 

 

 （２）台帳情報の利用及び提供 

 ①町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報をその保有に当たって、

特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し又は提供することができる。 

ア．本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。）

の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

      イ．町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

      ウ．他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

   ②台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に

提出しなければならない。 

ア．申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 

      イ．申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

      ウ．提供を受けようとする台帳情報の範囲 

      エ．提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、そ

の使用目的 

      オ．その他台帳情報の提供に関し町長が必要と認める事項 

   ③町長は、②の申請があった場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるとき、又

は申請者が台帳情報の提供を受けることにより、知り得た情報が不当な目的に使用されるおそ

れがあると認めるときを除き、申請者に対し当該申請に係る台帳情報を提供することができる。

ただし、その場合、提供する台帳情報には、当該被災者に係る行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号（本節２の（１）の②

の⑬）を含めないものとする。 

 

３．融資・貸付等による金融支援 

被災した町民等の生活再建や経営安定等を期すため、「第５章第３３節 災害応急金融計画」の定め

るところにより、北海道地域防災計画における第５章第３３節「災害応急金融計画」に基づく応急金

融制度、及び「被災者生活再建支援法」に基づく支援の活用を図るものとする。 
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４．災害義援金の募集及び配分 

災害による被災者を救護するための災害義援金の募集及び配分は、「第５章第３２節 災害義援金募

集（配分）計画」の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

第９章 防 災 訓 練 計 画 

 

 

 

第１節 防 災 訓 練 計 画 

 防災に関する知識及び技能の向上並びに住民に対する防災意識の普及啓発を図り、災害時における応

急対策を円滑に実施することを目的とする防災訓練に関する計画は、本計画の定めるところによる。 

 

１．訓練実施機関 

 防災訓練は、町及び防災関係機関が自主的に訓練計画を作成し、それぞれ又は共同して実施する

ものとする。また、学校・自主防災組織・非常通信協議会・民間企業・ボランティア団体・要配慮者を

含めた地域住民等の地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるものとする。 

なお、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施に努めると

ともに、訓練後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討するものとする。 

 

２．防災訓練の種別及び実施方法 

訓練実施機関は、それぞれ災害応急対策の万全を期するため、次に掲げる訓練を実施するととも

に、防災訓練の実施に当たっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、地震発生時

の対応行動の習熟を図るよう努めるものとする。 

 （１）水 防 訓 練 

     水防工法、水位観測、消防機関・一般住民の動員、水防資器材の輸送、広報通報伝達訓練等

を実施する。 

 （２）消 防 訓 練 

     消防機関の出動、避難・立ち退き、救助救出、消火の指揮系統の確立、広報・情報連絡訓練等

を実施する。（檜山広域行政組合の定める消防計画に基づく。） 

 （３）避 難 訓 練 

     水防訓練又は消防訓練と併せて、避難の指示、伝達方法、避難の誘導、避難所の防疫、給水・

給食などを折り込んだ訓練を実施する。 
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 （４）災害通信訓練 

     気象予報等の伝達、災害発生の状況報告、被害状況報告等について、主通信・副通信を組み

合わせて伝達訓練を実施する。 

 （５）非常召集訓練 

    災害対策本部員、消防機関等の招集訓練を実施する。 

 （６）総 合 訓 練 

     町・防災関係機関及び協力団体等が、各種の災害想定に基づく応急対策活動を中心とした総

合訓練を実施する。 

（７）防災図上訓練 

    各種災害に対処する応急対策訓練を図上において実施する。 

（８）災害対策本部移転訓練 

     災害対策本部が設置される役場庁舎も津波浸水域内であることから、対策本部の機能を短時

間で充実さる訓練を実施する。 

 （９）その他防災に関する訓練 

    林野火災・地震等、その他防災に関する訓練を実施する。 

 

３．民間団体等との連携 

   町及び防災関連機関等は、防災の日や防災週間等を考慮しながら、町内会・自治会、水防協力団

体、自主防災組織、ボランティア及び要配慮者を含めた地域住民等と連携した訓練を実施するよう

努めるものとする。 

 

４．複合災害に対応した訓練の実施 

防災関係機関は、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定した、図上訓練や実動訓練

等の実施に努めるとともに、その結果を踏まえて職員及び資機材の投入や外部支援の要請等につい

ての計画・マニュアル等の充実に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

第１０章 防災思想普及・啓発計画 

 

 

 

第１節 防災思想普及・啓発計画 

 防災諸活動を円滑に行い、かつ防災の成果をあげることを目的として、防災関係者及び住民に対する

防災思想・知識の普及と啓発並びに防災教育の推進に関する計画は、本計画の定めるところによる。 
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１．実施責任者 

 （１）防災関係機関全般 

    災害を予防し又はその拡大を防止するため、防災関係者に対して防災に関する教育・研修・訓練

を行うとともに、住民に対して防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進により、防災活動

的確かつ円滑な実施に努める。なお、防災知識の普及・啓発に当たっては、高齢者・障がい者・乳

幼児・妊婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立さ

れるよう努めるものとする。 

 （２）江 差 町 

①教育機関・民間団体等との密接な連携のもと、防災に関する教育を実施する。 

②住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々

な動向や各種データを分かりやすく発信する。 

③過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関する調査

分析結果等の各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧

できるよう公開に努める。 

④地域の防災活動におけるリーダーの育成に努める。 

 

２．配慮すべき事項 

①東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓等を踏まえ、複合災害時における住

民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

②要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が確立されるよう努めるととも

に、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

③社会教育施設を活用するなど、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関

する教育の普及推進を図るものとする。 

 

３．普及・啓発の方法 

   防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進は、次の方法により行うもとする。 

   ①各種防災訓練への参加普及 

   ②新聞・広報誌等の活用 

   ③テキスト・マニュアル・パンフレット等の配布 

   ④広報車による巡回 

   ⑤研修・講演会・講習会の開催 

   ⑥ビデオ・スライドの作成及び活用 

   ⑦ラジオ・テレビ・有線放送施設・インターネットの活用 

   ⑧町のホームページの活用 

   ⑨その他 

 

４．普及・啓発を要する事項 

   ①江差町地域防災計画の概要 

   ②災害に対する一般的知識 
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   ③災害の予防措置 

     ア．自助（備蓄）の心得 

     イ．防災の心得 

     ウ．火災予防の心得 

  エ．台風襲来時の家庭の保全方法 

     オ．農作物の災害予防事前措置 

     カ．船舶等の避難措置 

     キ．その他 

   ④災害の応急措置 

     ア．災害対策の組織・編成・分掌事項 

     イ．災害の調査及び報告の要領・連絡方法 

     ウ．防疫の心得及び消毒方法・清潔方法の要領 

     エ．災害時の心得 

        ａ 連絡体制（家庭内・組織内） 

        ｂ 気象情報の種別と対策 

        ｃ 避難時の心得 

        ｄ 被災世帯の心得 

   ⑤災害復旧措置 

     ア．被災農作物に対する応急措置 

     イ．その他 

   ⑥その他必要な事項 

 

５．教育関係機関における普及・啓発 

   ①学校においては、児童生徒に対し、災害現象・災害予防等の知識の向上及び防災に関する実践

活動（災害時における避難・保護の措置等）の習得などの防災教育を推進する。 

   ②学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確保な

ど、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

   ③学校において、外部の専門家や保護者等の協力のもと、防災に関する計画やマニュアルの策定

が行われるよう促すものとする。 

   ④児童生徒等に対する防災教育の充実を図るため、教職員等に対する防災に関する研修の機会の

拡充に努める。 

   ⑤防災教育は、学校の種別・立地条件及び児童生徒等の発達段階等の実態に応じた内容のものと

して実施する。 

   ⑥社会教育においては、ＰＴＡ等の各種団体の会合や研究集会等の機会を活用して、災害現象・防

災の心構え等の防災知識の普及・啓発に努める。 

 

６．普及・啓発の時期 

   防災の日・防災週間・水防月間・土砂災害防止月間・山地災害防止キャンペーン・津波防災の日及び

防災とボランティアの日・防災とボランティア週間等、普及の内容により最も効果のある時期を選

定して行うもとする。 
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